
年度末成果



　　部長の「仕事目標」は、各部長と、市長、副市長との約束であるとともに、市民の皆さんとの約束でもあ
ります。
　すべての世代の方々が、幸せを感じることができるまち「なんだ　かんだ　まちだ」の実現を目指し、「市
民目線の視点」を持った利便性の高い市民サービスと「持続可能な行政経営」を進めてまいります。

町田市長
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市政の基本方針を示し、その実現に向け主要な政策の企画・立案及び総合的な調整を行い、市民の満足が得られる市政を行うとともに「将来にわたって選ばれるまち」であり続けることを目指します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

〇日本全体の人口が減少し続けている中で、町田市でも人口推計
において2024年をピークに減少に転じる予測となっています。人口
構成では、2040年に団塊ジュニアと呼ばれる世代が65歳以上にな
ることから、高齢者人口が36％へと急増し、生産年齢人口は54％
にまで減少すると見込まれています。2040年を見据え、若い世代
の転入促進・定住促進や、全世代が活躍できる機会の創出が求め
られています。

○代表電話には年間約20万件の問い合わせがあります。また、市
民相談室では、年間約4,300件の相談を受け付けています。更に
市民相談室や各課に寄せられる市政に対する要望（市長への手
紙）は年間約1,000件となっており、市民から寄せられた意見・要
望、問い合わせや町田市ホームページへのアクセス記録を分析
し、新たな市民ニーズを施策に反映していく必要があります。

○ＩＣＴの著しい進化に伴い、新たなサービスやビジネスが登場・普
及したことで、世の中の仕組みや人々のマインド・生活、行動様式
が大きく急速に変化しています。相互に情報をやり取りするイン
ターフェース化が進み、市民の個々のニーズを把握することで、
ニーズに最適化したサービスを提供し、新たな価値の創造やその
価値の提供が求められています。そのために職員は、市民の「なり
たい・こうありたい」を応援する存在として、市民への深い理解と洞
察力をもって、それをアイデアや形あるサービスに変えることができ
るクリエイティビティが必要です。

○南町田グランベリーパークにある鶴間公園、鶴川にある香山緑
地、多摩境にある小山内裏公園、中心市街地にある芹ヶ谷公園の
様に、市街地と緑を一体に捉え、融合させていくことで地域の魅力
を深めていきます。また、町田薬師池公園四季彩の杜や野津田公
園スポーツの森など、市内にとどまらず広域的に集客することがで
きる施設はエリアのブランド化をすすめ、その魅力を発信し続ける
必要があります。

○生産年齢人口の割合が減少に転じ、今後も構造的収支不足が
拡大していく中で、多くの公共施設が老朽化し、大規模改修や建
替えを必要としています。そのため、当該公共施設で行われている
業務のあり方から見直し、施設の必要性がある場合には複合化・多
機能化を前提とした再編を行い、「未来への投資」と「公共サービス
改革」をバランスよく実行する必要があります。

〇新たな学校づくり推進計画に規定された学校統廃合が今後進行
することに伴い、総面積32ヘクタールの学校跡地が生じます。学校
跡地の有効活用の検討にあたっては、それぞれの学校を単独で考
えるだけでなく、市全体における公共施設の需要や、学校が災害
時の避難施設として位置づけられていることなど、地域のまちづくり
を踏まえた総合的な視点で検討を行う必要があります。

○町田市は、近隣自治体でもわずかしかない、政策研究を主とし
た「町田市未来づくり研究所」を設置しています。いわゆる自治体
シンクタンク組織で、この研究所の成果を市民と共有し今後のまち
づくりに生かしていく必要があります。

〇町田市は、ユニセフが主唱する「子どもにやさしいまちづくり事業
（ＣＦＣＩ）」の全国で5つしかない実践自治体です。これまでの経験
や考え方が市の資源であり、これを活かし、子ども憲章や「町田市
子どもにやさしいまち条例（まちだコドマチ条例）」に基づき、全庁
的にすべての事業を対象としていく必要があります。この考え方が
浸透するように職員の思考の拡張が必要です。

○全国の中核市及び中核市候補市の比較・分析結果や、民間団
体が出している都市構成要素を数値化したデータを整理し、明ら
かになった町田市の課題を基に今後の方向性を検討していく必要
があります。

○子育て世代へのサービス（保育・教育環境整備、子どもの居場
所整備など）が評価されており、町田市の0歳から14歳の転入超過
数は近年全国トップクラスを維持し、2023年は政令指定都市を除
いて2年連続全国第1位でした。今後も、定住促進につながる施策
を実施していく必要があります。

○2015年に国連は、ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ)として、17からな
る『持続可能な開発目標』を採択しています。ＳＤＧｓは、｢エネル
ギー｣などの環境分野、｢教育｣「健康」｢まちづくり｣などの社会分
野、「経済成長」｢不平等の是正｣などの経済分野にわたり、2030年
までに、国も企業もＮＰＯも個人も、あらゆる垣根を越えて協力する
ものです。
2022年10月の民間の調査で町田市の取組は、全国691市区の中
で51位と評価されています。
町田市は「ゼロカーボンシティまちだ」を宣言しており、市域全体で
温室効果ガスの排出削減と、将来を担う子どもたちにＳＤＧｓの視点
を意識した環境教育を進めていく必要があります。
また、持続可能な都市の実現のために、企業版ふるさと納税の制
度においては、寄附金額が億を超える実績をもつ自治体などの先
進事例や運用を町田市の制度運営に積極的に取り入れていくこと
が必要です。

○多摩都市モノレールのルートが選定され、町田駅周辺では新た
なまちづくりの機運が醸成しつつあります。モノレール沿線の団地
再生や新駅周辺のまちづくりを進めること、特に町田駅周辺は人が
集まる場所として魅力向上が求められています。

○リニア中央新幹線は、早期開業を目指しトンネル工事が進めら
れており、神奈川県駅が想定される橋本に隣接する相原、小山地
域は立地条件が大きく変わり新たな価値を創造する必要がありま
す。

○社会全体が、これまで以上にＩＣＴ技術を活用し、多様な働き方
を認めるなどの変化が起こりました。
ICT技術はさらに高速化・大容量化し、メタバース（仮想空間）との
融合が進んでいます。これに対応するため早急に行政サービスの
DX化が必要です。そして、職員用AIが導入され職員のデジタルリ
テラシーの向上が求められています。

○内閣府の「男女共同参画白書　令和４年版」によると、共働き世
帯は2001年から2021年までで約1.5倍に増加しており、夫婦のいる
世帯全体の約７割にまで達しています。
町田市の女性就労率は、年々増加傾向にありますが東京都平均
や全国平均と比較すると低い水準にあり、労働力が潜在化してい
ると言えます。組織に属さない働き方や、時間・場所等に制約され
ないしなやかな働き方に対するニーズに応える必要があります。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

政策経営部

神蔵　重徳

部名

部長名
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2024年度

①2031年度

②2026年度

2024年度

毎年度末

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 公共施設等マネジメントの推進 学校跡地（町田第三小学校用地）の活用 検討 学校跡地の活用 2030年度

部名 政策経営部

部長名 神蔵　重徳

目標値

2 多摩の「リーディングシティ」を目指すための調査研究
①提言の作成

②情報発信

①未実施

②0回

①提言の作成

②4回

3 “なんだ かんだ まちだ”の実現
①町田市の人口（2032年1月1日時点）

②住み続けたいと思う市民の割合

①43万人

②54.4％

①41万5千人

②65％

4 市民の声の市政への反映

①大学と連携した応対記録分析による課題の抽出
数

②市民から寄せられた声の月次分析及び年報の
公表

①5件

②-1 2022年度分年報の公表
②-2 2023年度分月次分析

①5件

②-1 2023年度分年報の公表
②-2 2024年度分月次分析

5 市長のトップマネジメントのサポート 市長の決裁等に係る執務時間の確保 月31時間（2023年度4月～12月） 31時間以上／月平均
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達成時期部の経営課題 指標 現状値

部名 政策経営部

部長名 神蔵　重徳

目標値

①2026年度

②2024年度

③2025年度

6

事務事業見直し
①多様な主体と協力した地域の活性化や、地域課題の解決
②歳出削減を見据えた予算・組織の集約化
③専門相談の充実

①民間提案制度を活用した事業実施件数
　

②-1　政策経営部のうち4階に執務室がある4課
（企画政策課・経営改革室・広報課・秘書課）の共
通消耗品の予算・在庫管理の実施状況及び効率
的な購入

②-2　表敬訪問の方への記念品内容見直し

③Web会議アプリを使用した専門相談の種類

①未実施

②-1
・各課で消耗品管理
・購入時期・回数は必要に応じて任意
　

②-2　未実施

③9種類

①1件

②-1
・消耗品の一元管理の実施
・購入回数4回/年（四半期ごと）

②-2　実施

③11種類

2024年度

8 時間外勤務時間数削減の取組 ②時間外勤務の時間数 116時間 104時間 2024年度

7
「シティプロモーション」に関する取組

企業版ふるさと納税制度の活用による寄附件数 27件 27件
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

個
別
計
画

2025年度は、基
本計画策定に向
け、2024年度に
行った「町田第
三小学校跡地活
用ワークショップ」
で考えられたコン
セプト案を参考
にしながら、跡地
活用コンセプト等
の検討が必要と
なります。
「町田第三小学
校跡地活用連絡
協議会」を通し
て、跡地の周辺
の地域の方に情
報共有を行うとと
もに、意見交換を
行いながら、コン
セプト等の検討
を進めていきま
す。

政策経営部

神蔵　重徳

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

学校跡地（町
田第三小学校
用地）の活用

・学校跡地となる町田第三小学校用地の活用に向
けた方向性を示す基本計画を2025年度に策定しま
す。
・基本計画策定に向け、地域住民等を対象とした
ワークショップや、アンケート調査等を実施し、市民
ニーズの把握を目指します。
・地域との合意形成に向けた協議会を設置し、市
民対話を重ねながら、大枠から細部へと少しづつ
活用のイメージの共有化を図ります。
・並行して、民間活力の導入に向けた検討・調整を
進めていきます。

地域との合意形成に向
けた協議会の設置

設置完了

・8月5日から8月21日に無作為抽出
で本町田に在住の15歳以上の方
1,000人を対象として、「町田第三
小学校跡地活用等に関する市民ア
ンケート」を実施し、計270件のご回
答をいただきました。
・学校跡地活用に関するワーク
ショップについては、9月17日から
参加者の募集を開始し、募集に関
するチラシを本町田地区の小学
校、町田第一中学校及び町田第三
小学校の周辺の町内会自治会に
配付しました。
・学校周辺の町内会・自治会には、
上記アンケート調査の実施やワー
クショップの開催のお知らせ、地域
との合意形成に向けた協議会の立
ち上げを予定していることなど、情
報共有を図るとともに意見交換を行
いました。

・10月19日、12月14日、2
月8日の3回、学校跡地
活用に関するワーク
ショップの開催を予定し
ています。ワークショップ
では、町田第三小学校
周辺にお住まいの方や
町田第三小学校跡地で
活動したい方等を対象と
し、跡地活用のイメージ
やアイデアを抽出してい
く予定です。
・2025年2月には、地域
の方々との合意形成を
図るための協議会の設
置を予定しています。

・8月5日から8月21日に実施した「町田第三小
学校跡地活用等に関する市民アンケート」の
結果について、回答（270件）いただいた結果
を調査報告書としてとりまとめ、1月10日に公
表しました。
・「町田第三小学校跡地活用に関するワーク
ショップ」を9月17日、12月14日、2月8日の全３
回で開催し、参加いただいた20名の方に町田
第三小学校の次の活用について、グループ
ごと（3グループ）に活用のイメージやアイデア
を考えていただき、コンセプト案をまとめまし
た。
・町田第三小学校周辺の地域を代表する方
に活用検討の進捗状況を共有するとともに、
跡地活用に関する意見交換を行い、地域との
合意形成を図ることを目的に、「町田第三小
学校跡地活用連絡協議会」を設置しました。

設置完了

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C○

①
・各テーマのアンケート
結果に基づき、現地視
察及び有識者ヒアリング
を行います。
・これらの結果をもとに、
年度末までに多摩のリー
ディングシティを目指す
ための提言を行い、報告
書を作成します。

②引き続き、研究の進捗
状況を発信するほか、3
月末までに報告会等を
開催し、研究結果を広く
発信します。

①環境分析、情報収集、ヒアリング調査、現地
視察等を行い、町田市が多摩のリーディング
シティになるために取り組むべき方向性を3分
野（街のにぎわい・働きやすさ・団地再生）に
分けて取りまとめ、具体的なリーディングプロ
ジェクトを提言しました。

②5回
庁外向けには、研究の開始および進捗状況
をPR TIMES、PR Wireを使って計２回プレスリ
リースを行い、市HPに誘導する流れを作りまし
た。
そのほか、成果報告会(1回)を対面・オンライ
ンのハイブリッド開催で行い、研究内容を対外
的に発信しました。
また、プレスリリースよりも詳しい内容を加えた
未来づくり通信について、昨年度よりも分かり
やすい構成に変更し、職員に興味を持っても
らえるような内容を作成し、庁内向けに2回発
行しました。

①作成完了

②5回
C

町田市が多摩の
リーディングシ
ティを目指すた
めに、４つのテー
マごとに課題を
整理し、3分野の
施策の方向性を
取りまとめまし
た。
町田市が将来に
わたって選ばれ
る自治体となるた
めには、現在の
危機的状況を理
解し、行政が取り
組むことが可能
な施策について
理解を深めること
が重要であるとい
う観点から、同
テーマについて
成果報告会(1回)
を対面・オンライ
ンのハイブリッド
開催で行い、対
外的に発信しま
した。
引き続き効果的
な情報発信に努
めます。

2 2 -

多摩の「リー
ディングシ
ティ」を目指す
ための調査研
究

①町田市が将来にわたって選ばれ続ける自治体に
なり、ポジティブな未来のシナリオを描くために必要
な都市要素を究明することを目的として、定量調
査・定性調査による社会・経済的指標の分析、他自
治体との比較、有識者ヒアリングによるアドバイスを
得ながら、「多摩のリーディングシティ」を目指すた
めの提言を作成します。

②研究の進捗状況や調査結果などに関して、庁内
外向けに情報発信をしていきます。

①提言の作成

②情報発信

①作成完了

②4回
○

①
・日本の都市特性評価で用いられ
ているデータから町田市の要素を
強み、弱み、伸びしろの大小などに
分類し、リーディングシティになるた
めの4つのテーマを作成しました。
・4つのテーマごとに仮想ライバル
自治体の市民を含めインターネット
アンケートを実施し、他自治体との
比較を行いました。

②2回
・5月に本年度の研究開始のお知ら
せを公表しました。
・※89月に研究状況の報告をしまし
た。※8月中に報告する予定でした
が、9月に変更となったため修正し
ました。
・公表にあたっては、庁外向けとし
て、PRTIMESとPRWireを使って広く
周知し、町田市HPへ誘導する流れ
を作りました。また庁内向けに「未
来づくり通信」を発行し、内容を周
知いたしました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

・理事者との打合せ予約受付時に、内容を精
査し、軽易な内容の場合には、資料のみの報
告とすることで、打合せ数の削減を行いまし
た。

・10月に、全庁に対して「市長、副市長との打
合せのポイント」を発信し、資料作成の要領や
打合せ時の留意点等について周知を図りまし
た。

・上記取組の結果、「市長の決裁等に係る執
務時間の平均」は、目標値を上回る32時間／
月平均を確保することができました。

32時間／月平
均

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

仕切り直しとなる
打合せ回数を減
少させる必要が
あります。サービ
スの受け手であ
る市民側の視点
に立った資料作
りが進むよう庁内
に働きかけてい
きます。

①　引き続き、課
題を抽出すること
により、担当部署
と連携し、市民
サービスの向上
に努めます。

②-1　引き続き、
市民から寄せら
れた声の分析を
行い、年報を公
表します。

②-2　引き続き、
市民から寄せら
れた声の分析を
毎月行い、庁内
で情報共有を図
ります。

・11月には下半期の進捗
確認及び年度末に向け
た調整・支援を行いま
す。
・2月には次年度に向け
た調整・支援を行い、町
田市5ヵ年計画22-26を
着実に進めていきます。

4回
５ヵ年計画22-26の2023年度の振り返り（１回）
や、2024年度の中間確認（１回）、2025年度の
当初予算の編成の調整（１回）、2024年度の
懸案事項の確認･調整（１回）を各部と行い、
取り組みが成果に結びつくよう、支援を行いま
した。

4回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

定期的に進捗の
確認を行い、必
要に応じて各課
と調整を行いま
す。

3 3 -

まちだ未来づ
くりビジョン
2040、町田市
5ヵ年計画22-
26の推進

まちだ未来づくりビジョン2040と、その実行計画で
ある町田市5ヵ年計画22-26に掲げる目標を達成す
るため、各部事業の進捗管理を行うとともに、各部
の取り組みが成果に結びつくよう、必要な調整・支
援を行います。

各部事業の進捗確認及
び、各部との調整・支援
の回数

4回 ○

2回
・5月に5ヵ年計画22-26の昨年度の
取り組みの振り返りを実施し、各事
業の進捗状況の調整を図りました。
・8月には上半期の進捗確認及び
下半期に向けた調整・支援を行い
ました。

①青山学院大学から、
2024年12月に2回目の中
間報告、2025年2月に最
終報告を受け、担当部
署と課題の抽出に取り組
みます。

②-1 2024年度の年報編
集をスムーズに行うよう、
準備をしていきます。

②-2 引き続き、市民から
寄せられた声について、
毎月分析を行い、庁内
で情報共有を図ります。

①　青山学院大学から、2024年12月に2回目
の中間報告を受け、2025年1月に分析結果に
ついての最終報告会を開催しました。報告会
の動画配信を通じて、市民から代表電話への
問合せ件数や、代表電話から各課への転送
件数を減らすための課題や改善提案を庁内
に共有できました。

②-1　2023年度に受けた市民の声をまとめた
年報を6月に公表しました。

②-2　市民から寄せられた声を毎月分析し、
庁内で情報共有できました。

①5件

②-1 2023年
度分年報の公
表

②-2 2024年
度分月次分析

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

5 5 -
適切な日程管
理

・理事者との打合せ予約時に、内容を聞き取り、紙
面の報告にするか、対面での打合せにするかを精
査します。理事者のスケジュールが過密にならない
ように、政策判断や決裁に係る執務時間を確保し
ます。

市長の決裁等に係る執
務時間の確保

31時間以上／
月平均

○

・理事者との打合せ予約受付時
に、内容を精査し、軽易な内容の
場合には、資料のみの報告とする
ことで、打合せ数の削減を行いまし
た。

・上記取組の結果、「市長の決裁等
に係る執務時間の平均」は、目標
値13％増の35時間／月平均を確
保することができています。

4 4

経
営
改
革
プ
ラ
ン

市民の声の分
析及び課題の
抽出

①大学と連携して、代表電話の応対記録を分析
し、市の改善課題を抽出します。

②市民から寄せられた声について、毎月分析を行
い、庁内で情報共有を図ります。これを基に、市民
の声をまとめた年報を公表します。

①大学と連携した応対記
録分析による課題の抽
出数

②市民から寄せられた声
の月次分析及び年報の
公表

①5件

②-1 2023年
度分年報の公
表

②-2 2024年
度分月次分析

○

①5月・6月に青山学院大学・相模
原市との打合せを行い、7月に青山
学院大学のゼミ生による応対記録
分析の中間報告を受けました。

②-1 年報「2023年度市民の声」を6
月に公表しました。

②-2 毎月、市民から寄せられた声
を分析し、庁内で情報共有を図りま
した。

例年、下半期が繁忙期
のため、上半期の取組を
さらに推進し、市長の決
裁等に係る執務時間の
確保に努めます。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①-1・2
東京都が主催するスター
トアップ企業支援イベント
等への参加や情報発信
を通じて制度の周知を図
ることで、引き続き事前
相談を受け付け、対話を
重ねた上で提案内容の
実現に向けて調整を行
います。

②-1
共通消耗品の在庫を管
理し、効率的な発注に努
めます。

②-2　他自治体の記念
品贈呈状況及び事務事
業の見直しを踏まえ、表
敬訪問の方への記念品
贈呈のあり方について検
討します。

③2025年度中に、新た
に1種類（人権身の上相
談）の専門相談につい
て、Web会議アプリを導
入できるよう引き続き関
係者との協議、調整を行
います。

①-1・2　民間事業者からの事前相談を20件
受けました。対話を重ねた結果、フリー型とし
て提案1件の採用が決定しました。テーマ型と
して提案を募集していた案件に対し、民間事
業者からの提案が1件ありました。

②-1　4課の共通消耗品の在庫を一元化しま
した。共通消耗品は、4課の購入要望をまとめ
て、計画的に6月、9月、12月、3月の4回発注
しました。共通消耗品の発注を4半期に1度と
したことで、事務の効率化が図れました。

②-2
・当初予定していたスケジュールを前倒し、5
月に記念品贈呈状況について、他自治体へ
調査を実施し、6月に記念品の内容を見直し
ました。

・シティプロモーションに資する記念品として、
まちだ未来づくりビジョン2040のキャッチコ
ピー「なんだかんだまちだ」を青字で施したマ
フラータオルを記念品として定め、7月に発注
しました。

・表敬訪問の方への記念品の贈呈について
は、他自治体の記念品贈呈状況も参考に、縮
減していく方向性を定めました。

③10種類
関係者との協議、調整の結果、10種類の専門
相談において、Web会議アプリを活用したオ
ンライン相談ができるようになりました。

①-1　20件

①-2　2件

②-1
・一元化の実
施
・4回

②-2　実施

③10種類

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①-1・2
民間事業者等へ
の周知機会を増
やすため、民間
事業者が提供す
るプラットフォー
ムの利用を開始
しました。次年度
以降も積極的な
周知に努めま
す。

②-1
引き続き、共通
消耗品の在庫を
管理し、効率的
な発注に努めま
す。

②-2
引き続き、必要な
物品等を精査し
たうえで、総務担
当課に発注依頼
を行います。

③引き続き、未
実施の専門相談
において、Web
会議アプリを導
入できるよう関係
者との協議、調
整を行います。

「シティプロ
モーション」に
関する取組

企業版ふるさと納税制度を活用して町田市の目指
すまちづくりを広くPRし、共感を得るとともに、財源
の確保に努めます。

企業版ふるさと納税制度
の活用による寄附件数 27件 ○

9月末時点で15件、総額8,400,200
円の寄附を受けています。
上半期の寄附件数としては目標値
の約半数の15件ですが、寄附総額
は昨年度の同時期の寄附額
2,247,269円を大幅に上回っていま
す。

6 6

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組
（①民間提案
制度の運営②
４階各課共通
消耗品の予算
執行・在庫管
理の一元化と
効率的な購
入、秘書課購
入品の見直し
③専門相談に
おけるWeb会
議アプリの導
入）

①市民サービスの向上や市の財政負担の縮減、歳
入確保等につながる提案を民間事業者から受け付
ける「町田市民間提案制度」の運用を開始、公民
連携窓口（Co-Laboまちだ）を設置し、提案内容の
実現による業務・事務の効率化、サービス向上等を
目指します。

②-1　企画政策課・経営改革室・広報課・秘書課の
共通消耗品の予算、在庫管理を一元化し、共通消
耗品購入回数を4回にします。

②-2　秘書課の表敬訪問時の記念品について、対
象者の傾向と物価高騰の影響を考慮し、見直しを
行います。

③市民の利便性を向上するため、市役所に来庁す
ることなく相談できるよう、専門相談におけるWeb会
議アプリを導入します。

①-1　公民連携窓口
（Co-Laboまちだ）におけ
る相談件数

①-2　民間事業者からの
提案件数

②-1
・共通消耗品の予算、在
庫管理一元化
・購入回数4回

②-2　表敬訪問の方へ
の記念品内容見直し

③Web会議アプリを使用
した専門相談の種類

①-1　20件

①-2　2件

②‐１
・一元化の実
施
・4回

②‐2
見直しの実施

③10種類

○

①-1　8件
①-2　1件
民間事業者からの事前相談を8件
受け、対話を重ねた結果、フリー型
として提案1件の採用が決定しまし
た。

②-1　一元化の実施　２回
4課の共通消耗品の在庫を一元化
しました。共通消耗品は、4課の購
入要望をまとめて、6月と9月の2回
発注しました。

②-2　見直しの実施
・当初予定していたスケジュールを
前倒し、5月に記念品贈呈状況に
ついて他自治体へ調査を実施し、6
月に記念品の内容を見直しました。
・シティプロモーションに資する記
念品として、まちだ未来づくりビジョ
ン2040のキャッチコピー「なんだか
んだまちだ」を青字で施したマフ
ラータオルを記念品として定め、7
月に発注しました。

③10種類
関係者との協議、調整を順調に進
め、７月に１種類（民事調停の利用
相談）を開始し、合計10種類の専
門相談においてWeb会議アプリを
活用したオンライン相談ができるよ
うになりました。

企業の決算期が下半期
に多いことからも、庁内
の積極的なPR活動を支
援・推進していきます。
あわせて、全国の企業へ
町田市の目指すまちづく
りを広くPRし、共感を得
ていきます。

庁内の積極的なPR活動を促し、職員一丸と
なって取組を行った結果、寄附件数30件、総
額12,400,200円の寄附を受けました。寄附金
額は過去最高を更新しました。

30件 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

全庁を挙げて積
極的なPRを行っ
ていきます。

8 8 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

過重労働の無い、ワーク・ライフ・バランスの取れた
「いきいき職場」を実現します。

1人当たりの年間時間外
勤務の時間数

104時間以下
（2023年度比
10％減）

○
8月末時点での1人あたり時間外勤
務時間は、42時間です。

引き続き各課の時間外
勤務時間数を注視し、時
間外の削減に努めます。

1人あたりの年間時間外数は103時間で、2023
年度比10％減の目標を下回りました。これは、
台風と選挙を除く通常業務の時間数です。

１03時間 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き時間外
の削減に努めま
す。

7 7 -
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

政策経営部経営改革室

髙橋　晃

部名

部長名

・社会環境の変化を捉え、市民目線と比較の視点を持って行政サービス改革を進めます。
・多様な意見を市政へ反映し、市民から信頼される市役所を目指します。
・様々なコラボレーションや経営資源の有効活用により、市民の利便性と市役所の生産性の向上を図ります。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

【市民】
・時代に即した市民サービスを、迅速に提供することが求められて
います。
・市民から信頼される市政を実現するため、より一層、透明性の向
上と説明責任を果たすことが求められています。

【市長・副市長】
・市長や副市長が迅速かつ的確に経営判断が行えるよう、各部署
の現場で起きている状況や課題を適切に整理し、伝える必要があ
ります。

【職員】
・職員は、市民の利益のために、各所属の垣根を超えた広い視野
を持つことが求められています。
・デジタル化の進展や会計年度任用職員の任用等により、職員
は、人にしかできない相談・折衝や企画立案などのクリエイティブな
仕事に注力する働き方が求められています。

・社会環境の変化を捉えて、新たな市民サービスを企画立案すると
ともに、既存事業の見直しを図ることが求められています。

・“行政サービス改革、イコール、ＤＸ”であると捉え、これまでの業
務をデジタルベースのサービスデザインへ変革し、市民サービスの
向上と業務の生産性向上を実現する必要があります。

・外部有識者や子ども・若者の意見を市政に取り入れ、施策や事業
をより良い形にすることが必要です。

・「まちだ未来づくりビジョン2040」の実行計画である「町田市５ヵ年
計画22－26」で掲げているシティプロモーション、子どもにやさしい
まちづくり、多様化社会の実現といった、部門横断的な施策を円滑
に進めるため、部門間の意思疎通をより一層図ることが求められて
います。

【ブレイクスルーチャレンジ】
・既成概念にとらわれず、様々な組織とコラボレーションを行い、新
たな価値を生み出して、現状を打破していく取組を実施していま
す。
・2019年度から、市民の利便性と市役所の生産性向上を目的とし
た「“e-まち”実現プロジェクト」を立ち上げ、市役所業務のDXを組
織横断的に進めています。
・2022年度から、所管課発意の業務改善の取組を経営改革室がサ
ポートするプロジェクトを開始し、「営繕業務のデジタル化」や「支出
事務の効率化」など、複数の部署と連携しながら業務改善を進めて
います。

・2024年度から、「課の仕事目標」に、所管する全ての中事業の実
施根拠、現状、課題を踏まえた、見直しの方向性を検討する「見直
し検討シート」を追加し、既存事業の見直しの促進を図っていま
す。

・2006年度から、組織の目標を管理する市独自のマネジメントツー
ルとして「部長の仕事目標」を導入しています。2007年度からは、
「課の仕事目標」を導入しています。

・2007年度から、市長・副市長と外部有識者が、公開の場で行政経
営について議論する「町田市行政経営監理委員会」を開催し、有
識者からの提言を、行政サービス改革の施策立案につなげていま
す。こうした会議体に市長が出席し、有識者と直接議論を交わす形
式は、多摩26市では類例がなく、市民や職員への経営理念の発信
の場として機能しています。

・2007年度から、条例に基づく包括外部監査を実施しています。こ
の方法で実施している自治体は、2024年4月時点で、町田市を含
めて6自治体（町田市・港区・荒川区・大田区・江東区・泉南市）で
す。

・2017年度、2019年度、2022年度に、高校生が評価人として参加
する「市民参加型事業評価」を実施しました。この取り組みは、2018
年6月に日本ユニセフ協会が主催したシンポジウムで高い評価を
受け、「子どもにやさしいまちづくり」の推進につながっています。
2024年度の開催では、高校生に加えて大学生の参画を企画して
います。

・2022年度から、中核市における施策等の評価指標を活用した自
治体間比較を行い、市の施策策定の検討につなげていく、「中核
市ベンチマーキング」を実施しています。

【市の収支不足】
・歳入の増加以上に歳出が増加し、収支不足はより一層拡大する
見通しです。これまで以上の既存事業の見直しを行う必要がありま
す。
＜市の歳入＞
・物価高騰や賃上げの影響による、住民税の増加
・景気の回復に伴う地価上昇による、固定資産税の増加
＜市の歳出＞
・中心市街地や駅周辺、公園など、未来に向けたまちづくりによる
投資的経費の増加
・老朽化した公共施設の再編・修繕による投資的経費の増加
・少子化対策による子育て支援費の増加
・少子高齢化による、社会保障費の増加
・人事院勧告による、職員人件費と会計年度任用職員報酬の増加
・エネルギー、原材料価格、人件費など物価高に伴う、物件費の増
加
・国内金利の上昇に伴う、公債費（利子）の増加

・先行きが不透明で、複雑化、多様化した様々な社会課題が進行
している中では、調査・分析によって社会的価値観や市民ニーズ
の変化を的確に捉え、部門横断により解決策を見出して、行政
サービス改革を進めていくことが必要です。

・コロナ禍が明け、人と人とのつながりや、地域の取り組み等の社
会活動が回復していることを受け、これまで以上に、産官学を始め
とする多様な主体との連携が必要です。

・国は、「誰一人取り残されないデジタル社会の実現」に向け、「デ
ジタル社会の実現に向けた重点計画」や「アナログ規制の見直し」
等により、行政のデジタル化を強力に推進しています。

・全国的な少子化傾向に拍車がかかる中で、国や東京都による積
極的な子ども施策が推進されており、町田市においても「子どもに
やさしいまち条例」が制定され、子ども・若者の意見を尊重した行政
経営を進めることが求められています。
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5 ワークライフバランスの推進 1人あたりの時間外勤務の時間数
231時間
（2022年度の時間外勤務の時間）

208時間以内
（2022年度比10%減）

※前回「市民参加型事業評価」を実施した2022年
度を比較の対象としています。

4 部(経営改革室)の事務事業見直しの推進 業務委託費の削減額 - 580千円

3 外部意見の活用による行政サービス改革と市政の透明性の向上

①行政経営監理委員会からの助言・提言の市政へ
の反映数

②包括外部監査の措置率(過去5ヵ年の措置率)

③市民参加型事業評価の開催

④市民参加型事業評価の改善プログラム達成率

①8件（累計14件）

②99.7%

③開催準備

④2022年度開催分74%

①累計29件

②95%

③開催

④2022年度開催分90%

2 継続的な行政サービス改革と職員のチャレンジ精神の醸成

①「経営品質向上活動」を意識している職員の割
合

②経営品質向上に関連した研修の受講者数

③中核市とのサービス水準比較の実施・公表

④ブレイクスルーチャレンジの実施業務数

⑤“e-まち”実現プロジェクトの取組累計件数

①90.4%

②2,579人（2023年度実績）

③指標比較の実施・公表

④累計14業務

⑤107件 111件
※2023年度末時点の実績を再集計しました。

①90%

②2,579人以上

③指標比較の実施・公表

④5業務（累計19業務）

⑤137件 156件
※上半期で目標値を達成したため、上方修正しま
した。

部名 政策経営部経営改革室

部長名 髙橋　晃

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 行政経営改革の推進
①経営改革プランの進捗率

②経営会議の承認割合

①99%

②100%

①80%

②100%

①2024年度

②2024年度

①2024年度

②2024年度

③2026年度

④2026年度

⑤2026年度

①2025年度

②2026年度

③2024年度

④2024年度

2024年度

2024年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

行政経営改革
の推進

①「町田市5ヵ年計画22-26」の経営改革プランの進
捗状況を随時確認し、必要に応じて、課題解決に
向けた部門間調整等の支援を行います。

②市長・副市長・教育長や関係部長が出席する経
営会議を開催し、主要な政策や行政計画の策定に
向け、所管部署との調整や支援を行います。

①経営改革プランの達
成率

②経営会議の承認割合

①80%

②100%

①　97％
2023年度は、33件の取組のうち、
達成率100％の取組が25件、95％
以上の取組が5件でした。取り組み
結果については、8月に公表しまし
た。

②　100％
上半期に経営会議に付議した3件
は、全て承認となりました。

①
予算ヒアリング（10月）や
仕事目標年度末確認（2
月）の際に、進捗状況を
確認します。また、必要
に応じ、取組の推進に向
け所管課を支援します。

②
確実に承認が得られるよ
う、引き続き、関連部署と
の調整に努めます。

①97％
・2023年度の経営改革プランの達成率を確認
し、8月に公表しました。
・年間予定に組み込まれた、経営改革プラン
の取り組み状況調査、予算1次要求ヒアリン
グ、仕事目標中間確認、定数ヒアリング、予算
2次要求ヒアリング、仕事目標年度末確認のほ
か、懸案事項の確認時や経営調整会議の付
議案件に関連して、進捗状況を確認し、必要
に応じて部門間調整等の支援を行いました。

②100％
経営会議を開催し、主要な政策や行政計画
の策定に向け、所管部署との調整や支援を行
いました。経営会議に付議した6件は、全て承
認になりました。

①97％

②100％

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C○

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

①引き続き、経
営改革プランの
進捗状況を確認
するとともに、必
要に応じ部門間
調整等の支援を
行い、経営改革
プランの着実な
実施を図ります。

②引き続き、主
要な政策や行政
計画の策定に向
け、所管部署と
の調整や支援を
行います。

政策経営部経営改革室

髙橋　晃

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

2 2

経
営
改
革
プ
ラ
ン

継続的な行政
サービス改革
と職員のチャ
レンジ精神の
醸成

①経営品質向上の考え方を踏まえ、市民目線で
サービス改革を進めることができる、チャレンジ精
神を持った職員を育成します。

②中核市との自治体間比較を踏まえ、市のサービ
ス水準を調査し、中期的な施策展開や事業改善に
つなげます。

③各課の主体的な業務改善を支援し、行政サービ
ス改革を進めます。また、改革・改善にあたり、書面
や目視などのアナログ的な手法・手続を見直し、業
務のデジタル化を図ります。

④市民の利便性向上と市役所の生産性向上を組
織横断的に検討する、“e-まち”実現プロジェクトを
推進します。

①-1「経営品質向上活
動」を意識している職員
の割合

①-2経営品質向上に関
連した研修の受講者数

②中核市との指標比較
の実施・公表

③ブレイクスルーチャレ
ンジの実施業務数

④"e-まち"実現プロジェ
クトの取組累計件数

①-1 90%

①-2 2023年
度以上（2,579
人以上）

②実施・公表

③5業務（累計
19業務）

④117件  126
件
※上半期で目
標値を達成し
たため、上方
修正しました。

○

①-1
市民目線をもって行政経営改革を
進める職員を育成するため、業務
改善の好事例や研修内容などを紹
介した「経営品質向上活動通信」を
4回発行しました。

①-2　157名
4月に、新人職員向け「経営品質の
向上」研修（83名受講）、7月に、入
庁2年目職員向け「経営と変革研修
（基礎編）」研修（48名受講）、及び
新任課長及び新任総務担当課長
向け「経営と変革研修（管理職編）」
（13名受講）、9月に、新任係長向
け「経営と変革研修（係長編）」第1
回（13名受講）を実施しました。受
講者アンケートでは、基礎編の
91.5%、管理職編の84.6%が、研修
に満足していると回答しました。

②
2024年度は、町田市と中核市の行
政水準の比較・分析を、当該年度
分だけではなく、過去5年ごとの比
較・分析を行います。そのため、
2004年度、2009年度、2014年度及
び2019年度の中核市行政水準調
査結果を収集し、準備を進めまし
た。

③ 7業務（累計21業務）
「建設・改修工事事務のデジタル
化」、「要介護認定審査事務のデジ
タル化」や「議事録サポートAIの導
入」など新たに7業務の改善に着手
しました。このうち、会議の活性化
や紙削減に向けた「打合せスペー
スへのモニター設置」については、
市庁舎に37台のモニターを設置
し、完了しました。

④ 累計120件
"e-まち"実現プロジェクトの取組
を、9件実施しました。
＜主な取組＞
・市のデジタルサービスの玄関口と
なる、バーチャル市役所ポータル
「まちドア」を公開しました。また、
「まちドア」に、生成AIと３Dアバター
を組み合わせた手続検索サービス
である「AIナビゲーター」を導入しま
した。

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①-1
・「経営品質向上活動通
信」を3回以上発行しま
す。
・1月に、経営品質向上
活動に関する職員アン
ケート実施します。

①-2
11月、12月、1月に、「経
営と変革研修（係長編）」
研修（第2～4回）、12月
に、課の仕事目標サ
ポーター研修、１月に、
経営品質向上に関する
e-ラーニングなどを実施
します。

②
11月に公表される2024
年度の中核市行政水準
調査結果を収集し、12月
に、2024年度及び過去5
年ごとの町田市と中核市
の行政水準の比較・分析
を行います。
比較結果については、
オープンデータカタログ
サイトに掲載します。

③
引き続き対象業務の改
善を進めます。

④
窓口を待たずに利用で
きる「オンライン窓口予約
サービス」をはじめ、新た
なデジタルサービスの検
討、導入を進めます。

①-1　90%
市民目線をもって行政経営改革を進める職員を育成す
るため、業務改善の好事例や研修内容などを紹介した
「経営品質向上活動通信」を、計12回発行しました。
・2月に、全職員を対象とした、「経営品質向上活動」に
関するアンケートを行いました。その結果、「経営品質
向上活動」を意識している職員の割合は90%でした。

①-2　2,972名
・2024年度は、研修を14回実施し、合計2,972人が受講
しました。
・外部講師による研修として、7月に、入庁2年目職員向
け「経営と変革研修（基礎編）」を2回（計48名受講）、新
任課長及び新任総務担当課長向け「経営と変革研修
（管理職編）」を1回（13名受講）、9月、11月、12月、1月
に、新任係長向け「経営と変革研修（係長編）」を4回
（延べ50名受講）実施しました。受講者アンケートでは、
「経営と変革研修（基礎編）」の91.5%、同管理職編の
84.6%、同係長編の69.2%が、研修に満足していると回答
しました。
・経営改革室職員が講師となる研修として、4月に、新
入職員向け「経営品質の向上」研修を1回（88名受講）、
12月に、「仕事目標サポーター研修」を3回（計159名受
講）、1月に「管理職準備研修」を1回（14名受講）実施し
ました。
・2月に、正規職員向けe-ラーニング研修を1回実施し、
計2,000人が受講しました。
・2024年度は新たな研修として、一年度を通じて任用す
る会計年度任用職員向けe-ラーニング研修を、2月に1
回実施し、600人が受講しました。

②実施・公表
・3月に公表された2024年度中核市行政水準調査結果
をもとに、町田市の行政水準を把握する庁内調査を実
施しました。
・中核市のサービス水準を把握し、町田市の現状を把
握するため、2024年度及び過去5年ごとの中核市行政
水準調査結果に基づく比較・分析を行いました。この結
果、町田市の各行政分野の改善すべき点を把握するこ
とができました。
・これらの比較結果は、3月にオープンデータカタログサ
イトへ掲載しました。

③ 8業務（累計22業務）
・新たに改善に着手した8業務の内、「議事録サポート
AIの導入」、「打合せスペースへのモニター設置」など、
計5業務の改善を完了しました。なお、「要介護認定審
査事務のデジタル化」、「営繕業務のデジタル化」、「財
務会計事務の効率化」の3業務は、引き続き改善に取り
組みます。
また、デジタル庁の公募事業に採択された「配管設備
等点検業務のデジタル化」では、これまで目視で行って
いた配管設備等の点検業務について、X線透過等を用
いたデジタル画像解析を行うことで、点検精度の向上を
図りました。
・「営繕業務のデジタル化」の取組が評価され、日本最
大の政策コンテスト「マニフェスト大賞2024」において、
応募総数 3,012 件の中から政策・まちづくり部門で優
秀賞を受賞しました。

④ 累計146件
"e-まち"実現プロジェクトの取組を、35件実施しました。
＜主な取組＞
・オンライン上で窓口の順番予約を行うことで、「待たな
い窓口」を実現する「オンライン窓口予約システム」を導
入しました。
・生成ＡＩを活用することで、市や民間の様々な情報を、
誰でも簡単に検索、分析できる、新たな「データ利活用
のプラットフォーム」の構築を開始しました。この取組
は、東京都の「データ連携・活用促進プロジェクト」に選
定されました。

①-1　90%

①-2　2,972名
（2023年度比
394人増）

②実施・公表

③8業務（累計
22業務）

④累計146件

B

①-1 引き続き、
「経営品質向上
活動」を意識した
業務の実施を促
す活動を続けて
いきます。

①-2 引き続き、
市民目線でサー
ビス改革を進め
ることができる、
チャレンジ精神を
持った職員を育
成するため、社
会情勢に合っ
た、知識や能力
が習得できるよ
う、研修対象や
内容を見直しし、
全職員の能力向
上に努めます。

②これまでの中
核市ベンチマー
キングの結果を
踏まえ、職員が、
多摩２６市や近隣
人口同規模自治
体、中核市など、
他自治体と町田
市の比較をする
際の指針となる
「自治体比較ガイ
ドライン」を策定
を進めます。

③2025年度にお
いても、各部署の
主体的な業務改
善を支援し、行
政サービス改革
を推進します。

④生成AIと３Dア
バターを組み合
わせた手続検索
サービスである
「AIナビゲー
ター」の機能向上
を行うことで、市
民の質問により
素早く、的確に
回答できるように
します。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

3 3

経
営
改
革
プ
ラ
ン

外部意見の活
用と市政の透
明性の向上／
「子どもにやさ
しいまち」の実
現に向けた取
組

①「町田市行政経営監理委員会」を開催し、委員
からいただいた助言・提言を、行政サービス改革の
施策立案につなげます。

②市民の市政への信頼を高めるため、市の組織に
属さない公認会計士等の有識者による「包括外部
監査」を実施します。また、包括外部監査人から受
けた指摘事項等について改善を進め、事務の適正
性を確保します。

③市民の声を行政サービスの向上に活用するた
め、市の事業を、市民が評価し、改善につなげる、
「市民参加型事業評価」を開催します。また、評価
結果を踏まえ、改善プログラムを作成し、公表しま
す。
「市民参加型事業評価」の開催にあたり、これまで
以上に、子どもや若者の意見を市政へ反映させる
ため、評価人に大学生を加えます。

①行政経営監理委員会
からの助言・提言の市政
への反映数

②包括外部監査の措置
率(2019～2023年度実施
分)

③-1 改善プログラムの
公表

③-2 改善プログラムの
達成率（2022年度開催
分）

③-3 評価人に大学生を
追加

①5件（累計19
件）

②95%

③-1 公表

③-2 90%

③-3 追加

○

①
「社会経済の激動を乗り越える行政
経営」を年度共通テーマとし、7月
29日に第1回町田市行政経営監理
委員会を開催（102名傍聴）しまし
た。委員会では、「町田市の行政経
営における課題と今後の方向性」
について議論し、事務事業の見直
しや人材不足への対応等に関する
提言を専門委員から受けました。

②
2023年度包括外部監査の指摘事
項等について、早期に措置できる
よう、所管部署に改善を促しまし
た。

③-1
11月の「市民参加型事業評価」当
日に向けて、6月、7月に高校生を
含む市民評価人で、「事業選定
ミーティング」を実施し、評価対象
事業を選定しました。9月から有識
者評価人を加えた評価人と事業所
管課による論点整理ミーティングを
行っています。

③-2
2022年度市民参加型事業評価の
改善プログラムの未達成分につい
て、早期に達成できるよう、所管部
署に改善を促しました。

③-3
4月に、市と中央大学総合政策学
部で「行政経営改革に関する連携
協定」を締結しました。
大学生は、有識者評価人である中
央大学の中村周史准教授ととも
に、評価人として参加しています。
また、事務局運営として、資料の校
正やミーティングの撮影などを行っ
ています。

①
2月に第2回町田市行政
経営監理委員会を開催
します。
また、2023年度の委員会
で専門委員からいただ
いた人材育成等に関す
る提言について、2024年
度末に策定する「（仮称）
町田市人材育成総合プ
ラン」に反映できるよう、
所管課に働きかけていき
ます。

②
・引き続き、所管部署に
改善を促します。
・2019～2023年度実施
分の外部監査における
指摘事項等に対する措
置状況について、12月
に調査を行い、結果を3
月に公表します。

③-1
10月に「論点整理ミー
ティング」、11月に「市民
参加型事業評価」、2月
に「改善プログラムミー
ティング」を開催します。
3月に、確定した改善プ
ログラムを公表します。

③-2
・引き続き、所管部署に
改善プログラムの達成を
促します。
・2022年度の改善プログ
ラムの達成率について、
12月に調査を行い、結
果を3月に公表します。

③-3
引き続き、大学生は、中
村周史准教授とともに、
評価人として参加しま
す。また、事務局運営と
して、１１月の市民参加
型事業評価当日の司
会、メタバース空間のデ
コレーション、資料の校
正などを行う予定です。

①8件（累計22件）
・2023年度の委員会で専門委員からいただいた
人材育成等に関する提言について、職員のキャリ
アパスを示す町田市職員ロードマップの作成や、
新規採用職員を対象としたメンター制度の導入な
ど、計8件を「町田市職員人材育成総合プラン」に
反映しました。
・「社会経済の激動を乗り越える行政経営」を年度
共通テーマとし、7月と2月に行政経営監理委員
会を計2回開催しました。
・第1回では「町田市の行政経営における課題と
今後の方向性」、第2回では「時流を見据え、未来
につなげる行政サービス改革の実現」について議
論し、今後の行政経営の方向性や必要となる方
策についての提言を専門委員から受けました。委
員会の傍聴者数は、2回合計で202人でした。

②98.2％
・2019年度～2023年度実施分の措置率は、上半
期から改善時期などの協議を行うなどの支援をし
た結果、98.2％となり、3月に公表しました。

③-1　公表
・9月、10月に「論点整理ミーティング」を実施し、
評価対象事業の課題を整理し、評価人と事業所
管課で共有しました。
・11月10日に、評価対象事業の「評価」を実施し、
2会場で延べ84名の傍聴、YouTubeチャンネルで
のライブ配信へのアクセスが延べ568回、メタバー
ス空間の事業評価会場へのアクセスが79アカウン
トありました。2022年度実施時と比較して、会場で
の傍聴者数が延べ49名から35名増、ライブ配信
へのアクセスが延べ440回から128回増となりまし
た。評価の結果は、5事業が「一部改善すべき」、1
事業が「大いに改善すべき」となりました。
・2月に、「改善プログラム策定ミーティング」を実施
し、事業所管課が用意した改善プログラム案につ
いて、評価人からの意見を踏まえ、改善プログラ
ムを策定しました。
・3月に、改善プログラムを市のホームページなど
で公表しました。
・東京都の子ども施策をまとめた「こども未来アク
ション2025」に、「子供の目線に立った区市町村の
取組」として本事業が取り上げられました。
・12月に、子ども家庭庁が主催するこども・子育て
ＤＸ見本市において、本事業についてＰＲを行い
ました。

③-2　93%
2022年度開催分の改善プログラムの達成率は、
93%でした。達成率については、3月に公表しまし
た。

③-3　追加
・4月に、市と中央大学総合政策学部で「行政経
営改革に関する連携協定」を締結しました。
・大学生は、有識者評価人である中央大学の中
村周史准教授とともに評価人として参加しました。
・大学生は、事務局運営にも携わり、ミーティング
で使用する資料レイアウトの校正や、チラシのデ
ザイン案作成、ミーティングの撮影、メタバース空
間上の事業評価会場のデザイン、事業評価当日
の司会や受付などを行いました。
・事業終了後、大学生には、事務局運営の視点
で事業の改善点の報告をしていだきました。

①8件（累計22
件）

②98.2％

③-1 公表

③-2 93%

③-3 追加

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①専門委員の提
言を、市政へ反
映していきます。

②引き続き、所
管部署に改善を
促し、必要に応じ
て支援を行いま
す。

③
・2024年度開催
分の改善プログ
ラムに基づき、事
業改善が進むよ
う、事業所管課を
支援します。
・2024年度実施
内容の振り返りを
行い、2026年度
に実施予定の市
民参加型事業評
価に向け、新た
な企画案を作成
します。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

引き続き、各業務の委託
内容を精査し、業務委託
費の削減を図ります。

2,664千円の削減
・行政経営監理委員会の議事録作成事務及
び仕事目標サポーター研修に関する業務委
託料、計580千円を削減しました。
・議事録サポートＡＩを活用したことにより、行
政経営監理委員会の議事録作成事務を約
90％（約400時間）削減し、2,084千円の人件
費削減となりました。
・経営改革室職員が講師となる研修として、12
月に、「仕事目標サポーター研修」を3回（計
159名受講、前年度比64名増）実施しました。

2,664千円 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 5 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

時差勤務やテレワーク等を活用し、庶務業務や企
画業務に集中して取り組める時間を確保すること
で、業務の生産性向上を図ります。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

208時間以下
（2022年度比
10％減）

※前回「市民
参加型事業評
価」を実施した
2022年度を比
較の対象とし
ています。

○

93時間（2022年度上半期比14.7％
減）
モニター付きの打ち合わせスペー
スや事務作業用の集中ブースのよ
り一層の活用、タスク管理ツールの
導入により、2022年度上半期に比
べ、1人あたりの時間外勤務の時間
数を16時間削減しました。
（2022年度上半期1人あたりの時間
外勤務時間数109時間）

4 4

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

各業務の委託内容を精査し、業務委託費の削減を
図ります。

業務委託費の削減額 580千円 ○

580千円の削減
・2023年度まで業務委託で行って
いた行政経営監理委員会の議事
録作成事務について、2024年10月
から庁内で運用を開始する「議事
録サポートAI」を試験的に使用した
ことで、127千円の委託料を削減し
ました。また、「議事録サポートAI」
の活用効果を確認できました。
・2023年度まで業務委託で行って
いた仕事目標サポーター研修の講
師や資料作成等について、2024年
度から職員が実施することにより、
453千円の委託料を削減しました。

引き続き、課内の業務の
生産性向上を図ります。

引き続き、各業
務の委託内容を
精査し、業務委
託費の削減を図
ります。
また、議事録サ
ポートＡＩの活用
効果を確認でき
たため、今後は
他部署や他業務
に議事録サポー
トＡＩの活用を推
進します。

200時間（2022年度比13.4％減）
・モニター付きの打合せスペースや事務作業
用の集中ブース、「議事録サポートＡＩ」の活用
により、業務の効率化を図りました。また、市
民参加型事業評価の実施方法を見直し、ミー
ティング回数の削減や時差勤務の活用により
時間外を削減するとともに、課の全職員が作
業協力することで、職員の時間外勤務の平準
化を図りました。
・これらの取組により、2022年度に比べ、1人あ
たりの時間外勤務の時間数を31時間
（13.4％）削減しました（2022年度1人あたりの
時間外勤務時間数231時間）。

200時間（2022
年度比13.4％
減）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、コスト
の削減や業務の
効率化を進めま
す。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

政策経営部デジタル戦略室

髙橋　晃

部名

部長名

・情報セキュリティの三要素である完全性、可用性、機密性を確保し、情報システムを運用するとともに、市民の財産である情報を守ります。
・デジタル技術を駆使し、デジタルトランスフォーメンション（DX）を推進することで、市民サービスの向上と市役所の生産性向上を図ります。
・デジタル技術を活用することで、地域課題の解決や魅力向上など新たな価値の創出を図ります。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○“行政サービス改革、イコール、ＤＸ”であると捉え、これまでの業
務をデジタルベースのサービスデザインへ変革し、市民サービスの
向上と業務の生産性向上を実現する必要があります。

○市民の方が、すべてのデジタルサービスを、いつでも、どこでも、
簡単にスマートフォンで行える「バーチャル市役所」の実現を目指
します。

○AIなどのデジタル技術の進展に伴い、標的型攻撃メールなどの
サイバー攻撃が、巧妙化しています。こうした新たな脅威に対応し
た適切な情報セキュリティ対策を講じるとともに、職員のセキュリティ
意識を向上させることが求められています。

○災害時において、クラウド時代に対応した、情報システムを復旧
させる仕組みや手順を整える必要があります。

○国は、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を2023年6月に
改定しました。東京都では、「東京デジタル2030ビジョン」を2023年
9月に策定しました。これらの国や都の動きや町田市デジタル化推
進委員会の提言を踏まえ、「町田市デジタル化総合戦略」を毎年
度改定しています。「町田市デジタル化総合戦略2023」を市民の方
にもわかりやすく説明するため、概要をまとめた7本の動画を作成
し、YouTube等で公開しています。

○2022年度から、デジタル化政策を迅速かつ適確に推進するた
め、外部有識者の方々が専門的な知見から提言等を行う、「町田
市デジタル化推進委員会」や、デジタル技術を活用した業務改革・
改善を一層進める、「町田市デジタル化推進アドバイザー」など、
外部人材を活用しています。

○「ゼロカーボンシティまちだ」を踏まえ、デジタル施策の推進を通
じたカーボンニュートラルへの貢献が求められています。

○IT業界のトップランナーである株式会社NTTデータと、ジェネ
レーティブAIの利活用に係る連携に関する協定を締結するなど、
事業者とのコラボレーションによるDXを推進しています。

○多くの職員が、文章生成やアイデア出しなどで、ジェネレーティ
ブAIを積極的に、また安全に活用するために、「AI利活用ガイドラ
イン」を策定しています。また、職員の利活用を推進しています。

○市役所業務のＤＸを加速させる、庁内ミーティングとして「デジタ
ルツール活用相談会（デジラボ）」を開催し、職員の　ＤＸマインドの
醸成を図り、ＤＸのボトムアップを進めています。

○ガバメントクラウドの積極的な利用とSaaSの利用により、庁内シス
テムのクラウド化が進みました。2023年度末時点で、庁内システム
の95%をクラウド化しています。

○2005年から、有識者による情報セキュリティ外部監査を行うこと
で、システムの技術面と運用面のセキュリティ対策をチェックしてい
ます。

〇2024年4月に市のすべてのデジタルサービスを、スマートフォン
から手軽に利用できる「バーチャル市役所」として、「まちドア」を公
開しています。

○保護者の学校教材費等の納付しやすさ改善と教員の負担軽減
を目的とした「学校徴収金管理システム」の導入が自治体の先進的
な取組として評価され、「Tokyo区市町村DXaward2023」の行政
サービス部門において、大賞を受賞しました。大賞の受賞は2年連
続となります。

○「町田市デジタル化総合戦略2023」に基づくDXの取組が先進事
例として、新聞、専門誌、Web媒体に多数取り上げられるとともに、
講演の依頼を多数受けました。

○物価高騰、人件費増加により歳出が増加することによる収支不
足に対し、デジタル技術の徹底活用により、市役所の生産性の向
上を図る必要があります。

○2023年度後半から、国や東京都では、医療分野や子育て支援
分野において、官民共通のデータ連携基盤である、「公共サービ
スメッシュ」や社会の基本データを登録した、標準的なデータベー
スである、「ベースレジストリ」の考え方を踏まえたプロジェクトの動き
を加速させており、市も、これらの実証事業に参加し、連携を図っ
ていく必要があります。

○東京都は、区市町村を含む東京全体のDXを推進するため、
2023年7月に一般財団法人「GovTech東京」を設立しました。
「GovTech東京」や他自治体と共同してDXを推進するため、市職
員を派遣し、連携強化を図ります。

○ジェネレーティブAIを始めとしたトレンド技術は、急速に進化、普
及しています。今後も、トレンド技術の動向を注視し、業務にいち早
く取り入れることで、市民の利便性と市役所の生産性の向上を図る
必要があります。

○高速、大容量、低遅延のネットワークシステムである5Gが普及し
てきたため、利活用を検討する必要があります。
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2024年度7 施設の廃止・縮小（データセンターの廃止） データセンターの廃止 一部機器撤去 廃止完了

6 狭隘化の解消

①複合機配置台数の見直し

②デジタル戦略室でのフリーアドレスの取組事例を
全庁掲示板の掲示回数（累計）

①50台

②0回

①40台（20％減）

②4回

5 マネジメント改革による業務量の削減 1人あたりの時間外勤務の時間数 324時間 292時間

4 デジタルトランスフォーメーションの推進

①デジタル技術を活用した改善業務累計数

②オンライン化した手続累計件数

③-1"e-まち"実現プロジェクトの取組累計件数

③-2デジタルツール活用相談会DX推進ミーティン
グ（デジラボ）の開催数取扱案件数　※アウトプット
を明確にするため、取扱案件数に変更しました。

①302件 309件

②424件 431件

③-1 107件 111件

③-2 56回　件

※2023年度末時点の実績を再集計しました。

①442件 609件

②575件 671件

③-1 137件 156件

③-2 60回　件

※上半期で目標値を達成したため、上方修正しま
した。

3 情報システムのクラウド化・標準化の推進

①20の基幹業務システムのうちクラウドサービスに
移行した累計業務数

②20の基幹業務システムのうち標準準拠システム
に転換に着手した累計業務数した業務数
※標準化の完了を明確にするため、指標を変更し
ました。

①19業務

②19業務着手
（内1業務完了）
1業務
※標準化の完了を明確にするため、指標を変更し
ました。

①20業務

②20業務完了
※標準化の完了を明確にするため、指標を変更し
ました。

2 デジタル化施策の推進

①町田市デジタル化推進委員会の開催回数

②町田市情報推進化本部会議の開催回数

③先進的なDX施策に取組みます。
※新たに指標化しました。

①－

②－

③－

①2回

②12回

③DX施策コンテストへの参加

部名 政策経営部デジタル戦略室

部長名 髙橋　晃

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 情報セキュリティの確保

①情報セキュリティ外部監査の実施率

②研修を受講した職員の割合

③業務継続訓練の実施

①100%

②98.7%

③実施

①100%

②95％

③実施

①各年度

②各年度

③各年度

①各年度

②各年度

③各年度

①2025年度

②2025年度

①2026年度

②2026年度

③-1 2026年度

③-2 2028年度

各年度

①2024年度

②2025年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

情報セキュリ
ティの確保

①外部有識者による情報セキュリティ監査を行い、
情報セキュリティポリシーの順守状況を確認のうえ、
改善します。
情報セキュリティ監査は、運用監査を、マイナン
バーを取り扱う27課を対象に実施し、技術監査を、
クラウド化された情報システムを対象に2件実施しま
す。

②新たな情報セキュリティの脅威やその対策等に
ついて、職員研修を実施します。

③災害時の速やかなシステム復旧を実現するた
め、ＩＴ－ＢＣＰ基本計画（情報システムにおける事
業継続計画）に基づき、訓練を実施します。

①情報セキュリティ外部
監査の実施率

②研修を受講した職員
の割合

③業務継続訓練の実施

①100％

②95％

③実施

①運用監査について、27課を対象
に実施しました。
また、バーチャル市役所ポータル
「まちドア」の「AIナビゲーター」を対
象として、技術監査を実施しまし
た。

②
・新規採用職員103名を対象に、情
報セキュリティ研修（入職時）を実施
しました。
・デジタル人材育成のための基礎
研修（eラーニング）を、18課180人
に対して実施中です。
・マイナンバー事務に従事している
職員を対象に、情報連携に関する
研修（eラーニング）を、13課335人
に対して実施中です。

③災害時にクラウドサービスが使用
不能となった想定で、業務継続訓
練の検討を開始しました。

①
・運用監査を実施した27
課に対して、監査指摘事
項に関する改善計画書
の提出を求めます。その
後、改善計画に基づき、
フォローアップ監査を行
います。
・図書館システムを対象
として、技術監査を実施
します。
・サイバー攻撃に対する
ネットワークの安全性を
確認するための技術監
査を実施します。

②
・10月の新規採用職員を
対象に、情報セキュリ
ティ研修（入職時）を実
施します。
・全職員を対象に、情報
セキュリティ研修（動画配
信）を実施します。
・全職員を対象に、個人
情報保護に関する研修
（eラーニング）を実施しま
す。
※業務所管が移管され
たため、削除しました。
・情報管理者（課長）など
一部の職員を対象に、
標的型攻撃メール訓練
を実施します。

③災害時にクラウドサー
ビスが使用不能となった
想定での、業務継続訓
練を実施します。

①
・運用監査については、27課を対象に情報セ
キュリティ外部監査を実施し、指摘事項に基
づいたフォローアップ監査を12月に実施しま
した。
・サイバー攻撃に対するネットワークの安全性
の確認などの技術監査を、バーチャル市役所
ポータル「まちドア」の「AIナビゲーター」と図
書館システムに対して行いました。

②
・全職員を対象に情報セキュリティ研修を実施
し、受講率は98.9％に達しました。
・新規採用職員を対象とした情報セキュリティ
研修、標的型攻撃メールの訓練等、合計7件
の情報セキュリティ研修を実施し、延べ4,826
名が受講しました。

③
・3月に、災害時に庁舎の通信回線が使用不
能となった想定で業務継続訓練を実施しまし
た。災害時に単独で動作する衛星通信回線
を用いて、災害対応業務に必要なシステムが
利用可能であることを確認しました。

①100％

②98.9％

③実施

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C○

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

個
別
計
画

①
情報セキュリティ
確保のため、継
続的に外部監査
を実施します。

②
引き続き、業務
環境に則した研
修を実施し、職
員の更なるリテラ
シー向上に努め
ます。

③
ネットワークの通
信障害を想定し
た業務継続訓練
について検討し
ます。

政策経営部デジタル戦略室

髙橋　晃

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

3 3

個
別
計
画

情報システム
のクラウド化・
標準化の推進

①20の基幹業務システムをクラウド化します。2024
年度は健康管理システムのクラウド化を完了しま
す。

②20の基幹業務システムについて、国が定めた標
準準拠システムへの転換を進めます。2024年度は
住民基本台帳、印鑑登録、健康管理システムにつ
いて、標準準拠システムへの転換を完了します。ま
た、選挙システムについて、標準準拠システムへの
転換に着手します。
※標準化の完了を明確にするため、指標を変更し
ました。

①20の基幹業務システ
ムのうちクラウドサービス
に移行した累計業務数

②20の基幹業務システ
ムのうち標準準拠システ
ムに転換に着手した累
計業務数した業務数

①20業務

②20業務着手
（うち4業務完
了）
4業務

◎

① 20業務
・健康管理システムをガバメントクラ
ウドへ移行し、全ての基幹業務シス
テムのクラウド化が完了しました。
・基幹業務システム以外の業務シス
テム（統合型地理情報システム、市
民公開型地理情報システム、下水
道GISシステム、消防団管理システ
ム）を、ガバメントクラウドへ移行しま
した。
・このことで、業務システムは、100%
クラウド化しました。

② 1業務（国民健康保険システム）
・4月から住民記録システム（2業
務）、7月から健康管理システム（1
業務）、9月から税務システム（5業
務）及び福祉システム（6業務）の標
準準拠システムへの転換を開始し
ました。

2 2

個
別
計
画

デジタル化施
策の推進

①3名の外部有識者で構成する「町田市デジタル
化推進委員会」を開催し、町田市のデジタル化政
策について提言をいただきます。

②町田市情報化推進本部会議を開催し、全ての部
署とデジタル化施策の実施状況を共有することで、
デジタル化施策の横展開と職員への意識啓発を図
り、市役所全体でDXを推進します。

③先進的なDX施策に取組みます。
※新たに指標化しました。

①町田市デジタル化推
進委員会の開催

②町田市情報化推進本
部会議の開催

③DX施策コンテストへの
参加

①2回開催

②12回開催

③DX施策コン
テストへの参
加

◎

①8月に、「町田市デジタル化総合
戦略2023改定のポイントについて」
をテーマとして、第1回の委員会を
開催しました。
会議はオンラインで開催し、AI音
声、アバター、メタバースなどを活
用して、ライブ配信しました。市の
デジタル化政策の策定過程をオー
プンにし、傍聴者数は207人となり
ました。
この委員会の提言に基づき、「町田
市デジタル化総合戦略2024」へ改
定しました。

②町田市情報化推進本部会議を7
回開催しました。行政手続のオンラ
イン化などのDXの推進状況や、情
報セキュリティ対策の徹底などを経
営層に周知しました。

③マニフェスト大賞及び区市町村
DXaward2024に参加しました。

A:指標を
達成した
ことに加
え、AI利
活用の
取組など
の先進
性が高く
評価さ
れ、
DXaward
受賞や
多数の
講演依
頼を受け
るなど、
DXの取
組の横
展開を全
国的に
リードす
る成果が
あったた
めです。

①2月に、第2回の委員
会を開催します。

②上半期に引き続き、町
田市情報化推進本部会
議を開催します。

③審査状況に合わせ、
発表の準備を行います。

①2回開催
・8月に「町田市デジタル化総合戦略2023改
定のポイントについて」をテーマとして、第1回
の委員会を開催しました。2月には「自治体業
務のフルデジタル化に向けた課題」をテーマ
として、第2回の委員会を開催し、合計で300
人以上が傍聴しました。
・委員会での提言をもとに、「町田市デジタル
化総合戦略2024」に改定しました。

②12回開催
庁内横断的にDXを推進するため、副市長及
び全部長で構成する情報化推進本部会議を
チャットを活用して行い、計12回開催しまし
た。

③
・工事管理アプリを活用した営繕業務のDXが
「マニフェスト大賞」で、優秀賞を受賞しまし
た。受賞は2年振り2回目となります。
・AIを活用した、市民向けのオンライン手続検
索サービスの取組が評価され「Tokyo区市町
村DXaward2024」で優秀賞を受賞しました。受
賞は3年連続となります。
・「全国自治体フロントヤード改革度ランキング
2024」では、オンライン申請の推進等が評価さ
れ、全国1位となりました。
・受賞を契機として、デジタル庁や他の行政
機関、様々な団体から、講演依頼と取材等を
25件、視察を15件、受けました。

①2回開催

②12回開催

③2回参加

A

①国のデジタル
化政策に深く関
わる外部有識者
から提言をいた
だくことで、町田
市のデジタル化
施策を迅速かつ
的確に進めま
す。

②引き続き、月1
回の頻度で、町
田市情報化推進
本部を開催し、
市役所全体で
DXを推進してい
きます。

③引き続き積極
的に先進的なDX
施策を研究し、
取り組むことで、
町田から全国へ
DX推進を提起し
ていきます。

①目標を達成しました。

②
・住民記録システム及び
健康管理システムは、
2025年1月に転換しま
す。
・税務システム及び福祉
システムは、2025年9月
の転換に向け、引き続き
転換作業を行います。

①
・当初の予定より、1年前倒しで目標を達成し
ました。あわせて、20の基幹業務システム以
外の業務システムも、100％クラウド化しまし
た。
・このことで、システム事業者が来庁する必要
がなくなり、サーバ室の一部を会議室に転用
しました。また、外部データセンターを廃止し
ました。

②
・住民記録システム及び健康管理システム
は、2025年1月に標準準拠システムへの転換
が完了しました。
・税務システム及び福祉システムは、2025年9
月の転換に向け、引き続き転換作業を行いま
す。
・介護保険システム及び学務システムは、事
業者からの転換時期の延期連絡を受け、完
了時期を見直しました。

①20業務

②4業務
B

B:1年早
く指標を
達成した
ことに加
え、20の
基幹業
務システ
ム以外の
業務シス
テムのク
ラウド化
も達成し
たためで
す。

①上半期に目標
を達成しました。

②延期連絡を受
けた2システムは
2027年度まで
に、その他の18
の基幹業務シス
テムについては、
2025年度末まで
に、標準準拠シ
ステムへの転換
を進めます。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①生成AIを用いて音声
ファイルから会議録を自
動作成できるサービスを
全庁導入します。

②
・オンライン行政手続数
を増やすため、51手続を
対象とした伴走型の支援
を行います。
・オンライン行政手続の
利用率を上げるため、利
用率が伸び悩んでいる
手続について、個別の
改善支援を行います。

③-1 窓口を待たずに利
用できる「オンライン窓口
予約サービス」をはじめ、
新たなデジタルサービス
の検討、導入を進めま
す。

③-2 DX推進ミーティン
グ「デジラボ」を引き続き
開催し、各課のDXを推
進します。

① 累計473件
デジタル技術を活用した業務改善を164件実
施しました。
＜主な取組＞
・マイナンバーカードを受給者証や接種券とし
て活用し、医療機関と自治体間の受診記録な
どの情報連携をデジタル化することで、業務
効率の向上を図る、「Public Medical Hub
（PMH）」の取組を開始しました。
・生成AIで音声ファイルを文字データに自動
変換し、議事録作成の手間を軽減する「議事
録サポートAI」を導入しました。

② 累計553件
・手続オンライン化の伴走支援を行い、国民
健康保険の加入、脱退の申請をはじめ、年間
の申請件数が多い行政手続を中心に、新た
に122件の手続をオンライン化しました。
・「まちドア」の手続検索サービスである「AIナ
ビゲーター」の導入により、オンライン行政手
続の申請数が、昨年度比約1.4倍となりまし
た。
 
③-1 累計146件
"e-まち"実現プロジェクトの取組を、35件実施
しました。
＜主な取組＞
・オンラインで窓口の順番予約を行うことで、
「待たない窓口」を実現する「オンライン窓口
予約システム」を導入しました。
・生成ＡＩを活用し、市や民間の様々な情報
を、誰でも簡単に検索、分析できる「データ利
活用のプラットフォーム」の構築を開始しまし
た。この取組は、東京都の「データ連携・活用
促進プロジェクト」に選定されました。

③-2 61件
DX推進ミーティング（デジラボ）を開催し、61
案件のDXを進めました。
＜主な取組＞
・財務会計の問い合わせ対応の効率化など、
生成AIの利活用による業務改善の検討会を5
回開催し、3課から挙がった5案件を取扱いま
した。
・市内のイベントをAIが収集し、ホームページ
に集約する「イベント収集サービス」など、新た
なデジタルサービスの導入支援を19件進めま
した。
・RPAやM365などを活用した業務改善や業務
効率化などの支援を33件進めました。

① 累計473件

② 累計553件

③-1 累計146
件

③-2 62件

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

4 4

経
営
改
革
プ
ラ
ン

デジタルトラン
スフォーメー
ションの推進

①業務のデジタル化や、AI・ロボティクス等の活用
により、市役所の生産性向上を図ります。

②市民がスマートフォンアプリ等で行政手続等が行
えるようになる、オンライン手続の拡充により、市民
の利便性向上を図ります。

③市民の利便性向上と市役所の生産性向上を組
織横断的に検討する、“e-まち”実現プロジェクトを
推進します。

①デジタル技術を活用し
た改善業務累計数

②オンライン化した手続
累計件数

③-1"e-まち"実現プロ
ジェクトの取組累計件数

③-2デジタルツール活
用相談会DX推進ミー
ティング「デジラボ」の開
催数取扱案件数
※アウトプットを明確にす
るため、取扱案件数に変
更しました。

①累計312件
累計429件

②累計475件
531件

③-1 累計117
件 126件

③-2 60回　件

※上半期で目
標値を達成し
たため、上方
修正しました。

◎

① 累計404件
農地の権利移動や、農地転用に関
する手続などをオンライン上で行う
ことができる「農業委員会サポート
システム」を導入するなど、デジタ
ル技術を活用した業務改善の取組
を、95件実施しました。

② 累計515件
戸籍証明書の請求や、育児の相談
支援事業（ファーストバースデーサ
ポート事業）の申込など、新たに84
件の行政手続をオンライン化し、全
体で約36,000件の利用がありまし
た。

③-1 累計120件
"e-まち"実現プロジェクトの取組
を、9件実施しました。
＜主な取組＞
・市のデジタルサービスの玄関口と
なる、バーチャル市役所ポータル
「まちドア」を公開しました。また、
「まちドア」に、生成AIと３Dアバター
を組み合わせた手続検索サービス
である「AIナビゲーター」を導入しま
した。

③-2 30件
DX推進ミーティング（デジラボ）を
開催し、各所管課の業務のDXを30
案件取り扱いました。
＜主な取組＞
・市民や事業者が、下水排水量の
増減を報告する手続について、オ
ンライン化や内部事務の効率化に
向けた検討を開始しました。
・デジラボで多く要望された自動化
ツール（RPA）の研修を2回実施しま
した。

① 生成AIをはじ
めとしたトレンド
技術について、
引き続き注視し、
活用を検討しま
す。

② 引き続き手続
のオンライン化を
推進するととも
に、オンライン行
政手続の利用率
向上に取組みま
す。

③-1 生成AIと３
Dアバターを組み
合わせた手続検
索サービスであ
る「AIナビゲー
ター」の機能向上
を行うことで、市
民の質問により
素早く、的確に
回答できるように
します。

③-2 デジラボを
通じて、職員に
DXを前提とした
考え方を浸透さ
せるとともに、職
員発意のDXを着
実に進めること
で、ボトムアップ
を図っていきま
す。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

目標を達成しました。

・全ての業務システムのクラウド化を1年前倒し
で達成したことにより、7月末にデータセンター
を廃止することができました。
・データセンターの早期廃止によって、当初の
計画を上回る利用料の削減を達成しました。

完了 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

特になし7 7 -

施設の廃止・
縮小（データ
センターの廃
止）／「ゼロ
カーボンシ
ティまちだ」に
向けた取組

データセンターにあるネットワーク機器を撤去し、
データセンターを廃止します。

データセンターの廃止 完了 ○
7月末に機器の撤去を完了し、デー
タセンターを解約、廃止しました。

6 6

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組
（狭隘化の解
消）／「ゼロ
カーボンシ
ティまちだ」に
向けた取組

①複合機リース更改に伴い、配置台数の見直しを
検討します。

②効率的な働き方の一環（フリーアドレス等）とし
て、デジタル戦略室が取り組んでいる執務環境の
ルールを横展開します。

①複合機配置台数の見
直し

②デジタル戦略室での
取組事例を全庁掲示板
の掲示回数

①40台（20％
減）

②2回

○

①市庁舎内の打合せスペース及び
部長室に大型モニターを配備し、
ペーパーレス会議を実施できる環
境を整えました。あわせて、市庁舎
での職員間の打ち合わせでは、デ
ジタルツールを活用することで、原
則紙を使用しない方針を、総務課
と連名で通知しました。

②フリーアドレスによって生まれた
スペースの有効活用事例を、9月に
全庁掲示板で掲示しました。

5 5 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

コミュニケーションツール（リモート会議システム・
チャットツール）の活用や、既存の委託範囲を見直
しを行うことで業務を効率化し、時間外勤務時間数
を削減します。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

292時間 △

リモート会議システムを活用し、打
合せに係る移動時間の削減や、日
程調整を効率よく行うことができまし
た
さらに、生成AIを有効活用し、議事
録作成やアイディア出しを効率的
に行いました。
一方で、全庁的なDX推進により、
デジタルサービス導入に関する相
談件数の増加により、所管課への
支援業務が増加しています。
2024年度の1人あたり時間外勤務
時間数は、9月末時点で229時間と
なり、2023年度から20%増加しまし
た。

業務の委託化の調整を
進め、時間外の削減に
努めます。

2024年度の1人あたり時間外勤務時間数は、
337時間となり、2023年度の324時間から4％
増加しました。

・リモート会議システムを活用し、打合せに係
る移動時間の削減や、日程調整を効率化でき
ました。
・生成AIを活用し、議事録作成やアイディア出
しを効率的に行いました。
・デジラボの運営に関して、事前調査や調整
など、委託範囲の見直しで業務の効率化を図
りました。
・一方で、20の基幹業務の標準準拠システム
への転換作業の本格化に加え、全庁的なDX
推進により、デジタルサービスの新規導入等
に関する相談件数が61％増加し、業務所管
課への支援業務が増加しました。

337時間 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

デジタルツール
を効果的に活用
することで、時間
外勤務時間数の
削減を図ります。

①ペーパーレス会議の
環境整備後の、複合機
の稼働率を調査し、2025
年度に計画している複合
機の更改（再配置）に向
けて、台数の見直しを図
ります。

②フリーアドレスの課題
に対して、コミュニケー
ションツールを活用した
改善事例を3月に周知し
ます。

①
・打合せスペースや部長室への大型モニター
の配置など、ペーパーレス化を進めた結果、
2023年3月のピーク時と比べ、稼働率を約
60％まで下げることができました。
・全庁的にペーパーレス会議が浸透し、成果
が出ていることから、2025年度の再配置に向
け、複合機台数削減（20%減）の見通しが立ち
ました。

②
・フリーアドレスを導入し、コミュニケーション
ツールを活用したことで、チームメンバー以外
の職員ともコミュニケーションが取りやすくな
り、組織内の情報共有や連携が円滑になりま
した。
・有効的なコミュニケーションツールの活用事
例を3月に全庁掲示板で掲示しました。

①40台（20％
減）

②2回

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①2025年度に実
施する複合機の
再配置に向け、
関係部署と連携
しながら配置台
数の精査を実施
します。

②オフィスツール
などを活用した、
効率的な働き方
に関する取り組
み事例を周知し
ていきます。

21



部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

政策経営部広報担当

樋口　草紀子

部名

部長名

市の施策や地域情報などがお客様にわかりやすく伝わるよう、市とお客さまとの接点・橋渡し役になります。
市民の町田への愛着・誇りの向上、市外からの町田への関心・憧れの醸成を図ります。
町田市に関わるすべての方とともに地域の魅力を高め、その魅力を市内外へ発信します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

・お客様にとっての価値は、自分の必要とする情報をストレスなく入
手できること、町田市に関する思いがけない情報や便利な情報、
市の魅力を新たに知ることができることです。

・市やまちのイベントへの参加を通して市民が自らまちの魅力を発
信することを楽しんでいます。

・災害発生などの非常時に、最新の情報や現状について、正確か
つ早急に情報を得られることは、安心・安全といった価値につなが
ります。

・「広報活動」に関する意識調査（2022年7月実施）によると、市政
情報の入手手段が年々デジタル化している傾向がある一方で、町
田市の公式SNSや公式動画チャンネルなどを知らない方も一定数
いることが判明しました。市の情報が市民に行き渡るよう、それぞれ
の人のライフスタイルに合う情報ツールや便利なアプリなども広く周
知することが必要です。

・市の情報を収集する手段として、ホームページやSNSの比重が高
くなってきています。このため、ホームページやSNSで情報を支障
なく入手でき、機能を利用できることが求められています。

・市政情報は、広報まちだ、ホームページ、動画配信を中心に発信
しています。

・メール配信は、利用者のニーズを踏まえ、LINEでも配信していま
す。配信カテゴリーは、広報、防災、イベント、学校教育情報など多
岐にわたり、市民のニーズを常に考えて対応しています。特に、緊
急性の高い防犯・防災情報は、SNS(X、Facebook）と連動した情報
提供を行っています。

・SNSの運用においては、LINEやInstagramなど、市民に身近なア
プリを活用し、SNSの特性を生かしたプッシュ型の情報発信なども
行っています。

・コミュニティ放送局（FMラジオ局）での広報番組やイベントスタジ
オを使用しての広報活動等、広く情報提供できる環境が整ってい
ます。

・記者会等へのFAXリリースに加え、WEBを活用したリリース配信を
行い、より多くの媒体に対して情報を提供しています。

・市内外の20～40代の個人に向けてシティプロモーションの取組効
果を把握するために実施した意識調査によると市外から町田市へ
の来訪意欲が最も高い世代は20代女性であり、町田市に魅力を感
じる点として、「美味しい飲食店や魅力的な商業施設が豊富なこと」
や「交通アクセスが良いこと」が挙げられています。

・町田市は14歳未満の転入超過者数において全国上位（2022年、
2023年は全国1位※政令市を除く）で推移しています。

・若い世代が大学卒業や就職を機に市外に転出し、30歳代に町田
市へ転入する傾向があります。そのため、人々が「町田市での暮ら
し」に共感を抱く「効果的な情報発信」に取り組む必要があります。

・自然・スポーツ・文化等、町田市には多種多様な地域資源があ
り、テレビ番組等の各種メディアからの問い合わせが増えていま
す。

・2024年1月で10周年を迎えたロゴマーク「いいことふくらむまちだ」
を引き続き活用し、町田市の活気や魅力を市内外に効果的に発信
しています。

・市長定例記者会見は原則月2回実施しており、市のみならず関係
団体の取り組みも含めてプレスリリースを行っています。また、マス
メディアと積極的ににコミュニケーションを取っています。

・広報紙は、市民からの公募によるモデルを活用するなど身近で親
しみやすい紙面を作成しています。

・ホームページはCMS（コンテンツマネジメントシステム）を導入し、
各課がホームーページコンテンツを直接作成・編集できるように
なっています。これまで以上に各課が迅速、正確に情報発信でき
るように、CMSの更改を実施します。

・各課がメールやSNS、LINEで情報発信しており、市民は使い慣れ
た媒体で欲しい情報を選択して受け取ることが出来ます。

・2023年7月から町田ならではの地域資源を「ヒト」「モノ」「コト」を切
り口にシティプロモーションサイトで発信しています。

・インターネットやSNSを若者だけでなく高齢の世代も利用するよう
になったことにより、情報入手手段が多様化しています。そこで、市
民が使い慣れた方法で情報を入手できるよう、複数のツールによる
情報提供が必要となってきています。

・大規模災害等で、市の発信する情報に関心が高まっています。タ
イムリーな災害・防災情報等を得るため、即時性、拡散性のある通
信手段としてSNSを重視する傾向がある一方、デジタル媒体を利用
しない市民にも市の情報を届ける工夫が必要です。

・都心の住宅価格高騰やテレワークの普及により、利便性が確保さ
れているベッドタウンが、「住みたい街」等を調査したランキング等
で上位に入るなど、「郊外での暮らし」に関心が高まっています。こ
れを好機と捉え、「町田暮らしの魅力」を発信していく必要がありま
す。また、情報発信にあたっては、趣味や嗜好といった価値観やラ
イフスタイルを意識することが重要です。

・情報が溢れる現代社会では、サービスや施設を利用した第三者
のクチコミを重視する傾向にあることを踏まえ、実際に町田市の暮
らしを楽しむ人々に焦点を当てた情報発信に取り組む必要がありま
す。

・ホームタウンチームFC町田ゼルビアがJ1に昇格したことにより、町
田市の知名度上昇、来訪者数増加が見込まれます。この好機に、
さらに町田の魅力を伝えるための情報発信を行うことが重要です。
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4 事務事業の見直し

①狭隘化の解消

②広告事務の委託による作業効率化

③消耗品一元管理

-

①広報課執務室に会議スペースを設置

②広告事務全体の200時間削減（前年度計1600時
間）

③実施

3 全庁的な広報力の向上
庁内各部署の効果的な情報発信につながるサ
ポートを行った回数

- 12回

2 「市内外から選ばれ続けるまち」の実現

①町田市に対して愛着や 親しみを感じる市民の割
合(企画政策課実施「町田市市民意識調査」

②市外居住者の「町田市への来訪意欲」(広報課
実施「町田市に関する調査」)

①84.8%

②69.8%

①90.5％

②69.8%

部名 政策経営部広報担当

部長名 樋口　草紀子

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 顧客に合わせた情報発信の拡充
①情報発信する場の提供回数

②ホームページの更改

①累計26回

②-

①累計62回

②更改

①2026年度

②2024年度

2026年度

2024年度

2024年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

シティプロ
モーションの
推進

市内外の方が、「来訪したい」「住み続けたい」と感
じるきっかけとして、町田ならではの人やモノ、コト
を情報発信するシティプロモーションサイトの運用
を行います。サイト内でFC町田ゼルビアの特集
コーナーを作成し、魅力を発信します。
また、町田に関わる誰もが、市の魅力を自ら発見
し、発信する企画を実施するなど、積極的なシティ
プロモーションを展開し、市への愛着や親しみ、来
訪意欲を高めます。

①町田市に好感を持っ
た人の割合（サイト訪問
者向けアンケート）

②企画数

③町田市に対して愛着
や 親しみを感じる市民
の割合(企画政策課実施
「町田市市民意識調査」

④市外居住者の「町田
市への来訪意欲」(広報
課実施「町田市に関する
調査」)

 ①98.7％

 ②2回

 ③－（2025年2月）

 ④－（2025年1月）
・市内外の方からおすすめのフォト
スポットの投稿をSNSで2回募集しま
した。合計35件の投稿があり、
1,200件以上の「いいね」がつきまし
た。
・サイトにゼルビアコーナーを新設
したことで、訪問者数とページ
ビュー数が増加しています。また、
当コーナーの読者が自身のSNSで
紹介するなど、市の魅力が拡散さ
れています。
・アンケートでは、サイトを見て市の
好感度が向上した人は、163人中
161人でした。

①80％以上

②3回

③89.3％

④69.8%

○

顧客に合わせ
た情報発信の
拡充

①市民・団体・事業者など多様な主体が町田の魅
力を積極的に発信する機会を作ります。
また、市の情報がより多くの市民に届くよう、これま
での取り組みに加えて、新たな手段によって情報
ツールの周知を行います。さらに「広報まちだ」の新
たな配布拠点を設置します。

②ホームページの更改を通して、これまで以上に
閲覧する市民等の利便性を向上させます。

①－1情報発信する場の
提供回数

①－2新たな手段による
情報ツールの周知

①－3新規拠点配布箇
所

②ホームページの更改

①－1
12回（累計38
回）20回
（累計46回）
※目標値を上
回ったため修
正しました。

①－2
7回17回
※目標値を上
回ったため修
正しました。

①-3
2箇所21箇所
※目標値を上
回ったため修
正しました。

②更改

市内事業者・関係団体等との情報
共有や意見交換などを通して連携
を深めたことで、活発な情報発信や
効果的な情報ツールの周知につな
がりました。

①－1：18回(累計44回)
町田の魅力に寄与する各団体の取
組について、記者会見を3回、
FAX・WEBリリースを15回実施しま
した。

①－2：9回
情報ツールのチラシ配布につい
て、新たに4団体に協力いただけま
した。また、市が主催・共催するイ
ベント等に3回参加し、対面による
周知活動を行いました。
さらに、Ｘを活用して、情報ツール
の周知を2回行いました。

①-3：21箇所
市内のスーパーなどの協力により、
市民生活に密着した新規の拠点配
布箇所が増えました。

②4月のキックオフ会議をはじめ、
デジタル戦略室と連携して事業者
と更改に関する検討を重ねました。
トップページデザインの決定や各
機能仕様の詳細設計などに取り組
み、順調に進捗しています。

①－1
引き続き、多様な主体と
連携して情報発信に努
めます。

①－2
引き続き情報ツールの周
知に取り組むとともに、電
子媒体の利用が難しい
方でも市の情報が得られ
るよう、スマホ講習会を実
施します。

①-3
利用が少ない拠点箇所
を精査するとともに、配
布部数の見直しを行いま
す。

②引き続きデジタル戦略
室と連携としながら、年
度内の更改に向け、詳
細設計やテスト工程に取
り組みます。

市内事業者・関係団体等との連携を深めたこ
とで、活発な情報発信や効果的な情報ツール
の周知を行うことができました。

①－1　市の魅力に寄与する各団体の取組に
ついて、記者会見を5回、FAX・WEBリリースを
25回実施しました。

①－2　情報ツールについて、イベント等での
周知活動（計6回）や、地域貢献活動に取り組
む団体の協力によるチラシ配布（4団体）を行
いました。また、ＳＮＳによる情報発信を4回行
いました。加えて、2025年1月に電子チラシ
サービス「Ｓｈｕｆｏｏ！」を導入し、周知とともに
情報ツールの利用拡大を図りました。
さらに、電子媒体の利用促進を兼ねて市民を
対象にスマホ講座を6回開催しました。計55人
が受講し、インターネットを介してスムーズに
市の情報を知ることができるようになりました。

①－3　市民生活に密着した拠点配布箇所を
新規に設置しました。また、移動販売を活用し
た配布も開始し、利用者の利便性が向上しま
した。一方で、各拠点配布箇所の利用状況を
調査し、今後の方向性の検討や配布部数の
見直しも行いました。

②　関係部署との連携を密にして進めた結
果、当初の予定を早め、年度末の繁忙期を避
けた2025年2月13日に更改できました。また、
やさしい日本語とＵＤフォントの導入やＡＩによ
るイベント収集機能の追加により、閲覧者の利
便性が向上しました。

①－1：計30回
（累計56回）

①－2：21回

①－3：25箇所

②：更改

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B◎

・アンケートの意見を参
考に、サイトをさらに充実
させます。
・1月に3回目の募集を行
います。魅力的なスポッ
トをサイト内のフォトス
ポットページで紹介し、
共感の獲得や来訪促進
につなげていきます。

シティプロモーションサイト（以下「サイト」とい
う。）を最大限活用することで効果的にシティ
プロモーションを推進することができました。

・市の魅力を発見・発信する企画として、SNS
キャンペーンを4回、子ども生活部と連携した
イベントを1回実施しました。いずれも参加者
が市の魅力を発信する場となり満足度が高い
企画となりました。
・2024年5月にゼルビアコーナー、2025年3月
にペスカドーラコーナーをサイトに設置し、9本
の記事を発信しました。また、市に関わりのあ
る人物の記事を定期的に計30回発信しまし
た。その結果、訪問者数及びページビュー数
が増加するなど、サイトの信頼性が増し、検索
時には上位に表示されるようになりました。
・サイトの新着記事をSNSで告知したことで、記
事に
共感するフォロワーが増加しています。また、
サイトの読者によるSNSでの紹介が日常的に
見られるようになり、市の魅力が広く共有され
ています。

①98.7%

②5回

③84％

④70.3%

B

【課題】
ターゲット層の共
感を得られるよう
市の魅力発信を
強化する必要が
があります。
【対応】
民間企業等と連
携して、新たな手
法で市の魅力発
信・発見する機
会を創出します。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

【課題】
市の情報が全市
民に届くよう、情
報ツールの周知
に継続的に取り
組むとともに、電
子媒体の利用者
を増やしていく必
要があります。

【対応】
情報ツールの周
知を継続的に行
うとともに、電子
媒体でも情報を
得られる市民等
が増えるように取
り組みます。

政策経営部広報担当

樋口　草紀子

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

引き続き、全庁各課の効
果的な情報発信をサ
ポートします。

伴走型支援や研修を充実させたことが、庁内
外からの活発な情報発信につながりました。
その結果、多くのメディアに市の魅力が取り上
げられました。

①伴走型支援をきっかけに各部署との連携が
深まり、広報紙やプレスリリース等による効果
的な情報発信につながりました。また、それら
の事例を全庁に紹介するフィードバックも行う
など、全庁各課の情報発信をサポートすること
ができました。

②効果的な情報発信に資するようなプレスリ
リースの研修を2回実施しました。また、4か月
毎に実施した広報活動調査を通して、各部署
の状況を把握し、プレスリリース等の働きかけ
を積極的に行いました。
よりメディアに取り上げられやすい内容で昨年
度を上回る情報提供を行ったことにより、目標
を大きく上回りました。

①15回

②155件
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 4

事
務
事
業
見
直
し

事務の効率化
及び負担軽減

広報課が発行する発行物等（「広報まちだ」「町田
市公式ホームページ」及び「まちだガイドマップ＆イ
ンフォメーション」）に掲載する広告にかかる事務に
ついて、広告代理店を通した事務に切り替えること
により、業務の負担軽減を図ります。

広告事務にかかる業務
時間の削減

広告事務全体
の200時間削
減（前年度計
1,600時間）

◎

広告代理店を通した事務に切り替
えたことにより広告事務が全般的に
簡素化され、160時間削減すること
ができました。また、さらなる改善に
向けた検証を行いました。

4 3

個
別
計
画

全庁的な広報
力の向上

市の情報ツールやメディアを通じて市内外の住民
の方々に、広く情報が届けられるよう、全庁各課の
情報発信を積極的にサポートします。
また、情報発信を効果的に行うことによってメディア
への露出を獲得します。

①サポート回数

②記者会見及びプレスリ
リースの記事化案件数

①12回

②100件
◎

①9回
各課の事業の情報発信を組織的に
サポートするため、「伴走型支援」を
開始し、全庁に周知しました。様々
な相談内容に連携して取り組むこと
で、効果的な情報発信につなげる
ことができました。
また、全庁的な広報力向上に資す
るよう、プレスリリースのフィードバッ
クを行いました。

②69件
6月にプレスリリースのコツを職員、
市内関係団体向けに研修しまし
た。延べ受講者数は150人を超え、
メディアに取り上げられやすい記事
作成につながりました。
研修や技術的なアドバイスなど、プ
レスリリースのサポートをすること
で、69件のプレスリリースが記事化
されました。

検証結果をもとに、次年
度の契約に向けた準備
を行います。

3 2,3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

情報発信（パ
ブリシティ）の
充実

町田市での暮らしや町田市の魅力を伝え、市に対
しての認知拡大・関心獲得、来訪意欲の向上を図
るため、積極的にメディアプロモートや記者会見、
プレスリリース（FAX、Web）を実施します。

※メディアプロモートとは、メディアに取り上げてもら
うためのPR活動のことです。

①広告換算額

②情報提供数

①42億円

②290件
○

①23億5千万円
新聞・雑誌掲載が2億9千万円、
ウェブ掲載が20億5千万円、メディ
アプロモートが2件、927万円の効
果がありました。

②145件
全庁各課の主体的な情報発信に
加えて、各課と積極的にコミュニ
ケーションを取り、発信案件の掘り
起こしに努めました。その結果、記
者会見16件、FAX・WEBリリース
129件の情報提供ができました。

【課題】
市の魅力的な情
報について、より
多くの部署の発
信を支援する必
要があります。

【対応】
市の情報発信に
対するメディアの
掲載状況等を検
証し、より効果的
な情報発信にい
かしていきます。

①ターゲット層を意識し
たメディアプロモートとと
もに、記者会見、プレスリ
リースを積極的かつ効果
的に行います。

②情報収集と迅速な情
報共有を行い、マス・メ
ディアに対して積極的に
情報提供を行います。

広告換算額及び情報提供数の目標を上回っ
ただけではなく、各種イベントの集客にも寄与
しました。

①市内外のターゲット層を意識したメディアプ
ロモートとともに、最適なタイミングで記者会見
やプレスリリースを行いました。
特にテレビ番組とのタイアップにより、「子ども
施策」「街路樹活用」「四季彩の杜エリア」「鶴
川香山園」について効果的に広報することが
できました。
広告換算額の内訳は、新聞・雑誌、テレビが6
億円、ウェブが37億円、メディアプロモートが8
億円（14件）でした｡また、広告換算額を算出
できないＢＳ放送での露出も3本あり、多くの視
聴者に市の魅力をＰＲすることができました。

②全庁各課との情報共有や連携を強化したこ
とにより、記者会見で31件、FAX・WEBリリース
で269件の情報提供ができました。

①51億円

②300件
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

【課題】
市の魅力的な情
報をより多くのメ
ディアに取り上げ
てもらえるよう工
夫する必要があ
ります。

【対応】
情報拡散力のあ
るＷＥＢリリースの
強化に取り組み
ます

広告代理店を通した事務に切り替えたことに
より、年間で広告事務に要する時間を250時
間削減することができました。
加えて本業務の広告収入を昨年度比435千
円増額することができました。

250時間削減 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き広告代
理店を利用して
業務時間の削減
に努めます。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

災害対応、CMS更改、市
民参加型事業評価対応
等、時間外勤務の増加
要因に対して、情報共有
のスピードを上げて手戻
りを防ぐなど、組織内で
の意識共有や協力体制
を強化して時間外削減
に努めます。

年度当初から組織全体で課題意識を持ち、
様々な対応策を早めに講じることで時間外勤
務を大幅に削減することができました。

・組織目標や、年間及び月ごとのスケジュー
ルの共有など、進捗管理を徹底して、定期的
に確認や意識合わせを行いました。

・組織内にＤＸチームを編成してＤＸ化やＡＩ
活用を進めるとともに、広告業務をはじめとす
る業務の見直しを行い効率化を図ったことで、
突発的な業務の発生にも対応ができました。

１10時間

177時間以下
（※2023年度
実績＋前回
CMS更改に係
る実績比10％
減）

◎

46時間
会議スペース確保による課内の情
報共有の迅速化や広告業務の見
直しなどを実施した結果、上半期の
累計時間外を1人平均約46時間に
抑えるこができました。

A

A:当初の
目標を大
幅に上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、時間
外削減につなが
るような効率的な
業務改善に努め
ます。

9 4

経
営
改
革
プ
ラ
ン

時間外勤務時
間数削減の取
組

業務効率化により、時間外勤務の削減を図ります。
1人あたりの時間外勤務
の時間数

設置した会議スペースに
モニターを設置するな
ど、さらなる有効活用を
進めます。

年度当初に執務空間全体の大規模な整理を
実施したことにより、早期に想定よりも広い新
たな打ち合わせスペースを設置することがで
きました。
課内だけでなく他部署や外部との打ち合わせ
も行うことができるようになったため、会議室の
予約や移動の時間を大幅に短縮することがで
きました。
また、モニターを設置したことで、電子データ
での資料共有が可能となり、会議の効率化と
紙資料の削減も実現できました。

①2個

②設置
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、会議ス
ペースを有効活
用して事務の効
率化に努めま
す。

8 4

経
営
改
革
プ
ラ
ン

「子どもにやさ
しいまち」の実
現に向けた取
組

「子どもにやさしいまち」の実現に寄与する広報活
動を行います。

広報活動を行った回数

6回10回

※目標値を上
回ったため上
方修正しまし
た。

○

8回
・「町田市子どもにやさしいまち条
例」（以下「まちだコドマチ条例」）施
行に伴い、若者たちが記者会見に
出席し、自らの活動をＰＲする機会
を創出しました。また、まちだ若者
大作戦の取組「広報まちだジャック
計画実行中！」の発行をサポートし
ました。さらに、希望する若者や子
どもたちが広報モデルとして市の情
報発信に参加しました。
・まちだコドマチ条例の周知のため
「広報まちだ」で特集するとともに、
イベントでの対面による周知活動を
行いました。
・町田市の「子どもにやさしいまち」
の実現に向けた取組について、メ
ディアプロモートを行ったことに加
え、市内出身で若い世代に影響力
のある若者のインタビューをシティ
プロモーションサイトに掲載し、SNS
で発信しました。

「広報まちだ」11月15日
号で『広報まちだジャック
計画』に参加した若者の
コラムを掲載するととも
に、12月1日号で子ども
施策を掲載します。

当事者である子どもや若者自身による情報発
信をサポートしました。これをきっかけに庁内
外の連携が深まり、目標を上回る取組を行うこ
とができました。

・関係部署や子ども・若者たちと協働し、広報
紙、ＳＮＳ、シティプロモーションサイト、記者
会見・プレスリリース及びイベントなどを通して
「子どもにやさしいまち」の推進に関連する情
報発信を行いました。

・市の子ども施策にかかる様々な取組を広く
お知らせしたことで、大人の意識・行動変容
や、市内の子ども施設の利用促進にもつなが
りました。また、多くのメディアにも取り上げら
れ、「子どもにやさしいまち」の啓発に寄与す
ることができました。

14回 A

A:当初の
目標を大
幅に上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、関係
部署等と連携を
図りながら、「子
どもにやさしいま
ち」の実現に向け
た広報活動を行
います。

7 4

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

紙削減及び紙文書のデータ化、余剰キャビネットの
返納等により狭隘化を解消し、執務室内での会議
スペースを確保します。

①キャビネット返納数

②広報課執務室に会議
スペースを設置

①1個

②設置
◎

①2個
計画的に整理を進めたことで、目
標値を上回る2個の返納ができまし
た。さらに、デスクも1台返納ができ
ました。

②設置
計画的に執務空間の整理を進め、
早期に設置を完了したことで、会議
や作業の事務効率の向上に寄与し
ています。

6 4

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

政策経営部において、消耗品購入に係る予算を一
元管理することで、調達コストの削減を図ります。一
元化にあたっては、発注時期や頻度、必要な物品
等を精査したうえで、総務担当課に発注依頼を行
います。

消耗品予算一元化の実
施

実施 ○

4課の共通消耗品の在庫を一元化
しました。共通消耗品は、4課の購
入要望をまとめて、6月と9月の2回
発注しました。

共通消耗品の在庫を管
理し、効率的な発注に努
めます。

4課の共通消耗品の在庫を一元化しました。
共通消耗品は、4課の購入要望をまとめて、計
画的に6月、9月、12月、3月の4半期に1度発
注することで、事務の効率化が図れました。

実施 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、共通
消耗品の在庫を
管理し、効率的
な発注に努めま
す。
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・職員個人と組織の能力向上、事務の合理化等に取り組み、行政経営の基盤強化を図ります。
・市の事業部署が、専門機能を効果的に発揮できる環境を整えます。
・社会情勢等の変化に応じて適切に例規等を整備し、市の政策の実現に寄与します。
・市の業務における法的リスクを未然に防ぐとともに、直面する法的問題を解決に導きます。
・市が保有する情報は、市民の財産であることから、適正な管理を行うとともに、オープンデータとしての活用の推進に努めます。
・市が発注する工事及び工事関連業務委託の検査を厳正に行うとともに、職員研修等を通じて工事に関連する職員の知識の習得や技術力の向上をサポートし、公共施設の品質向上を目指します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○市では、基本構想・基本計画「まちだ未来づくりビジョン２０４０」
や、その実行計画である「町田市５ヵ年計画22-26」に定められた事
務事業等に対して、必要な職員数を見込み、「町田市職員定数管
理計画（22-26）」を策定しています。この計画に基づき、効率的効
果的な執行体制の構築に向けて取り組み、職員定数の適正化を
図る必要があります。
○市が業務を遂行する中で生じる法的な問題やリスクに、適切に
対応する必要があります。
○市民の期待に応えるため、多様な人材を確保し、職員の育成に
取り組む必要があります。
○生産性の向上につなげるために、職員がいきいきと仕事に取り
組める対策（メンタルヘルス対策やハラスメント対策等）が求められ
ています。
○市が保有する情報について、適正な管理（特に個人情報の保
護）とオープンデータとしての活用の両立が求められています。
○市民へ安全・安心な施設やインフラを提供するため、市が発注
する工事の品質向上が求められています。

○厳しい財政状況が続くことが見込まれる中で、人件費など、業務
にかかるコストを減少させる必要があります。
〇弁護士の資格を持った特定任期付き職員を配置するとともに、
法制執務に精通した職員が各部における例規等の策定支援等を
行うことで、様々な法的問題に即時に対応できる体制を整えていま
す。
○2019年度に策定した「町田市職員人材育成基本方針（第4期）」
に掲げる、めざす職員像「みんなを思いやり、自ら考え、自ら行動し
続ける職員｣を実現するため、職員の育成に取り組んでいます。
○「町田市職員障がい者活躍推進計画」に基づき、障がいのある
職員が、能力を十分に発揮して活躍できる職場の実現に向けて取
り組んでいます。
○メンタル病休者の復職を支援するためのプログラム（「M-RAP（町
田市復職行動プログラム）」）を整えています。またハラスメント防止
対策については、対策委員会の委員に有識者を任命するととも
に、第三者機関による相談窓口も設置し、職員が相談しやすい体
制を整えています。
○2016年度からオープンデータカタログサイト（誰もが簡単にデー
タを検索したり、ダウンロードが可能なオープンデータ専用サイト）
に、市の持つ様々なデータ（道路網図や地形図などの空間デー
タ、地質調査データ、人口や児童・生徒数等の推計データなど）
を、利活用しやすい形式で公開しています。
○市が発注する工事や工事関連業務委託の適正な履行と工事等
品質向上のため、技術職員の技術力向上や、法改正の情報など
を事業者に提供しています。

○国が実施した令和5年（2023年）地方公共団体定員管理調査に
基づく常勤一般職員数の比較では、町田市は人口1万人当たりの
職員数が、近隣の同規模自治体10団体の中で、最も少なく、効率
的な職員体制をとることができています。
〇技能労務職員の減少に伴う、業務スキルやノウハウの継承、災
害対応能力の低下といった問題に対応するため、2022年度に「町
田市技能・労務系業務のあり方方針」を策定しました。それに伴
い、技能・労務系業務の管理業務を担う新たな職を設置しました。
同様の形態をとっているのは、多摩26市では町田市のみです。
〇2023年4月時点で、弁護士資格を有する常勤職員を任用してい
るのは、多摩26市のうち、町田市を含め9市です。
○多様な人材を確保するため、職員採用試験にSPI（基礎能力検
査、性格検査)のほか、Web面接、LINEによる受験申し込みを導入
しました。2023年度時点で、Web面接の導入は、多摩26市のうち、
町田市と日野市と八王子市のみです。また、LINEによる受験申し
込みは、多摩26市で町田市のみです。
○東京労働局が発表した2023年度（6月1日時点）の障がい者の雇
用率は、東京都が3.29％、都内市町村の平均が2.45％、町田市は
2.32%です。
〇2022年度末時点で、ハラスメント防止対策委員会の委員に有識
者を任命しているのは、多摩26市のうち、町田市と狛江市のみで
す。また、ハラスメントに関わる第三者機関の相談窓口を設置して
いるのは、町田市を含め7市です。
〇2023年度のメンタル疾患による30日以上病休者の割合は、町田
市3.7%、多摩26市平均3.4%(2023年度)です。
〇2022年度末時点で、メンタル病休者本人の自主性を引き出し、
休業を繰り返さない仕組みを導入しているのは、多摩26市のうち、
町田市、立川市、国分寺市のみです。
○町田市では、データ利用者の利便性向上のため、多摩26市で
唯一オープンデータの検索・閲覧に特化したオープンデータカタロ
グサイトを開設しています。
○2023年度末時点で、工事及び工事関連業務委託の成績評定を
全件公表しているのは、多摩26市では町田市のみです。

○少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や構造的収支不足に対応
して、市民サービス向上と業務の生産性向上を実現するためには、行
政のデジタル化や多様な主体との協働・共創を推進していく必要があ
ります。
○市民ニーズの多様化・複雑化に伴い、行政法律相談の需要が高
まっています。
○懲役刑及び禁錮刑を廃止し「拘禁刑」として一本化する刑法改正
（2024年6月）に合わせて、例規の整備を的確に行う必要があります。
◯国が進めるデジタル化推進のための法改正の動きに合わせて、例
規の整備を的確に行う必要があります。
○社会情勢や市民ニーズの変化に対応し、様々な課題に積極的に
チャレンジする職員を育成するため、「第5期町田市職員人材育成基
本方針」を策定する必要があります。
○職員の離職者数が近年増加傾向にあります。早期離職を防ぐた
め、職員がやりがいをもって働き続けられる職場環境を整備する必要
があります。
○平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、豊富な知識、技術
及び経験等を持つ高齢層の人材活用が求められています。
○近年、自治体間だけでなく民間企業等も含めて、人材獲得競争が
激化しているため（特に、建築職や土木職など技術職の獲得が難しく
なっています。）、今後、人材確保の取組を強化していく必要がありま
す。
○障がい者雇用の法定雇用率が、現在の2.6％から0.4ポイント引き上
げられ、2026年度までに3.0％となる予定です。引き続き、法定雇用率
達成のための取組みを一層強化する必要があります。
〇全国的に地方公務員のメンタル病休者は増加傾向（職員10万人あ
たり1215.6人（2012年度）から2142.5人（2022年）と10年前の1.8倍)に
あるため、メンタルヘルス対策を強化する必要があります。
○個人情報の保護に関する法律の改正の趣旨である「「社会全体の
デジタル化に対応した『個人情報の保護』と『データ流通』の両立」の
実現に向けて、法律に沿った個人情報の取り扱いを定着させる必要
があります。
〇統計調査に際し、個人情報保護や防犯への意識の高まりなどか
ら、調査対象世帯への接触が難しくなっており、より丁寧な説明や調
査書類の配布方法の見直しを行う必要があります。
○建設業界でDX（デジタルトランスフォーメーション）が本格的に始
まっています。工事関連部署の職員や事業者に対し、DXに必要な設
備やソフトなどの情報提供を進める必要があります。
〇建設資材の高騰に加え、働き方改革による週休二日制の導入や残
業時間規制（2024年問題）などの影響により、公共工事の入札不調の
増加が懸念されます。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

総務部

浦田　博之

部名

部長名
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2024年度

2024年度

2024年度

2024年度

①2025年度

②－

③－

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 職員定数の適正化 職員定数 2,191人 2,141人 2026年度

部名 総務部

部長名 浦田　博之

目標値

2 施策立案や業務遂行時における法務支援の強化

①法務に関する研修の実施回数
　
②法務情報の提供回数

③行政法律相談の解決率

①3回

②4回

③99%

①3回

②4回

③80%以上

3 人材育成の推進

①「第5期町田市職員人材育成基本方針」の策定

②ＯＪＴ制度の見直し

③新たな研修や民間企業との人事交流の実施回
数

①検討中

②検討中

③-

①策定

②見直しの完了

③1回

4 「障がい者への差別を解消し共生社会の実現」に向けた取組

①障がい者雇用の法定雇用率（市長部局と教育委
員会）

②採用後1年以内の離職者数（2024年度採用）

③（仮称）ワークサポートルームの検討

①2.54％

②0人

③検討中

①2.8％

②0名

③完了（2025年度設置及び稼働開始）

5 いきいき健康職場づくりの支援

①ハラスメント防止対策委員会の開催回数

②ハラスメント防止に関する理解度テストの正答率

③休職要因分析に基づいた実践型研修の実施回
数

④産業医との意見交換会の開催回数

⑤メンタル疾患による30日以上病休者の割合の26
市平均比較

①3回

②64.5%

③2回

④-

⑤26市平均値以下（2023年度平均値3.4%以下）
※3.7%

①3回

②70.0%

③2回

④3回

⑤26市平均値以下（2023年度平均値3.4%以下）

6 情報の適正な管理と活用の推進

①将来に渡って適正に情報公開制度と個人情報
保護制度を運用していける仕組みづくり

②オープンデータファイル数

③オープンデータダウンロード件数

①－

②1,039件

③1,057,046件（2023年度）

①適正な情報公開制度と個人情報保護制度の運
用体制の構築

②毎年50件追加

③前年度より増
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達成時期部の経営課題 指標 現状値

部名 総務部

部長名 浦田　博之

目標値

①　2024年度

②　2024年度

③　2024年度

8 予算・組織・事業の集約化
①総務部共通消耗品の調達、予算管理の一元化
②組織改正

①未実施
②部内検討会を実施

①実施
②新体制移行

①2024年度
②2025年度

7 工事及び工事関連業務委託品質向上に係る成績評定の公表及び活用

①優秀工事賞贈呈式の実施状況

②優秀な事業者の工事ノウハウの情報提供回数

③工事成績評定全件中の高位評定優良な工事
（70点以上）の割合
※文言を修正しました。

①優秀工事賞贈呈式を実施

②1回

③69.3%(2023年度）

①優秀工事賞贈呈式の実施

②1回

③80.0%以上の維持

2024年度9 部内のマネジメント改革による業務量の削減 1人あたりの時間外勤務の時間数
132.5時間 141.2時間
※2023年度実績が確定したことに伴い、修正しまし
た。

119.3時間 127.1時間（2023年度比10％減)
※2023年度実績が確定したことに伴い、修正しまし
た。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

引き続き、職員
定数の適正化の
取組が着実に図
られるように、職
員定数管理計画
の進捗を管理し
ます。

総務部

浦田　博之

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

職員定数の適
正化

町田市職員定数管理計画（22-26）の進捗を確認
するとともに、制度改正や環境変化を踏まえ、2025
年度の職員定数を決定します。
2024年度の職員定数から21人削減し、2025年度の
職員定数を2,170人とします。
2025年度正規職員定数の決定に併せて、2025年
度の会計年度任用職員定数を決定します。

2025年度職員定数
2,170人
【2024年度
2,191人】

各部から、2025年度の業務を行うた
めに必要とする正規職員定数及び
会計年度任用職員定数の要求を
受けました。

各部へのヒアリングを10
月に完了し、2025年度の
職員定数及び会計年度
任用職員定数を12月に
決定します。
職員定数については、
業務の担い手の最適化
などによる削減を進めま
す。一方で、重要な施策
の推進など、市職員にし
か担うことができない業
務に対しては重点的な
配分を行います。

職員定数管理計画に基づき、各部における
事業の見込みを精査し、2025年度の職員定
数及び会計年度任用職員数を12月に決定し
ました。
職員定数は、重要施策に付加する一方で、業
務の担い手を民間事業者や会計年度任用職
員へシフトすることで削減しました。その結
果、2025年度の職員定数は、2024年度比27
人減の2,164人となり、目標値の2,170人を達
成しました。

2,164人

C:目標
水準を達
成したた
めです。

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

C○

①-1 12月に法務担当課
長による集合形式の研
修を実施します。

①-2　下半期に「＠ほ～
む」を2回発行し、庁内各
課に法務情報を提供しま
す。

②引き続き、行政法律相
談を実施し、各課の問題
の解決に向けた支援を
行います。

①-1　法務能力を向上するため、以下の研修
を実施しました。
・公務員の業務と法令との関係（新入職員向
け）
・行政処分の基礎知識
・法的思考力を活かした判断の方法
また、係長級以上の職員を対象に、議会答弁
書の作成事務を体系的に理解するための研
修を実施しました。

①-2　行政処分を行うときに必要な知識など、
市の職員に知ってほしい情報をまとめ、法制
課通信「＠ほ～む」を4回発信しました。

②行政法律相談について、各課で法的な問
題が生じたときは迅速に対応し、解決に向け
た助言等を行いました。相談件数は610回
（2023年度、607回）で、その解決率は99%で
す。

①-1　5回

①-2　4回

②99%

B

①今後も、法務
情報の提供や研
修を実施し、法
務能力の向上を
図ります。

②今後も、行政
法律相談を実施
し、各課が抱える
法律上の問題の
解決に向けた支
援を行います。

2 2 -

施策立案や業
務遂行時にお
ける法務支援
の強化

①政策目的に沿った例規を策定できるよう、所管課
に対して必要な支援を行います。また、職員が業
務を遂行する上で必要な法務能力を身に付けるた
めの研修や、法務情報の提供を行います。

②所管課が業務を遂行する際に、法的な問題が生
じた場合に相談に応じ、問題の解決に向けた支援
を行います。

①-1　法務に関する研
修の実施回数
　
①-2　法務情報の提供
回数

②行政法律相談の解決
率

①-1 3回
　
①-2 4回

②80%以上

○

①-1  4月に、新入職員を対象に、
公務員の業務と法令との関係を学
ぶ研修を実施しました。5月に、係
長級以上を対象に、議会答弁に関
する研修を実施しました。9月に、全
職員を対象に、行政処分に関する
研修を動画で配信しました。

①-2  法制課通信「＠ほ～む」を2
回発行し、行政法律相談や例規策
定、行政処分に関する知識につい
て情報提供をしました。

②各課の業務に係る法的問題の相
談に対応しました。その結果、9月
末時点で相談件数は320回（2023
年度、296回）でした。その解決率
は99％です。
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位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①全庁意見募集を実施
するとともに、経営会議
に付議します。

②10月に「OJT研修（振り
返り編）」と、「メンター制
度対象者向けの研修」を
実施します。合わせて、
新規採用職員育成計画
書等のOJT帳票類の見
直しを行います。

③実施状況を踏まえつ
つ、引き続き「オンデマン
ド研修」を実施します。
また、民間企業との合同
研修を実施します。

①　「人材育成基本方針」の他、今年度で計
画期間が終了する「特定事業主行動計画」、
「障がい者活躍推進計画」の改定も進めまし
た。改定にあたっては、5月と12月に庁内オフ
サイト・ミーティング、12月に全庁意見募集を
行い、職員から多様な意見を収集しました。そ
の結果、課題や取組内容に多くの共通点が
あったため、3つの計画等を一体化した「町田
市職員人材育成総合プラン25-29」を策定し
ました。

②OJTを行う際に使用していた帳票を、より効
果的な内容に修正しました。また、4月と10月
に新規採用職員の指導員向け「OJT研修」を
新たに実施しました。延べ88名が受講し、効
果的なOJTの方法について学ぶ機会を提供
しました。さらに、5月に「メンター制度」を試験
的に導入しました。これにより、新規採用職員
が、異なる部署の先輩職員に仕事や社会生
活全般に関する相談ができる体制をつくりまし
た。

③新たにオンデマンド研修※を26市で初めて
導入しました。職員のニーズに合わせてリスキ
リングに特化した研修や、職場ごとの課題に
対応するため職場単位での研修など実施しま
した。また、包括連携協定締結企業との合同
研修や、管理職に必要な説明能力の向上を
図るための登壇技法研修を新たに実施しまし
た。さらに、民間企業の組織風土や経営感覚
を学ぶため、民間企業への職員派遣を来年
度から実施する準備を整えました。
※オンデマンド研修：民間事業者が提供する
サブスク型研修コンテンツ（豊富なメニューか
ら、自ら科目を自由に選択できる動画視聴形
式での導入は26市初）

①策定

②見直し完了
と新規実施

③3回と準備
完了

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①人材育成総合
プランの取組を
推進するととも
に、職員向けの
理解促進研修を
行い、職員及び
組織の人材育成
の実践を促しま
す。

②引き続き、OJT
研修を実施する
とともに、見直し
たOJT帳票類を
活用します。

③実施状況を踏
まえつつ、引き続
き新たな研修や
人材交流を実施
します。

3 3

経
営
改
革
プ
ラ
ン

人材育成の推
進

①職員が目指すべき職員像を明確にし、職員一人
ひとりの成長を促進するため、「第5期町田市職員
人材育成基本方針」を策定します。

②新規採用職員の早期育成・職場定着を推進する
とともに、早期離職を防止し、キャリア意識の醸成
及び多角的視点を身につけるためのサポートを行
うため、現行のＯＪＴ制度を見直します。

③急激な社会情勢の変化により、自治体職員に求
められる知識・スキルが大幅に変化する中で、必要
な知識・スキルを職員が学習できる機会を確保する
ため、新たな研修や民間企業との人事交流を実施
します。

①「第5期町田市職員人
材育成基本方針」の策
定

②ＯＪＴ制度の見直し

③新たな研修や民間企
業との人事交流の実施
回数

①策定

②見直しの完
了

③1回

○

①5月に次期基本方針に関する庁
内オフサイト・ミーティングを、役職
別・職種別・世代別の3区分に分け
て実施しました。その結果、合計
139名の職員から人材育成に関す
る多様な意見の収集ができました。
2023年度に実施した職員意識調査
の結果や他自治体の動向などを踏
まえた方針案を作成しました。

②4月に新規採用職員を指導する
職員を対象とした「OJT研修」を新
たに実施し、44名が参加しました。
また、5月に「メンター制度」を試験
的に導入しました。新規採用職員
が、異なる部署の先輩職員に仕事
や社会生活全般に関する相談がで
きる体制をつくりました。

③6月から新たに豊富な研修のメ
ニューを自ら自由に選択できる動
画視聴形式の「オンデマンド研修」
を実施しました。9月末時点では、
175名の職員が受講し、職場単位
では、9つの職場が活用しました。
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計
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進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認
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1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①②③法定雇用
率達成には9人
必要ですが。
2026年度に法定
雇用率が3%に上
がるため、今後も
さらなる雇用拡大
に取り組む必要
があります。

①正規職員は9月と11月
にも募集を行い、2025年
4月1日付の採用を目指
します。
会計年度任用職員につ
いては、2024年10月1日
から新たに3人の任用を
開始します。

②障がい者雇用に関す
る理解促進のための研
修や、障がいのある職員
同士のオフサイトミーティ
ングを実施します。引き
続き、働きやすい環境づ
くりや相談体制の確立を
目指します。

③2名の会計年度任用
職員を採用し、10月1日
にワークサポートルーム
を開設します。今後、各
部署から集約した軽作業
を担います。

①今年度の雇用率は2.51％でしたが、会計年
度任用職員の採用拡大などにより、前年比
0.19％増加し、過去最高の雇用率となりまし
た。また、新たな会計年度任用職員を採用
し、雇用拡大に積極的に取り組みました。

②新規採用職員の面談に加え、当事者職員
を対象にオフサイトミーティングやアンケートを
実施し、意見をふまえて新たな休暇制度を導
入しました。11月には、市有財産活用課と共
同で、車椅子利用職員と支援職員による避難
訓練を新たに実施し、参加者から好評を得ま
した。2月には、理解促進研修と手話入門研
修を実施しました。また、「障がい者活躍推進
計画」について、今年度で計画期間が終了す
る「人材育成基本方針」及び「特定事業主行
動計画」と取組を一体的に行うため、「第1次
町田市職員人材育成総合プラン」として、計
画期間を1年前倒して2月に改定しました。理
解促進や相談支援の取組を充実させ、より働
きやすい環境づくりを目指す内容に改定しま
した。

③2024年10月1日に、2名の会計年度任用職
員を採用し、ワークサポートルームを1年前倒
しで開設し、各部署から多くの業務依頼を受
けることができました。また、次年度に向けて
ワークサポートルーム専用の部屋を確保し、
会計年度任用職員を追加募集するとともに、
支援者職員の募集も行いました。

①2.51％

②0名

③2024年10月
に前倒しで設
置を完了し、
稼働を開始。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

4 4

個
別
計
画

「障がい者へ
の差別を解消
し共生社会の
実現」に向け
た取組

①「町田市職員障がい者活躍推進計画」に基づ
き、障がいの有無に関わらず、能力を十分に発揮
して活躍できる職場の実現に向けて取り組みます。
事業所として、障がい者雇用を促進し、障がい種別
を限定しない採用試験や会計年度任用職員の採
用等を実施して、法定雇用率の達成を目指しま
す。

②障がいのある職員が安心して働き続けられるよ
う、職場定着を支援するため、施設や設備等の
ハード面、相談体制や制度等のソフト面の整備を
図ります。

③庁内の軽作業を集約し、障がいのある会計年度
任用職員が一括して請け負う体制として（仮称）
ワークサポートルームを総務部内に整備し、雇用拡
大を図ります。

①障がい者雇用の法定
雇用率

②採用後1年以内の離
職者数（2024年度採用）

③（仮称）ワークサポート
ルームの検討

①2.8％

②0名

③完了（2025
年度設置及び
稼働開始）

○

①2024年4月1日に新たに7名の障
がいのある方を職員として採用しま
した。2024年度の雇用率（6月1日
時点）は、2.51％でした。目標値に
は至りませんでしたが、採用の取り
組みなどにより、昨年度より0.19％
上昇しました。
また、7～8月に、障がい者を対象と
した正規職員及び会計年度任用職
員の採用試験を行いました。

②障がいのある新規採用職員を対
象に産業医との面談を実施しまし
た。

③先進事例として船橋市と海老名
市を視察しました。
ワークサポートルーム開設に向け
た、人員体制や業務、関係部署と
の調整ができたたため、前倒しで開
設することを決定しました。
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①ハラスメント防止対策委員会を3回開催しま
した。

②ハラスメント防止体制について、職員向け
庁内情報紙や研修等で職員に周知しました。
　12月に全職員対象のFormsによるハラスメン
ト防止研修を実施しました。理解度テストの正
答率は54.3%となり、目標値を下回りました。し
かし、昨年度理解度が低かった項目を繰り返
し出題し知識向上を図ったことで、2023年度
比8.6ポイント上昇（55.8→64.4％）しました。ま
た、適切な対応を行えるよう、課長職を対象と
した研修を行いました。

③休職要因の分析結果で、課長職に特化し
た実践型研修を2回実施しました。アンケート
から、グループワークが受講者の主体性を高
め、かつ相互理解を深めることに有効であっ
たことを確認しました。

④産業医との意見交換会を４回実施しまし
た。若年層への対策、病気休職者への対応
についての意見交換を行いました。また、病
気休職者への対応については、病休者の復
帰に関する手続きを明確にするため、新たに
要領を作成しました。

⑤庁内情報紙による情報発信を14回、セルフ
ケア研修を３回、ラインケア研修を3回行いまし
たが、メンタル疾患による30日以上病休者の
割合は、12月末で3.4％でした。

①3回

②54.3％

③2回

④4回

⑤3.4％

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①②ハラスメント
防止の取組を推
進するとともに、
ハラスメントに関
する理解を促進
するための研修
を実施します。

③④⑤
メンタル疾患を未
然に予防するた
め、休職要因の
分析を踏まえた
研修及び未然防
止のための情報
発信を継続しま
す。また、メンタ
ルヘルス対策に
ついて、今後の
課題と対応策を
まとめます。

①引き続き担当者会議
に参加し、情報公開制度
における対応や法に基
づく個人情報保護制度
の運用について情報収
集します。10月採用職
員、管理職試験合格者、
会計年度任用職員及び
全職員への研修を行い
ます。引き続き、庁内報
を発行します。

②引き続き、庁内各課に
新たなデータの登録及
び更新を働きかけ、デー
タファイルをさらに充実さ
せます。

①連絡会に3回参加し、制度運用の実務や困
難ケースへの対応事例について情報収集し、
業務の担当者で検討しました。
新規採用職員、会計年度任用職員、インター
ンシップ生及び管理職候補者に対して、16回
研修を行い、約400人が研修を受講しました。
全職員必修の研修を1回行いました。庁内報
を3回発行し、個人情報保護の意識啓発につ
いて周知しました。
なお、実績報告や情報セキュリティに関する
取り組みについて、4回開催した情報公開・個
人情報保護運営審議会で報告しました。

②-1子ども食堂や町田市立小学校・中学校
通学区域情報、指定暑熱避難施設など、新た
に201件のオープンデータファイルを追加し、
公開中のオープンデータファイル総数は
1,251件となりました。
②-2オープンデータダウンロード件数は、
2024年12月末時点で、2023年同時期と比較
し24,935件少ない、854,030件となりました

①事例研究実
施、庁内研修
17回、庁内報
3回

②-1　201件

②-2　前年度
より減

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①情報公開制度
の適切な運用の
ため、情報収集
し、検討した結果
をマニュアルに
反映します。
並行して、個人
情報保護制度の
安定的で適切な
運用を行うため、
引き続き職員へ
の研修を行いま
す。

②オープンデー
タファイル数をさ
らに増やすととも
に、市民や事業
者がより利活用し
やすい形式での
データ公開を進
めます。

5 5

経
営
改
革
プ
ラ
ン

いきいき健康
職場づくりの
支援

①有識者を中心としたハラスメント防止対策委員会
を開催します。専門的な立場から知見をいただくと
ともに、防止対策に生かすことでハラスメント防止を
推進します。

②ハラスメント防止体制の周知と、ハラスメント防止
意識の向上を図るため、全職員を対象にe-ラーニ
ングを実施します。
　ハラスメント防止に特化した研修および受付担当
者向けの研修を実施し、さらなる啓発を行います。

③メンタル疾患による病休者の増加傾向が見られ
る年代の休職要因について分析します。
　職員がメンタル不調の兆候に気づき、対処できる
力を身につけられるよう、心と体の健康づくりに関
する情報発信やメンタルヘルス研修を実施します。
　また、組織を率いる管理職が対応策を模索できる
よう、ストレスチェック結果をグループワークに取り
入れた実践型の研修を実施します。

④メンタル疾患の未然防止のため、産業医との連
携を強化します。専門的知見を踏まえた対策を構
築するため意見交換会を行います。

⑤上記の取組により、メンタル疾患による30日以上
病休者の割合の抑制を目指します。

①ハラスメント防止対策
委員会の開催回数

②ハラスメント防止に関
する理解度テストの正答
率

③休職要因分析に基づ
いた実践型研修の実施
回数

④産業医との意見交換
会の開催回数

⑤メンタル疾患による30
日以上病休者の割合の
26市平均比較

①3回

②70.0%

③2回

④3回

⑤26市平均値
3.4%以下
（2023年度平
均値以下）

○

①委員会を1回開催し、防止対策
について、有識者から助言をいた
だきました。

②庁内情報紙や研修による周知・
啓発を6回実施しました。また、5月
に受付担当者向け研修を、6・7月
にハラスメント防止に係る管理職向
け研修を実施しました。

③職場を管理監督する課長職に特
化したメンタルヘルス（ラインケア）
研修を6・7月に実施しました。受講
者全員（80人）が「理解が深まった」
と回答しました。

④産業医との意見交換会を3回実
施し、メンタルヘルスの現状や若年
層を中心としたメンタルヘルス対策
について意見交換を行いました。

⑤庁内情報紙による情報発信を8
回、セルフケア研修を2回行いまし
たが、8月末時点で前年同期比0.4
ポイント増の2.9％でした。

①第2回を10月に、第3
回を2月に開催します。

②引き続き、庁内情報紙
や研修による周知・啓発
を実施します。また、12
月にハラスメント防止に
係る理解度テストを実施
します。

③受講後のアンケート結
果を踏まえ、次年度の研
修内容を検討します。

④11月～12月に4回目を
実施予定です。

⑤引き続き情報発信や
研修を行い、メンタル不
調や再発予防に努めま
す。

6 6

経
営
改
革
プ
ラ
ン

情報公開制度
と個人情報保
護制度の適正
な運用及び
オープンデー
タの充実

①情報公開制度と個人情報保護制度の運用につ
いて課題抽出し、対応を検討するため、他市の事
例を収集をします。また、情報公開制度と個人情報
保護制度への理解を全庁的に高め、定着させてい
くため、職員研修の実施や庁内報の発行を行いま
す。

②オープンデータの充実
「町田市オープンデータガイドライン」に基づき、町
田市ホームページ及び町田市オープンデータカタ
ログサイトに掲載するデータファイルを増やすこと
で、市民、地域団体、教育機関、事業者等が行政
データを活用する機会を拡げます。

①他市の事例研究、庁
内研修実施回数、庁内
報発行件数

②-1　オープンデータ
ファイル数

②-2　オープンデータダ
ウンロード件数

①事例研究実
施、庁内研修
16回、庁内報
3回

②-1　50件追
加

②-2　前年度
より増

○

①情報公開制度における課題を青
梅市と福生市を除く都内24市及び
東京都で構成する連絡会で共有
し、検討を行いました。各組織にお
ける困難ケースへの対応事例を情
報共有しました。また、新規採用職
員、会計年度任用職員及びイン
ターンシップ生を対象に、10回研修
を行い、310人が受講しました。個
人情報保護の意識啓発のため、庁
内報を2回発行しました。

②刊行物のPDFデータを中心に、
新たに117件（2024年8月末時点）
のオープンデータファイルを追加し
ました。

33



順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

○

①5月29日に町田市優秀工事賞贈
呈式を行い、2023年度に完了した
12件の優秀な工事の受注者10者を
表彰しました。また、町田市ホーム
ページと広報まちだに公表しまし
た。

②2023年度の工事成績評定結果
を分析し、優秀な事業者のノウハウ
について、市内事業者へ提供する
情報を収集しました。

③8月末時点の工事成績評定のう
ち優良な工事の割合は80 ％（5件
中4件）で、65点未満の案件はあり
ませんでした。また、施工状況確認
や中間検査時には、積極的に品質
向上に繋がるアドバイスを行いまし
た。

②11月に町田商工会議
所と連携し、市内事業者
向けに優秀な工事のノウ
ハウなどを伝える説明会
を行います。

③引続き、施工状況確
認の実施や、評定点の
低い受注者への技術支
援を行い、工事品質の
向上を目指します。

①優秀工事賞贈呈式を5月に開催し、工事成
績が優秀な12件の工事を施工した市内事業
者10者を表彰しました。これにより、市内事業
者の品質向上への意欲が高まると共に、市民
に市内事業者の優秀な取組を知らせる機会と
なりました。

②11月に開催した受注者説明会では、優秀
な工事ノウハウを共有し、市内事業者全体の
レベルアップの促進を図りました。

③工事成績評定については、2025年1月末時
点の評定件数37件のうち、70点以上（A～Cプ
ラス）を得た工事は23件、62.1％でした。施工
状況確認や検査時には品質向上のアドバイ
スを行いましたが、評定70点以上の優良な工
事の割合は目標値の80.0％以上には届きま
せんでした。

①優秀工事賞
贈呈式の実施

②1回

③62.1%

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

公共工事等の品
質向上を図るた
め、成績評定結
果に基づく意識
づけを継続的に
行う必要がありま
す。
今後も工事受注
者や受注を希望
する市内事業者
に対し、説明会
等を通じてアドバ
イスや情報提供
を行い、公共工
事の品質向上を
目指します。

8 8

事
務
事
業
見
直
し

○

①6月に、総務部内各課へ共通消
耗品の購入希望調査を行い、総務
課が一括して発注、支払いを行い
ました。

②部内でプロジェクトチームをたち
あげ、課を横断する形で業務の統
廃合や人員体制の効率化を検討し
ました。
検討結果に基づき、総務部組織再
編案としてとりまとめました。

①10月及び1月に総務
部内各課の消耗品購入
希望調査を行い、一括し
て購入します。

②2024年11月に総務部
組織再編の内容を決定
します。
2025年3月までに市民等
への周知を行ったうえ
で、2025年4月Ⅰ日に組
織改正を行います。

①6月、10月及び1月に、総務部内各課へ共
通消耗品の購入希望調査を行い、総務課が
一括して発注、支払いを行いました。

②部内全課で立ち上げたプロジェクトチーム
において、課を横断する形でより効率的な組
織体制を検討しました。
上記検討結果に基づき、2025年4月1日に総
務部の組織体制を5課から4課に再編する組
織改正を行いました。

①実施

②組織改正
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①引き続き部内
の効率的な消耗
品発注を行いま
す。

②今回の取組み
結果を踏まえ、
全庁で効率的な
組織体制の検討
を進めていきま
す。

7 7 -

公共工事等の
品質向上に向
けた成績評定
の公表及び活
用

①工事成績評定が高い優秀な市内業者を優秀工
事賞贈呈式で表彰します。町田市ホームページな
どで公表することにより、受注者全体で更なる品質
向上への意欲が高まります。

②優秀な事業者の工事ノウハウを市内事業者全体
に伝えていきます。

③工事成績評定において評価が低くなりやすい項
目や、品質向上のポイントについて、施工状況確
認や中間検査の際に積極的に受注者へアドバイス
します。また、工事成績評定点65点未満となった受
注者に対して技術支援を行います。

①優秀工事賞贈呈式の
実施状況

②優秀な事業者の工事
ノウハウの情報提供回数

③工事成績評定全件中
の高位評定優良な工事
（70点以上）の割合

※文言を修正しました。

①優秀工事賞
贈呈式の実施

②1回

③80.0%以上

定時退庁日の徹
底、テレワークの
活用、職員間の
業務量の平準化
等のさらなる推進
によ り、時間外
勤務時間の削減
を図って いきま
す。

9 9 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

以下の取組により、時間外勤務時間数を削減しま
す。
・働き方の見直し
テレワークやリモート会議システム、時差勤務の活
用、会議時間延長や時間外打合せの禁止、業務
終了後15分以内退庁の徹底等
・業務の平準化
事務処理実施時期の適正化と担当者の分散化、
協力体制の見直し等
・担い手の変更
業務の自動化、委託化、会計年度任用職員の活
用等

1人あたりの時間外勤務
の時間数

156.2時間

119.3 127.1時
間(2023年度
比10％減)

※2023年度実
績が確定した
ことに伴い、修
正しました。

△

定時退庁日の徹底、テレワークの
活用、職員間の業務量の平準化に
より、時間外勤務の削減に取り組み
ました。
その結果、一部の課では大きく時
間外勤務が減少しました。しかしな
がら、「第5期町田市職員人材育成
基本方針」策定業務や国勢調査準
備業務など、時間を要する業務が
続いているため、部全体では8月末
現在で一人当たり63.6時間と、前年
同月比で9.7%増加しました。

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

引き続き、定時退庁日の
徹底、テレワークの活
用、職員間の業務量の
平準化に取り組みます。
加えて、各課独自の取り
組みにおける好事例を
部全体で共有し、時間外
勤務時間の削減を図りま
す。

定時退庁日の徹底、テレワークの活用、職員
間の業務量の平準化等により、時間外勤務の
削減に取り組みました。
しかしながら、「町田市職員人材育成総合プラ
ン25-29」策定業務や、児童手当の制度改正
及び所得税の定額減税対応など、時間を要
する業務が続いているため、職員一人当たり
の時間外勤務の年間平均時間は156.2時間と
目標を達成できませんで した。

部の事務事業
見直しの取組

・総務部内各課が共通で使用する消耗品（事務用
品等）の調達、予算管理を総務課（部総務担当課）
へ一元化します。共通消耗品の発注回数を、2023
年度に各課が発注した回数の合計31回から、年3
回程度とします。
・部内横断的な検討組織において、部の組織再編
を検討し、詳細（業務分担、ポスト、執務環境等）を
含め、新組織体制を確定します。その後、新体制
に向けた移行作業を実施し、2025年4月に組織改
正を行います。

①総務部共通消耗品の
調達、予算管理の一元
化

②組織改正

①実施

②新体制移行
作業の完了
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

財務部

井上　誠

部名

部長名

健全な財政運営の確保、市有財産の適正な管理と活用、契約事務の適正な執行及び財務情報の徹底した情報提供によって、効率的で効果的な行政経営を推進します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

〇社会情勢の変化とともに、行政サービスへの市民ニーズが多様
化しています。厳しい財政状況の中においても、持続可能な財政
運営と市民ニーズへの対応の両立が求められています。

〇市民との情報共有を進めるために、市民にとってよりわかりやす
い財務情報の提供が求められています。また、従来の官庁会計で
は説明できない、資産の増減、負債の将来負担などについても、
市民への説明責任が求められています。

〇市庁舎を適切に管理し、来庁者や職員が快適に使用できる環
境を維持しています。

○職員が安全に公用車を利用することができるよう管理していま
す。

〇市民の財産である公有財産を適切に管理するとともに、低・未利
用地の売却や貸付を行うことで、有効活用を図ります。

○公平、公正な契約制度のもとに適正価格で品質の良い社会資
本整備や行政サービスの提供が求められています。また、市内事
業者の育成と地域経済の活性化に寄与することが求められていま
す。

○工事施工時期の平準化の一環として、大型契約案件情報の早
期公表や公共工事発注見通しの内容を詳細に公表することで、事
業者がより入札に参加しやすい環境整備を行っています。

○電子契約の普及拡大により、事業者の負担軽減を図る必要があ
ります。

〇エネルギー価格の高騰などの影響により、歳出の増加が見込ま
れる中、財政調整基金の活用や市債の適正な借入れを行い、健
全で持続可能な財政運営をしていくことが求められています。

〇物価高騰や子育て支援を背景とした様々な補助制度の創設や
拡充が行われており、新たな国庫補助金などの交付が想定されま
す。

〇限られた職員数や予算の中で、継続して行政サービスを提供す
る必要があります。

〇行政評価シートでは、新公会計に基づく財務情報と非財務情報
を融合した事業単位での分析を行っており、2012年度に市町村で
初めて新公会計制度を導入して以来、10年間のデータが蓄積され
ています。同一事業の経年比較や類似事業の事業間比較など、
様々な視点での比較分析が可能であることから、財務諸表を活用
した事業マネジメントをより促進する必要があります。

〇庁舎竣工から12年目に入り、空調設備を始めとする各設備に不
具合が生じてきています。そこで、2020年度に再編した中長期修
繕計画に基づき、計画的な設備修繕を行うことで、庁舎の適切な
維持管理を行います。

〇町田市第５次環境配慮行動計画に基づき、再生可能エネル
ギーを活用した庁舎の維持管理を検討する必要があります。

〇2022年度末の市民一人当たりの市債元金残高は、多摩26市中
17番目に少ない210,377円であり、平均的な金額となりました。ま
た、市民一人当たりの財政調整基金積立金現在高は多摩26市中4
番目に少ない24,575円でした。引き続き、多摩26市や類似団体とも
比較しながら、市債や基金の残高を適正水準で維持していく必要
があります。

〇ビルエネルギー管理システム（BEMS）のデータをもとに、26市で
初めて導入したAIを活用して、エネルギー使用量の分析を行い、
最適で効率的な自動運転を実施しています。今後も更なるエネル
ギー使用量の削減を図っていきます。

〇町田市は2022年度に26市で初めて公用車管理システムを導入
しました。このシステムの活用により配車業務や運行管理の集計業
務で効率化を図っています。現時点においても公用車管理システ
ムを導入・運用しているのは26市のうち町田市のみとなっていま
す。

〇東京電子自治体共同運営において、都内市区町村のうち町田
市を含む10自治体が先行して電子契約サービスを導入し、運用を
開始しました。これにより、事業者の負担軽減と契約事務の効率化
につなげていきます。

〇今後、学校の建て替えや公共施設の再編など、多額の費用を要
する事業を控えており、後年度負担への備えが必要です。また、こ
れらの事業実施に伴う市債発行額の増加により、市債元金残高は
増加傾向が続く見通しであり、将来的な公債費負担を抑制するた
め、より財政負担の少ない借入方法を選択していく必要がありま
す。

〇全国的にふるさと納税への関心が高まっており、全国のふるさと
納税受入額は年々増加しています。また、2023年度にふるさと納
税の適正な運用に向けて国の制度改正があり、今後も制度改正の
実施が見込まれます。応援したい地域を納税者が選択して支援す
るというふるさと納税の本来の趣旨に則って、適切に運用していく
必要があります。

〇2022年1月15日に町田市は、2050年までに温室効果ガス排出実
質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の表明を行いました。市庁舎
でも、温室効果ガス排出の削減に向け取り組みを進める必要があり
ます。

〇2023年11月3日に水俣条約の締約国会議で、一般照明用の蛍
光ランプについて2027年末までに「製造」および「輸出入」を禁止
することが合意されました。これを踏まえ、町田市も市庁舎照明を
LED化する必要があります。

○物流業界・建設業界における「2024年問題」、いわゆる人手不足
等により、入札の不調、履行遅延及び調達価格の高騰などが懸念
されます。
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4 公有財産の適正な管理 低・未利用地の活用率
39,524㎡
（2023年度調査時点の低・未利用地合計面積）

低・未利用地16%活用（6,323㎡）

3 市庁舎のエネルギー使用量削減 電気使用量（kwh）
3,162,132kWh
（2023年度実績）

3,007,156kWh

2 公会計情報によるマネジメント機能の強化

①行政評価シートを活用して、費用対効果が改善
した事業の割合

②行政評価シートにおける「課題解決・目標達成に
向けた今後の取り組み」の実施割合

①51.9%（2022年度決算）

②98.2%（2022年度決算）

①50%

②90%（毎年度）

部名 財務部

部長名 井上　誠

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 健全で持続可能な財政の確立
①実質公債費比率

②財政調整基金年度末残高

①1.0%
（2022年度決算値）

②103.1億円
（2023年度末見込）

①2.6%

②80億円以上
2026年度

2026年度

2028年度

2027年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

3 -

経
営
改
革
プ
ラ
ン

財源確保策の
強化

①既存の国や都支出金等に加え、新たな交付金
の活用を庁内へ促し、事業の迅速な実施や新たな
財源の確保に取り組んでいきます。
　また、国や都へ補助金の要望活動を継続して行
います。

②ふるさと納税の使い途を重視した寄附の募集を
行うことで、町田市が実施する事業への関心を高
め、寄附者の想いを事業に反映し、町田市政への
共感を高めます。

①新たな財源を活用した
事業数

②使い途を特定した期
間限定のふるさと納税の
実施件数

①2事業

②3件
○

①市の財政状況を説明した上で新
たな財源確保を促進するため、国
や都支出金等の情報について、庁
内の予算編成事務説明会等で、59
件提案し活用を促しました。また、
2025年度の補助金の確保に向け
て、国の概算要求の時機を捉え
て、7月に国土交通省・文部科学
省・子ども家庭庁に対し要望活動を
実施しました。

②7/2に庁内提案の募集を行い、
22件の提案が集まりました。提案を
基に、より共感を集め、魅力を感じ
ていただける町田市ふるさと納税と
なるよう検討を進めました。

2 3

経
営
改
革
プ
ラ
ン

市庁舎のエネ
ルギー使用量
削減

・電気使用量の削減に向け、市庁舎内の会議室等
照明のLED化や、照明制御機器更新工事を行いま
す。

電気使用量（kwh）
3,130,511kWh
（前年度比1％
減）

○

・市庁舎2階・10階の会議室等の
LED化を実施しました。

・省エネルギー対策の励行や空調
使用に関して、4月と7月に「庁舎活
用だより」等で全庁へ周知を行いま
した。

市債発行額と
財政調整基金
残高の適正管
理

予算編成において、後年度負担の影響を考慮し
て、市債借入額、財政調整基金の取り崩し額を決
定します。

①市債元金年度末残高

②財政調整基金年度末
残高

①1,037億円
以下

②80億円以上

①9月補正予算後の市債元金年度
末残高は881億円で、目標値1,037
億円を下回っています。

②9月補正予算後の基金残高は94
億円で、目標値80億円以上を達成
しています。

①事業の執行状況に応
じて、市債発行額を調整
し、市債元金年度末残
高を目標値以下にしま
す。

②補正予算で必要に応
じて積立・取崩を行い、
目標の年度末残高80億
円以上を確保します。

市の財政負担を考慮したうえで、国や都の補
助金を可能な限り活用し、市債借入額の抑制
や、財政調整基金現在高を確保しました。

①市債について、3月補正予算後の年度末残
高見込は865億円となり、目標値1,037億円以
下に抑制しました。

②財政調整基金の残高について、3月補正予
算後の年度末現在高見込は106億円となり、
目標値80億円を上回っています。

①865億円

②106億円

A:当初の
目標を大
幅に上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

A◎

・市庁舎4・5・7・9・10階
の会議室等のLED化工
事を実施します。

・2024年3月に導入した
照明制御装置（5・8・9F）
の効果検証を行います。

・市庁舎2・4・5・7・9・10階の会議室等のLED
化工事を予定通り完了しました。

・市庁舎7階執務室内の照明制御装置導入工
事を予定していましたが、5・8・9階に導入して
いる照明制御の効果を測定したところ、当初
見込んでいた電気使用量削減効果が見られ
なかったため、費用対効果をふまえ発注を見
送ることとしました。

･きめ細やかな空調制御を行うとともに、省エ
ネルギー励行に向けた庁内啓発を4回実施し
ました。

・電気使用量は前年度比3.5％減となりました
が、夏日の増加や食堂のリニューアルオープ
ンにより、ガス使用量が増加しました。

3,052,020kWh
（2023年度比
3.5%減）

B

・引き続き市庁舎
のさらなる省エネ
ルギー化に向け
て、庁内啓発を
積極的に図りま
す。

・電気使用量を
削減できた一方
で、ガス使用量
が増加したため、
CO2排出量の総
量圧縮に向けて
検討していきま
す。

①引き続き、国や都の動
向を注視し、交付金等の
情報収集に努めるととも
に、各部での活用を促進
します。また、国の予算
編成にあわせて、補助金
の要望活動を行います。

②寄附の使い途・返礼
品を見直し、10月にリ
ニューアルして寄附を募
集します。また、使い途
を特定した期間限定の
ふるさと納税を実施しま
す。

①国や都の補助金等の情報について、庁内
の予算編成事務説明会等で59件提案し、新
たに6事業の活用につなげることができまし
た。また、2025年度の補助金の確保に向け
て、国の予算編成等のタイミングに合わせ、7
月と１月に国土交通省、文部科学省、こども家
庭庁及び総務省に対する要望活動を実施し
ました。

②使い途を特定した期間限定のふるさと納税
を3件企画し、その内、2件の募集を実施しまし
た。また、返礼品の見直しでは、チョイスPayを
導入することで、市内でのサービス提供を返
礼品として提供できる環境を整え、市を訪れ
た方にさまざまな町田市の魅力を感じていた
だく機会を創出しました。
ふるさと納税全体（遺贈を除く）では、2億5千
万円を超える寄附が集まりました。

①6事業
②2件

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①今後も厳しい
財政状況が続く
見込であることか
ら、引き続き国や
都の動向を注視
し、積極的かつ
継続的に情報収
集を行い、新た
な交付金の活用
について庁内に
提案するととも
に、活用を促進し
ます。

②チョイスPayに
おける取扱店舗
の確保など、幅
広い事業者との
連携を図りなが
ら、ふるさと納税
を促進します。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

老朽化する公共
施設等の維持保
全や再編、建設
費の上昇等によ
り、公債費及び
基金取り崩し額
の増加が見込ま
れます。
今後より一層の
市債借入額の抑
制を図るととも
に、基金の計画
的な積立てを行
います。

財務部

井上　誠

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

37



順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

6 - -
「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

会議資料の電子化や各種手続きの電子化を進め、
印刷枚数の削減を図ります。また、刊行物等の発
行など浄書印刷については、必要部数を精査し、
印刷枚数の削減に努めます。

紙資料の印刷枚数
328,000枚以
下（2023年度
実績の5%減）

○

2024年4月から打合せスペースに
モニターを設置し、打合せ資料の
紙配布を廃止しました。
また、昨年度まで紙決裁としていた
科目・事業登録依頼書の電子決裁
化や電子契約サービスの利用促進
などにより、2023年上半期の印刷
枚数と比較して21％の削減を実現
しました。

①課題解決・目標達成
に向けた取組を、2025年
度当初予算に反映した
件数と予算額を集計し、
分析を行います。

②今年度の研修を振り
返り、さらに「課別・事業
別行政評価シート」を事
業マネジメントの実践に
活用できるよう、2025年
度の研修内容を検討しま
す。

①「課題解決・目標達成に向けた今後の取り
組み」を踏まえて、103件の取り組みを2025年
度当初予算に反映させました。また、反映した
結果の分析としては、24年度決算の課題解決
や目標達成に向けた取り組みに活用できるよ
う、好事例を抽出しました。

②簿記の基礎知識習得のための研修と、財
務情報等を活用した事業マネジメントに関す
る研修を実施することで、行政評価シート作成
時の的確な分析につなげました。また、今後
の研修内容の充実を図るため、2023年度決
算の課別・事業別行政評価シートの課題を抽
出し、次年度の研修内容を検討しました。

①103件

②2件
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

5 -

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
推
進

時間外勤務時
間数削減の取
組

男性の育児休業の取得推進など、ワークライフバラ
ンスに配慮した業務分担を行いながら、時間外勤
務の削減に努めていきます。
各業務において、多く受け付ける問合せを検証し、
対応することで、時間外勤務の削減に取り組みま
す。

一人あたりの時間外勤務
時間数

※一人あたりの時間数に
指標を変更します。

7,500160時間
以下（2023年
度比10％減）

※指標の変更
に伴い、目標
値を変更しま
す。

○

育児休業を取得する職員が複数名
いるなかでも、役割分担や業務の
進め方を調整することで時間外勤
務時間の抑制を図りました。

ふるさと納税のよくある質問につい
て、回答を返礼品の募集ページに
掲載し、問合せ対応の削減につな
げました。

行政評価シート作成にかかる過年
度のＱ＆Ａをデータベース化し、広
く全庁に公開したことにより、職員
からの問い合わせ件数は28件にと
どまり、前年度比で61件減少しまし
た。

4 2

経
営
改
革
プ
ラ
ン

「行政評価
シート」を活用
したマネジメン
トの改善

①行政評価シートを活用した経年比較など事業の
成果及び財務の分析を踏まえ、課題解決・目標達
成に向けた今後の取組を2025年度予算に反映さ
せ、事業課題の解決や目標達成、費用対効果の
改善を図ります。

②新公会計制度導入から10年以上が経過し、職員
に複式簿記・発生主義の考え方が定着してきたこと
から、職員向け研修の内容を発展させます。具体
的には、複式簿記の知識習得を目的とした従来の
研修に加え、「課別・事業別行政評価シート」を活
用した事業マネジメントの実践を目的とする研修を
実施します。

①「課題解決・目標達成
に向けた今後の取り組
み」の2025年度当初予
算への反映件数

②行政評価シートの活
用に向けた研修の実施
件数

①100件

②2件
○

①「課題解決・目標達成に向けた
今後の取組み」を実現できるよう、
費用対効果を勘案した上で2025年
度予算に反映するよう、予算編成
方針及び予算編成事務要領にお
いて、示しました。

②簿記3級程度の基礎知識習得を
目的とした研修動画を配信し、55名
が受講しました。また、「課別・事業
別行政評価シート」を活用した事業
マネジメントの実践を目的とした研
修を実施し、22名が受講しました。

業務の見直しを行い、
ワークライフバランスへの
配慮をしながら、時間外
勤務の抑制を図っていき
ます。

有効性・効率性
について、より実
効性のある分析
を行うためには、
行政評価シート
作成時に、適切
な成果指標を設
定する必要があ
ります。このた
め、研修を通し
て、成果指標を
用いた財務分析
への職員の理解
を深めます。
また、分析結果
の事務事業見直
しへの反映を図り
ます。

予算編成方式の見直しなど事務事業見直し
の実施により、業務時間の削減を図った一方
で、人手不足の影響で工事関係の入札60件
超が不調・中止となるなど、契約事務の業務
量が増加し、1人当たりの時間外勤務数は171
時間となりました。
事務事業見直しの着実な実施により、財政課
および市有財産活用課の時間外勤務数は、
2023年度比10%減を達成しました。

171時間

(契約課を除く
時間外勤務時
間は2023年度
比10％減）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、業務の
見直しを行い、
ワークライフバラ
ンスへの配慮を
しながら、時間外
勤務の抑制を
図っていきま
す。

引き続き、デジタルツー
ルを活用するとともに、
印刷物の内容や部数を
精査することで、印刷枚
数の削減を行います。
また、電子契約について
は、事業者に向けて、導
入することによる効率性
や経済性を丁寧に周知
していきます。

資料の電子化が浸透し、電子資料を用いた
会議が徹底されたことから、目標を上回る約
22％の紙削減ができました。
デジタルツールの活用については、従前は紙
回議としていた科目・事業登録依頼書や流用
事前協議書を電子回議とし、電子媒体の利用
促進に取り組みました。

270,256枚
（2023年度実
績の21.8%減）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、デジタ
ルツールを活用
するとともに、印
刷物の内容や部
数を精査すること
で、印刷枚数を
削減します。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

◎

各事業者団体との意見交換の場
で、電子契約の有用性について説
明し、利用を働きかけました。

3課をモデル職場として試行開始
し、更に利用希望のあった23課に
ついても、9月から運用を開始しま
した。

2025年度の全課での電
子契約の利用に向けて、
課題を検証するととも
に、準備を進めます。

今後も機会をとらえて、
事業者に電子契約サー
ビスの利用を働きかけま
す。

・土地売却の入札を11
月、12月に実施します。

・町田地区の土地につい
て、一体的に貸し付ける
ため、所管換えし、所管
部署を統一した上で、入
札に向けた準備をしま
す。

・更なる低・未利用地の
活用に向けて、職員の
低・未利用地に対する認
識を改善するために、現
地調査や周知を行いま
す。

・11月に一般競争入札を実施し、下小山田町
の土地264.77㎡を売却しました。

・鶴川の土地1件1,332.96㎡の一般競争入札
を予定していましたが、擁壁の越境が確認さ
れたため、入札を実施できませんでした。

・玉川学園の土地60.27㎡について、一体的
に貸し付けるため所管換を行いました。

・現地調査を行う低・未利用地を絞り込み、そ
の一部については現地調査を実施しました。

・市有財産活用課が所管する低・未利用地の
一部を町田市ホームページに公開し、約
1,050件のアクセスと5件の問い合わせがありま
した。問い合わせがあった未利用地につい
て、入札に向けた準備をします。

0.82％（325.4
㎡）

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

・鶴川の土地1件
について、越境
している擁壁の
課題を整理し、
次年度の入札に
向けて準備しま
す。

・ホームページに
市全体の低・未
利用地を漏れな
く公開するよう検
討を進めます。

・低・未利用地の
現地調査を行
い、さらなる有効
活用を図ります。

8 -

事
務
事
業
見
直
し

電子契約サー
ビスの利用拡
大

事業者に電子契約サービスの利用の促進を働きか
けます。
全案件を対象とした全庁での展開に向けて、庁内
モデル職場にて電子契約を試行します。

モデル職場数

5課
26課

※上半期で目
標値を上回っ
たため、上方修
正しました。

・本格稼働に向けて、電子契約にかかる例規
整備などを行いました。

・9月から利用希望のあった26課で運用を開
始し、モデル職場の電子契約による締結件数
は8件でした。

・各事業者団体との意見交換の場で、電子契
約の有用性について説明し、利用を働きかけ
ました。

・弁護士ドットコム株式会社が主催する電子契
約システムに関する事業者への説明会にお
いて、導入自治体を代表して町田市が導入経
緯・実績・効果を発表し、利用の働きかけを行
いました。

26課 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

各課で行う電子
契約の課題を検
証し、全課での
利用を進めま
す。

7 4

経
営
改
革
プ
ラ
ン

公有財産の適
正な管理

公有財産の有効活用のため、低・未利用の市有地
を売却・貸付けます。

低・未利用地の活用率
（2023年度調査時点の
低・未利用地合計面積
39,524㎡）

4%（1,580㎡） ○

・11月に忠生地区1件、12月に鶴川
地区1件、合計約1,620㎡の土地の
一般競争入札に向けた準備を行い
ました。

・町田地区の土地約60㎡を、他部
署所管地と一体的に貸し付けること
を決定しました。

・売却可能資産の調査を6月に行っ
た結果、2025年度に入札を行う予
定の土地を3件決定しました。

・5月に市有財産活用課が所管する
低・未利用地の一部を町田市ホー
ムページに公開しました。
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公共施設のサービス機能を維持・向上させるため、施設の整備や維持・保全について、効率的・効果的な改修を計画的に実施するとともに、利用者が安全・安心、快適に利用できるよう施設整備を進めます。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

〇施設を安全・安心、快適に利用できるよう整備することが求めら
れています。

○厳しい財政状況においても、必要となるサービス機能を維持・向
上させるため、計画的に市有施設の維持保全を推進することが求
められています。このため、将来の財政負担を考慮した維持保全
計画の改定や、コスト削減につながる工法等の研究、官民連携の
推進が必要です。

○長期的な視点で施設の長寿命化やライフサイクルコストの縮減
を進めつつ、環境に配慮した持続可能な施設整備や維持・保全を
進めることが求められています。

○老朽化が進む公共施設の増加に伴う施設管理者や利用者から
の修繕要望に対し、適切に優先順位付けを行いながら計画的な修
繕を実施する必要があります。

○公共工事の品質確保とその担い手の育成及び確保を図るため、
建設労働者の働きやすい環境整備が求められています。

○市有建築物（368施設）の総延床面積は、約100.4万㎡です
(2021年度末時点）。このうち最も多くの面積割合を占める学校教
育施設は、総延床面積の約50％を占めています。また、市有建築
物全体において、築30年以上の施設は、延床面積割合で約63％
を占めています。

○市有建築物の維持管理費用は、庁舎・市民センター・福祉施設
等に比べ、規模や延床面積の大きい学校施設の割合が高く、財政
上の課題となっています。

○当課には、施設管理者からの技術的相談をはじめ、施設の維
持・保全に関する庁内検討や施設間の調整機能、技術提案などが
求められています。このため、さらなる技術力の向上と組織体制の
強化が必要です。

○多くの自治体において、建築・電気・機械・土木などの技術職員
が減少することで、人材不足とともに技術の継承が課題となってい
ます。

○市有建築物の延床面積の合計は、2021年度末時点約100.4万
㎡で市民一人当たり約2.33㎡です。近隣自治体の一人当たりで
は、八王子市約2.03㎡（2016年度末）、横浜市約2.71㎡（2019年度
末）、相模原市約2.16㎡（2019年度末）となっています。

○世界的な課題である地球温暖化に対応すべく、市においても
「ゼロカーボンシティまちだ」を宣言し、温室効果ガス排出削減など
の脱炭素化を進めています。公共施設の修繕においても、脱炭素
化を目指し、ZEB化等の環境に配慮する取組みが求められていま
す。ZEB化を採用する改修は、全国的でも稀な状況である中で、
2023年度に1施設のZEB化改修に取り組み始めました。

○2022年度に実施したアンケート調査の結果、東京都多摩26市の
内、営繕業務にBIMを導入する自治体は当市のみとなっており、国
の公募事業のモデル自治体に採択されるなど、他市に先駆けた取
り組みを進めています。

※ZEB（Net Zero Energy Building）とは、快適な室内環境を実現し
ながら建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにする
ことを目指した建物のことです。

○脱炭素社会の実現に向け、施設の木造・木質化やZEB化等の
環境に配慮した施設整備を進める必要があります。

○公共施設再編計画等を踏まえ、必要な公共サービス機能は維
持・向上させながら施設の再配置や施設総量の圧縮を図り、将来
必要となる維持管理費用を削減する必要があります。また、公共施
設の複合化・多機能化を進めていくにあたり、施設所管部署の緊
密な連携や情報共有が必要です。

○新たな公共施設の整備においては、施設の多機能化や再配
置、民間施設との複合化などまちづくりの視点からの戦略や民間
事業者の参入促進が求められています。

○建設資材価格や労務単価が高騰する中、長期的な視点をもっ
て、施設を長寿命化するために、最適な維持管理や将来の財政負
担を考慮した修繕計画への見直しやライフサイクルコスト削減につ
ながる工法等の研究をし、施設の建設や改修方法等について、技
術的な提案を行うことが求められています。

○担い手不足や時間外労働時間の削減といった建設業界におけ
る「2024年問題」がある中、適切な工期や労務単価の設定が求めら
れています。

○建設資材等については、世界情勢によるコスト上昇に加え、納
品遅延などによる工期への影響を注視する必要があります。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

財務部営繕担当

原田　功一

部名

部長名
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2026年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1
限られた資源や人材の中で、市民サービスの維持・向上を図る営繕業務の推
進

営繕業務のDX化による効率化
①施工管理アプリの活用
②BIMの活用

※施工管理アプリとは、現場とクラウドサービス（イ
ンターネット経由でアクセスが可能） をつなぎ、施
工管理に必要な情報を一元管理し、関係者間でリ
アルタイムに共有できるアプリです。

①施工管理アプリを用いた実証実験の実施

②BIMの試験的導入及び効果検証

①営繕工事における施工管理アプリの導入

②BIMの導入決定

①2026年度

②2026年度

部名 財務部営繕担当

部長名 原田　功一

目標値

2 ゼロカーボンシティの実現に向けた施設整備の推進

施設整備における脱炭素化のためのZEB化改修の
実施

※ZEB（Net Zero Energy Building）とは、快適な室
内環境を実現しながら建物で消費する年間の一次
エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物
のことです。

0件 1件
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

事
務
事
業
見
直
し

施工管理アプリ
を活用するには、
受注者の理解と
協力が不可欠で
す。
そのため、受注
者に対し導入に
向けた周知や丁
寧な説明に努め
ます。
また、さらなる活
用の可能性につ
いて検討を進め
ます。

財務部営繕担当

原田　功一

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

一部の職員や係
に業務が集中し
ないよう業務の平
準化を図るととも
に、引き続き、時
間外勤務の削減
に努めます。

(3)-①デジタ
ル化（オンライ
ン申請と窓口
縮小、実査の
電子化、デジ
タルツールの
活用等）

営繕業務の効率化及び時間外業務の削減、並び
に工事受注者等の手続き負担の軽減を図るため、
2023年度に引き続き、施工管理アプリを活用した実
証実験を行います。

※施工管理アプリとは、現場とクラウドサービス（イ
ンターネット経由でアクセスが可能） をつなぎ、施
工管理に必要な情報を一元管理し、関係者間でリ
アルタイムに共有できるアプリです。

実証実験の実施
実証実験の完
了

工事や設計委託の中から対象案件
（5件）を選定し、営繕業務において
施工管理アプリの機能（クラウド上
での工事書類・図面のチェック等）
がどのように活用できるかの検証に
着手しました。

下半期は、施工管理ア
プリを使用し、現場打合
せ資料や工事工程表な
どのチェックバックが円
滑に行えるか確認する実
証実験を行い、営繕業
務において最適な活用
方法を整理し、今後の本
格導入につなげます。

今回の実証実験では、施工管理アプリの効果
を検証しました。結果、金森図書館照明設備
改修工事等にアプリを活用することにより、工
事書類の作成・確認時間が短縮し、紙資料の
削減や現場の状況把握が円滑になることが確
認できたとともに、受注者側からも連絡がス
ムーズになったとの評価を得ました。
また、工事以外の活用として、毎年度立てる
修繕計画での施設調査においても、資料の
作成・共有化への有効性が確認できました。
さらに、関係部署と協議を進め、2025年度に
予定していた予算化に向けた企画書の作成
を前倒しできたことで、アプリの本格導入を
2025年度に実現できる見通しが立ちました。
加えて、庁内の道路や下水道等の関連部署
に説明会等を行うことで、各部署においてア
プリ導入に向けた検討が始められており、庁
内連携した取り組みに発展させることができま
した。

※この施工管理アプリを活用した営繕業務の
効率化を目指す取り組みは、日本最大規模
の政策コンテストである「マニフェスト大賞
2024」において、優秀賞を受賞しました。

実証実験の完
了

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

B○

ZEB化改修に向けて、使
用する資機材の能力等
を精査し、決定したZEB
グレードを満たす実施設
計図書を完成させます。

使用する資機材の能力の精査及び選定等を
行い、決定したZEBグレード（エネルギー消費
量を基準値より50%以上削減するもの）を満た
す実施設計図書を完成させました。
これにより町田市での改修工事初となる設計
段階におけるZEBの認証を取得することがで
きました。
また、ZEB改修において、市の財政負担が最
も軽減できる国の「脱炭素化推進事業」を選
定することができました。

実施設計図書
の完成

C

改修時の脱炭素
化に係る費用が
大きいため、建
築年数や費用対
効果の面から今
後優先的に取組
む施設の検討を
行う必要がありま
す。

引き続き、2023年度に
BIMで作成した既存施設
データの効果検証を行
い、維持管理に必要な
情報を整理し、他の施設
にも活用できる標準仕様
書（案）を完成させます。

効果検証で行った設計事務所へのヒアリング
及び職員の勉強会において、複雑な建築図
面の情報の共有化を実現できる効果的なシス
テムであることが確認できました。
一方で、導入に係る費用が高額なことや建築
業界全体で取り組むことで更に効果が高まる
との意見がありました。
これらの検証を踏まえ、維持管理に必要な情
報を整理し、業務委託標準仕様書（案）を作
成しました。

BIM化業務委
託標準仕様書
（案）の完成

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

BIM化にあたって
は設計委託費が
増加するため、
BIMを作成する
施設の選定基準
を策定するなど、
更なる検証が必
要です。

2 2 -
「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

南市民センターにおいて、脱炭素化を目指した改
修を行うため、ZEB化を実現する実施設計図書を
完成させます。

※ZEB（Net Zero Energy Building）とは、快適な室
内環境を実現しながら建物で消費する年間の一次
エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物
のことです。

脱炭素化を反映した実
施設計図書の作成

実施設計図書
の完成

○

ZEB化改修にあたり、建築物の建
具や照明、設備機器等の選定およ
び仕様の調査・検討を行い、費用
対効果を検証した上で、ZEBのグ
レードを決定しました。
また、ZEB化改修で活用できる補助
金制度を洗い出し、交付率の高い
補助制度を選定しました。

3 1

事
務
事
業
見
直
し

(3)-①デジタ
ル化（オンライ
ン申請と窓口
縮小、実査の
電子化、デジ
タルツールの
活用等）

営繕業務の効率化のため、2023年度にBIMで作成
した既存施設の効果検証を行います。検証の結果
を踏まえ、他の施設でも活用できるよう、既存施設
のBIM化業務委託するための標準仕様書（案）を作
成します。

※BIM（Building Information Modeling）とは、コン
ピューター上に作成した3次元形状情報に加え、部
屋等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上
げ等、建物の属性情報をあわせ持つ建物情報モ
デルを構築するシステムのことです。

BIM化業務委託標準仕
様書（案）の作成

BIM化業務委
託標準仕様書
（案）の完成

○

2023年度にBIMで作成した既存施
設データの効果検証として、設計
事務所3社に対して、BIMの活用方
法についてのヒアリングを行いまし
た。
また、職員のBIMに対する知識を深
めるため、2023年度作成した既存
施設のBIMモデルを活用した勉強
会を実施しました。
上記のヒアリング結果や勉強会で
の意見を踏まえて、標準仕様書
（案）の内容整理に着手しました。

週に一度、普段の業務
状況を課内で確認・共有
し、係ごとに時間外勤務
削減に向けた対応策を
講じることで、目標値の
達成に取り組みます。

朝礼や課内会議の進め方見直しに加え、毎
月開催する係長級以上の会議で状況を確認
し、係内で業務分担を見直す等の対策を講じ
ました。また、定時退庁日には、朝礼で周知
するなど、職場の風土づくりと職員の意識づ
けに努めました。
その結果、2024年度の1人あたりの時間外勤
務時間数は、2023年度比で15％減少（約32
時間/人削減）することができました。

185時間
（2023年度比
15%減）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

4 1 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

会議時間の短縮や、各自で月毎の時間外勤務時
間数を目標設定することで、時間外勤務時間数を
削減します。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

194時間以下
（2023年度比
10％減）

△

朝礼でのスケジュール確認の一部
省略や、課内会議の進め方を見直
した結果、2024年度4月から8月の1
人あたりの時間外勤務時間数は89
時間10分となり、2023年度の同時
期比で約2％減少しました。
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・市政の安定した運営のために、財政の根幹である市税収入を確保します。
・納税者に説明責任を果たし、公平・公正な課税・徴収事務を行います。
・申告・納付手段を拡充し、納税者の利便性を向上します。
・社会環境の変化に対応した、業務執行体制を構築します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○市税の課税・徴収に対して公平公正であることや、わかりやすい
説明を市民からは求められており、市はその求めに応える必要が
あります。

○eLTAX（地方税電子申告システム）等のデジタル技術の有効活
用を通じ、納税者が市役所へ来庁することなく、地方税の申告や
納税などの税に関する手続きを済ませられるといった利便性向上
が求められています。

○市民サービス向上のために、窓口業務等の包括的な外部委託
（BPO）など、民間企業のノウハウを活用した効率的な執行体制の
構築が求められています。

○市税と後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納事務・滞
納整理事務にかかる問合せや相談、各種手続が、納税課で一括し
て行えるようになり、より良い市民サービスが提供されることが求め
られています。

○納税相談に対して丁寧な対応が求められています。

○個人情報や税情報の適正な保護、管理が求められています。

○公平公正な課税により歳入を確保することができるよう、税務部
門（市民税課・資産税課・納税課）の約180名の職員が能力を最大
限発揮するとともに、各課の連携をさらに強化し、業務を効率化す
る必要があります。

○個人住民税の当初課税期（12月から6月まで）に職員の時間外
勤務や業務負担が増大する状況が続いているため、業務効率の
向上を図り、職員の過重労働を解消するとともに、サービスの維持・
向上に向けた取り組みを進める必要があります。

○業務の担い手が多様化しており、正規職員、会計年度任用職
員、派遣職員、委託職員が、それぞれの立場、役割を正確に理解
し、有機的に連携し、生産性を向上させる必要があります。

○関係団体と連携して、市民、納税義務者へ税に関する正しい知
識・情報を、わかりやすく効果的に周知をしていく必要があります。

○現年課税と滞納繰越分を合わせた総収納率は市税99.36％（多
摩26市中4位）、国民健康保険税93.65％（多摩26市中4位）といず
れも高い水準にあります。特に、滞納繰越分の収納率は、市税
57.9％(多摩26市中3位)、国民健康保険税46.4％(多摩26市中2位)
とトップクラスにあります。これは、早期の調査や滞納処分によるも
ので、公平公正な納税が確保できています(2022年度決算値)。

○納税課で市税以外の債権について滞納整理を行っている自治
体は、多摩26市のうち、町田市を含む14市です。このうち、町田市
を含む7市が非強制徴収公債権・私債権を含めた徴収一元化を実
施しています（2024年1月時点）。

○eLTAX（地方税電子申告システム）による2022年度申告件数
は、人口規模が同程度(40万人～50万人)で比較すると、19自治体
中、個人住民税は3位、法人市民税は16位、固定資産税（償却資
産税）は10位、事業所税は16位です。
また、人口規模及び産業構造により分類される類似団体（総務省）
で比較すると32自治体中、個人住民税と法人市民税は共に3位、
固定資産税（償却資産税）は1位です。事業所税は5自治体中3位
です。

〇税務証明書(市民税・都民税　課税・非課税証明書及び市民税・
都民税　納税証明書)について、時間や場所を問わずスマートフォ
ンなどから交付申請ができます。また、LINEアプリを活用して交付
申請ができる自治体は、多摩26市においては、町田市のみです。

○「デジタル・ガバメント実行計画」（2020年12月25日閣議決定）に
おいて、住民基本台帳や個人住民税など17の基幹業務システムを
標準化・共通化することが定められています。そのため、個人住民
税、固定資産税、法人住民税、軽自動車税の業務システムについ
て、2026年3月までに国で策定した標準仕様書に準拠したシステム
の導入を完了させる必要があります。

○金融機関の店舗の削減や、窓口での公金取扱いの縮小が進
み、納税者の窓口支払の機会が失われつつあります。一方で、
キャッシュレス決済手段が拡大しており、多様な決済手段に対応
し、納税者の利便性を向上させる必要があります。

○「こどもまんなか社会」の実現を社会全体で後押しする中、2023
年4月発足したこども家庭庁の創設を機に、改めて子どもと子育て
当事者の視点にたち、より一層、租税教育に取り組む必要がありま
す。

○電力、ガス、食料品等の価格高騰が継続し、給与の大幅なベー
スアップも進められています。また、マンパワーの獲得競争が激化
するなか、働き方改革、ダブルワーク、スタートアップなど、多様な
働き方が広がっています。これらの社会、経済情勢の変化を見据
えながら、市税の基となる個人所得や企業収益を的確に把握する
必要があります。

○個人情報保護法が改正され、個人情報の適正な取扱いに関し、
個人情報の有用性に配慮しつつ、プライバシーの保護を含む個人
の権利利益の保護、管理を行う必要があります。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

財務部税務担当

遠藤　雅子

部名

部長名
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①～④2028年度

⑤2032年度

⑥2025年度

①2026年度

②2024年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1
安定した市税収入を確保するため、高収納率を維持します。
後期高齢者医療保険料・介護保険料について、徴収完全一元化による収納
率の向上を図ります。

①市税（国民健康保険税を除く）の収納率

②国民健康保険税の収納率

③後期高齢者医療保険料の収納率

④介護保険料の収納率

①市税
･現年課税分　99.5%
･滞納繰越分　50.0%

②国民健康保険税
･現年課税分　96.5%
･滞納繰越分　52.2%

③後期高齢者医療保険料
･現年課税分　99.6%
･滞納繰越分　63.9%

④介護保険料
･現年課税分　99.5%
･滞納繰越分　39.8%

①市税
･現年課税分　99.5%
･滞納繰越分　50.0%

②国民健康保険税
･現年課税分　96.5%
･滞納繰越分　44.4%

③後期高齢者医療保険料
･現年課税分　99.8%
･滞納繰越分　70.0%

④介護保険料
･現年課税分　99.7%
･滞納繰越分　45.0%

①②2024年度

③④2026年度

部名 財務部税務担当

部長名 遠藤　雅子

目標値

2
デジタル技術の活用による、納税者の利便性向上と業務の効率化を図りま
す。

①～④電子申告利用率

⑤口座振替とキャッシュレス納付の利用割合

⑥標準化した税務システムの導入

①法人市民税：87.1%

②個人住民税：58.1%

③償却資産：37.0%

④事業所税：50.1%
（①～④2024年1月末時点での2023年度見込値）

⑤37.5%
（⑤2023年度実績）

⑥-

①法人市民税：90.0%以上

②個人住民税：59.1%

③償却資産：57.7%

④事業所税：65.1%

⑤52.1%

⑥稼働

3
限られた経営資源で業務を効率的に遂行するため、職員のワークライフバラ
ンスを推進するとともに、税務部門における運営・執行体制の改革を図りま
す。

①包括外部委託の推進

②職員一人当たりの時間外勤務時間数

①【納税課】
実施
【市民税課】
一部実施
【資産税課】
導入可能性調査に向けた検討

②168時間/年間(2023年度)

①税務部門全課での包括外部委託の導入

②151時間以内(2023年度比10%削減)
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1 -

・現年課税分の
納期内納付を一
層促進する必要
があります。様々
な手法で納期限
や便利な納付方
法をお知らせす
るとともに、納期
内に納付のない
方には督促状や
催告書でお知ら
せします。

・滞納が続く方に
は引き続き丁寧
な納税交渉を行
います。それでも
納付のない場合
は、差押や捜索
などを実施しま
す。

財務部税務担当

遠藤　雅子

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

市税等の高収
納率の維持・
向上

・現年課税分の高い収納率を維持するために、納
期内納付を促進します。合わせて、納期内に納付
いただけない方に対しては、適切な手法、タイミン
グによる督促・催告を行います。

・滞納繰越分について、丁寧かつ柔軟に納付交渉
を行い、適切に滞納整理を進めます。

①市税（国民健康保険
税を除く）の収納率

②国民健康保険税の収
納率

③後期高齢者医療保険
料の収納率

④介護保険料の収納率
の収納率

①
【現年課税分】
99.5%
【滞納繰越分】
50.0%

②
【現年課税分】
96.5%
【滞納繰越分】
44.4%

③
【現年課税分】
99.8%
【滞納繰越分】
66.0%

④
【現年課税分】
99.7%
【滞納繰越分】
42.0%

①市税（国民健康保険税を除く)
【現年課税分】　60.8％（±0ポイン
ト）
【滞納繰越分】　38.5％（+4.1ポイン
ト）
②国民健康保険税
【現年課税分】　40.8％（+0.6ポイン
ト）
【滞納繰越分】　31.3％（+2.5ポイン
ト）
③後期高齢者医療保険料
【現年課税分】 42.8％（−1.0ポイン
ト）
【滞納繰越分】 55.8％（+14.9ポイン
ト）
④介護保険料
【現年課税分】 48.6％（−0.5ポイン
ト）
【滞納繰越分】 31.9％（+12.7ポイン
ト）
※（）内は前年9月比

・5月に町田駅前で都税事務所が
実施した「納税キャンペーン」に関
係団体とともに参加し、期限内納付
を呼びかけました。
・町田駅前のデジタルサイネージや
広報まちだ、町田市メール配信
サービス、LINEで納期限をお知ら
せし、期限内納付を促進しました。

・期限内納付がない方へは、督促
状や催告書を送付するとともに、
SMS催告を約3,400件、電話催告を
約4,100件行いました。

・後期高齢者医療保険料・介護保
険料徴収完全一元化に伴い、納税
課のノウハウを生かした滞納整理を
実施し、滞納繰越分の収納率が向
上しました。

・期限内納付をさらに促
進するため、広報まち
だ、ホームページのほ
か、町田市メール配信
サービス・LINEで引き続
き納期限のお知らせを行
います。

・現年課税分の期限内
納付がない方には適宜
催告書を送付し、納付を
促すと共に、早期に財産
調査を進めます。

・滞納繰越分は、丁寧な
納税交渉を行い、必要
に応じて差押や捜索など
を行います。

①②
・デジタルサイネージや、広報まちだ、メール
配信サービスLINE等により納期限前に再度
お知らせし、納期内納付を促進しました。納期
内納付がない方には督促状や催告書の送
付、SMS催告、電話催告を行い適宜納税を促
しました。また、滞納が続く方には丁寧な納税
交渉を行い、必要に応じて滞納処分等を行う
ことで高い収納率を維持しました。

③④
・後期高齢者医療保険料・介護保険料の徴収
完全一元化に伴い、納税課のノウハウを活か
した納付交渉や滞納整理を進めました。
・現年課税分については、納付交渉の際に口
座振替登録を推奨し、納期内納付を促進しま
した。また、納税課のノウハウを活かした催告
書を送付しました。
・滞納繰越分については、丁寧かつ柔軟な納
付交渉を行うとともに、220件の差押を行った
結果、収納率が著しく向上しました。

①市税
【現年課税分】
99.5%
【滞納繰越分】
52.6%
②国民健康保
険税
【現年課税分】
96.1%
【滞納繰越分】
50.9%
③後期高齢者
医療保険料
【現年課税分】
99.8％
【滞納繰越分】
80.0％
④介護保険料
【現年課税分】
99.7％
【滞納繰越分】
63.0％

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B○
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①・税を考える週間、市
民協働フェスティバルま
ちカフェ等で関係団体と
協力してeLTAXを周知し
利用を促進します。
・固定資産税（償却資
産）については、申告書
を送付する際、eLTAXの
リーフレットを同封し、利
用を促進します。
また、町田商工会議所の
機関紙にeLTAXに関す
る記事の掲載を依頼し、
周知を行います。
・法人市民税について
は、紙申告の法人に送
付する定期申告の申請
書にeLTAXのリーフレッ
トを同封し、利用を促しま
す。

②引き続き様々な手法
で口座振替やキャッシュ
レス納付の利用方法を
広く周知していきます。

③総務省が2023年8月に
公表した標準化システム
仕様書【第3.0版】を基本
としつつ、新たなバー
ジョンに合わせた仕様の
確定や運用設計等、導
入に向けた準備を進め
ます。

①個人住民税、法人市民税、事業所税、固
定資産税のeLTAXの利用実績がない33,763
件の事業所に対し、eLTAXのリーフレットを送
付し、電子申告の利便性を周知しました。

②個人住民税（普通徴収）及び国民健康保険
税の納付書に二次元バーコードを導入しまし
た。併せて、口座振替制度やキャッシュレス決
済の利用方法などの周知を進めた結果、目
標を上回りました。

①②
関係団体と協力して以下のイベントでリーフ
レットを配布し、eLTAXとキャッシュレス決済の
利便性を広く周知しました。
・税の作品展(11月10日～11月15日)
・キッズベースボールフェス町田(11月16日)
・市民協働フェスティバルまちカフェ（11月30
日)
・税務行政DX部会キャッシュレス納付合同研
修会(1月16日)

③関連部署及びシステム供給事業者と月1回
の検討会を計12回実施しました。検討会で
は、標準化による業務手順への影響と対応方
法を検討し、11月に仕様を確定しました。

①
【法人市民税】
88.0%
【個人住民税
（給報）】
61.4%
【固定資産税
（償却資産）】
42.6%
【事業所税】
53.2%

②38.3%

③導入に向け
た検討・調整

C

①eLTAXの利用
率向上に向け、
関係団体や民間
事業者と協力し
て、対象者（ター
ゲット）を明確に
して更なる周知を
図ります。

②引き続き、口
座振替とキャッ
シュレス納付の
利用を促進しま
す。

③2025年9月から
標準化システム
を本稼働させる
ために、データ
移行検証や運用
テストを行いま
す。

2 2 -

デジタル技術
活用による納
税者の利便性
向上

①eLTAX（地方税電子申告システム）を知らない方
に対し、税務部門（市民税課・資産税課・納税課）、
関係団体で連携し、認知度向上に向けた周知をし
ます。また、認知していても利用していない方に対
し、申告セミナー等を通じて利便性を周知し、利用
を促します。

②口座振替やキャッシュレス納付を増やすため、利
用方法を周知します。

③2025年9月の「税務システムの標準化」に向け、
2023年8月に公表された「標準化システム仕様書
（第3.0版）」を基に情報収集や作業手順の変更等
の準備を進めます。

①電子申告利用率

②口座振替とキャッシュ
レス納付の利用割合

③導入に向けた検討・調
整

①
【法人市民税】
88.0%
【個人住民税
（給報）】
58.3%
【固定資産税
（償却資産）】
42.7%
【事業所税】
50.1%

②37.7%

③導入に向け
た検討・調整

○

①
【法人市民税】
88.0％(+1.2ポイント)
【個人住民税】(給報)(-)
【固定資産税】（償却資産）(-)
【事業所税】52.3%(+3.8ポイント)
※以下の（）内は前年8月比

・法人市民税については、事業者
へ申告書を送付する際に、eLTAX
のリーフレットを1,074件同封し、電
子申告を推進しました。（枚数は7
月時点）
また、窓口や電話での問合せを受
けた際、紙で申告している事業者
に対して、eLTAXの利用を案内しま
した。

・5月に町田駅前で都税事務所が
実施した「納税キャンペーン」に関
係団体とともに参加し、期限内納付
及びキャッシュレス納付を呼びかけ
ました。

②32.1％(+0.1ポイント)
・口座振替18.1％（-3.5ポイント）
・キャッシュレス14.0％（+3.6ポイン
ト）
※（）内は前年9月比

・督促状及び催告書を送付する際
にキャッシュレス納付の周知チラシ
を同封しました。
また、（高齢者な等の身近な困りご
とについて相談を受ける機会が多
い）民生児童委員や高齢者支援セ
ンターの職員に向けて、口座振替
制度を周知しました。

③円滑な導入に向け、月に１回定
例会を開催し、現在の業務内容や
手順への影響の確認や、不明点の
洗い出しを進めました。
また、税務システムの供給事業者
及び関係部署で、導入に向けた具
体的なスケジュール確認や、課題
を共有する打ち合わせを8月に行
いました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

引き続き、子ども
たちが税の理解
を深め、市政に
対する関心・参
画意欲を高める
ことができるような
取り組みを推進
します。

①業務量把握調査や
ワーキンググループでの
検討を踏まえ、仕様書を
作成します。

②提案を受けた共通業
務について精査を進め
ます。

③市民税課の個人住民
税当初課税業務につい
て、応援体制を整え、時
間外削減に取り組みま
す。

①委託する業務を検討するため、ワーキング
グループを立ち上げ、週1回、関連部署と打ち
合わせを行いました。その結果、効率化が見
込まれる受電及び窓口業務に決定しました。
　また、業務量把握調査の結果を基に、委託
内容に沿った具体的な仕様書を作成しまし
た。さらには、業務手順を記載したマニュアル
を整備しました。

②
・納税義務を継承する相続人の調査業務で
効率化を図る方法について検討を開始しまし
た。検討のうえ、税務3課それぞれで似通った
工程を重複して行うことがないよう、運用を改
めるルールを作成し、試行を開始しました。
・文字情報のバリアフリー化に向け、納税通知
書の送付など税務3課で使用する封筒につい
て、音声コード「Uni-Voice」の掲載を決定しま
した。掲載にあたっては、税務3課で統一的に
掲載できるよう基本的なルールを作成し、導
入準備を行いました。

③税制改正による定額減税への対応や固定
資産税・都市計画税評価替えに伴う市民対
応、後期高齢者医療保険料・介護保険料の
一元管理などにより業務量が増加したもの
の、税務3課の一人当たりの時間外勤務は、
2023年度と比較して10%減の152時間となりま
した。

①完了

②2業務

③152時間

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①委託業務導入
に向けて関連部
署と調整します。

②更なる効率化
に向けて、執行
体制の見直しを
検討する必要が
あります。

③引き続き共通
業務の業務改善
に取り組み、効
率化を図る必要
があります。

3 3

経
営
改
革
プ
ラ
ン
/
事
務
事
業
の
見
直
し

市税業務改革
の推進

・市税業務における税務部門（市民税課・資産税
課・納税課）の運営・執行体制について、効率化の
観点から、横断的な見直しを図ります。

①個人住民税業務包括
外部委託へ向けた委託
仕様書の作成

②税務部門共通業務の
効率化

③職員一人当たりの時
間外勤務時間数

①完了

②1業務

③151時間以
内(2023年度
比10%削減)

○

①委託仕様書の作成に向けて、窓
口・受電件数等の業務量把握調査
を行ました。また、ワーキンググ
ループによる、具体的な仕様書の
検討に着手しました。

②7月に、税務3課職員から共通業
務の効率化に向けた提案を募集し
ました。また、全庁的な事務事業の
見直しや、税務システムの標準化
を契機として、更なる業務効率化に
向けた検討を開始しました。

③税務3課職員一人当たりの時間
外勤務は、2023年度9月末時点と
比較して10.8%減少 となりました。

3事業を実施します

・町田税務署や東京税理士会町田支部、町
田法人会等、租税教育に関わる団体と協働
し、3事業を推進しました。
①10月「こども達の税サミット」
②11月「税の作品展」
③11月「キッズベースボールフェス町田」

3事業 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

4 - -

「子どもにやさ
しいまち」の実
現に向けた取
組

市内の小中学生を対象に租税教育の一環として実
施している「税の作品展」、「こども達の税サミット」
において、子どもたちが税の理解を深め、市政に
対する関心・参画意欲を高めることができるような取
り組みを推進します。

取り組み事業数 2事業 ○

・町田税務署や東京税理士会町田
支部、町田法人会等、租税教育に
関わる団体と事業の内容などを調
整し、3事業を子どもにやさしいまち
の条例キャンペーン「コドマチフェ
スティバル」の一環として行うことを
決定し、実施に向けた準備を協働
して進めました。

（実施事業）
①10月「こども達の税サミット」
②11月「税の作品展」
③11月「キッズベースボールフェス
町田」
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

防災安全部

大貫　一夫

部名

部長名

災害、犯罪、交通事故から市民の生命、身体、財産を守るため、関係機関・団体と連携して安全安心なまちづくりを推進します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○市民一人ひとりが災害に直面した際に、混乱せず正しい行動が
とれるよう、災害に関する正しい知識の普及・啓発を推進していく必
要があります。

○町田市で暮らす人、訪れる人、事業を行う人の、生命、身体及び
財産を災害から守るため、町田市全体が一丸となって正確かつ迅
速に対応していくことが重要です。

○町田市で暮らす人、訪れる人、事業を行う人が、安全安心なまち
であることを実感して生活できるよう、防犯・交通安全の取組や、地
域団体の支援をさらに進めていく必要があります。

○町田市では、「地区協議会」が10地区に設立されており、地区の
課題解決のための様々な活動が自主的に行われています。このほ
か、自主防災組織による防災訓練や、町内会・自治会、PTA等の
地域団体による防犯パトロール、登下校見守り等の活動が活発に
行われるなど、日頃から地域の課題を解決していくための素地が
できています。

〇個人レベルの防犯行動率（市が行う講習会等の参加者が防犯
対策を新たに行うと回答した割合）も、2023年度81.1%（前年度比
12.4ポイント増）と高い水準にあります。

○町田市としては、引き続き、地域住民の活動を、日頃から積極的
にサポートしていく必要があります。

○東京消防庁、警視庁からの派遣者がいることで、消防署、警察
署との情報共有・連携が綿密にできています。

○防災に関心のない人や、未来の防災の担い手となる若者を含む
幅広い層に向けて、市民を「町田市防災アンバサダー」として任命
し、防災情報をあらゆる方法で魅力的に発信しています。防災アン
バサダーという形で市民を任命し、広報活動を行っているのは東京
都では町田市のみです。

○2024年1月1日時点における多摩地区の消防団員充足率は平均
80.8%、町田市は74.7%となっています。団員確保に向け、引き続き
消防団活動の魅力をPRしていく必要があります。併せて市職員へ
も入団の働きかけを行います。

○近隣市と比べ、市が行う防犯パトロールなどの防犯活動に個人
として参加される方が多いことが特長となっています。さらに、親子
や外国の方、学生など幅広い方々も参加いただけるよう、他市の好
事例を取り入れながら取り組んでいく必要があります。

○2023年の人口1万人当たりの特殊詐欺被害発生件数は、多摩26
市の平均よりも多くなっています。そのため、警察や関係団体と連
携して特殊詐欺被害防止のための取組をより一層進めていく必要
があります。

○近隣市と比べて警察と強固な協力関係を築いており、互いの得
意とするところを活かしながら、交通安全の啓発活動を連携して実
施しています。交通事故を減少させるため、警察や交通安全協会
に加え、他の分野で活動する団体や企業との連携をさらに拡充し
ていく必要があります。

○2024年1月に令和6年能登半島地震が発生する等、市民の震災
に対する意識が高まっています。市としては、様々な組織や団体と
協力し、連携して震災対応を行う必要があります。

○学校統廃合や公共施設の再編を行う周辺地域については、避
難者の新たな避難先を見つけるなど学校統合や公共施設の再編
にあわせた動きが必要となります。

○過去に発生した大地震においては、発災時に閉じ込められた人
や生き埋めになった人の中で救助された人の自助・共助・公助の
割合が7:2:1であったことから市民自身が自助・共助の必要性を理
解することが重要です。また、市民に自助・共助を周知する際に防
災に関心が薄い傾向にある若い世代や、自主防災組織に加入し
ていない人への情報発信も行う必要があります。

○地域の防災活動を支える消防団員の減少と、平均年齢の上昇
が全国的な課題となっており、町田市でも同様の傾向にあります。
消防団員の入団促進に加え、退団防止に向けた取り組みについ
ても充実させていく必要があります。

○行政サービスのDX化が進んでいます。市民の利便性を向上さ
せるため、これまで以上にデジタルツールを活用した防犯や交通
安全の取組を推進していくとともに、デジタルツールに不慣れな方
にも必要な情報を届けられるような取組も行っていく必要がありま
す。

○刑法犯認知件数は全国的に増加傾向にあり、町田市においても
2023年は前年比33%増の2,396件でした。そのため、防犯対策の周
知を図り、一人ひとりの防犯意識を高めていく必要があります。

○自転車用ヘルメットや電動キックボードに関する法改正など、交
通ルールが大きく変化しています。また、2023年の交通事故件数
は930件で、3年連続増加しています。市民が正しい交通ルールを
守ることができるよう、交通事故件数を減少させるため、実情に合わ
せた情報発信を行っていく必要があります。
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2024年度7 「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取組 紙資料の印刷枚数 644,333枚 644,333枚（2023年度実績枚数）未満

6 時間外勤務時間数削減 1人あたりの時間外勤務の時間数 333時間
300時間以下
（2023年度比10％減）

5 部の事務事業見直しの取組 防災安全部共通の消耗品を一元管理 未着手 完了

4 消防団員確保 消防団員数 493名 593名

3 交通安全意識の更なる向上 交通事故（人身）件数
930件
（2023年1月～12月）

770件

2 防犯意識の更なる向上 防犯行動率 81% 81.4%

部名 防災安全部

部長名 大貫　一夫

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 まちだ防災カレッジの推進
1 インスタグラムによる情報の発信回数
2 まちだ防災カレッジにおける「とりくむ」の実施地
区数（2地区/年）

1 36回/年
2 4地区

1 48回/年
2 10地区

1 2026年度
2 2026年度

2026年度

2026年

2028年度

2026年度

2024年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

まちだ防災カ
レッジの推進

・「まちだ防災カレッジ」をより多くの市民に広く知っ
てもらい、市民一人ひとりの防災意識の高揚を図る
ため、インスタグラム等のデジタルツールを活用し、
周知に努めます。

・2022年度に開設したポータルサイトでは、「まな
ぶ」のコンテンツを充実させ、セミナーや講演会を
通して防災に関する基礎知識を発信します。

・「とりくむ」では、「マンション防災」をテーマに、在
宅避難や地域における自助共助体制の構築など、
集合住宅の多い地区を中心に周知します。

※市民の防災意識向上を目的とした「まちだ防災
カレッジ」は、防災教育事業である「まなぶ」と地域
の課題解決を目指す「とりくむ」の2つをテーマに事
業を実施します。

①インスタグラムによる情
報発信回数

②「とりくむ」実施地区数

①40回

②2地区（累計
6地区）

①インスタグラムでは、まちだ防災
カレッジのアカウントによって町田
市防災アンバサダーが実施するイ
ベントや市民に向けて災害の備え
の情報発信を20回行いました。

「まなぶ」では、避難施設関係者事
前研修や防災に関連する事前都
市復興シンポジウム等の周知を行
い、避難所生活や事前都市復興に
ついて情報発信を行いました。

②「とりくむ」では、今年度のテーマ
である「マンション防災」に取り組む
ため、マンションが多い地区の自主
防災組織と調整を行いました。

①インスタグラム及び町
田市防災アンバサダー
等による魅力的な防災
情報の発信を引き続き行
うことで、年度末までにイ
ンスタグラムによる情報
発信回数を達成し、防災
意識の向上を図ります。

ポータルサイトでは、「ま
なぶ」のコンテンツを充
実させ、防災の基礎知識
について座学と実技の
講習会を実施し、対象や
目的別の講習会を設定
することで、受講者が自
らが望む知識を取得でき
るよう情報を発信します。

②「とりくむ」では、市内
のマンションを対象に防
災訓練を行うことで発災
後の在宅での避難生活
で問題となる物資供給や
情報伝達等の課題に対
し、モデルケースの検証
を進めます。

①未来の防災の担い手となる若年層に対して
も、町田市防災アンバサダーが、イベント参加
などによる広報活動により、情報発信を行いま
した。また、インスタグラムによる情報発信回
数は年間44回で、一年前倒しして目標を達成
しました。これらのことにより、防災情報を防災
アンバサダーが市民の目線を交えて発信し、
市民一人ひとりの防災意識の高揚を図りまし
た。

「まなぶ」では、受講者が自らが望む知識を取
得できるようにすることに重点を置き、防災に
関する基礎知識の発信として「ペット防災セミ
ナー」や「水道サポーター交流会」をはじめと
した座学と実技の講習会を実施しました。ま
た、イベント後に、日頃からできる対策のポイ
ントをインスタグラムなどで発信し、イベントに
参加していない人も含め、市民一人ひとりに
向けての情報発信を行いました。

②「とりくむ」では、「町田第一地区」（2月23日
実施）及び「南地区」（3月1日実施）の2地区
で、マンション防災をテーマとした在宅避難に
関するセミナー及びイベントを実施しました。
その結果、参加者には発災時において在宅
避難が選択肢のひとつとなることを周知するこ
とができました。さらに、在宅避難を推進する
具体的な取り組みの一つとして、当初の予定
がなかったマンション防災リーフレットを作成
し、ホームページ等で周知しました。加えて、
過去に「とりくむ」を行った地区で市民が自発
的に防災訓練を実施し、地域における自助共
助の強化を図りました。

①44回

②2地区

B:インス
タグラム
による情
報発信
回数は
一年度
前倒しし
て目標を
達成でき
たためで
す。

「とりく
む」では2
地区の
実施に
加え、マ
ンション
防災リー
フレットを
作成し、
ホーム
ページ等
での周知
を図った
ためで
す。

B○

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

・SNS等のさらな
る活用及び町田
市防災アンバサ
ダーによる防災
情報の魅力的な
発信等により、引
き続き市民一人
ひとりに在宅避
難に関する周知
をすすめていき
ます。

・より多くの市民、
特に未来の担い
手となる若年層
に対して、防災に
興味・関心を持っ
てもらい、市民一
人ひとりが防災
リーダーとなれる
ようにするため、
楽しく体験・学習
できる防災イベン
トや防災講座等
を実施していきま
す。

防災安全部

大貫　一夫

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

3 3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

交通安全ミー
ティングの実
施

・市民が交通安全に関する意見交換や質問をする
ミーティングを実施し、そこで得た情報を活用して
啓発活動を行うことで、交通事故件数の減少を図り
ます。

交通事故（人身）件数
795件
（2024年1月～
12月）

△

・交通安全ミーティングの実施はふ
れあいくぬぎ館における高齢者を
対象とした1回にととどまりました。

・2023年度までに実施した交通安
全ミーティングでは、自転車安全利
用五則や自転車保険への加入義
務などの基本的なルールが浸透し
ていないことが把握できたため、そ
の情報を記載したチラシを作成し、
市庁舎イベントスタジオにおける啓
発活動で配布しました。

・2024年上半期の交通事故（人身）
発生件数は458件でした（2023年上
半期プラス45件）。特に、自転車や
高齢者の事故が増加傾向にありま
す。

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

協働パトロー
ル及び防犯講
習会の実施

・警察や地域団体などと定期的に実施している協
働パトロールに加え、親子や外国の方、学生など
幅広い方々を迎え入れて実施する協働パトロール
についても拡充していきます。このような活動や防
犯講習会を通じて、防犯意識向上の機運を醸成
し、防犯行動率の上昇を図ります。

防犯行動率
（防犯に係る対策や活動
を「新たに行う」と回答し
た人の割合）

81.2% ○

・警察、地域団体、学生らと、防犯
に係わる協働パトロールを29回実
施しました。

・市内の町内会・自治会等で防犯
活動に関し主導的役割を果たす
方々に向けた防犯講習会を、市内
5会場で合計6回実施しました。ま
た、特殊詐欺などの犯罪の手口と
その対策方法をお伝えする防犯講
話を7回実施しました。

・現時点での防犯行動率は60.2％
となっています。これは、防犯講習
会や防犯講話に参加された方から
回収したアンケートを集計した数字
です。現時点では、回収したアン
ケートの約8割が防犯講習会の参
加者によるもので、元々防犯行動を
行っている方の割合が高いことか
ら、「新たに行う」の回答が低い水
準になってしまったものと考えてい
ます。

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

・引き続き協働パトロー
ル（防犯）及び防犯講習
会を実施し、防犯行動率
の向上を図ります。

・定期的な協働パトロールのほか、町内会との
合同パトロールを実施しました。目標値48回を
上回る67回の実施で、延べ903人の方とともに
パトロールを行い、市民や来街者の防犯意識
向上を図りました。

・関係団体に働きかけを行い、親子連れや学
生のほか外国の方とも協働パトロールを行うこ
とで、防犯活動の新たな担い手創出を図りま
した。

・金融機関や中心市街地での特殊詐欺に関
する啓発活動のほか、防災行政無線による啓
発放送をすることで注意喚起を図りました。

・闇バイト強盗に対する防犯講話や特殊詐欺
被害防止体験などを行うことで、防犯行動率
の向上を図りました。しかし、長年の啓発活動
で、防犯意識を持つ方が多かったことから、地
域に赴いての防犯講話、防犯リーダー講習会
などで実施したアンケート結果では、防犯行
動率は72.7%となりました。

72.7% D

・都内や近隣県
における闇バイト
強盗の被害が報
道されることで、
犯罪に遭うので
はないかという不
安感が高まって
います。
引き続き、警察
等と連携して、協
働パトロールや
青パト車による巡
回を行うととも
に、具体的な防
犯対策を伝える
講話を通じて、
「安心して暮らせ
る地域社会の形
成」の実現を目
指します。

・市の施設だけではな
く、民間施設にも出向
き、高齢者や地域団体な
どとの交通安全ミーティ
ングを実施するとともに、
中学校自転車教室をは
じめとする様々な機会を
捉えて、交通安全に関
する意見を収集します。

・交通安全ミーティングで
得た情報を活用した啓
発活動を実施します。

・例年、下半期の交通事
故は増加する傾向にある
ため、警察署と連携して
啓発活動を強化していき
ます。

・高齢者や地域団体などの多様な主体と交通
安全ミーティングを6回実施しました。また、新
たに中学校自転車教室において、生徒の交
通安全意識を調査し、認知度の低い交通
ルールやヘルメットを着用しない理由を把握
することができました。

・交通安全ミーティングで得た情報を活用し
て、自転車安全利用五則などの基本的な
ルールを記載したチラシを作成し、市庁舎イ
ベントスタジオなどで啓発活動を行いました。

・交通安全ミーティングに参加した団体が持つ
媒体で情報発信をしてもらうことで、普段の啓
発活動では行き届きにくい方々に啓発をする
ことができました。

・歩行者優先の南町田地下道における歩行
者と自転車の接触事故に不安を訴える声を受
け、国道事務所や警察と協働で啓発活動を
実施しました。

・上記取組に加え、過去に啓発を実施してい
ない場所での啓発や、動画による情報発信を
新たに実施し、交通安全意識の向上を図りま
したが、2024年の交通事故（人身）件数は961
件でした。

961件
（2024年1月～
12月）

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

・市内における交
通事故（人身）件
数は、4年連続で
増加しています。
交通ルールを順
守することの大切
さ、交通ルールを
守ることで交通事
故がどれだけ減
らせるのかなど、
交通事故を自分
事として捉えても
らえるような啓発
活動を行ってい
きます。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

・引き続き、真に印刷が
必要なものを精査し、印
刷枚数の削減に取り組
みます。

・防災意識の高まりにより、避難施設関係者連
絡会に参加される方が増えたことや、消防団
の会議での紙資料の印刷を抑えることが難し
かったため、印刷枚数が増加しました。
その一方で、紙資料の削減に向けた意識向
上を図るため、定期的に朝礼やチャットを通じ
て課内にアナウンスを行いました。これにより、
課内および庁内の打ち合わせでは、ノートPC
や大型モニターを使用するなど、会議資料の
ペーパーレス化をさらに徹底し、紙資料の印
刷を最小限に抑えることができたため、目標を
達成することができました。

600,000枚 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・引き続き、庁内
打ち合わせでの
ペーパーレス化
を徹底します。

7 7 -
「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

・各種打合せ等は、データを事前に送付する等に
より紙資料の印刷を控え、印刷が必要な場合でも
必要最小限となるように取組みます。

紙資料の印刷枚数
644,333枚
（2023年度実
績枚数）未満

△

各種打ち合わせにおいて、モニ
ターやデジタルツールを活用し、紙
資料の印刷を最小限に抑えまし
た。しかし、消防団の会議や避難施
設関係者連絡会等の資料等、印刷
が必須となる状況が多く存在したた
め、昨年度の同時期と比較し、印
刷枚数を減らすことができていませ
ん。（95,208枚）

6 6 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

・時差勤務やテレワーク等の働き方の工夫や
TeamsのチャットツールやジェネレーティブAIを有
効活用し、業務の効率化を図ります。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

300時間以下
（2023年度比
10%減）

△

時差勤務等を活用していますが、
68時間にも及ぶ長時間の対応と
なった台風第10号をはじめ、火災
等の災害対応が多かったため（昨
年度比6件増の12件）、昨年度比
10％を達成することが出来ていま
せん。

・引き続き現役団員の
方々にご協力いただきな
がら、消防団の魅力や活
動のメリットなどを、防災
フェスタや出初式などの
場でアピールし、募集活
動に取り組んでいきま
す。また、その様子を
SNS等を活用して情報発
信をしていきます。

・出動報告等を電子化し
ている先行自治体に視
察に行き、導入に至った
手順や、実際の事務局
の声や団員の方からの
声などの情報を収集しま
す。

・消防団員数494人（1月1日時点）

・若手団員が中心となり検討を行い、消防団
の魅力や活動内容をSNS（インスタグラム）を
通じて30回発信しました。その取り組みの成
果として、新規入団数の55名中30名程度が
SNSを参考にして入団している結果となりまし
た。
　また、市の催しだけでなく、団員が駅での募
集活動や器具置場の見学会などを新たに始
めた結果、新入団員が増加しました。
　
・すでに消防団活動支援システムを導入して
いる他市へ視察に行きました。消防団員から
事務局への報告や、事務局での集計作業の
簡素化が図れ、負担の軽減につながることが
確認できました。

494人 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

5 5

事
務
事
業
見
直

し
部の事務事業
見直しの取組

・防災安全部（防災課・市民生活安全課）共通の消
耗品を一元的に管理するため、消耗品を棚卸し、リ
スト化します。

防災安全部共通の消耗
品を一元管理

一元管理する
消耗品の棚
卸・リスト化

○
8月までに各課総務担当職員によ
る課内消耗品の棚卸しが完了しま
した。

4 4

個
別
計
画

消防団員確保

・若手団員の確保ができるよう、消防団の認知度を
向上させるために、SNS等を活用した情報発信を強
化していきます。

・消防団員の更なる負担軽減や事務の効率化を図
るため、より一層デジタル化を推進します。

消防団員数 513名 ○

・団員の確保に向け、消防団の魅
力を伝えるべく、市内各地のイベン
トへ現役団員の方に参加してもらい
団員募集を行なったり、訓練の様
子等をインスタグラムで発信するな
ど、10回情報発信しました。

・消防団員の負荷軽減を図るため
に、出動報告の電子化について5
月にシステム事業者からデモを受
け、現状の使い勝手や料金等を確
認しました。

・部内共通の消耗品を一
元管理できるよう、リスト
化します。

・引き続き若手団
員確保に向け、
消防団の魅力を
向上させ、SNS等
を活用した情報
発信を強化して
いきます。また、
団員数の確保に
は退団を抑止す
ることが必要なた
め、引き続き退団
者に対してアン
ケートを実施しま
す。

・消防団員及び
担当職員の更な
る負担軽減や事
務の効率化を図
るため、デジタル
化に向けた課題
を検討していきま
す。

・棚卸した防災安全部（防災課・市民生活安
全課）共通の消耗品のリスト化を予定より前倒
して10月に完了しました。2025年度予算の消
耗品費を防災課に一元化し、部の消耗品管
理の事務が効率化されました。

完了 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・部総務担当によ
る、部共通の消
耗品の一元管理
を行います。

・今後はさらに日ごとの
時差勤務利用などを推
進していき、時間外勤務
の時間数を削減します。

・台風第10号をはじめ、火災などの災害が多く
発生したことから、災害対応による時間外勤
務が増加しました。しかし、平時における時差
勤務の活用などを通じた時間外勤務の削減
では、その増加を補うことはできませんでし
た。

330時間 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

・引き続き、時間
外勤務の時間数
の削減に向け、
業務の効率化を
図ります。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

市民部

黒田　豊

部名

部長名

市民の立場にたち、求められるサービスを迅速丁寧かつ高い品質で提供し、市民に信頼される市役所の窓口となります。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○各種証明書を、コンビニやスマートフォン等で、いつでも、簡単
に取得できることが求められています。また、窓口での転入・転出・
戸籍・印鑑登録等の各種届出が「書かない」、「待たされない」でで
きること、さらに窓口に行かなくても手続きできることが求められてい
ます。デジタル化を進め、オンラインで出来る手続きを増やす必要
があります。

○町田市民のマイナンバーカードの保有枚数率は 74.3%に向上し
ました(2024年3月末時点）。今後は、証明書のコンビニ交付に加
え、さらに様々な手続きが出来るよう、マイナンバーカードを利用し
た各種サービスの拡大が求められています。また、マイナンバー
カードに関連した各種手続きの方法が分からない時に、丁寧な説
明が受けられる機会が求められています。
　
○2023年度に実施した「町田市市民意識調査」では、直近1年間
に行政手続きを行った人のうち、「インターネット、コンビニエンスス
トアなどで行政手続きをした」人は25.9%にとどまっています。2022
年度と比較して3.3ポイント増加しているものの、引き続き市役所に
行かなくても手続きができる環境を整えることが求められています。

○2023年度に市民センター・連絡所で実施した「市民満足度アン
ケート」では、市民満足度平均が98%を超えました。引き続き、職員
一人ひとりの能力を高めていくことが求められています。

○市民センター・コミュニティセンター計13施設のうち7施設が2040
年に築50年を迎えます。2024年度に堺市民センターと木曽山崎コ
ミュニティセンターの改修工事を行います。その他の施設において
も順次、改修工事が必要な状況です。

○集会施設の利用率は減少傾向にあり、2023年度は56.4%となっ
ています。地域コミュニティの拠点として、また、地域住民の活動・
学習の場として、市民ニーズに合わせた施設運営が求められてい
ます。

〇2023年10月から、より多くの方にご利用いただけるよう、各地域
センターの空き会議室等を、予約なしで個人の学習場所等として
利用できるようにしています。また、18歳未満の高校生も個人で利
用できるよう、地域センターの利用登録における年齢要件を、従来
の18歳以上から高校生相当年齢に引き下げています。

〇異動届出・証明発行機会の提供
・窓口申請支援システム等の導入により、住民異動にかかる「書か
ない窓口」を実施しています（実施：多摩26市中7市）。
・LINEを使った証明書のオンライン申請を導入しています（導入：
多摩26市中1市）。

○マイナンバーカードセンターを、利便性の高い町田駅周辺に設
置し、市民のカード取得等に寄与しています。市民のカード保有枚
数率は2024年3月末時点で74.3%で、多摩26市中2位です。

○カードの保有枚数率が上昇するにつれ、マイナンバーカードセ
ンターの役割は果たされつつあります。費用対効果を考え、より効
率的な交付事務の運用を検討する必要があります。

○土日を中心に、市内各所でマイナンバーカードの出前申請受付
を行い、身近な場所での申請の機会を提供しています。なお、相
模原市との相互連携により、両市の出前申請受付で両市民の申請
を受付しています。

〇戸籍法が改正され、2024年3月から他市区町村の戸籍証明書を
窓口で交付する制度が始まりました。

〇2023年6月に国が策定した「デジタル社会の実現に向けた重点
計画」に基づき、引越し手続オンラインサービス（引越しワンストップ
サービス）が始まり、窓口に来なくても転出の手続きができるように
なりました。

〇2025年度末までに住民記録システム、戸籍システムを国が示し
た標準仕様のシステムに切り替える必要があります。

〇健康保険証が2024年12月に廃止となり、マイナ保険証への切替
が予定されています。
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5 「障がい者への差別を解消し共生社会の実現」に向けた取り組み 共生社会の実現を推進するための取組 ‐ 3回

4 ワークライフバランスの推進
3歳未満の子を養育している職員が時間外勤務を
した日の割合

`28.2% 10%以下

3 窓口業務のデジタル化推進

①オンライン申請出来る証明書の種類

②住民票の写しの法人請求オンラインサービスの
導入

①11種類

②トライアル運用

①15種類

②導入（稼働）

2 マイナンバーカード保有枚数率の向上

①マイナンバーカード保有枚数率
　
②証明書交付件数(住民票の写し・住民記載事項
証明書・印鑑・戸籍・戸籍の附票）におけるコンビニ
交付の割合

※コンビニ交付可能な証明書が増えたため、修正
しました。

①74.3%

②44.2%　43.6%

※ 年度末の実績が確定したため修正しました。

①77%

②55%

部名 市民部

部長名 黒田　豊

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 効率的・効果的な組織体制の実現 市民センター等の管理運営手法の見直し - 実施 2025年度

①2024年度

②2028年度

①2024年度

②2025年度

2024年度

2024年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

3 3

経
営
改
革
プ
ラ
ン
／
事
務
事
業
見
直
し

証明書のコン
ビニ交付の推
進

証明書のコンビニ交付を推進するため、各種イベン
ト等で効果的な広報を行います。

証明書交付件数(住民票
の写し・住民記載事項証
明書・印鑑・戸籍・戸籍
の附票）におけるコンビ
ニ交付の割合

※コンビニ交付可能な証
明書が増えたため、修正
しました。

47% ○

・コンビニ交付の割合は、46.4%で
す。
・市民税課と協力し、東急リバブル
大型ビジョンへのPRスライド投影（7
月1日～9月30日）を行いました。
・マイナンバーカード出前申請受付
時にチラシ配布による案内を実施
しました。

2 2

経
営
改
革
プ
ラ
ン

マイナンバー
カード保有枚
数率の向上

①マイナンバーカード交付促進のため、マイナン
バーカードセンターの効率的な運用と、市庁舎で
の無料写真撮影サービスを実施します。

②市民の方が身近な場所で気軽に申請できる、出
前申請サービスを定期的に実施します。

③窓口への来庁が困難な高齢者等へのより一層の
普及に向け、福祉施設への出前申請・交付サービ
スを実施します。

①マイナンバーカード保
有枚数率

②出前申請受付サービ
スのイベント実施回数

③高齢者施設等への出
前申請・交付サービス実
施回数

①77%

②48回

③4回
　 6回
※当初目標を
達成しました
ので上方修正
しました。

○

①
・マイナンバーカード保有枚数率
は、75.8%です。
・市庁舎で実施している無料写真
撮影サービスについて、2,139人の
利用がありました。

②出前申請受付サービスを7月から
開始しました。市民センター等で18
回実施し、1,400人の申請を受け付
けました。

③高齢者施設等への出前申請・交
付サービスを4回実施し、64人の申
請を受け付けました。

効率的・効果
的な組織体制
の実現

・市民部施設を効率的に維持管理するため、これ
まで市民総務課、市民課および6つの市民セン
ターがそれぞれ行っていた施設維持管理業務を市
民総務課に一元化します。

・必要な協議・調整を行うため、部内に「連絡調整
会議」を設置し、効率的・効果的な組織体制を実現
します。

一元化する業務範囲の
決定および準備

完了

部内の「連絡調整会議」を6回開催
し、一元化する業務範囲を決定しま
した。
また、予算事務、契約事務に関し、
関係部門と調整しました。

部内で、維持管理業務
の引継を行います。
引き続き、関係部門との
調整を行い、次年度契
約に向けた準備を進め
ます。

2025年4月から実施する「市民部施設の維持
管理業務の一元化」について、業務範囲を決
定しました。
また、必要な業務の引き継ぎを施設間で行う
とともに、契約事務等の関係部門と調整し、業
務移管に向けた準備が完了しました。

完了

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C○

①市庁舎での無料写真
撮影サービスの実施を
継続します。

②出前申請サービスに
ついて、上半期の受付
件数などを参考に実施
場所を決定、実施しま
す。

③上半期に引き続き高
齢者施設等と調整し、出
前申請・出前交付サービ
スを実施します。

①
・マイナンバーカードの保有枚数率は79.2％
でした。
・市庁舎で実施している無料写真撮影サービ
スについて、5,583人の利用がありました。

②出前申請サービスについて、市民センター
や商業施設等で年間64回実施し、5,286人の
申請を受け付けました。

③高齢者施設等への出前申請・交付サービ
スを4回実施し、64人の申請を受け付けまし
た。このほか福祉施設5か所と調整を行いまし
たが、2024年度中の実施には至らず、目標を
達成することができませんでした。

①79.2％

②64回

③4回

C

引き続き効率的
な事務運営を図
ります。
また、高齢者施
設等への出前申
請・交付サービス
については、実
施まで時間がか
かることが想定で
きるので、早めの
調整を行いま
す。

引き続き、窓口等でコン
ビニ交付の啓発を行いま
す。

コンビニ交付の割合は、49.05%でした。
・東急リバブル大型ビジョンへのPRスライド投
影（7月1日～9月30日）、マイナンバーカード
出前申請受付時にチラシ配布による案内を実
施しました。
・2025年2月の窓口の予約制の導入に合わ
せ、専用サイトや市庁舎内に設置した受付端
末機の画面上でコンビニ交付の案内を実施し
ました。

49.05% C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

コンビニ交付は
広く認知されて
いますが、利用
率の伸びが鈍化
しています。効果
的な周知を行う
ためには、より正
確な利用状況を
把握する必要が
あります。窓口で
しか発行できな
いケースなどを
考慮した新しい
測定方法を検討
します。
また、マイナン
バーカードを持
ち歩くことにまだ
不安がある方も
いるため、マイナ
ンバーカードの
安全性に関する
周知についても
検討していきま
す。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

経
営
改
革
プ
ラ
ン
／
事
務
事
業

見
直
し

業務を集約する
ことにより、スケー
ルメリットを活かし
た経費の縮減を
図ります。
保守点検業務等
の包括的な業務
委託を検討しま
す。

市民部

黒田　豊

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

6 6 -

「障がい者へ
の差別を解消
し共生社会の
実現」に向け
た取組

「障がい者への差別を解消、共生社会の実現」に
ついて理解を深めるため、職員一人ひとりが適切
な知識を習得できるよう、部内で動画を用いた研修
を実施します。
また、市民部施設において、共生社会の実現を推
進するための取組を実施します。

共生社会の実現を推進
するための取組の実施

3回 ○

・6月に市民部施設の男性用トイレ
にサニタリーボックスを設置しまし
た。
・8～9月に心のバリアフリーについ
ての動画を用いた研修を部内全職
員を対象に実施しました。
・8月に職員課が実施した「障害平
等研修」に各課から参加し、部内で
研修内容を共有しました。

①
・町田市印鑑条例の改
正を行います。
・オンライン申請の入力
フォームを作成します。
・申請受付開始に向けた
広報を行います。

②引き続きトライアル運
用を行います。

①町田市印鑑条例を改正し、3月から印鑑証
明書のオンライン申請の受付を開始しました。
また同時に除籍の全部（個人）事項証明書、
除籍謄本（抄本）、戸籍届出受理証明書のオ
ンライン申請を開始しました。これらについ
て、ホームページ・広報まちだを通じ広報を行
いました。

②郵送請求を行っている法人の内、年度当初
は1社との運用でしたが最終的には13社との
間でトライアル運用を行いました。先進的な取
組として、自治体DX関連のイベントでパネ
ラーとして参加し取組を紹介した他、新聞や
雑誌でも取り上げられました。視察の依頼があ
るなど他自治体からも注目されており、町田市
だけではなく他自治体も含めた地方自治体の
デジタル化推進に寄与し、トライアル運用への
参加自治体は町田市と東村山市の2市から、
93市区町村に広がりました。

①15種類（累
計）

②トライアル運
用

B

B:トライ
アル運用
の実施は
目標値と
同じです
が、取組
の紹介に
よって他
自治体
からの注
目を集め
デジタル
化推進
に大きく
貢献した
ためで
す。

5 5 -
仕事と育児の
両立推進の取
組

・課内会議や係内会議を通じて、業務の協力体制
を築き、小さな子どもをもつ職員の時間外勤務を削
減するよう、仕事の進め方を見直します（3歳未満の
子を養育している職員数は5人です）。

3歳未満の子を養育して
いる職員が時間外勤務
をした日の割合

10%以下 △
3歳未満の子を養育している職員
（5人）が時間外勤務をした日の割
合は23.75%でした。

4 4

経
営
改
革
プ
ラ
ン
／
事
務
事
業
見
直
し

窓口業務のデ
ジタル化推進

①オンライン申請できる証明書の種類を拡充しま
す。

②法人からの郵送請求において、オンラインによる
請求が可能となる新システムを導入します。

①オンライン申請できる
証明書の種類

②住民票の写しの法人
請求オンラインサービス
の導入

①15種類（累
計）

②トライアル運
用

○

①新たに4種類の証明書のオンライ
ン申請を始めるため、他自治体の
状況調査を行いました。
町田市印鑑条例改正等の準備を
行いました。

②新システムを用いてトライアル運
用を行いました。
トライアル運用時に発生した課題に
ついてはシステム事業者と協力し、
改善を図りました。

係の枠を超えた協力体
制の更なる強化、業務の
見直しによる効率化を図
ることで、時間外勤務日
数の削減を目指します。

オンライン申請の
利用率向上のた
め、引き続き広報
活動の強化を図
ります。

・各所属内において、担当業務の分散化・協
力体制の見直しにより、業務量の平準化を進
めました。
・3歳未満の子を養育している職員（5人）が時
間外勤務をした日の割合は22.7%でした。目
標達成には及びませんでしたが、2023年度の
28.2%と比べて5.5ポイント削減しました

22.7% D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

各所属内におけ
る業務の分散化・
協力体制の更な
る見直しを図って
いきます。

・12月の障害者週間に合
わせて市民部窓口での
共生社会実現に向けた
周知を実施します。
・8月に行った職員研修
の内容を窓口対応に活
かしていきます。

・男性用トイレへのサニタリーボックス設置や、
職員研修を計2回実施しました。
・10月に耳の不自由な方向けの「筆談補助
カード」を作成し、窓口で活用しています。
・12月に障害者週間の周知とあわせて「町田
市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社
会づくり条例」の周知を実施しました。

5回 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、窓口
や施設におい
て、共生社会の
実現を推進して
いく必要がありま
す。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

市民部市民協働推進担当

横山　法子

部名

部長名

・地域、企業、行政といった多様な主体が対話を重ね、アイデアを出し合い実現することで、行政だけでは成し得ない新たな価値を共に創り出し、持続可能な地域社会づくりに寄与します。
・町内会・自治会やＮＰＯなどの団体が、ひと・もの・かね・場・情報などの地域資源を活用することで、コミュニティ活動が活性化し、より魅力あるまちになることを目指します。
・一人ひとりの個性と能力を発揮し、その人らしさを発揮できる社会の形成をめざすため、男女平等施策を推進します。
・消費者の利益の擁護及び増進を図り、消費生活の安定及び向上を確保します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○多様化する市民ニーズに応え、地域の主体である町内会自治
会等の地域コミュニティ、ＮＰＯ等のテーマコミュニティ、ボランティ
ア、事業者等と協働しながら地域課題を解決していくことが求めら
れています。
○町内会・自治会の加入世帯数の減少、高齢化による役員のなり
手不足が進み、町内会・自治会の運営が難しくなっています。運営
負担を減らすため、デジタルツールの活用など運営の効率化が求
められています。
○地域で活動する団体が抱える課題を把握し、専門性を持って持
続的な育成・支援にあたることが求められています。
○性別に関わりなく、個性と能力が十分発揮できる社会であること
が求められています。
○安全で安心できる消費生活の確保が求められています。

○地域おうえんコーディネーターが市と地域との連携調整等を担う
ことで、地域や団体の情報が入りやすい体制をつくっています。
○地区協議会が市内全域に設立され、地域で活動する様々な団
体が、情報共有や連携強化を図っています。
○311団体の町内会・自治会に94,405世帯が加入しており、市内全
世帯の45.8%が加入しています。（2023年4月1日現在）
○市長が町内会・自治会に出向き、身近な話題について意見交換
を行う「市長と語る会」等を開催しています。
○新入職員に向け、協働の意義や事例を伝える「協働研修」及び
「男女平等参画研修」を実施し、入職時から職員の協働意識や男
女平等参画意識の定着を図っています。
○一人ひとりが個性と能力を発揮しながらその人らしく生きることが
できる社会の実現に向け「町田市性の多様性の尊重に関する条
例」、「町田市パートナーシップ宣誓制度に関する規則」を施行しま
した。
○消費生活相談員のレベルアップや消費者生活啓発事業の充実
を図っています。

○協働による地域社会づくりを示した計画と地域福祉計画を統合
し、「地域ホッとプラン」を推進しています。多摩26市では、地域社
会づくりと地域福祉を統合した計画を策定しているのは町田市の
みです。
○市内の約4割にあたる140町内会・自治会でデジタル町内会「い
ちのいち」による情報発信を行っています。行政情報の発信だけで
なく町内会・自治会交流をデジタル化している事例は、多摩26市で
町田市のみです。
○町内会・自治会連合会等の団体で構成される地区協議会が市
内10地区に設置されており、地域で活動する様々な団体が、情報
共有や連携強化を図っています。市内全域で地区ごとに設置して
いる自治体は、多摩地域では町田市のみです。
○ＮＰＯ法人数は196団体と、多摩26市では八王子市に次ぐ数と
なっています。活動内容は、保健・医療・福祉やＮＰＯ支援が多く、
活発な活動が行われています。（2024年3月31日現在）
○市内で活動する団体やボランティアが参加・協力し、市庁舎及
び市内各地の会場を活用して開催する市民協働フェスティバル
や、月1回のオープンデーの実施により、団体間及び団体と市民間
の交流の場を設けています。2023年度は119団体が一堂に会しま
した。多摩26市で市民協働フェスティバルを市庁舎で実施している
のは町田市のみです。
○町田市地域活動サポートオフィス（多摩26市で中間支援組織を
有するのは8市のみ）がその存在や活動の周知を図り、地域に直接
出向くことで、団体が抱えている潜在的な課題にアプローチできま
す。一方で、運営面・資金面の課題を抱えている団体が多いで
す。
○男女平等推進計画を、実効性のある計画とするため、庁内だけ
でなく外部の有識者からの意見を踏まえ、事業を実施しています。
○2023年4月1日から「町田市パートナーシップ宣誓制度」を導入し
ました。多摩26市で、制度を導入している自治体は町田市を含め9
市です。（2024年3月31日現在）
○ボランティアの市民で構成された「町田市消費生活センター運営
協議会」と協働で、消費者教育事業を実施しています。数多くのイ
ベント（学習会等）を開催しており、南多摩において、イベント開催
回数は常に上位となっています。（2022年度の開催回数：町田市
26回、八王子市9回、多摩市10回、日野市4回、稲城市3回）

○価値観やライフスタイルの多様化により、地域への関心が希薄に
なり、地域コミュニティの活動に参加する人が減少しています。ま
た、地域活動に関わる人が固定化し、活動の継続が難しくなってい
ます。このため、地域活動の新たな担い手の創出や、地域課題解
決のためのプラットフォームの構築を働きかけ、持続可能な地域づ
くりを図る必要があります。
○多様化する地域課題等を解決するには、自分ゴトとして地域課
題に取組む人の「やりたい」への支援が求められています。
○人口減少や人口構造の変化、技術や社会等の変化に伴い、行
政課題のさらなる複雑化・多様化、行政の経営資源の不足が予想
されています。それらの課題に対して効率的・効果的に対応するた
め、市民、地域、企業、大学、他自治体等と積極的に連携して、新
たなアイディアやサービスを生み出していく「オープンイノベーショ
ン」による行政経営が求められています。
○地域活動の担い手の減少などにより、地域コミュニティが希薄化
し、これまで地域の助け合いで解決してきた問題が、行政ニーズに
変わる傾向が加速しているといわれています。町田市各部の事業
戦略の検討に寄与するためにも、地域コミュニティが希薄化してい
る原因や具体的な課題について明確な根拠を把握することが必要
です。
○今後見込まれる歳出増加や社会環境の変化を踏まえ、既存の
事業費を圧縮するとともに、新たな発想で市民サービスを構築して
いく必要があります。そのためには、業務・事務の効率化、市有財
産の有効活用が求められています。
○2021年度から全ての市民センターに地域市民相談室を設置し、
地域おうえんコーディネーターが地域住民の様々な相談に対応し
ています。地域おうえんコーディネータと、2023年1月から各地区に
順次設置される地域福祉コーディネーターが連携し、地域住民が
気軽に相談できる体制を作ることが求められています。
○世界共通の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の一つとして「ジェ
ンダー平等」が掲げられていることで、社会全体の啓発が進んでい
ます。
○成年年齢引き下げにより、若年層の消費者被害増加が懸念され
るため、消費者教育の充実が求められます。
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5 市有財産の有効活用 未利用地の活用方針の策定 未策定 策定完了

4 消費者被害防止を目的とした啓発活動 啓発実施回数
60回
（うち若年層向け5回）

60回
（うち若年層向け5回）

3 「性の多様性の理解の促進」に向けた取組
①情報発信回数

②庁内の関係部署との連携取組数

①14回

②7件

①20回

②10件　11件
※目標達成のため、上方修正しました。(中間確認
時)

2 地域で活動している団体の組織基盤の強化
①サポートオフィスが支援し、活動の活性化につな
がった団体数

②マッチング件数

①38団体
（累計145団体）

②22件
（累計53件）

①累計250団体

②累計89件

部名 市民部市民協働推進担当

部長名 横山　法子

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1
地域、企業、行政等多様な主体がアイデアを出し合い、地域課題を解決して
いくプラットフォームづくり

①多様な主体の連携による地域課題解決のための
取り組み数

②地域コミュニティ研究の実施

③デジタル町内会「いちのいち」の利用者数

①91件/年

②未実施

③約3,300人

①75件/年

②研究完了

③4,300人（2023年度比30％増）
5,600人（2023年度比70％増）
※早期目標達成のため、上方修正しました。(中間
確認時)

①2026年度

②2025年度

③2026年度

①2026年度

②2026年度

①2026年度

②2026年度

2024年度

2024年度
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部名 市民部市民協働推進担当

部長名 横山　法子

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

2024年度7 業務の効率化によるワーク・ライフ・バランスの実現 1人あたりの時間外勤務の時間数 136時間
122時間以下
（2023年度比10％減）

6
障がい者への差別の解消と共生社会の実現に向けた取組

イベント等における社会的障壁除去に関する取組
数

-
3件　8回
※目標達成のため、上方修正しました。(中間確認
時)

2024年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

地域、企業、
行政等多様な
主体がアイデ
アを出し合
い、地域課題
を解決してい
くプラット
フォームづくり

①多様な主体が連携して地域課題解決の取組を
進めるため、「まちだをつなげる30人」のコミュニティ
を活かした「寄り合い-The YORIAI-」を実施しま
す。また、ネットワーク組織である地区協議会を中
心に、引き続き地域で「やりたい」という想いを持っ
た人や団体同士をつなげる活動を行っていきま
す。

②地域コミュニティが希薄化している原因や具体的
な課題に対し、今後の地域コミュニティが果たす役
割などについて検証するとともに、エビデンスに基
づき町田市各部の事業戦略の検討に寄与すること
を目的とするため、大学と共同で研究を行います。

③デジタル町内会「いちのいち」の有用性を理解し
てもらい、活用する町内会・自治会をさらに増やす
ため、防災機能を使った防災訓練を実施します。

①多様な主体の連携に
よる地域課題解決のため
の取り組み数

②地域コミュニティ研究
の実施

③防災訓練の実施

①65件

②実施

③実施

①「地区別懇談会」や「地区ミーティ
ング」、「まちだをつなげる30人」、
「寄り合い-The YORIAI-」などから
生まれた地域課題解決のためのプ
ロジェクト35件について取り組みが
進んでいます。

②法政大学と共同研究の協定を4
月に締結しました。研究の具体的
な進め方を検討するため、関係者
が一堂に会する研究委員会を3回
開催しました。研究にあたり、現状
把握のため以下の3点を実施しまし
た。
・地域コミュニティに関わりのある事
業を行う市部署へのヒアリング
・無作為抽出した10,000人を対象と
し、地域コミュニティに関する意識
や活動の現状、生活実態等の市民
アンケート調査
・学識者及び大学生によるフィール
ド調査

③デジタル町内会「いちのいち」の
有用性や理解を深めるため、9月に
実施した防災訓練において 、防犯
やイベント情報の発信など機能を
幅広く伝える「いちのいち活用講
座」を実施しました。

①下半期に35件のプロ
ジェクトの実施が予定さ
れています。引続き関係
者とテーマの検討・調整
を行うとともに、「寄り合い
-The YORIAI-」につい
ても実施の検討を行いま
す。

②情報共有や進捗管理
等のため研究委員会を3
回実施します。また、現
状把握のために行ったア
ンケート調査の集計やヒ
アリングの結果をまとめ、
分析を行います。

③町内会・自治会連合
会と協力して、デジタル
町内会「いちのいち」の
効果検証を行うとともに、
DXによる町内会・自治会
の負担軽減や効率化を
検討します。

①「寄り合い-The YORIAI-」の開催や、地域
で「やりたい」という思いを持った多様な主体
同士や地域のネットワーク組織である地区協
議会とつなぐことにより、地域課題解決の取り
組みが77件行われました。

②年度当初から大学との2ヵ年にわたる共同
研究を開始し、地域コミュニティに関する意識
や現状を把握するため、無作為抽出した
10,000人を対象とした市民アンケート調査、地
域で活動する団体へのヒアリング調査等を実
施しました。市民アンケート調査は集計・分析
を行い、地域コミュニティに関する町田市の特
徴や市内各地区ごとの特徴等の把握を予定
通り終えることができました。

③防災訓練の一環として「いちのいち」の防災
機能を紹介した「いちのいち活用講座」では
定員を上回る61人の参加があり、町内会の優
れた活用事例に多くの質問がされるなど、情
報交換が活発に行われました。様々な機会を
とらえて利用促進を継続的に行うことで、2023
年度比12％増157団体の町内会自治会の利
用登録があり、市内町内会自治会の約半数を
超えました。

①77件

②実施

③実施

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B○

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

①実施された取
組が継続して行
われるよう、好事
例の情報共有や
取組主体同士の
つながりを進める
など継続的な伴
走支援が必要で
す。引き続き地
区協議会への支
援、情報交換会
や「寄り合い-The
YORIAI-」の実施
を通して、地域課
題を解決していく
プラットフォーム
づくりを進めま
す。

②共同研究2年
目は1年目の現
状把握をもとに、
地域コミュニティ
のあり方を検討
し、目指すべき姿
へのロードマップ
の作成を目指し
ます。

③デジタル町内
会「いちのいち」
の利用促進を継
続するとともに、
「いちのいち」を
活用したDXによ
る町内会・自治
会活動の負担軽
減、効率化につ
いて町内会・自
治会連合会ととも
に取り組む必要
があります。

市民部市民協働推進担当

横山　法子

部名

部長名

評価の
視点
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

①性の多様性に関する情報発信を
下記のとおり計11回実施しました。
1．セクシャルマイノリティやその支
援者が多様性と平等を祝う祭典「東
京レインボープライド2024」にブー
ス出展
2．市庁舎・町田駅前ペデストリアン
デッキでレインボーライトアップ開催
3．図書館にて性の多様性特集
コーナー開催
4．「性の多様性パンフレット」を幼
稚園・保育園等に配布
5．職員向け性の多様性研修実施
6．市内事業所と連携し「レインボー
ミーティング」の実施
7．SNS（Facebook、まちだ広報X）
によるイベント告知等の情報発信（5
回）

②庁内の関係部署との連携取組を
下記のとおり計8件実施しました。
・職員向け研修　2件
・パートナーシップ宣誓制度活用連
携　6件

引き続き日々の消費生
活相談からタイミングを
逃すことなく積極的に情
報発信するとともに、若
年層に向けた啓発の取
組として、大学生を対象
とした出前学習会を2回
行う予定です。

メール配信・LINE等の利用、消費生活セン
ターだよりの発行、学習会やイベントなど様々
な機会をとらえて、身近な消費トラブルについ
て計76回の啓発を実施しました。
若年層向けの啓発として、SNSによる発信や
学生向け出前学習会（中学校1回、大学2回）
を行ったほか、新規に二十祭まちだにブース
を出展し、新成人向けに偽メールへの注意や
金融トラブルに関する啓発を行いました。

76回
（5回）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

4 4 -

消費者被害防
止を目的とし
た啓発活動の
実施

メール配信・LINE等を利用するほか、学習会等の
イベント開催の機会を活用して消費者被害に関す
る啓発活動を実施します。特に、若年層について
は、年代に合わせた効果的な手法を検討し実施し
ます。

啓発実施回数
（うち若年層へ向けた啓
発実施の回数）

60回
（5回）

○

メール配信･LINE等を利用し、35回
の啓発を実施しました。このうち１回
は若年層向けの啓発として、中学
校出前学習会を実施しました。
相談が多く寄せられた事例をもとに
注意喚起や啓発する情報を発信し
ました。

①「まちカ
フェ！」を軸に団
体間の交流を進
め、更なる協働
事業の推進に取
り組むとともに、
制度の狭間にあ
る課題や社会的
認知がまだ進ん
でいない課題に
取り組む団体の
活動支援を進め
ていきます。

②日頃の地域と
のかかわりや相
談対応、講座の
受講アンケート等
を通して、市民の
「やりたいこと」
「できること」を把
握し、新たなつな
がりや事業を生
むマッチングに
つなげます。

①引き続き性の多様性
に関する情報発信を下
記のとおり5回実施予定
です。
・教職員向け研修
・イベントスタジオでのパ
ネル展示
・図書館にて性の多様性
特集コーナー開催
・男女平等推進センター
だより発行
・まちだ男女平等フェス
ティバル開催

②引き続き、庁内部署と
連携し、性の多様性理解
促進を図ります。

①性の多様性に関する理解促進のため、市
庁舎におけるレインボーライトアップをはじめ
SNSやパネル展示のほか市民向けの講座や
職員向けの研修等、さまざまな機会をとらえ、
28回の情報発信を行いました。新たに市民参
加型イベント「つるまパーク大作戦2024」への
ブース出展、幼稚園・保育園等へのパンフ
レット配布などを行い、より一層の理解促進を
図りました。

②職員課や教育委員会と連携した職員・教員
への研修や、パートナーシップ宣誓制度活用
連携を継続的に実施しました。また、新たに広
報課と連携した、シティプロモーションサイトへ
のパートナーシップ宣誓者インタビュー記事
掲載、子どもセンターまあちと連携した、18歳
までの若者に向けた啓発や講座を開催し、計
14件の取り組みを行いました。

①28回

②14件
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、多くの
方々に関心を抱
いてもらえるよう
に、性の多様性
に関する理解促
進を図る必要が
あります。継続的
な啓発活動を行
うとともに、関係
部署や民間企業
と一層連携を進
め、新たな取り組
みを検討し、より
効果的な啓発を
行います。

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

地域で活動し
ている団体の
組織基盤の強
化

①町田市地域活動サポートオフィスに対し、地域活
動の支援に係る事業委託を行います。事業を通し
て、町田市地域活動サポートオフィスと市民協働推
進課が連携することで、地域活動団体の活動の活
性化を図ります。
また、市内の地域活動団体を対象とした活動実態
アンケート調査の結果をもとに、制度の狭間にある
課題や社会的認知がまだ進んでいない課題に取り
組む団体のニーズに即した支援を更に進めていき
ます。

②町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」を
軸にマッチングの機会を創出します。
地域貢献活動に取り組む企業とも連携し、更なる
マッチングの機会の創出を図ります。

①活動の活性化につな
がった団体数

②マッチング件数

①35団体

②12件
○

①地域活動団体の事業の進め方
や活動資金獲得等に関して75件の
相談対応を行いました。また、各種
講座やワークショップ等を11回実施
しました。
講座等は団体の事業改善や事業
計画の策定・見直しにつながり、計
15団体の活動の活性化につながり
ました。

②サポートオフィスへの委託事業を
通して、地域活動団体のニーズを
把握し、団体間の連携をコーディ
ネートすることにより7件のマッチン
グが行われました。
また、さらなる企業連携を図るた
め、地域貢献活動に取り組む企業
の情報収集等を行いました。

3 3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

「性の多様性
の理解の促
進」に向けた
取組

①性の多様性理解促進のため、SNS、パネル展示
等での情報発信を行います。

②庁内関係部署と連携して、性の多様性理解促進
の為の取組を進めます。

①情報発信回数

②庁内の関係部署との
連携取組数

①16回

②8件　10件
※目標達成の
ため、上方修
正しました。
(中間確認時)

○

若年層向けに
は、新たに高校
生にアプローチ
するなど、手法や
内容を検討し、よ
り効果的な啓発
を行います。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①活動場所に足を運ぶ
アウトリーチによる伴走支
援や「まちカフェ！」実行
委員同士による協働の
取組等の支援を通して、
さらに20団体の活性化を
図ります。

②11月に開催する「まち
カフェ！」などを通して、
団体交流を促進するとと
もに、地域貢献活動に取
り組んでいる企業と連携
し、更なるマッチングの
機会の創出を図っていき
ます。

①地域活動サポートオフィスの事務所や団体
の活動場所での相談対応、「まちカフェ！」に
向けた個別支援や新規事業に対して助成金
を拠出する「まちだづくり応援基金」事業等を
実施し、地域活動団体の活性化に取り組みま
した。取り組みの結果、36団体の活動の活性
化につなげることができました。

②「まちカフェ！」開催に向け、実行委員会及
び活動の相談や交流の場「まちカフェ！」
オープンデーを毎月開催しました。また、市民
活動に関心のある学生を団体につなげる取
組や日ごろの相談業務から市民活動団体及
び企業の「やりたいこと」「できること」をつなげ
る取組などを進め、団体交流を促進しました。
これにより、団体同士や団体と企業、団体と学
生が協働で行う事業に関するマッチングが13
件行われました。

①36団体

②13件
C
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

引き続き、業務の
効率化による時
間外の削減を進
めます。

7 7 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

町田市地域ホッとプランに基づく地区別懇談会の
開催方法の見直しや、会議の資料削減や進行の
効率化により、時間外勤務数を削減します。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

122時間以下
（2023年度比
10%減）

○

補助金業務の平準化や発送文書
の説明文の見直しによる問い合わ
せ件数の削減など業務効率化を進
めました。
その結果、2023年度4月～9月まで
の一人当たりの時間外勤務数56時
間に対して、2024年度は50時間と
なり、2023年度比11％減となりまし
た。

引き続き業務効率化を
進め、時間外勤務を抑
制していきます。

1人あたりの時間外勤務時間は117時間(2023
年度比10.5%減）でした。地域コミュニティ研究
に関するアンケート調査やヒアリングなどの新
たな事業に関する業務量が増加しましたが、
会議の進行効率化や補助金業務の見直し等
により、目標を上回る削減をすることができま
した。

117時間

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

6 6 -

部の事務事業
見直しの取組
（市有財産の
有効活用）

集会施設用地として寄付されたものの活用されて
いない土地について、売却・所管換を含めた活用
方法を検討し、活用方針を策定します。（全8か所）

活用方針を策定した未
利用地数

8か所

○

市民活動やイベントを障がいの有
無にかかわらず参加しやすいものと
するため、障がいへの理解を深め
る講座「まちカフェ!インクルーシブ
研究会」をまちカフェの参加団体向
けに2回実施しました。
そのほか、2件のイベントについて、
障がいの有無にかかわらず参加し
やすくするため手話通訳者の配置
を行いました。

「障がい者へ
の差別を解消
し共生社会の
実現」に向け
た取組

障がいの有無にかかわらず、市民活動やイベント
に参加しやすくするため、手話通訳者を入れる等
社会的障壁を取り除くための取り組みを実施しま
す。

イベント等における社会
的障壁除去に関する取
組数

3件　8回
※目標達成の
ため、上方修
正しました。
(中間確認時)

8か所
（土地の売却
準備3か所、
土地の所管換
え1か所）

B

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

5 5

事
務
事
業
見
直
し

○

所管の未利用地について土地情
報を整理し、売却に向けた庁内調
整を行うとともに、売却だけでなく、
民間提案制度の活用も含め調整し
ました。

上半期に調整した内容
を踏まえ、活用方針を策
定するとともに、2025年
度に向けた準備を行い
ます。

未利用地8カ所について、現地確認や土地情
報の整理を行うことで、具体的な実効性のある
活用方針の策定を行いました。策定した活用
方針に基づき、売却に向けた庁内調整や民
間提案制度の活用を進め、3か所の土地の売
却準備及び1か所の土地の所管換え手続きに
着手しました。

引き続き未利用
地の売却等に向
けた調整を進め
ます。

下半期に実施するまちカ
フェ！実行委員会、まち
カフェのオープニングセ
レモニー、男女平等フェ
スティバルに手話通訳者
を配置するなど、社会的
障壁を取り除くための取
り組みを引き続き実施し
ます。

社会的障壁を取り除くための取組として、6回
のイベントで手話通訳者の配置を行いまし
た。また、まちカフェ!の参加団体向けに障が
いの有無にかかわらず市民活動やイベントに
参加しやすくするための工夫や知識に関する
講座を3回実施しました。

9回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き障がい
の有無にかかわ
らず、市民活動
やイベントに参加
しやすくするため
の取組を実施し
ていきます。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

文化スポーツ振興部

老沼　正彦

部名

部長名

市民が自主的に行う文化芸術活動やスポーツ活動を支え、また身近な生活の中で文化芸術やスポーツに親しむことが出来る環境を整えます。
これにより、楽しさや喜びがあふれる心豊かで健康な市民生活と活力ある社会の実現に繋げます。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

・町田市における東京2020大会のレガシーとして、障がいの有無に
かかわらず、市民の誰もが生活に身近な場所で、いつでもどこでも
気軽に文化芸術やスポーツに親しむことができる環境を整備するこ
とが求められています。

・版画や工芸作品の展示内容の工夫や、多種多様なイベントの実
施などにより、気軽に入れる開かれた美術館とすることで、誰もが芸
術により親しめる環境とすることが求められています。

・子どもが幸せに暮らすことができる子どもにやさしいまちを実現す
ることが求められており、子どもが健やかで豊かに成長するために
保障される権利として、様々な文化芸術及びスポーツに触れ親し
むことが求められています。

・サッカー、フットサルの2つのホームタウンチームを活かし、チーム
が地域コミュニティのシンボルとなることや、シティプロモーションの
コンテンツとして広くまちの魅力を創出することが求められていま
す。

・魅力ある公演や市民活動の発表等が行われる施設として、町田
市民ホールや和光大学ポプリホール鶴川があります。

・総合体育館や室内プール等の大型施設の他、スポーツをする場
として、学校の校庭や体育館、スポーツ広場等が利用されていま
す。

・博物館では、国内有数の陶磁器・ガラス作品のコレクションなど貴
重な作品も多いことから、他の美術館や博物館の求めに応じ、頻
繁に作品の貸し出しを行っています。

・国際版画美術館では、古今東西の優れた版画作品を約3万3千
点収蔵し、毎回切り口を変えて、版画の世界を堪能できる企画展を
開催しています。また、一般の方が本格的な版画制作ができる工
房を有している、国内でも数少ない施設です。

・文化芸術やスポーツに関連する事業で連携することができる大学
や専門学校等があります。

・町田駅から徒歩圏内の距離にある自然豊かな公園として、芹ヶ谷
公園があります。

・サッカー、フットサルの2つのホームタウンチームがあり、それぞれ
の分野でトップレベルの活躍をしています。

・町田市が所有する工芸作品の中でも、とくにボヘミアングラスと東
南アジア陶磁器のコレクションは、質、量ともに国内トップレベルで
す。

・国際版画美術館は、洋の東西を問わず8世紀から現代に至るまで
の版画作品や資料を収集している国内唯一の総合的な版画専門
の美術館です。

・総合体育館や室内プールは、大規模大会が開催可能な多摩地
域最大級の広さを有しています。また、陸上競技場は、日本陸上
競技連盟第三種公認競技場であるとともに、都内でJ１クラブライセ
ンスのスタジアム基準を満たす2つのスタジアムのうちの1つです。

・人口に対するスポーツ施設の数は多摩26市中24位となっており、
市民が身近なところでスポーツに親しむことができる施設や環境の
整備が求められています。

・これまでの新型コロナウイルス感染症対策で培った経験やノウハ
ウを活かし、社会環境の変化に対応していくことが求められていま
す。

・公共施設の整備にあっては、民間活力を活用した新たな手法
（PFI事業等）を用いた整備方法の検討が全国的に広まっており、
効率的かつ効果的に公共サービスを提供することが求められてい
ます。

・国際版画美術館と（仮称）国際工芸美術館との一体的な企画運
営を行うための、事業の進め方を中・長期的に検討する必要があり
ます。

・（仮称）国際工芸美術館開館に向け、市民の新しい美術館への
期待や、工芸美術への親しみを高めていく必要があります。

・町田市では町田駅周辺の再開発に着手し、新たな賑わいを創出
すべくエンターテインメントの要素を取り入れたまちづくりを進める
等大きくまちが変わっていくタイミングが訪れています。文化芸術
振興においても、時代や環境の変化に即した施策を戦略的に推進
していく必要があります。

・中心市街地と美術館との回遊性を高めることで、地域活力を向上
させることが求められています。

・2023年4月1日に改正博物館法が施行されたことにより、美術館や
博物館の資料をインターネット上で閲覧できる環境や、地域の様々
な団体と連携を取り、地域の活力を向上させる取組みが求められ
ています。

・2020年4月1日と比較し、外国人住民が約2割増加しています。ま
た、その3分の1が永住者となっています。

・行政への手続きのオンライン化がすすめられています。
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6 ワークライフバランスの実現 1人あたりの時間外勤務の時間数 207時間 186時間（2023年度比10%削減）

5 業務のデジタル化 申請業務のデジタル化数 － 3件

4 国際事業の推進 町田国際交流センターの事業見直し － 実施事業や事業主体等の見直し

3 文化芸術に触れる機会の創出

①（仮称）町田市文化芸術のまちづくり計画の策定
及び進捗管理

②町田市文化芸術プロモーションのインスタグラム
のフォロワー数

③工芸制作プログラムを実施するモデル校の創出

④国際版画美術館の企画展・特集展示の観覧者
数

※事業者ヒアリングや他市比較等を行い、現状を
再分析した上で、計画策定することとしました。
①骨子検討骨子案策定

②1,197人

③－

④120,000人

①計画策定完了・公表、計画の進捗管理

②1,700人

③4校

④93,000人

2
誰もがスポーツに親しめるスポーツ環境の整備及びパラスポーツの理解促
進・普及啓発

①（仮称）町田木曽山崎パラアリーナの整備

②パラスポーツの理解促進・普及啓発

①整備方針等の作成要求水準書（案）の作成・公
表

②4事業

①整備工事完了

②パラスポーツ関係団体と連携した事業の実施
オープニングイベントの実施

部名 文化スポーツ振興部

部長名 老沼　正彦

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 「芹ヶ谷公園”芸術の杜”プロジェクト パークミュージアム」の実現

①芹ヶ谷公園”芸術の杜”パークミュージアム　「美
術エリア」整備の進捗状況

②-1　工芸美術に関するイベント回数

②-2　展覧会数

①（仮称）国際工芸美術館実施設計完了

②-1　49回

②-2　2回

①芹ヶ谷公園”芸術の杜”パークミュージアム　「美
術エリア」の整備完了

②-1　49回

②-2　2回

①2028年度

②2026年度

①2027年度

②2028年度

①2028年度

②2028年度

③2027年度

④2024年度

2026年度

2024年度

2024年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

（仮称）町田木
曽山崎パラア
リーナ整備

①2013年度に策定した「町田市木曽山崎団地地区
まちづくり構想」において、健康増進関連拠点とし
て位置づけられている旧忠生第六小学校用地に、
「（仮称）町田木曽山崎パラアリーナ」を整備するた
め、2024年度中に事業者の公募・選定を行い、
2025年度からの設計・整備工事に繋げます。

②障がいの有無に関わらず、スポーツを楽しむこと
を通じた共生社会の創造の取組みを広めるため、
パラスポーツ教室や体験会等を実施する等、パラ
スポーツの関係団体と連携した事業を実施します。

①事業者の公募及び選
定

②関係団体と連携した事
業数

①事業者選定

②4事業
○

①7月にPFI法に基づく特定事業と
して選定し、募集要項等の公募に
かかる資料を公表しました。
その後、現地見学会の開催、質疑
応答を経て、事業者からの参加表
明等の受付・審査等を実施し、結
果を通知しました。

②日本パラバドミントン連盟等と連
携した事業として、市内の小学生を
対象としたパラバドミントン体験会を
7回実施しました。また、総合体育
館で開催した、「チャレンジマッス
ル」において、オンラインボッチャ協
会と連携した事業として、オンライン
ボッチャのブース出展を行い、パラ
スポーツの普及啓発に取り組みま
した。

芹ヶ谷公園”
芸術の杜”
パークミュージ
アムの推進

①(仮称)国際工芸美術館について、工事価格の適
正化等を図るためのコンストラクションマネジメント
(CM)業務を実施したうえで、整備工事を実施しま
す。

②市民が工芸作品に親しみ、「パークミュージアム」
への期待が高まるような講座および関連イベントを
企画・開催します。企画・開催にあたっては、「子ど
も」と「体験」を視点として取り入れながら実施しま
す。また、（仮称）国際工芸美術館開館に向けて、
市内・周辺の団体と連携した展覧会を実施します。

①芹ヶ谷公園”芸術の
杜”パークミュージアム
「美術エリア」整備の進捗
状況

②-1　工芸美術に関す
るイベント回数

②-2　展覧会数

①（仮称）国際
工芸美術館
CM業務、整
備工事実施

②-1　49回

②-2　2回

①工事価格の適正化等を図るため
のコンストラクションマネジメント
(CM)業務を実施しました。2023年
度に実施した業務において報告さ
れたＶＥ提案※の実現性や効果等
を精査し、その結果を設計図書に
反映させて実勢価格の確認を行い
ました。
8月19日に、工事公告を開始し、契
約に向けた手続きを進めていま
す。

※VEとは、設計内容を見直し、発
注者が求める建物の機能と工事
費・工期の観点から費用対効果の
向上を図ることをいう。

②-1
動物型の陶磁器を作る講座など、
工芸の魅力に触れていただける体
験講座を計32回実施しました。

②-2
町田茶道会と連携した展覧会を開
催するため、展示内容や関連イベ
ントに関する打ち合わせを６回行い
ました。また、展覧会に用いる茶道
具の写真撮影を行いました。

①12月の整備工事契約
に向けて、契約手続きを
進めます。契約後、工事
説明会を実施し、整備工
事に着手します。

②-1
熔けたガラスの質感を感
じていただく新講座な
ど、秋冬にかけて引き続
いて工芸の魅力を伝える
体験講座を23回企画・実
施します。

②-2
町田茶道会との連携によ
り、博物館所蔵の茶道具
を紹介する展覧会を2回
実施します。具体的に
は、12月に中央図書館
でパネルを展示、1月に
版画美術館で実物作品
を展示します。

①コンストラクションマネジメント（CM）業務の
結果を設計図書に反映し、入札手続を行った
結果、落札者と仮契約を締結しました。しか
し、建築工事について本契約を締結すること
ができず、工事を開始することができませんで
した。そのため、芹ヶ谷公園“芸術の杜”の実
現に向けた整備スケジュールの見直しを行い
ました。

②-1
陶磁器とガラスを中心に工芸の魅力に触れて
いただける講座を計61回実施しました。アン
ケートの要望などを取り入れながら、陶磁器の
ドアプレートを作る講座や熔けたガラスの質感
を感じていただく講座など、7種の新講座を企
画・実施しました。さらに、行事に積極的に
ブース出展したことなどにより、当初の予定よ
り12回多くイベントを実施できました。

②-2
博物館所蔵の茶道具を紹介する展覧会を2回
実施しました。道具の取り合わせや配置、解
説の文言を町田茶道会と共に検討したことに
より、所蔵作品の学術的な情報を伝えるだけ
でなく、茶道具が茶室の中でどのように使わ
れているかという工芸の本質に迫る展覧会に
なりました。また、関連イベントとして実施した
講演会では、会場がほぼ満席になるなど、茶
道を通じて館蔵作品の魅力を多くの市民に伝
えることができました。

①（仮称）国際
工芸美術館
CM業務実
施、整備スケ
ジュールの見
直し

②-1
61回

②-2
2回

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

D○

①資格審査通過者との
対話や提案書類の審査
を実施したうえで、優先
交渉権者の決定及び公
表を行い、2024年度内
に本契約を締結します。

②引き続き、日本パラバ
ドミントン連盟等と連携し
た事業を実施するととも
に、ブラインドサッカー協
会と連携した事業も実施
します。
さらに、6月に締結した日
本財団パラスポーツサ
ポートセンターとの協定
に基づき連携事業を実
施します。

①7月から参加事業者の公募を進める中で、
期日までに提案書類の提出がなかったため、
11月に公募手続きを中止しました。その後、
参加表明者等に対してヒアリングを実施し、参
加資格要件の緩和の必要性等を確認しまし
た。
このことを踏まえ、2025年度中の再公募に向
けて、募集要項等ならびに今後のスケジュー
ルの見直しを行いました。

②パラスポーツの普及啓発及び理解促進に
向けて、関係団体等と連携・協力し、4事業を
実施しました。
事業内容としては、通年で市内の小学校にて
日本パラバドミントン連盟と連携した体験会を
開催したほか、8月にオンラインボッチャ協会と
連携したイベント、1月に日本ブラインドサッ
カー協会と連携した体験会、2月に日本財団
パラスポーツサポートセンターと連携したイベ
ントを行いました。

①公募手続き
の中止により、
事業者未選定

②4事業

D

①2025年度中の
事業者選定なら
びに契約締結に
向けて、再公募
の準備を進めま
す。

②東京2020大会
のレガシー継承
として、引き続
き、関係団体等と
連携・協力し、パ
ラスポーツの普
及啓発及び理解
促進につながる
イベントや体験会
等を実施します。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

①工事着手前に
は近隣の方々へ
工事説明会を行
うなど、引き続き
丁寧に説明しな
がら、整備工事を
進める必要があり
ます。

②（仮称）国際工
芸美術館開館後
の事業を見据
え、市内外の多
様な団体と連携
して工芸の魅力
を感じていただ
ける講座および
展覧会を実施し
ます。

文化スポーツ振興部

老沼　正彦

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

64,000人を目標に「両大
戦間のモダニズム」展、
町田市公立小中学校作
品展などの企画展を4
回、特集展示を2回開催
します。観覧者数の増加
に向けて、SNS広告、オ
ンラインプレスリリース、
SNS等により、効果的な
広報を行います。

95,924人
「版画の青春」展、「幻想のフラヌール」展、
「両大戦間のモダニズム」展、新収蔵作品展、
第38回町田市公立小中学校作品展、「日本
の版画1200年」展の6回の企画展と4回の特集
展示を実施しました。観覧者数は目標値を上
回る95,924人となり、目標を達成することがで
きました。
「幻想のフラヌール」展では、鑑賞サポート用
にジュニア向けワークシートを作成したほか、
「両大戦間のモダニズム」展では、未就学児を
対象とした「こどものための鑑賞会」を開催す
るなど、子どもの鑑賞教育に力を入れました。

95,924人 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

4 4 -

国際版画美術
館における魅
力的な展覧会
の開催

より多くの来館者に楽しんでいただくため、「幻想の
フラヌール―版画家たちの夢・現・幻」展や「（仮）戦
間期の版画とモダニズム―1914-1939」展などの収
蔵品を活用した魅力ある企画展を実施します。

企画展・特集展示の観
覧者数

93,000人 ○

「版画の青春　小野忠重と版画運
動」展、「幻想のフラヌール　版画家
たちの夢・現・幻」展の2回の企画展
と、2回の特集展示を実施しました。
観覧者数は約29,000人となってい
ます。
各企画展では、講演会や対談、学
芸員によるギャラリートークを開催
するなど、各種イベントを実施しまし
た。また、近隣の大学等に働きか
け、5団体・約240人の団体見学の
受け入れを行いました。

3 3 -

文化芸術に触
れる機会の創
出　／　「子ど
もにやさしいま
ち」の実現に
向けた取組

①文化芸術施策を戦略的に推進していくため、
「（仮称）町田市文化芸術のまちづくり計画」を策定
します。

②市内の文化芸術イベント情報を発信する「町田
市文化芸術プロモーション」のインスタグラムにおい
て、イベントに加え活動団体紹介も行うことにより、
さらに市民等の文化芸術への興味関心を高めてい
きます。

③市内の学校に通う子どもが誰でも工芸美術に親
しめる環境整備を目的に、学校と連携して工芸制
作プログラムを実施するため、プログラムの共同研
究を行うモデル校を選定します。

①（仮称）町田市文化芸
術のまちづくり計画骨子
の策定
※事業者ヒアリングや他
市比較等を行い、現状を
再分析した上で、計画策
定することとしました。

②町田市文化芸術プロ
モーションのインスタグラ
ムのフォロワー数

③工芸制作プログラムの
共同研究を行うモデル校
数

①骨子策定完
了計画策定完
了・公表

②1,300人

③1校

○

①5月～9月にかけ、町田市内の文
化芸術団体等26団体に、団体の活
動内容等についてヒアリングを行い
ました。
7月の第4回庁内検討委員会、8月
の第4回懇談会において、骨子
（案）の作成に向け、事業者ヒアリン
グと他市比較の中間報告について
報告し、町田市の文化芸術の特徴
について検討しました。

②1,280人
定期的に文化芸術情報を発信して
いることに加え、イベント主催者に
対し、積極的に投稿依頼の声掛け
を行ったことで、幅広いジャンルの
文化芸術情報を発信することにつ
ながり、フォロワー数が増加しまし
た。

③町田第三小学校をモデル校の
候補に定め、2025年度の工芸制作
プログラムの実施の可能性につい
て、図工科教員との打ち合わせを2
回実施しました。

引き続き魅力あ
る展覧会を開催
するとともに、展
覧会の魅力を更
に周知できるよう
SNS等により当館
の情報を積極的
に広めていきま
す。

①2022年度から実施して
きた「町田市文化芸術に
関する市民意識調査」や
事業者ヒアリングなどの
基礎調査の結果と、町田
の文化芸術の特徴を踏
まえ、計画骨子を策定し
ます。

②財団が開始したアー
ティストバンクと連携した
投稿なども行うことで、市
民等の文化芸術への関
心を高めていきます。

③引き続き打ち合わせを
行い、プログラム内容の
詳細の決定とモデル校と
しての確定を行います。

①5月～9月に行った事業者ヒアリングや、過
去行ってきた基礎調査をもとに、町田市の強
みや課題を分析し、計画骨子を策定しまし
た。
策定にあたっては、庁内検討会及び懇談会を
各3回行い、いただいた意見を反映しました。
また、計画の目指す姿については、全国の文
化芸術計画・事業と比較し、町田市の文化芸
術における育成事業の立ち位置を検討しまし
た。

②1,380人
毎月平均15件投稿し、あわせてストーリーズ
の投稿も行ってきました。イベント開催時にア
カウントを紹介したことなどにより、フォロワー
数が増加しました。
また、財団が開始したアーティストバンクと連
携した投稿を開始したことで、町田ゆかりの
アーティストを広く市民等に周知する機会を作
り、市民等の文化芸術への興味関心を高める
ことにつなげました。

③モデル校候補であった町田第三小学校の
図工科教員及び陶芸作家との打ち合わせを
重ねたことで、実現可能かつ有意義なプログ
ラムを計画し、町田第三小学校をモデル校に
確定しました。計画したプログラムは2025年度
中に実施予定です。

①骨子策定完
了

②1,380人

③1校

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①策定する計画
を広く市民に周
知する必要があ
るため、わかりや
すく手に取っても
らいやすい形式
を検討します。ま
た、計画策定と
平行して、文化
芸術ホールのあ
り方について、検
討を進めていき
ます。

②投稿内容が固
定化しないよう市
内で行われるイ
ベントを幅広く
キャッチし、投稿
につなげる必要
があります。

③引き続き担当
教員・陶芸作家と
打ち合わせを行
い、プログラムを
モデル校で実施
します。また、そ
の結果を踏まえ
つつ、新たな工
芸制作プログラ
ムの共同研究に
向けて中学校を
中心に働きかけ
ます。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

下半期は、二十祭まちだ
や子どもマラソン等大き
なイベント業務があり、繁
忙期に入りますが、引き
続き申請受付のデジタ
ル化や、オンライン会議
の実施等による事務量
の削減、部内各課及び
職員間の情報共有・連
携の強化などの取組によ
り、仕事の質を維持した
まま、時間外勤務時間数
を削減していきます。

1年間1人あたりの年間時間外勤務時間数は、
199時間でした。
下半期は、二十祭まちだや子どもマラソン等
大きなイベント業務により、繁忙期であり、オン
ライン会議の実施や、部内各課及び職員間の
情報共有・連携の強化に取り組みましたが、
2023年度と同程度の時間数となりました。

199時間 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

担当を超えた協
力体制をとる必
要があります。

7 7 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

申請受付のデジタル化や、オンライン会議の実施
等による事務量の削減、部内各課及び職員間の情
報共有・連携の強化により、1人あたりの年間時間
外勤務の時間数を2023年度の207時間平均と比較
し、10%削減した186時間平均にします。

1人あたりの年間時間外
勤務の時間数

186時間
（2023年度比
10%削減）

○

80件
5月から市民課及び各市民セン
ターにて、外国人住民の転入の受
付をした際に、アンケート実施依頼
のチラシを配布し20人の回答があり
ました。また、国際交流センターで
は、センターを利用している外国人
を対象に、アンケートを実施し60人
の回答がありました。
アンケート結果を、町田国際交流セ
ンターと共有し、日本語教室に関し
て、現在の支援体制から拡充する
場合の方法について話し合いまし
た。

6 6

事
務
事
業
見
直
し

申請受付のデ
ジタル化

ホストタウン関連イベントや文化芸術プロモーショ
ン、子どもマラソン大会の申請に関し、申請者の利
便性向上のため、電子での申請を可能にします。

申請受付の電子化数 3件 ○

ホストタウン関連事業における写真
募集を町田市公式LINEで受付しま
した。また、文化芸術プロモーショ
ンの申請について、6月から申請項
目がフォーマット化されたグラ
ファーによる申請を新しくできるよう
にしました。
また、こどもマラソン大会における
電子申請受付を9月より開始いたし
ました。市のHPや各小学校等への
チラシ配布を行い、制度の周知を
図り、合計3件の電子化を行いまし
た。

4月から9月までの1人あたりの年間
時間外勤務時間数は、88時間でし
た。
オンライン会議の実施や、部内各
課及び職員間の情報共有・連携の
強化、定時退庁の宣言などの取組
により、2023年度と比較し、約15％
削減できました。

5 5

事
務
事
業
見
直
し

町田国際交流
センターの事
業見直し

外国人支援事業の実施主体や担い手について整
理し、国際交流センターの行う国際事業の見直しを
行います。
まずは外国人住民に対してアンケートを行い、現状
や求められている支援内容を改めて把握し、課題
整理を行います。

アンケートで意見聴取し
た件数

350件 △

市民課及び各市民セン
ターで行っている外国人
転入者向けアンケートに
ついて、転入者に限ら
ず、在留カードの券面変
更など対象範囲を拡大し
てご案内していきます。
また、国際交流センター
においても下半期に新
規利用者向けアンケート
を実施します。

220件
市民課および各市民センターの窓口や町田
国際交流センターの利用者に対し、アンケー
トを案内したことに加え、下半期には、教育セ
ンターの事業を利用している児童・生徒の保
護者向けにも案内しました。また、多くの方に
回答いただけるようアンケートは、英語、中国
語、ベトナム語、日本語の４言語用意しまし
た。しかし、すべての人から回答を得られず、
目標達成には至りませんでした。
町田国際交流センターとは、アンケート結果を
もとに、課題整理を行ったことに加え、現状把
握のため、ボランティアに対するヒアリングを実
施しました。

220件 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

アンケート結果か
ら整理した課題
に対する取組を
検討するととも
に、十分なニー
ズを把握するた
め、引き続きアン
ケートを行ってい
きます。

文化芸術プロモーション
の申請に関しては、10月
からグラファーのみの受
付とし、事務の効率化を
図ります。
こどもマラソン大会に関し
ては、参加者の取りまと
めに参加希望者からの
入力データを活用するこ
とで、大会運営準備に係
る事務の効率化を図りま
す。大会終了後には効
果検証を行います。

4件
当初予定していた、ホストタウン関連事業の写
真募集、文化芸術プロモーションのインスタグ
ラムへの投稿申請、こどもマラソンの参加申請
に加え、毎年度募集している二十祭まちだ実
行委員の募集受付に関しても申請を電子化し
ました。
申請方法の電子化により、申請者の利便性の
向上はもとより、取りまとめ作業が簡略され、市
職員の事務の効率化に繋がりました。

4件 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

電子申請が効果
的であったため、
制度の定着に向
け、引き続き、周
知に努めます。
一方、誤入力等
の不備も散見さ
れたため、電子
申請の苦手な方
も利用しやすい
環境となるよう、
改善に努めま
す。
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社会資源を活用することで、誰もが住み慣れた地域において、より自立した生活が実現できるよう、環境整備に取り組んでいきます。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○行政や福祉団体が提供するサービスだけではなく、地域住民が
主導する新たな地域福祉活動のあり方が模索されています。

○認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより
判断能力が低下している方の増加に伴う成年後見制度の利用
ニーズの高まりが見込まれる中、その人の生活に寄り添う支援をす
ることができ、地域で信頼される市民後見人の育成が期待されてい
ます。

○福祉サービス利用者が安心して必要なサービスを受けられるよ
う、社会福祉法人及び福祉サービス事業者に対し、適正な運営に
係る指導・助言・支援をする必要があります。

○市民の文化的な最低限度の生活を保障する義務があります。

〇生活保護受給者を含めた生活困窮者に対し、就労支援や住居
確保等、自立に向けた支援が必要です。

○適切に生活困窮者自立支援制度を活用するとともに、不正受給
を防止して、適正な生活保護制度の運用及び生活保護率の縮減
が求められています。

○障がいのある人とその家族が、身近な場所で継続的に相談や支
援を受けられることが求められています。

○「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条
例」の施行に伴い、事業者や市民に向けた普及啓発活動が求めら
れています。

〇町田市地域ホッとプランは、より地域の課題を地域で解決してい
くことができるよう、協働による地域づくりを推進する計画（市民部所
管）と地域福祉計画（地域福祉部所管）の次期計画を統合し、所管
部2部の組織の垣根を越えた連携によって策定した点で、独自性
のある計画となっています。

○社会福祉法人、介護、障がい、教育・保育分野の福祉サービス
事業者に対する指導監査業務が一元化されたことで、各福祉分野
における施設及び運営に関する実地指導方法の専門性等が構築
されています。

○生活保護業務の執行体制を、社会情勢の変化に応じて随時見
直し、市民から期待されるサービスを継続的かつ安定的に提供す
る必要があります。社会環境の変化にも柔軟に対応できる組織で
あり続けられるよう、効率的かつ効果的な運営体制を構築していま
す。

○市内2カ所の障がい者就労・生活支援センターと市内１カ所の障
がい者就労支援センターで、障がい者の就労相談を行うことで、障
がい者の社会参加が促進されています。また、市内5カ所の障がい
者支援センターで相談支援や手続業務を行うことで、身近な地域
で気軽に相談や手続きしやすい体制が整っています。一方、多様
化する相談に対し、他の相談支援機関との連携が必要となってい
ます。

○2023年度に重層的支援体制整備事業（包括的相談支援）を実
施しているのは、多摩26市中八王子市、立川市、調布市、国分寺
市、狛江市、西東京市の6市です。東京23区では墨田区、大田
区、世田谷区、渋谷区、中野区、豊島区の6区です。町田市は実
施に向けた移行準備を現在進めており、2025年度から重層的支援
体制整備事業を実施予定です。

〇町田市の市民後見人について、受任件数は73件（2023年12月
末までの延べ件数）で、多摩26市で最多となっています。受任に向
けたマッチング会議の方法等については、都内の自治体以外から
も視察を受けるなど、全国から注目を集めています。

○町田市が指導監査権限を有する社会福祉法人数及び事業数
は、多摩26市で2番目に多い状況にあることから実地指導の経験を
蓄積しやすいという強みがあります。

○都内の一部の先進的な区では、実地指導現場でPCやタブレット
の使用を始めています。（港区、目黒区、渋谷区、練馬区）

○2022年度7月時点において、多摩26市のうち町田市の生活保護
率は18.1%で高い方から12番目です（出典:東京都福祉保健局「令
和4年度被保護者調査年次調査結果」）。最も低い数値は国分寺
市の8.9%であり、平均は17.2%です。町田市は多摩26市平均よりも
高い生活保護率であることから、生活困窮者自立支援制度のより
一層の活用が求められています。

〇障がい者の就労の相談支援を3か所以上で行っているのは、都
内区市中、世田谷区と町田市だけで、身近な地域で気軽に相談し
やすい体制が整っているとともに、利用者に適した相談先を選ぶこ
とができます。

〇地域共生社会の実現に向けて、2020年6月の改正社会福祉法
により国が重層的支援体制整備事業を創設し、市町村は当事業の
実施に努めることとされました。これを受けて、重層的支援体制整
備事業の実施（地域福祉コーディネーターの配置等）に取り組む
市町村が増えています。東京都では、2022年度4市3区から2023年
度6市6区となっています。〇成年後見制度のニーズは増加してお
り、国が第二期成年後見制度利用促進基本計画を2022年3月に閣
議決定したことを受け、自治体は地域連携ネットワークの強化な
ど、更なる施策の推進を図ることが求められています。

○2024年4月に介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定
があり、新しい基準の周知とそれに沿った実地指導等が必要で
す。○東京都の指導監査業務システムが、都とサービス事業者間
で運用開始されました。区市町村向け機能も段階的に追加される
見込みです。○東京都の指導監査業務システムへの対応や、業
務の効率化のため、実地指導のデジタル化が求められています。

○第二のセーフティネットである「生活困窮者自立支援法」は、生
活保護に先立つ支援制度として位置付けられており、事業の推進
について国からの要請も高まっていることから、生活困窮者の自立
に向けたより効果的な支援が行えるよう、組織的な対応が求められ
ています。○住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯等
に対し、生活支援の一環として給付金事業を実施しています。

○2018年度から2022年度にかけて、愛の手帳所持者数は1.09倍、
身体障害者手帳所持者数は0.98倍とほぼ横ばい、精神障害者保
健福祉手帳所持者数は1.27倍の増加となっており、サービスを提
供できる体制の強化が必要です。
〇2024年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律(障害者差別解消法）」の改正法が施行され、2024年10月には
障がいの理解促進と差別解消を推進するため、「町田市障がい者
差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例」を施行します。これ
まで努力義務であった事業者の合理的配慮が法的義務となること
から、合理的配慮の事例や実践方法について、周知活動をより一
層行う必要があります。また、障がいのある人への差別がない共生
社会の実現のためには、市民一人ひとりが障害について正しく理
解していく必要があります。
○2024年4月に、障害者雇用促進法が改正され、障がい者の法定
雇用率が、民間の事業者においては2.3%から2.5%に、国や地方公
共団体においては2.6%から2.8%へ引き上げられ、障がい者雇用の
促進が求められています。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

地域福祉部

水越　祐介

部名

部長名
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2024年度

2025年

2024年度

①2024年度

②2028年度

①2028年度

②2028年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 地域で支え合う福祉の推進
①地域福祉コーディネーターの配置地域総数

②市民後見人登録者数

①2地域（堺地域及び鶴川地域）

②59人

①5地域（市内全地域）

②80人

①2025年度

②2027年度

部名 地域福祉部

部長名 水越　祐介

目標値

2
社会福祉法人及び福祉サービス事業者等が適正に運営できるような指導助
言の実施

文書指摘の年度内改善率
（2024年度中に文書指摘した法人とサービスのう
ち、2024年度中に改善した割合。改善報告の提出
期限が未到来のものを除く）

92.9% 95.0%

3 生活困窮者等に対する就労に向けた支援の充実 就労準備支援事業を経た就労者数 5人 16人（各年度8人）

4 情報セキュリティ意識の維持・向上 情報セキュリティ外部監査における指摘事項数 7件 0件

5 障がいのある人がその人らしく生活できる環境づくり

①「（仮称）障がい者差別解消支援協議会」の設置
及び協議の開始

②「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生き
る社会づくり条例」の認知度

①未設置、未実施

②-

①協議会の設置及び実施

②-

6 孤立化リスクの高い障がいのある人の実態把握と相談支援の実施

①孤立障がい者の実態把握調査と相談支援の実
施

②継続的な関わりが必要な方に対する相談支援の
実施及びデータベースの活用

①愛の手帳、身体障害者手帳保持者のうち特に孤
立化リスクが高い方を対象に調査と相談支援を実
施

②相談支援の実施及びデータベースの蓄積

①サービスを利用しなくなった障がい者への実態
把握調査と相談支援を実施

②相談支援の実施及びデータベースの効果的な
活用
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達成時期部の経営課題 指標 現状値

部名 地域福祉部

部長名 水越　祐介

目標値

①2024年度

②2026年度

8 仕事と育児の両立推進の取組
3歳未満の子を養育している職員が時間外勤務を
した日の割合

23% 10％以下 2024年度

7 部の事務事業見直しの取組

①オンライン会議の実施による成年後見制度利用
支援事業における業務委託先との定例会議にかか
る移動時間

②デジタルツールの活用により効率化を行った指
導監査の分野数
（全4分野：法人、介護、障がい、児童）

①50時間

②未実施

①0時間（2023年度比100％減）

②4分野
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

2025年4月から町
田地域に新たに
地域福祉コー
ディネーターを配
置し、市内全域
への展開を完了
させ、相談支援
体制を強化して
いきます。また、
これまで支援を
必要としながらも
受けられていな
い方に支援を行
うことができるよ
う、困りごとを抱
える方の生活圏
でのネットワーク
を築き、ニーズを
捕捉していきま
す。

地域福祉部

水越　祐介

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

地域における
福祉の困りご
と相談支援体
制の強化

地域福祉コーディネーターを配置している堺地域
及び鶴川地域においては、まだまだ必要な支援に
結びついていない方がいると考えられます。そのよ
うな方が地域で日常生活を送るにあたって、どのよ
うな機関や団体その他と接点があるのかについて
考え、連携先を拡充していくことで、支援が必要な
方の情報を丹念に集めていきます。この他、2024
年10月から忠生地域及び南地域に新たに地域福
祉コーディネーターを配置して、地域福祉コーディ
ネーターの相談活動地域を拡大します。

地域福祉コーディネー
ターの配置地域総数

4地域（忠生地
域及び南地域
追加）

・若者や声の上がりにくいひきこもり
状態の方へのアプローチとして、市
内のセブンイレブン及びミニストップ
において、まちだ福祉〇ごとサポー
トセンターの周知カードの設置と、
店員の方による住民の見守りサ
ポートを開始しました。

・2024年10月から忠生地域及び南
地域に新たに地域福祉コーディ
ネーターを配置するために、実施
場所の選定及び業者選定など配置
に向けた準備を進めました。

・まちだ福祉〇ごとサ
ポートセンターの周知
カードのデザインを、桜
美林大学デザイン専攻
の学生の協力をもとに刷
新し、より効果的なものと
します。

・2024年10月から忠生地
域及び南地域にて事業
展開していきます。また、
2025年4月から町田地域
に新たに地域福祉コー
ディネーターを配置する
ための準備を進めていき
ます。

・市内のセブンイレブン、ミニストップにまちだ
福祉〇ごとサポートセンターの周知カードの
設置を進めるとともに、周知をより効果的なも
のとするため、2025年度から配布予定のカー
ドについて、桜美林大学デザイン専攻の学生
の方々にデザインしていただきました。作成に
あたっては、ひきこもり当事者の支援団体のご
意見を伺いました。

・2024年10月から忠生地域及び南地域に新
たに地域福祉コーディネーターを配置し、相
談活動地域を拡大しました。また、2025年4月
から町田地域にて事業展開するために、実施
場所の選定及び業者選定など配置に向けた
準備を進めました。

4地域

B：当初
の4地域
の目標
達成に
加え、ひ
きこもり状
態の方で
も日常的
に利用
するとい
われてい
るコンビ
ニエンス
ストアと
新たに連
携し、困
りごとを
抱える方
の生活
圏で地
域のネッ
トワーク
を拡充
し、実際
に支援を
行うこと
ができた
ためで
す。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

B○

・実務者研修修了者が
市民後見人に登録でき
るよう実習活動の支援を
行います。

・引き続き、市民後見人
登録者に対して受任に
向けた支援を行います。

・2025年度から実施する
第7期市民後見人育成
研修の準備を行います。

・市民向け成年後見制
度講演会を実施するとと
もに、先進自治体である
町田市の取組につい
て、広報課と連携しメ
ディアを通じて広くＰＲを
行います。

・後見人の役割を想定した実習活動では、後
見実務に関する助言等の支援を行い、市民
後見人の登録に向けた取組を進めました。

・市民後見人登録者に対して後見実務等に
関するフォローアップ研修を行うなど、引き続
き受任に向けた支援を行いました。2025年3
月末時点で、多摩26市の中で最多となる延べ
81件を受任しています。

・研修カリキュラムの見直しや募集要項の作成
など、第7期市民後見人育成研修の準備を進
めました。

・寸劇を用いて楽しく学ぶ市民向け成年後見
制度講演会を実施しました。また、広報課と連
携し、先進自治体である町田市の取組につい
て複数のメディアに情報提供を行いました。

23人 C

市民後見人登録
者を確実に受任
につなげていく
ため、引き続き、
後見実務に関す
る研修の実施等
の支援を行い、
受任に向けた不
安を払拭してい
きます。また、市
民後見人登録
者・受任者をさら
に増やすため、
先進的な取組に
ついて、今後も
積極的にPRを行
います。さらに、
高齢化や親なき
後の問題による
制度利用の需要
拡大を見据え、
社会福祉法人等
による後見人の
受任について研
究を進めます。

2 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

市民後見人育
成の推進

市民感覚・目線を大切にしたきめ細やかな後見活
動を行う市民後見人の育成・登録に向けて、実務
者研修を行います。また、成年後見制度の利用支
援に関する町田市の取組について積極的にＰＲを
行い、市民後見人の登録者数及び受任件数の増
加に繋げます。

第6期実務者研修修了
者数

20人 ○

・第6期実務者研修では、グループ
ワークを中心とした講義を実施し、
23人が研修課程を修了しました。

・町内会・自治会へ成年後見制度
の普及啓発チラシを配布し、町田
市の取組についてＰＲを行いまし
た。

・市民後見人の育成とともに、市民
後見人登録者に対して後見実務等
に関するフォローアップ研修を行う
など、受任に向けた支援も行いまし
た。2024年9月末時点で、多摩26市
の中で最多となる延べ79件を受任
しています。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

8050世帯の孤立
化傾向が強く、
世帯全体に対す
る重層的な支援
が必要な場合が
多いため、他機
関と連携した継
続的な調査と支
援を行います。

・引き続き、法人や事業
者が法令や通知等の基
準を遵守し、適正に運営
しているか実施指導で確
認します。

・文書指摘を行った福祉
サービス事業者に対し、
改善を速やかに行うよう
フォローしていきます。
・併せて、早期に改善を
報告するよう促していき
ます。

文書指摘を行った福祉サービス事業者に対し
て、より具体的な改善方法を案内したり、改善
報告書の提出を促す電話等の連絡を頻回に
行うなどフォローを重ねました。結果、改善が
速やかに行われ、同じ期間内に前年度以上
の改善率となり目標値を達成しました。

95.0% C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

都内では障がい
分野において、
通報による随時
対応案件が増加
しているといった
新しい傾向があり
ます。年間計画
に沿った実地指
導を行いつつ、こ
うした状況の変化
にも対応するた
め、効率的に実
地指導を行って
いく必要がありま
す。

3 2 -

社会福祉法人
及び福祉サー
ビス事業者等
が適正に運営
できるような指
導助言の実施

社会福祉法人及び福祉サービス事業者等が、法
令や通知等の基準を遵守されているか確認するた
めの実地指導を行います。
社会福祉法人及び福祉サービス事業者が遵守で
きていない項目を文書で指摘し、改善を促すこと
で、質の高い福祉サービスの提供に寄与します。

文書指摘の年度内改善
率
（2024年度中に文書指
摘した法人とサービスの
うち、2024年度中に改善
した割合。改善報告の提
出期限が未到来のもの
を除く）

※2023年度の指標「文
書指摘改善率」では、改
善報告の提出期限が未
到来のものを含んでいま
した。2024年度は、より
正確に実情を反映する
指標に修正しました。

95.0%

【参考】
改善報告期限
未到来のもの
も含めた文書
指摘改善率：
86.4%　(2023
年度)

○

・9月末までに改善報告期限を迎え
た（7月末までに社会福祉法人及び
福祉サービスに対し実地指導を
行った）文書指摘の改善率
66.7%
（文書指摘36事業、改善済24事業）

・報酬改定により文書指摘の件数
が増加したことや、事業所が文書指
摘の改善に時間を要したこと等の
ため、改善率は2023年度の上半期
（78.7%)に比べ低くなりました。

※実地指導した事業の総数は7月
末までに71事業、9月末までに116
事業です。

①2024年度新たに抽出
した55名の調査対象者
に、書面、電話、訪問に
よる調査を行います。

②継続的な相談支援が
必要な残りの14名の対
象者については、訪問
や電話にて、親なき後の
不安軽減や、緊急時の
相談先などについて相
談支援を継続して行いま
す。
これまで蓄積したデータ
ベースの情報を基に孤
立化に至る傾向を把握し
て、今後の孤立防止対
策に活用していきます。

①2024年度新たに抽出した調査対象者55名
に対して、10月から調査を行いました。孤立化
のリスクが高いとみられる方18名に対しさらに
詳細な調査を行い、電話や訪問で本人の状
況と意向を確認しました。7名について相談支
援の必要性が把握できたため、次年度以降も
継続的に相談支援を行うことを決定しました。

②継続的な相談支援が必要な対象者につい
ては、上半期に18名、下半期に14名に対し訪
問や電話にて、親なき後に向けたサービスの
利用案内や、緊急時の相談先などについて
相談支援を行いました。
また、これまで蓄積したデータベースの情報を
分析した結果、障害者手帳の種別、障がいの
程度等で孤立化に至る傾向が把握できたた
め、今後の孤立防止対策への活用方法を検
討しました。

①実施

②実施及び検
討

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

4 6

個
別
計
画

孤立障がい者
対策の推進

①サービスを利用しなくなった障がい者を対象に実
態把握調査と相談支援を実施します。

②継続的な関わりが必要な方に対して相談支援を
実施し、そこで得られたデータベースの効果的な
活用方法を検討していきます。

①調査対象の抽出、調
査と相談支援

②相談支援の実施及び
データベースの効果的
な活用方法の検討

①実施

②実施及び検
討

○

①障害福祉サービスの利用申請を
しているにも関わらず、実際には
サービスを利用していない55名を
調査対象として抽出しました。

②2023年度までの調査によって継
続的な相談支援が必要と思われる
32名のうち、18名についてには訪
問や電話にて状況確認や困りごと
などの相談支援を行いました。
データーベース化した相談支援対
象者に関する情報の効果的な活用
方法を検討した結果、どの職員も
情報にアクセスして、緊急対応や相
談支援に活用できるようにしまし
た。
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各係に情報セキュリティ担当者を置いて係ご
とに研修を実施（年間で合計10回）すること
で、職員の情報セキュリティ意識の維持・向上
に努めました。
その結果、7月に行われた情報セキュリティ外
部監査での指摘事項は0件を達成し、十分な
成果を得られました。

0件 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

情報セキュリティ
外部監査では不
適合となる指摘
事項はなかった
ものの、観察事
項として以下の
項目が検出され
たため、最新の
情報セキュリティ
ポリシーを確認
し、対応を検討し
ます。
①情報資産管理
台帳の見直し
②実施手順の見
直し
③委託事業者へ
の情報セキュリ
ティポリシーの伝
達
④レセプト端末
利用者ID名簿の
作成
⑤特定個人情報
取扱区域の明示

①-2　2024年12月に「町
田市障がい者施策推進
協議会」を開催し、差別
解消に向けた取組みの
検証・見直しの協議を行
います。

②-1　引き続き、出前講
座を実施します（年度合
計30回）。また、12月の
「障害者週間」に合わ
せ、条例の普及啓発を
目的としたパネル展示や
講演会を行います。

②-2　「ちょこっとアン
ケート」を2024年12月に
行い、条例の認知度の
把握をした上で、目指す
べき指標の設定をしま
す。

①-1　「障害者差別解消支援地域協議会」の
設置については、「町田市障がい者施策推進
協議会」がその機能を兼ねることとしました。
これにより、差別解消の施策を「町田市障がい
者プラン」と一体的に進捗管理し、プランと連
動した効果的な差別解消の取組みを推進し
ていきます。
　
①-2　2024年12月に開催した「町田市障がい
者施策推進協議会」や、「市民参加型事業評
価」の機会を活用し、差別解消に向けた取組
みの検証と見直しの協議を行いました。

②-1　子どもセンター、町田商工会議所共催
の障がい者雇用セミナー、二十祭まちだ等、
計45回出前講座等の普及啓発を実施し、多く
の方に条例の趣旨に触れていただく機会を設
けました。

②-2　「ちょこっとアンケート」により、条例の認
知度について調査を行いました。その結果、
条例の認知度（「条例が施行されたことも内容
についても知っている」と回答した方の割合）
は10.8％でした。
この結果を受け、条例の認知度を指標として
設定し、前年度を超える認知度を目指すことと
しました。

①-1　設置

①-2　協議の
実施

②-1　45回

②-2　設定

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

出前講座等は多
く実施したもの
の、条例の認知
度は10.8％であ
り、さらなる周知
啓発が必要であ
ることが分かりま
した。
より広く市民に周
知ができるよう、
「市民参加型事
業評価」の改善
プログラムを活用
し、効果的な方
法や対象者を検
討しながら、条例
と障がい理解の
周知啓発や理解
促進に取り組み
ます。

5 4 -
情報セキュリ
ティ意識の維
持・向上

2022年度の情報セキュリティ外部監査では7件の指
摘事項を受けました。その中にはプリンタに出力し
た印刷物が長時間置かれたままになっているなど
の、職員の意識に関わる指摘が多く含まれていた
ことから、各職員の情報セキュリティ意識の維持・向
上を図るため、以下の活動に取り組みます。

・各係に情報セキュリティ担当者を１名ずつ配置し、
生活援護課で実施する情報セキュリティ担当者研
修を受講します。
・情報セキュリティ担当者は、研修で受講した内容
を係内で共有する教育研修を、月ごとのテーマに
沿って実施します。

2024年度情報セキュリ
ティ外部監査における指
摘事項数

0件 ○

4月に各係の情報セキュリティ担当
者向け研修を行い、係内で行う教
育研修の内容について共有しまし
た。また、月ごとに決められたテー
マに沿って9月までに各係5回の研
修を実施し、計画通りに取り組みを
進めることができました。
その結果、職員の意識は着実に向
上し7月の外部監査では印刷物が
長時間放置されているなどの「職員
の意識に関わる指摘事項」はなく、
一定の成果を得られています。

9月に行われる「監査結
果の事実確認」を受け
て、再度10月に情報セ
キュリティ担当者向け研
修を実施し監査結果を
共有します。下半期にお
いても各係5回の研修を
実施して引き続き情報セ
キュリティ意識の維持・向
上を図ります。

6 5

重
点
事
業
プ
ラ
ン

「障がい者へ
の差別を解消
し共生社会の
実現」に向け
た取組

①-1　「（仮称）障がい者差別解消支援協議会」を
設置します。

①-2 差別解消に向けた取組みの検証・見直しの
協議を行います。

②-1 「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生
きる社会づくり条例」の普及啓発に向けて、出前講
座等を実施します。

②-2 「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生
きる社会づくり条例」の認知度の把握と目指すべき
指標を定めます。

①-1　「（仮称）障がい者
差別解消支援協議会」
の設置

①-2 差別解消に向けた
取組みの検証と見直しの
協議

②-1 出前講座の実施回
数

②-2 指標の設定

①-1 設置

①-2 協議の
実施

②-1 10回30
回
※上半期で目
標値を達成し
たため上方修
正しました。

②-2 設定

○

①-1　差別解消の施策を障がい者
プランと連動した効果的な取り組み
の推進が図れるよう「町田市障がい
者施策推進協議会」が「障害者差
別解消法」に基づく「障害者差別解
消支援地域協議会」の機能を兼ね
るとする整理を行いました。

②-1　小学校、町田商工会議所、
地域ネットワーク会議等で出前講
座を計16回実施しました。

②-2　指標の設定に向け、ちょこっ
とアンケート実施の準備を進めまし
た。
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生活困窮者等
に対する就労
に向けた支援
の充実

生活困窮者等のうち、すぐに安定した自立のため
の就労が困難な方に、ボランティア体験や就労体
験の場等を提供し、働くことの大切さや喜びを体験
してもらうことで、本人の就労意欲や就労能力を高
めます。
また、ＮＰО法人や民間企業、ハローワーク、保健
所などと分野横断的な連携を強化することで就労
実績に繋げ、生活困窮者等の安定した自立に向け
た支援を行います。

就労準備支援事業を経
た就労者数

8人 ○

ダリア園等での活動に加え、新たに
動物飼育に関するボランティアを開
始するなど、計14回のボランティア
活動を実施し、83人の方に参加を
いただきました。
また、これから就職活動を行う方向
けに、ビジネスマナー等に関するセ
ミナーを3回実施し、対象者60人の
内20人の方に参加をいただきまし
た。
結果、上半期における就労準備支
援事業を経た就労者数は5人となり
ました。

・引き続き、ボランティア
活動や、就職活動に役
立つセミナー等の講座を
実施します。

・これから就職活動を行
う方のうち、まだセミナー
等に参加をしていない方
を対象に、電話や手紙、
訪問によるアプローチを
積極的に行い、より多く
の参加を促し、参加者の
就労に関する意欲や能
力を高めていきます。

支援を充実させるために、自立支援策を日常
生活・社会生活・就労の三段階に分類し、対
象者のニーズにあった支援を実施しました。
・日常生活の自立支援策として、基本的な生
活習慣に課題がある方にはフリースペースを
設置し、個々に応じて生活習慣や健康改善
へのアドバイスを行い延べ1,200人の方が利
用しました。

・社会生活の自立支援策として、社会との関り
を繋ぎ直し就労に結び付くような内容とするた
め、事業者と共に検討しセミナーの種類を増
加・充実させました。結果としてボランティア活
動32回、料理体験2回、運動活動9回、就職
活動に役立つセミナー等70回を実施しまし
た。

・就労自立支援策として、就労に向けた基礎
的技法及び知識の習得や体験の支援を行い
ました。2024年度から市とハローワークが毎月
開催している支援調整会議にＮＰＯ法人が参
加をすることにより、利用者ごとにどのような職
種・職業が良いかなどの支援方針をより明確
にして求職活動の支援を行うことができまし
た。
なお、対象者への支援が途切れないように電
話やメールもしくは訪問により生活状況の把
握に努めました。

特に就労支援策における個別の支援方針を
具体的に行ったこと、昨年度の実績や課題を
踏まえてより良く効果を上げるために事業者
や関連機関と密な連携を取り協同した結果、
2024年度における就労準備支援事業を経た
就労者数は21人となりました。
また、就労後も、電話や面談など月1回のアフ
ターフォローを行い、就労の定着に向けた支
援を行いました。

21人 A

A:当初の
目標を大
幅に上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、引きこ
もり等の方でも参
加がしやすいセミ
ナーの企画や優
良な就労体験先
の維持・開拓を
継続して行うこと
で自立に向けた
支援を行いま
す。
加えて就労者の
退職を防ぎ自立
した生活を継続
してもらうための
定着支援を積極
的に行います。

7 3 -
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8 7

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

①成年後見制度利用支援事業における業務委託
先との定例会議をオンラインにて実施し、移動時間
を削減することにより業務効率化を図り、時間外勤
務時間数を削減します。

②より効率的な指導監査が行えるよう、デジタル
ツールを導入していきます。

①成年後見制度利用支
援事業における業務委
託先との定例会議にか
かる移動時間

②デジタルツール等の
活用により効率化を行っ
た指導監査の分野数
（全4分野：法人、介護、
障がい、児童）

①0時間（2023
年度比100％
減）

②1分野での
効率化達成

○

①業務委託先との調整により定例
会議をオンライン化しました。これに
伴い、移動時間を26時間削減しま
した。

②今年度に効率化達成目標の1分
野において、実地指導の際にノート
PCを持参して試験的運用を開始し
ました。
運用の検証の結果、デジタル化に
向け各種様式を改定する必要があ
ることや、実地指導場所の電波環
境によってはノートPCが使用できな
い場合があること等が明らかになり
ました。

①引き続き、定例会議を
オンラインで実施し移動
時間を削減することによ
り、効率的に業務を遂行
し、時間外勤務時間数の
削減につなげます。

②運用の検証結果を踏
まえ、デジタル化に適し
た様式に改定してペー
パーレス化を進め、業務
を効率化していきます。
※ノートPCが使用できな
い場合も想定し、予備的
な紙での使用にも配慮し
た改定を行います。

①定例会議をオンラインで実施し、移動時間
について下半期は24時間、年間で50時間削
減しました。また、削減時間を他の業務に充て
ることにより、時間外勤務時間数の削減につ
なげました。

②目標のとおり、1分野において実地指導の
際にノートPCを使用することにより、これまで
必要だった事務プロセスの削減に成功し、効
率化することができました。
それ以外の部分でも、実地指導当日以外の
事務についても、ペーパーレス化や、様式の
見直しや統合等により、同じく事務プロセスを
削減して効率化できました。

①0時間

②1分野での
効率化達成

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①引き続き、デジ
タルツールを活
用した業務効率
化を進めるととも
に、対面会議の
有効性を含め、
性質に合わせた
適切な会議形式
について検討し
ていきます。

②他の3分野でも
効率化を達成す
るには、各分野
特有の事情を把
握し、それに適し
た形でのデジタ
ル化が必要で
す。
2025年度以降
は、その調査を
行いつつ、効率
化を進めます。

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

3歳未満の子を
養育している職
員が時間外勤務
をした日の割合
を10％以下にす
るという取組の必
要性から、引き続
き、Microsoft365
を通じた業務改
善を進め、生ま
れた風土の定着
を推進し、時間
外勤務をした日
の割合10％以下
を目指します。

9 8 -
仕事と育児の
両立推進の取
組

3歳未満の子を養育している職員が、周りの声掛け
や自ら時差勤務やテレワークの活用など子育てし
やすい制度を積極的に活用できる風土を職場内で
醸成することで、職員一人一人の意識改革を促し
ます。また、部の労働安全衛生委員会で各課の時
間外勤務状況のモニタリングをし、分析と評価を行
います。以上の取組を進めることにより、仕事と家
庭を両立できる職場環境づくりに努めます。

3歳未満の子を養育して
いる職員が時間外勤務
をした日の割合(対象職
員数10人)

部の労働安全衛生委員
会での月ごとの時間外
勤務状況の分析や評価
を行い、各職場にフィー
ドバックすることで、翌月
の時間外削減に活かし
ていきます。
職場全体の時間外を削
減していくことで、結果と
して、3歳未満の子を養
育している職員の時間外
削減にもつなげていきま
す。

3歳未満の子を養育している職員（10人）が時
間外勤務をした日の割合は3月末現在で
19.2％となり、目標値を超過しました。
会議時間の短縮や業務の複数人体制の徹
底、Teamsを通じた担当間打合せやリモート
会議など対面の会議以外の方法も取り入れ、
業務効率化を行いましたが、目標達成には及
びませんでした。
一方で、本取組を掲げたことで生まれた業務
効率化により、子育てしている職員が帰りやす
い風土づくりを推進できました。その結果、3
歳未満の子を養育している職員の時間外日
数は年度当初と比較して、年度末時点では半
数以下にすることができました。

19.2%10%以下 △

3歳未満の子を養育している職員
（10人）が時間外勤務をした日の割
合は、8月末時点で10.3％となり、
目標値を超えてしまいました。しか
しながら、周りの職員の声掛けによ
り、職員一人一人に時間外に対す
る意識の変化が見られるようにな
り、子育てしている職員が定時で帰
りやすくなる風土作りが職場内で生
まれつつあります。また、時間外に
つながりがちな会議の開催方法に
ついて、ルールを設けたことで、会
議時間の短縮にもなり、業務改善
につながりました。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

いきいき生活部

佐藤　智恵

部名

部長名

住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせる社会を目指し、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各制度の安定的な運営を図ると共に、介護予防の取組や認知症の人とその家族への支援などを推進します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○高齢となり、支援が必要となっても、住み慣れた地域でいつまで
も安心して暮らせることができる環境が求められています。
○高齢者人口の増加に伴って多様化する、介護や生活支援・見守
り等のニーズへの対応が求められています。
○国民健康保険制度では、必要な時に必要な医療を受けられるよ
う安定的な運営が求められています。
〇国民健康保険の財政健全化に向けた取り組みは、被保険者の
急激な負担増加とならないことが求められています。
〇「第6期町田市国民健康保険事業財政改革計画」では、2018年
度当初予算における国民健康保険事業会計の赤字繰入額を、
2027年度までの10年間で50％削減し、2032年度までに完全解消
する目標を設定しています。
〇自宅や職場などからインターネットを通じて行政手続きができる
サービスを増やすことが求められています。
○高齢者数の増加により、介護保険総事業費が年々増加していま
す。「第8期町田市介護保険事業計画」において5,750円であった
第１号被保険者の介護保険料月額基準額は、「第9期町田市介護
保険事業計画」では6,040円となりました。介護保険制度の丁寧な
制度説明及び適正かつ効率的な運営が求められています。

○高齢者への必要な支援や情報提供を行うための総合相談窓口
として、「高齢者支援センター」を市内12か所に設置しています。ま
た、住民の利便性を高めるため、地域の住民から相談を受け付
け、集約した上で、高齢者支援センター本体につなぐ機能を持つ
窓口として「あんしん相談室」を各高齢者支援センターの区域に1
か所ずつ設置しています。
○高齢者支援を充実していくために、在宅医療・介護連携機能強
化型地域包括支援センター「医療と介護の連携支援センター」を
設置し、高齢者支援センターの後方支援を行っています。なお医
療と介護の連携に特化した機能強化型センターの設置は都内の
他自治体では例がありません。
○町田市内の60歳以上の高齢者が無料で使用でき、健康に関す
る活動や相談ができる高齢者福祉センター（ふれあい館）が6館あり
ます。
○国民健康保険の被保険者一人あたりの保険給付費は、被保険
者の高齢化に伴う医療費の高額化などにより年々増加していま
す。保険税等の安定した財源の確保と、医療費適正化の推進や保
険給付の適正化などの取組みが求められています。
○後期高齢者医療事業会計の歳出総額は後期高齢者数の増加と
医療給付の増加に伴い、年々増加しています。このため、後期高
齢者の健康の維持・増進のための取組が求められています。
○介護保険給付費は年々増加しています。このため、保険料等の
安定した財源の確保と、介護認定や介護給付の適正化など、介護
保険制度の持続可能かつ適切な運営管理が求められています。
○町田市には介護人材に特化して取り組みを行う「町田市介護
サービスネットワーク　町田市介護人材開発センター」があり、市と
協力して市内の介護人材の確保・育成・定着に取り組んでいます。
○町田市には、介護予防や生活支援に取り組むボランティア団
体、NPO、民間企業などの地域資源が約1,100団体あります。
〇町田市内には、認知症を正しく理解し地域で見守る「認知症サ
ポーター」が38,918人います（2023年度末時点）。サポーターの中
には、「認知症の人とともに活動したい」という人が増えています。
〇認知症の人やその家族が気軽に集まり交流できる「認知症カ
フェ（Dカフェ）」について、町田市はスターバックスコーヒージャパ
ン株式会社と協定を締結し、市内3か所の店舗で開催しています。
この他にも、地域住民等が主催するものを含めると、市内22か所で
Ｄカフェが開催されています（2023年度末時点）。

○介護予防に資する「通いの場」のうち、週1回以上開催している
場の総数が、多摩26市で1位（※）となっています。また、介護予防
に関するボランティア等の育成人数も、多摩26市で1位となってお
り、介護予防の拠点づくりや人材の育成に強みを持っています。ま
た、「通いの場」に参加している人は、要介護や要支援と認定され
る割合が低く、その中でも運動を行うグループに週１回以上参加す
る人は、さらに良い結果を示すことが確認できています。このような
成果を確認しながら介護予防・フレイル予防事業を展開していま
す。
（※）厚生労働省が実施した「令和3年度介護予防・日常生活支援
総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査」
〇特別養護老人ホームの整備率について、町田市は東京都全体
や南多摩圏域の平均と比較し、高い整備率となっています。(2023
年3月末時点)
また、認知症高齢者グループホームの整備率については、町田市
は東京都全体の平均と比較すると低く、南多摩圏域の平均と比較
すると、高い整備率となっています。（2023年2月1日時点）
○1人あたりの国民健康保険給付費は、多摩26市中11位、保険税
調定額は多摩26市中10位です（2022年度）。
○国民健康保険事業会計における1人あたりの一般会計からの法
定外繰入金(赤字)26,665円は、都平均14,895円、全国平均4,927
円を上回っており、全国的に見て赤字解消が遅れています(2021
年度)。
〇第9期(2024～2026年度)の介護保険料月額基準額6,040円は、
多摩26市平均額より26円低く、多摩26市中金額が低い方から12位
となっています。
○介護分野に特化して、人材確保に取り組む独自法人があるの
は、多摩26市中で町田市のみとなっています。市はこの法人の立
ち上げから継続して支援を行っています。

○2024年4月1日時点の高齢者数は117,562人で、高齢化率は
27.30%となっています。そのうち、後期高齢者数は70,032人で、前
年同月と比べ2,185人の増加となっています。
○平均寿命の延びや生活様式の変化によって、高齢期の過ごし方
も多様化しており、高齢者の活躍の場が求められています。
○高齢者人口の増加に伴い、見守り、介護予防プラン作成、虐待
ケース対応等、高齢者支援センターの業務が増加しています。
○2024年3月末時点の国民健康保険被保険者数は77,277人で、
前年度に比べ3,340人減少しています。また、2024年2月末時点の
後期高齢者医療被保険者数は67,501人で、前年度に比べ、2,162
人の増加となっています。
○2024年3月末時点の要介護（要支援）認定者数は24,688人、そ
のうち、89％にあたる21,940人が後期高齢者であり、前年同月に比
べ1,161人の増加となっています。今後、後期高齢者の増加に伴う
認定者数の増加が見込まれます。
○新型コロナウイルス感染症の流行を契機に活動を休止した方
や、様々な事情により外出困難な方等に対し、オンラインツールの
活用や自宅でも簡単にできるトレーニングの普及など、介護予防活
動が継続できるような環境づくりが求められています。
○内閣府は、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を
持って日常生活を過ごせる社会を目指し、2019年度に「地域認知
症施策推進大綱」を策定しました。こうした国の動向を注視しなが
ら、認知症とともに生きるまちづくりを進める必要があります。また、
2023年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」
が成立し、認知症施策に関する基本理念や、地方自治体の責務
等が定められました。
〇町田市の認知症の高齢者数は2020年時点で約18,000人と推定
されます。2040年には約1.5倍の約27,000人まで増加し、高齢者の
ほぼ5人に1人が認知症となる見込みです。
○介護保険事業所は慢性的な人材不足の状態にあります。更に
今後は、高齢者人口の増加に伴い介護サービスの需要が増加す
る一方で、少子化による働き手の減少が見込まれます。人材の確
保・育成・定着に向けた取組を強化する必要があります。
〇高齢化の進展により、事業の対象者が増えていることから、デジ
タル技術を活用するなど各種業務を効率的に処理する必要があり
ます。
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6 ワーク・ライフ・バランスの推進 1人あたりの時間外勤務の時間数/年度 169時間（2023年度）
152時間以内
（2023年度比10%減）

5 部の事務事業見直しの取組
部内一般会計分の消耗品費の発注・支払い業務
の一元化検討・実施

未実施 実施

4 「シティプロモーション」に関する取組 プレスリリース件数 6件
12件 8件
※当初目標を達成したため、目標を上方修正しま
した。

3 オンライン手続きの推進 オンライン手続き可能な手続き件数 16件
40件 36件
※当初目標を達成したため、目標を上方修正しま
した。

2 デジタル技術を活用した介護認定事務の効率化
①認定調査票を電子伝送化した比率

②認定審査会資料を電子化した比率

①12%

②20%

①60% 50%

②60% 55%
※当初目標を達成したため、目標を上方修正しま
した。

部名 いきいき生活部

部長名 佐藤　智恵

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1

地域包括ケアシステムの深化・推進
　①介護人材の確保・育成・定着
　②介護予防・フレイル（※）予防の推進
　③認知症の人やその家族の居場所づくり

※「フレイル」とは、加齢により心身機能が低下して、要介護状態となる危険性
が高いが、適切な取組を行うことにより、健康に戻ることが可能な状態のこと。

①-1　介護人材センターによる就労人数

①-2　介護の資格取得支援者数（研修受講者数・
累計）

②自主グループ参加者の介護保険要介護認定状
況が、前年度と比べて維持又は改善した割合

③まちづくりワークショップ参加者数

①-1　63人

①-2　70人

②91%

③88人

①-1　75人

①-2　320人

②90%以上維持

③100人

①-1　2026年度

①-2　2026年度

②2026年度

③2026年度

①2025年度　2026年度

②2028年度

2028年度

2025年度

2024年度

2024年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

3 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

認知症の人や
その家族の居
場所づくり

「認知症とともに生きるまち」を実現するため、認知
症の人やその家族、医療や介護の専門職、地域住
民等多様な関係者が参加するワークショップを開
催します。ワークショップでは「16のまちだアイ・ス
テートメントの普及」「認知症の人の社会参加」につ
いてアイデアを出し合い、実現に向けた支援を行
います。

まちづくりワークショップ
の参加者数

100人 △

認知症の人を含めた地域住民等を
対象に、認知症の人の「やりたいこ
と」や「希望」などの生の声を参考に
しながら、認知症の人と一緒に行う
地域活動のアイデアを話し合うワー
クショップを8月に実施する予定で
したが、台風10号の影響により、中
止としました。

2 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

介護予防・フ
レイル予防の
推進

自主グループの活動に参加する方の健康状態や
介護保険要介護認定状況の維持・改善を図るた
め、以下の3つの支援を行います。

①「町トレ」を行う自主グループに対し、リハビリテー
ション専門職が実技指導や体力測定などを行いま
す。

②介護予防活動を行う自主グループを対象とし
て、栄養学習や口腔体操などの介護予防に役立
つメニューを提供します。

③オンラインツールの使用方法を学ぶ講座を開催
して、自宅からでも自主グループ活動に参加できる
環境を整備します。

自主グループ参加者の
健康状態や介護保険要
介護認定状況が、前年
度と比べて維持又は改
善した割合

90%以上 ○

①「町トレ」を行っている70グループ
に対して、リハビリテーション専門職
による支援を計109回行いました。

②自主グループに対し、栄養学習
や口腔体操などのメニューを紹介
するチラシを配布したほか、自主グ
ループ間の交流会や介護予防に
関する講座を活用し、参加者へメ
ニューの周知を行いました。また栄
養学習や口腔体操などの講座を10
グループに回実施しました。
※中間確認と年度末確認で文言を
統一しました。

③オンラインツールの使用方法を
学ぶ講座を1回開催したほか、8ヶ
所の拠点に相談窓口を合計90回
設置しました。また、グループの活
動先等への出張相談を5回行いま
した。

介護人材の確
保・育成・定着

就労相談会や面接会、求職・求人アプリなどのICT
を活用した相談と研修等を通じて、介護人材バンク
による市内介護事業所への就労マッチングを推進
します。
また、介護職員としての基礎知識や技術を習得す
る資格であり、身体介護を行うために必須である、
介護職員初任者研修の受講を支援することにより、
新たな介護人材を確保します。また、部屋の掃除
や食事の片付けなどの周辺業務に無資格で従事
している職員のステップアップを通じて、育成・定着
を支援します。

①介護人材センターによ
る就労人数

②資格取得者数（研修
受講者数）

①75人

②70人

①集合型の就労相談会や面接会
を10回開催しました。また、求人求
職アプリなどを活用し、あわせて24
人が就労に繋がりました。

②介護職員初任者研修について、
学校・子どもセンターでのチラシ配
架や広報等で周知をし、45人から
申込がありました。

①引き続き、就労相談会
及び面接会を実施して
いきます。

②市民向け研修会等に
おいて資格取得支援事
業の周知及び受講者の
募集を行い、資格取得を
支援していきます。また、
育成・定着支援のための
研修も実施します。

①集合型の就労相談会及び面接会を24回開
催したことに加え、「介護の入門的研修」等の
市民向け研修において参加者を対象とした就
労相談を実施しました。
人材の確保は厳しい状況が続いていますが、
介護職員初任者研修の資格取得支援や、求
職・求人アプリの活用、オンラインでの就労相
談の実施などの細やかな支援により、53人が
就労に繋がりました。
②市内の介護事業所等に新たに就労する方
及び就労中の方を対象とした介護職員初任
者研修の資格取得支援を行い、58人が研修
の受講を修了しました。

①53人

②58人

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

D○

以下の取組みを実施す
るとともに、2月に自主グ
ループ参加者の要介護
認定状況の確認及び前
年度との比較を行いま
す。

①引き続き、リハビリテー
ション専門職による「町ト
レ」のスタート応援及び
継続支援を実施します。

②高齢者支援センターと
連携し、自主グループの
ニーズに応じて情報提
供を行います。

③グループのニーズに
応じ、引き続きオンライン
ツール活用に向けた支
援を行います。

年間を通じて以下の取り組みを行った結果、
要介護認定状況の維持改善率が92.8％（速
報値）となり、目標を達成することができまし
た。
①「町トレ」を行っている自主グループのうち
83グループに対して、リハビリテーション専門
職による支援を合計146回行いました。
②自主グループを対象に、栄養や口腔に関
する講座を、6センターで合計16回実施しまし
た。
③オンラインツールの使用方法を学ぶ講座を
2回開催したほか、8ヶ所の拠点に相談窓口を
合計171回設置しました。また、グループの活
動先等への出張相談を12回行いました。

92.8%
（速報値）

C

高齢化が進む
中、住民主体の
介護予防の取り
組みは今後益々
重要となるため、
引き続き、高齢
者支援センター
やリハビリテー
ション専門職等
の関係機関と連
携して、グループ
活動の充実を
図っていきます。

10月に専門職等を対象
に、「16のまちだアイ・ス
テートメントの普及」を
テーマとしたワークショッ
プを開催します。また、8
月に中止したワーク
ショップの開催及びアイ
デアの実現支援につい
ては関係者と調整し、年
度内に実施します。

10月に「16のまちだアイ・ステートメントの普
及」をテーマとしたワークショップを開催し40人
が参加しました。12月に認知症の人と一緒に
行う地域活動のアイデアを話し合う「“やりた
い”思いをつなぐワークショップ」を開催し、認
知症の人を含む33人が参加しました。ワーク
ショップ開催後は、出てきたアイデアの実現に
向けた支援を行いました。
加えて、認知症について考える普及啓発イベ
ントである「まちだDサミット」では、「認知症とと
もに生きるまち」の一員として参加者が出来る
ことを考えるワークを行い、60人が参加しまし
た。

133人 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

16のまちだアイ・
ステートメントに
ついては、ワーク
ショップで出され
たアイデアをもと
に、有効な普及
方法を検討・実
践します。
認知症の人の社
会参加について
は、ワークショッ
プで出された認
知症の人の「やり
たいこと」の実現
に向けて、引き続
き、関係者の調
整や課題の整理
などの支援を行
います。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

介護サービスを
安定的に供給す
るため、引き続き
就労相談会・面
接会等を実施す
るとともに、介護
職員初任者研修
の資格取得支援
をし、人材確保に
努めます。また、
実務者研修修了
者への補助を開
始し、介護人材
の定着・育成の
支援をします。

いきいき生活部

佐藤　智恵

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

一般会計分の消耗品に
係る発注・支払い業務に
ついて、部内一元化の
運用を開始します。

一般会計分の消耗品に係る発注・支払い業
務の部内一元化について、上半期に一元化
の運用方法の検討を行い、10月から部内一
元化の運用を開始しました。その結果、各課
で実施していた発注・支払い業務を取りまとめ
ることで、各課の事務を削減し、部全体として
事務を効率化することができました。

実施 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

各課の負担軽減
のために業務の
見直しを実施し、
引き続き業務の
効率化に取り組
みます。

7 5

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

部内の一般会計分の消耗品について、発注・支払
い業務を一元化することにより事務の効率化を図り
ます。

一元化の実施 実施 ○

一般会計分の消耗品に係る発注・
支払い業務について、部内一元化
に向けた運用方法について検討を
進めました。

6 4 -
「シティプロ
モーション」に
関する取組

市内外の多くの人が市の高齢者施策に関して興味
や関心を抱き、市を訪れる人、住む人や働く人が
増えるよう、情報発信等に取り組みます。

プレスリリース件数

10件　6件
※当初目標を
達成したた
め、目標を上
方修正しまし
た。

◎

6件のプレスリリースを実施しまし
た。
プレスリリース内容は以下のとおり
です。

・ICT 機器を活用した高齢者見守り
事業の開始
・介護の仕事のやりがいや働く方の
想いなどを紹介する「介護のしごと
魅力発信」
・9月の「認知症月間」に合わせて
様々な取り組みの実施
・小学生を対象にした介護施設で
介護の仕事が体験できる「まちけあ
★キッズ かいごのお仕事体験」の
開催
・民間事業者と移動販売の実施に
関する協定を締結
・救急医療情報キットの自作可能に
ついて周知

①当初の目標を上方修
正し、引き続き、調査票
の電子伝送化への移行
の働きかけを実施しま
す。

②当初の目標を上方修
正し、引き続き、認定審
査会の委員に対し電子
資料の利用促進を行い
ます。

①外部の介護サービス事業者に対し調査票
の電子伝送化への働きかけを年間を通し継続
して行ったことで、電子伝送化比率は目標値
の37%を達成しました。その結果、調査票の郵
送にかかる手間や時間が削減され、介護認定
事務を効率化することができました。

②認定審査会の委員に対し電子資料の利用
促進を年間を通し、継続して行ったことで、認
定審査会資料を電子化した比率は目標値を
上回る50%となりました。その結果、認定審査
会資料の郵送にかかる手間や時間が削減さ
れ、介護認定事務を効率化することができま
した。

①37%

②50%
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 3 -
オンライン手
続きの推進

申請手続きにおける市民や事業者の利便性の向
上のため、オンライン手続きの導入と活用を推進し
ます。

オンライン手続き可能な
手続き件数

32件　20件
※当初目標を
達成したた
め、目標を上
方修正しまし
た。

◎

成人健康診査受診券の再発行や、
ICT機器を活用した高齢者見守り
事業の利用申請、介護サービス事
業者からの事故報告の受付方法な
ど7件のオンライン手続きを導入し
ました。

4 2

個
別
計
画

デジタル技術
を活用した介
護認定事務の
効率化

①市全体の認定調査のうち、市職員による調査は
認定調査タブレットの導入により電子伝送化が完了
しています。外部の介護サービス事業者への委託
分についても、認定調査票を電子伝送化する件数
の増加を目指します。

②認定審査会の委員の年齢層が広いため、一定
の時間をかけて認定審査会資料を電子化する委
員数の増加を目指します。

①認定調査票を電子伝
送化した比率（外部介護
サービス事業者への委
託分）

②認定審査会資料を電
子化した比率

①37% 20%

②40% 27%

※当初目標を
達成したた
め、目標を上
方修正しまし
た。

◎

①外部の介護サービス事業者に対
し調査票の電子伝送化への働きか
けを行ったことで、認定調査票の電
子伝送化比率は34%となり目標値を
超える成果をあげることができまし
た。

②認定審査会の委員に対し電子資
料の利用促進を行ったことで、認定
審査会資料を電子化した比率は
37%となり目標値を超える成果をあ
げることができました。

LINEを活用した認知症
サポーターの登録手続
きなど、引き続き、市民
や事業者の利便性向上
を図るため、オンライン手
続きの導入に向けた検
討と準備を進めます。

①調査票の電子
伝送化に関し
て、複雑な手続
きが必要と誤解し
ている事業者が
まだ多くいます。
そのため、負担
なく始められるこ
とを改めて説明
する必要がありま
す。周知や説明
方法について見
直しを行い、調
査票の電子伝送
化を推進してい
きます。

②全委員が電子
資料を利用でき
る環境を整備す
る必要がありま
す。貸与用の端
末を用意すること
で、認定審査会
資料の電子化の
さらなる促進を図
ります。

上半期に引き続き、下半期も国民健康保険の
加入・脱退や、高額療養費の申請、介護保険
郵送物送付先変更依頼など18件（年間で25
件）のオンライン手続きを導入し、市民や事業
者の利便性向上を図りました。

41件 A

A:当初の
目標を大
幅に上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

市民や事業者の
利便性向上のた
め、引き続きオン
ライン手続きの導
入と活用を推進
します。

引き続き、高齢者施策に
関する様々な取り組みの
情報発信等を行います。

上半期に引き続き、下半期も7件のプレスリ
リースを実施し、年間で13件のプレスリリース
を実施しました。
下半期のプレスリリース内容は以下のとおりで
す。
・介護のしごと魅力発信冊子の発行
・「第18回町田市医療・介護・福祉研究大会
アクティブ福祉in町田’24 」の開催
・「福祉の現場をのぞいてみるバスツアー！」
の動画公開
・FC町田ゼルビアと連携協定を締結～高齢者
施策推進に係る連携を強化～
・「まちだＤサミット～認知症とともに生きるまち
づくりの“いま、ここ”～」の開催
・“こころいきいきつながろう「シルバー展」”の
開催
・「第18回町田市医療・介護・福祉研究大会
アクティブ福祉in町田’24 」の動画公開

13件 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

市の高齢者施策
に関する取り組
みをより多くの市
民等に知ってい
ただくためには
継続的な情報発
信が必要です。
引き続き効果的
な情報発信を実
施します。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

8 6 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

業務の平準化や効率化等により時間外勤務時間を
削減し、職員のワーク・ライフ・バランスを推進しま
す。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

152時間以内
（2023年度比
10%減）

○

Teamsを活用した事務の効率化や
各業務の繁忙期には係を超えた柔
軟な応援体制を作って対応するな
ど時間外勤務時間数の削減に努め
ました。
職員一人当たりの時間外勤務の時
間数は、8月末現在で73時間と、前
年度の同月末81時間と比較し減少
しました。

業務の進行管理及び時
間外勤務実施内容の確
認を徹底します。また、
業務の工程を点検し、簡
素化・効率化に取り組
み、時間外勤務時間の
削減を図ります。

業務の進行管理及び時間外勤務実施内容の
確認を徹底しました。また業務の割振りの見
直しやデジタル技術を活用した効率化等によ
り、時間外勤務の削減に努めました。
職員一人当たりの時間外勤務の時間数は150
時間と、前年度の169時間から11%減少しまし
た。

150時間/人 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

高齢者人口の増
加に伴い、部の
業務量も増加し
ています。引き続
き、デジタル技術
等を活用し、業
務の効率化や事
務の簡素化に取
り組みます。また
業務分担や業務
手順の適正化を
図り、職員1人当
たり時間外勤務
の時間数の削減
を図ります。
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すべての市民が健康で、住み慣れたまちで安心し希望を持って生活が送れる社会の実現を図るため、こころの健康を含む健康づくり、健康危機管理等を促進するとともに、法に基づく事業者への監視指導、立入検査を着実に実施します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

〇市民が健康や、必要な支援に関する様々な正しい情報を容易
に入手できることが求められています。

○市民をがんによる死亡から守るため、がんに関する正しい知識の
周知及び科学的根拠に基づくがん検診を適切な精度管理の下で
実施することが求められています。

○自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他関連施策と
の有機的な連携のもとに推進され、市民の誰もが自殺に追い込ま
れることのない社会を実現することが求められています。

○安心して母子ともに健康な状態で出産ができることや出産後も育
児に関して継続的支援が受けられることが求められています。
 
○予防接種に関する正しい情報を容易に入手し、希望する予防接
種の接種機会の確保が求められいます。

○精神疾患、難病疾患のある方が、医療や福祉制度について相
談することができる環境があり、生きづらさを感じることなく安心して
生活が送れる社会が求められています。

○ペットを飼っている人も飼っていない人も、住みよい暮らしがおく
れるよう、人と動物の共生する社会が求められています。

○安全で健康的に暮らせるよう、飲食店や公衆浴場等の、生活衛
生に関する事業所への、適切な衛生管理指導が求められていま
す。

〇保健所の事業を推進するにあたり、町田市医師会や町田市民病
院を中心とした、医療関係者の協力を得ながら進めることができま
す。

○地域の関係機関等が参加する自殺対策推進委員会と、自殺対
策に関連する部署で構成する自殺対策推進庁内連絡会を設置し
ており、関係機関が連携して、自殺対策を推進していくことができま
す。

○妊娠届提出後の全妊婦を対象に面談を実施し、必要な方に個
別支援計画を策定しています。また、面談を受けやすい環境を整
えるため、オンライン面接や各地域の市民センターでの出張面接
を実施しています。

○マイナンバーカードを利用した、国民・医療機関・自治体の間の
情報連携を実現するシステム（PMH:public medical hub）につい
て、町田市は、母子保健（乳幼児健診）事業で、国の実証実験（乳
幼児健診）に参加しています。PMHは2026年からの全国展開が予
定されており、システムの運用や事業の進め方などが、この実証実
験を通じて早期に見通せるようになります。

○町田市で養成した、『町田市食育ボランティア』が地域で活躍し
ています。地域とつながるボランティア団体が活躍することで、地域
の実情やニーズに応じた食育推進が可能となります。

○動物愛護の推進に取り組むため、ボランティアと連携して、終生
飼養・適正飼育の啓発や、地域猫対策活動への支援、災害対策を
進めています。

○町田市は、多くの専門職を監視員として擁しており、監視員が適
確な指導を実施できるよう、実務研修等へ参加し研鑽を積んでい
ます。

〇多摩26市のうち、保健所政令市は八王子市と町田市のみです。
保健所政令市として、地域に密着した保健活動と専門的な保健衛
生サービスを提供することができます。

〇多摩26市のうち、八王子市と町田市のみが、平時からの健康危
機管理体制強化のための感染症予防計画と健康危機対処計画を
策定しています。

○町田市では、若年層に向けた自殺対策の取組として、2019年度
からインターネット検索連動広告掲載事業を、2020年度からはＳＮ
Ｓ自殺防止相談事業を他市に先駆けて実施してきました。
ＳＮＳ自殺防止相談事業については、2023年度時点で都内では町
田市を含めて7市区町村で実施しています。

〇2023年町田市の自殺死亡率（人口10万あたり）は15.1で、東京
都の17.4より低くなっています。

○産後ケア事業について、2023年度から所得に関わらない利用料
金の減額を開始しました。2023年度時点で、同様の減額制度を
行っているのは多摩26市のうち、5市（町田市含む）です。

○在宅難病患者支援の1つとして、浸水予測区域、土砂災害警戒
区域等に居住する在宅人工呼吸器使用難病患者が被災を防ぐた
めの避難入院の仕組みづくりを、関係機関と協働して進めます。東
京都内で初めての試みです。

○「食育に関心がある」割合は、町田市民で77.0％となっており、全
国の79.5％よりも低い値です。市民の多様なライフスタイルに応じ
た食育を推進するため、様々な主体によるきめ細やかな食育が必
要です。

〇町田市における犬の登録頭数は、2023年度末現在24,577頭
で、多摩26市では八王子市に次いで多くなっています。

○新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、国や東京都と連携し
た医療提供体制の強化、保健所機能・体制の強化が求められてい
ます。

○2022年10月14日に新たな自殺総合対策大綱が閣議決定され、
「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」や「女性に対する支
援の強化」、「地域自殺対策の取組強化」、「新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を踏まえた対策の推進など」を追加し、総合的な
自殺対策の更なる推進・強化を掲げています。
町田市においても、新たな自殺総合対策大綱を踏まえ、2024年3
月に策定した「まちだ健康づくり推進プラン24-31」に基づき、自殺
対策を推進していく必要があります。

○2022年に公布された「児童福祉法等の一部を改正する法律」に
おいて、2024年4月から全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対
し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機関
として、子ども家庭センターの設置に努めることとされました。
町田市においても、2024年４月に子ども家庭センターを設置しまし
た。

〇2021年度に災害対策基本法が改正し、避難行動要支援者の円
滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画の作成が市町
村の努力義務となりました。計画の作成に向けて、庁内外の関係
部署や機関との連携を図ります。

〇動物愛護の意識の高まりや自然災害が多発している状況を受
け、飼育動物の災害対策の重要性が広く認識されるようになりまし
た。それに伴い、普段の飼育方法や災害時の備えについて普及
啓発をより進めていく必要があります。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

保健所

河合　江美

部名

部長名
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①2024年度

②2026年度

2027年度

2024年度

2024年度

2026年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の推進
①出生世帯数に対する面接の実施率

②産後ケア利用申請数

①95.3%

②993件
（2024年3月31日時点）

①85％以上
※「まちだ健康づくり推進プラン24-31」で設定して
いる目標値

②1,090件

①2024年度

②2031年度

部名 保健所

部長名 河合　江美

目標値

2 自殺対策の推進
①普及啓発の実施回数

②自殺死亡率（人口10万人あたり）

①12回

②15.1

①12回

②12.2

3 食育の推進 分野を横断した食育推進新規事業数 1件　（2023年度から開始） 5件

4 難病患者の災害対応に向けた体制整備
個別避難計画のモデル作成数 0件 鶴川地区3件

5 災害時動物対策の普及促進 災害時動物対策の普及啓発数
8回/年度
（2023年度実績）

8回/年度

6
業務・事務の効率化・サービス向上
（デジタル化）

申請や結果通知などをオンライン化した件数
26件

31件

2024年度7 業務効率化及び業務遂行力の向上 1人あたりの時間外勤務の時間数
117時間
（2023年度時間外勤務時間数）

105時間
（2023年度比10％減）
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

個
別
計
画

引き続き切れ目
ない支援の推進
のため、伴走型
相談支援を続け
ていきます。

保健所

河合　江美

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

「子どもにやさ
しいまち」の実
現に向けた取
組

妊婦面接やこんにちは赤ちゃん訪問に加え、国の
出産・子育て応援交付金を活用した経済的支援と
妊娠8か月時点でのアンケートと面接を行う伴走型
相談支援を継続して実施し、必要なご家庭に支援
を行います。

①出生世帯数に対する
面接の実施率

②産後ケア利用申請数

①85％以上
※「まちだ健
康づくり推進
プラン24-31」
で設定してい
る目標値

②1,090件

①97.95%
・妊婦面接を受けていない妊婦へ
手紙や電話で積極的勧奨を行った
結果、目標値を達成しました。
・妊婦面接や妊娠8か月時点での
アンケート、赤ちゃん訪問を行い、
必要なご家庭に継続した支援を行
いました。
・経済的支援として対象者へ案内と
ギフトカードのお渡しをしています。

②600件
・産後ケア事業推進のため、妊婦
面接での周知や市内外の産婦人
科病院等にポスター掲示の依頼を
行いました。

①妊婦面接を受けてい
ない妊婦へ引き続き手
紙や電話で勧奨を続け
ていきます。
妊娠8か月時点でのアン
ケートから必要な妊婦へ
の支援を進めていきま
す。

②産後ケア事業の普及
のため、市内外提携医
療機関へポスター掲示
の依頼を行う予定です。

①97％
・妊婦面接や妊娠8か月時点でのアンケート、
赤ちゃん訪問を継続して行いました。面談の
結果により、必要なご家庭に継続した支援を
行いました。
・妊婦面接を受けていない妊婦へ、手紙や電
話で勧奨を積極的に行うことで、目標値を達
成しました。
・伴走型相談支援と経済的支援（出産・子育
て応援交付金事業）を一体的に実施すること
で目標値を大きく達成しました。

②1,200件
・多くの妊婦へ産後ケア事業を周知できるよ
う、市内外提携医療機関へポスター掲示の依
頼を行いました。
・オンラインでの利用申請方法を、東京共同
電子申請・届出サービスからLINE申請に移行
し、利用者にとってより身近なLINEから、利用
申請ができるようになりました。
・妊婦面接で周知を徹底するとともに、提携医
療機関でのポスター掲示により、利用申請者
が増加しました。
・4月から、一部利用施設では、生後3か月児
以降も宿泊型または日帰り型を利用できるよう
になりました。
・4月に2か所、7月に1か所、12月に1か所、2
月に1か所の計5か所の医療機関等で新たに
産後ケアの受入れを開始しました。また、訪問
型については助産師3名と新たに契約しまし
た。
・受け入れ施設及び契約助産師の増加によ
り、産後ケアをより利用しやすくなりました。

①97％

②1,200件

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B◎
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・引き続き、SNSを活用し
た相談事業を実施しま
す。

・みんなの健康だより春
号に自殺対策に関する
記事を掲載します。

・3月の国の自殺対策強
化月間に合わせて、市
内の専門学校の学生が
作成したデザインによる
ゲートキーパー普及啓
発資料を活用して、自殺
対策普及啓発キャン
ペーンを実施します。

・ゲートキーパー養成講
座を実施します。（庁内
職員向け1回、教職員向
け1回、専門職兼フォ
ローアップ向け2回）

自殺対策の普及啓発を12回実施しました。

・SNSを活用した相談事業を年間を通じて実
施しました。

・みんなの健康だよりに自殺対策に関わる記
事を2回掲載しました。
　　夏号：ゲートキーパーに関する記事
　　春号：自殺対策普及啓発キャンペーン
　　　　　　に関する記事

・国や都が定める自殺対策強化月間に合わ
せて、9月と3月に、市内の駅等でポスターの
掲示、クリアファイルの配布を行いました。ま
た、総合相談会を9月3日、3月24日に開催し
ました。

・ゲートキーパー養成講座を6回実施しまし
た。
　　市民向け：9月24日
　　地域ネットワーク向け：9月26日
　　教職員向け：12月3日
　　職員向け（MicrosoftForms）：１月
　　専門職向け：2月27日、3月19日

・「『悩み』の相談先一覧」の内容を更新して
17,000部作成し、市の施設や市内の医療機
関・薬局、教育機関などで配布しました。

①12回

②-(※国の公
表が遅れてい
るため）

C

誰も自殺に追い
込まれることのな
い社会の実現を
目指すために、
継続的な普及啓
発活動に加え、
啓発物の内容を
充実させること
や、講座等の参
加者数を増やす
取組を行い、効
果的に自殺対策
を進めていく必
要があります。

・第1回食育推進庁内連
絡会及び食育推進委員
会において、委員の方か
ら食育の連携について
いただいたご意見を踏ま
え、2025年度実施の事
業に向け、準備・調整を
行います。
・➀「お父さんのための
離乳食講習会」を１月に
実施予定です。
・③「幼児食講習会」を12
月と3月に実施予定で
す。

・庁内各課や関係団体がより一体となった事
業展開ができるよう、7月と1月に食育推進庁
内連絡会、8月と2月に町田市食育推進委員
会を開催し、今後の連携についての意見交換
等を行いました。
・分野を横断した取組として、今年度から男女
平等推進センターと連携して、母親だけでは
なく父親の育児参加に焦点を当てた内容の
講話を取り入れた「お父さんのための離乳食
講習会」を年2回行いました。
・地産地消や食品ロス削減の視点も取り入れ
た「食体験事業」を環境政策課、土地利用調
整課、及びJA町田市と連携して行いました。
児童青少年課（子どもセンター）と連携し、幼
児食講習会を開催することで、食育と地域で
の子育て支援を繋げることができました。

3件（2023年度
からの累計4
件）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

食育の視点だけ
でなく、他分野の
視点も取り入れ
た分野を横断し
た事業展開がで
きるよう、引き続
き、庁内各課や
関係団体と調整
を行っていきま
す。

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

自殺対策の推
進

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を
目指して、「まちだ健康づくり推進プラン24-31」の
施策の方向性に基づき、各取り組みを実施してい
きます。

①普及啓発の実施回数

②自殺死亡率（人口10
万人あたり）

①12回

②13.2
○

・年間を通じてSNSを活用した相談
事業を実施しています。

・みんなの健康だより夏号にゲート
キーパーに関する記事を掲載しま
した。

・9月の東京都の自殺対策強化月
間に合わせて、自殺対策普及啓発
キャンペーンを行い、市内全10駅
でのポスター掲示等を行いました。
また、9月3日に総合相談会を開催
しました。

・ゲートキーパー養成講座を2回実
施しました。(市民向け：9月24日
地域ネットワーク向け：9月26日)

・7月に「「悩み」の相談先一覧」を
17,000部作成し、市の施設や市内
の医療機関・薬局、教育機関など
に配布しました。

3 3

個
別
計
画

食育推進

講演会の開催や農業体験の実施、SNSによる情報
発信等、市民や関係団体と連携しつつ、事業を
行っています。今後は、食育とは直接関係の無い
分野とも連携し、庁内各課や関係団体がより一体と
なった事業展開を目指します。

分野を横断した食育推
進新規事業数

1件（2023年度
からの累計2
件）

○

➀7月には男女平等推進センターと
連携して「お父さんのための離乳食
講習会」を開催し、母親だけではな
く父親の育児参加に焦点を当てて
講話を行いました。
②7月に環境政策課、土地利用調
整課、及びJA町田市と連携して「食
体験事業」を開催し、市内在住の
小学3年生～中学生までの子どもと
その保護者を対象とし、農業生産
者の講話と調理実習、食品ロス削
減の講話を行いました。
③9月に児童青少年課（子どもセン
ター）と連携し「幼児食講習会」を開
催しました。幼児食の講話に加え、
地区担当の保健師の相談や子ども
センター事業の紹介も取り入れたこ
とで、地域での食育や子育て支援
につなげました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

・災害対策を含む適正飼育について、情報の
内容等を見直しつつ、ホームページなど様々
な方法で周知啓発を行いました。
・4、8月に町田市内の自主防災組織にメール
配信する「防災カレッジ」において、ペットの同
行避難に関する情報を掲載しました。
・飼育講習会における災害時動物対策に関
する普及啓発が順調に進んでいるため、3回
のうち1回について別のテーマを設定し実施し
ました。
・市民向け広報紙「ペットタウンまちだ」（8月発
行）、犬の飼い主向け広報紙「ペットタウンま
ちだミニ」（3月発行）において、ペットの災害
対策について掲載しました。
・動物愛護週間に合わせて町田市立中央図
書館で特集コーナーを設置した期間（9月12
日～10月9日）において、災害時対策を含め
た動物愛護に関する本の貸し出しが90冊あり
ました。

8回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、広報
紙やホームペー
ジ、講習会などを
通じ、啓発を行
います。

来年度の全市的
な取り組みの展
開に向けて、引き
続き作成を進め
ていきます。

説明を実施した2件につ
いて下半期に計画の作
成を進めていきます。個
別支援活動から把握さ
れる在宅人工呼吸器使
用患者の特性に応じた
課題については,個別避
難計画作成検討作業部
会にて報告・検討してい
く予定です。

・対象者が計画作成の目的を理解できるよう
事前説明を実施しました。本人と家族、地域
関係者と連携し、3件の個別避難計画を作成
しました。作成にあたっていただいた意見や
個別支援活動から見えてくる課題について整
理し、個別避難計画作業部会にて報告しまし
た。
・医療機器を使用している難病患者と家族、
地域支援者と連携し、災害訓練を2件実施し
ました。

3件 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

5 5

個
別
計
画

災害時動物対
策の普及促進

ペットの飼い主に対し、平常時の備えや、災害が発
生した際の在宅避難、同行避難などの避難行動に
ついて啓発を行います。
また、避難施設の運営従事者などに対し、同行避
難を想定した避難施設でのペットの取り扱いなどに
ついて啓発を行います。

災害時動物対策の普及
啓発数

8回 ○

・ホームページで掲載している災害
動物対策に関する情報の内容や構
成を見直し、「ペットの災害対策」と
いう項目で改めて整理したうえで、
情報発信を行いました。
・町田市内の自主防災組織にメー
ル配信する「防災カレッジ」におい
て（4月、8月）、ペットの同行避難に
関する情報を掲載しました。
・7月に開催した犬の飼育講習会に
て、被災時を想定した飼養につい
て説明を行いました。
・8月15日発行の広報紙「ペットタウ
ンまちだ」において、暮らしのなか
のペット防災についての連載記事
を掲載しました。
・動物愛護週間に合わせて町田市
立中央図書館で特集コーナーを設
置し（9月12日～10月9日）、災害時
対策を含めた動物愛護についての
啓発を行いました。

4 4

個
別
計
画

難病患者の災
害対応に向け
た体制整備

鶴川地区をモデル地区とし、避難行動要支援者で
ある在宅人工呼吸器使用者を対象に、本人と家
族、専門職や地域関係者と連携して個別避難計画
を作成します。これまで作成していた「災害時個別
支援計画」から、市の統一的な取り組みである「個
別避難計画」へ移行していきます。

鶴川地区を対象とした、
個別避難計画のモデル
作成数

3件
○

在宅人工呼吸器使用者の自宅に
訪問し、1件の計画作成、2件の説
明を実施しました。いただいた意見
を整理し、個別避難計画作成検討
作業部会にて報告しました。

・引き続きホームページ
による災害時動物対策
の周知・啓発を行いま
す。
・3月にペットタウンまち
だ（ミニ版）を発行しま
す。
・飼育講習会（12月・2
月）を行います。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

・乳幼児健診（集団）に
おけるPMHについて、こ
ども家庭庁と事業者の準
備が終了次第、実証実
験を実施予定です。
・結果通知の電子化につ
いて引き続きデジタル戦
略室と協議の上、機能面
の設計を進め、11月を目
途に仕様を確定させる予
定です。また、医師会と
運用面の協議を図りま
す。（11月）

・5月からファーストバースデーサポート事業に
おいて、LINEによる申請とデジタルギフトの交
付を開始し、市民の利便性向上に寄与すると
ともに、簡易書留による郵送と在庫管理を削
減できました。
・PMH（マイナンバーカードを利用した、国民・
医療機関・自治体の間の情報連携を実現す
るシステム）を活用した乳幼児健診（集団）に
ついて、12月に乳児健診で試験的に導入し、
実証実験を実施しました。
・6月から「成人健康診査受診券発行」に係る
電子申請を開始しました。
・2月27日から、がん検診後の精密検査受診
状況を把握するための調査の電子回答を開
始しました。
・2026年度から開始予定としていた結果通知
電子化においては仕様の確定やマニュアル
の整備、医師会と協議、実施医療機関向け周
知を行い、2025年4月運用開始の準備を整え
ました。

3件（累計29
件）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

申請事務の電子
化について、引
き続き利便性と
事務の効率化を
目指し、改善を
図っていく必要
があります。

時間外勤務時
間数削減の取
組

・年間のスケジュール管理の徹底をするとともに、
業務の平準化をすることで、業務の効率化を図りま
す。
・Ｗｅｂ会議の実施による移動時間の削減やペー
パーレス会議の実施による資料作成時間の短縮し
ていくことで、業務の効率化を図ります。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

105時間以下
（2023年度比
10％減）

△

7月末時点での1人あたりの時間外
勤務時間は42時間で2023年度7月
末時点（44時間）と比較して、2時間
減少しています。（2023年度比
4.6％減）

6 6

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

各種の届出や申請・結果通知等について、オンラ
イン化を拡大し、利便性の向上による市民満足度
の向上や業務の効率化を図ります。また、申請結
果通知の電子化についても検討します。

申請や結果通知などを
オンライン化した件数

1件（累計27
件）

○

・5月からファーストバースデーサ
ポート事業において、LINEによる申
請とデジタルギフトの交付を開始し
ました。
・6月から「成人健康診査受診券発
行」に係る電子申請を開始しまし
た。
・8月21日にデジタル戦略室と結果
通知電子化について会議を行い、
イメージ共有を図り、スケジュール
を検討しました。

業務のオンライン化をす
ることにより業務の効率
化を図ります。また、あわ
せて平準化を図り、時間
外勤務時間数の縮減に
努めます。

・2024年度の1人あたりの時間外勤務の時間
数は2023年度比2%減の118時間でした。

・感染症や食中毒対応で時間外が増加しまし
たが各種申請手続のオンライン化に取り組み
業務の効率化を図り、おおむね目標を達成す
ることが出来ました。

118時間 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

さらなる業務のオ
ンライン化や窓
口・電話対応業
務の効率化を図
り時間外勤務の
時間数を削減す
る必要がありま
す。

7 7 -
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町田市のまちづくり基本目標の１つである「赤ちゃんに選ばれるまち」の実現に向けて、子育て世帯の誰もが必要な情報を把握し、支援が必要なときに支援を受け、相談が必要なときに相談を受けられる環境づくりを進めます。あわせて、保育を必要としているときに必要な
保育サービスを利用できる環境を整え、多様な保育の充実を図ります。また、子どもが大人と共にまちづくりに取り組むことができ、子どもが「活動の場」「生活の場」「豊かに過ごせる場」を選択できるまちとなるために、市政に関する意見交換や検討の機会への参画や、居場
所や活動拠点づくりを推進します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○2024年度は子どもに関する総合計画である「（仮称）町田市子ど
もマスタープラン25－34」及び前期行動計画「（仮称）コドマチ計画
(プラン)25－29」の策定をします。

○2024年4月の待機児童数（速報値）は28人と2023年度から2人削
減しましたが、待機児童の解消に向け、既存施設の有効活用や保
育定員の増加を図るとともに新たな保育所整備の検討をする必要
があります。
　
○待機児童解消を目的とした保育の「量」の確保とともに、子どもの
健やかな育ちを支えるため、市と事業者が協力して教育・保育の
「質」の向上に取り組む必要があります。

○医療的ケアが必要な子どもの数は町田市においても増加傾向に
あり、一人ひとりの状態に応じたきめ細やかな支援や相談体制の
充実が求められています。

○ひとり親家庭等に対し、いつでも相談できる場所の充実や家事
負担の軽減、経済的支援などの必要なサービスを提供し、自立し
た社会生活ができるよう支援を行う必要があります。

〇子育て家庭の状況の変化や町田市における保育所及び学童保
育のサービスの現状から、保育料及び育成料に関する課題を明ら
かにして、利用者負担の適正なあり方について検討をする必要が
あります。

○保護者の就労等の有無にかかわらず、0歳児から2歳児の未就
園児を定期的に預かるモデル事業を、国及び東京都の補助金を
活用し、2024年度から幼稚園等で実施します。

○ユニセフが主唱する「子どもにやさしいまちづくり」の実践自治体
として、日本ユニセフ協会から認定を受けています。

○地域の実情やニーズに応じた対応として、送迎保育ステーション
や認定こども園の設置等保育環境の充実に努めています。

○教育・保育施設が安定して運営できるよう、保育士等の人材確
保、育成、離職防止のための支援が求められています。

○子ども発達センターにおいて、地域の保育所等を訪問し直接子
どもの支援を行うほか、職員に対しては子どもとの関わり方等の助
言を行っています。

○「まちだ子育てサイト」、「メール配信サービス」やX（旧Twitter）な
どのツールを活用して子育て情報を発信していますが、更なる内
容の充実を図ります。

○FC町田ゼルビアとの子ども・子育てに関する協定に基づき、子ど
も達がより多くの貴重な経験ができるよう、より連携を強化して協働
事業を実施します。

○児童虐待の「未然防止対策強化」を図るとともに、すべての妊産
婦、子育て世帯、子どもへの包括的な相談支援体制を整備するた
め、2024年4月に「子ども家庭センター」を設置しました。

○都立児童相談所が2025年度中には、現在の町田の丘学園山崎
校舎を改修し設置され、2029年度には、現在の教育センターの場
所に整備される「町田市（仮称）子ども・子育てサポート等複合施
設」内に設置されます。

○他市と比較して、幼稚園型10園、幼保連携型4園と保護者の就
労形態を問わず、教育・保育が受けられる認定こども園が多く整備
されています。

○子どもの行政参画の場として定期的に活動できる「MSP（町田創
造プロジェクト）」や「子ども委員会」などがあります。

○地域ボランティアが利用者宅に直接弁当を配達する「おうちでご
はん」事業は、都内で初めて事業費をふるさと納税で確保し実施し
ています。

○2023年12月に子どもの権利に関する条例として「町田市子ども
にやさしいまち条例」を多摩26市の中で7番目に制定し、条例と「子
ども憲章」の両方があるのは都内では町田市のみです。

○町田市の0歳から14歳の年少人口の転入超過数は、全国約
1,700自治体の中で政令指定都市を除いて2年連続で全国第1位と
なり、多くの子育て世帯に選ばれております。一方で、町田市の0
歳から14歳の年少人口は2024年1月現在の49,509人から2050年に
は4万人を下回る見込みです。

○市全体としては、待機児童が解消されていない状況ですが、一
部の地域では定員に空きのある施設も生じており、教育・保育施設
の適正配置を検討していく必要があります。

○児童虐待件数は年々増加しており、関係機関と連携した子ども
の見守りが必要です。また、都立児童相談所の市内設置が決まり、
連携した支援体制を構築していく必要があります。

○「町田市新たな学校づくり推進計画」に基づき学童保育クラブに
おいても、保育を継続して提供できるよう環境の整備や運用方法
等について検討を進めていく必要があります。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

子ども生活部

鈴木　亘

部名

部長名
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①②2024年度

2026年度

2025年度

①②2024年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 子どもにやさしいまちの実現

①CFCI新規実施累計事業数

②子どもにやさしいまちの機運醸成につながる取
組実施累計数

①5事業

②-

①10事業

②8件

①2026年度

②2025年度

部名 子ども生活部

部長名 鈴木　亘

目標値

2 教育・保育施設の魅力向上

①保育コンシェルジュの園訪問率
（認可保育所、認定こども園、小規模保育園、家庭
的保育者、幼稚園）

②未就園児預かり推進事業の実施園数

①100%（151園）

②未実施

①100%（151園）

②3園

3 地域における相談支援体制の充実 「おうちでごはん事業」における配達食数 300食 400食

4 都立児童相談所との連携強化
児童相談所との連携体制の強化につながる取り組
み件数

- 3件

5 部のマネジメントの改善・革新のための取組

①新たなICT導入数

②3歳未満の子を養育している職員が時間外勤務
をした日の割合

①-

②38%

①3業務

②10%以下
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

①引き続き、子ど
もにやさしいまち
づくりにつながる
改善活動に努め
ます。

②様々な立場の
方に条例につい
て知っていただ
き、理念が実践さ
れることを目指す
必要があります。
また、継続的に
学校の授業に取
入れるなど、条例
に触れる機会を
作り、条例の認
知度を高めてい
くことが必要で
す。

子ども生活部

鈴木　亘

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

子どもにやさし
いまちの実現

①ユニセフが主唱する「子どもにやさしいまち」の実
現に向け、事業を自己評価したのちに外部意見を
聴取し、改善に取り組むことで行政サービスの向上
を図ります。

②「子どもにやさしいまち」の実現を目指し、「町田
市子どもにやさしいまち条例」（まちだコドマチ条
例）のスタートする2024年度に行う取り組みを「コド
マチフェスティバル」と銘打ち、条例の周知・啓発イ
ベントや、条例の趣旨を具現化する様々な取り組
みを重点的に行います。

①新規事業数

②実施件数

①2事業

②5件

①「子どもにやさしいまち」に係る事
業の進捗状況を評価するとともに、
次期子どもに関する計画の策定に
子ども及び子育て世帯の意見を反
映させるため、5月にアンケート調
査を実施しました。
小学校高学年、中学生、高校生及
びその保護者の計3,629人から回
答がありました。合わせて、ヒアリン
グを実施し、大学生や事業者からも
意見を聞くことができました。

②「コドマチフェスティバル」として
計4件の周知・啓発イベントを実施
しました。
若者が「広報まちだ」の紙面を企
画・取材・作成し、特集号（5月）を
発行しました。
5月5日には、南市民センター等を
会場に条例の施行イベントを開催
しました。
同月、フェスタ町田にブースを出展
し、子どもが工作を通して「未来の
原町田大通り」を提案するイベント
を実施しました。
8月には、スポーツイベント「チャレ
ンジマッスル」に周知・啓発ブース
を出展し、約5,400人の来場があり
ました。

①次期子どもに関する計
画の推進を通して、「子
どもにやさしいまち」を実
現するため、ユニセフの
町田市版チェックリストと
計画の取り組みを関連
付け、町田市子ども・子
育て会議で評価、進捗
管理、子ども施策のバラ
ンスを審議し、改善につ
ながる仕組みを構築しま
す。

②10月に東京税理士会
と連携した「こども達の税
サミット」に出展します。
11月には、町田法人会と
連携した「キッズベース
ボールフェス町田」への
出展の他、「まちカフェ」
などにおいても、条例の
周知・啓発を行います。

①ユニセフの「子どもにやさしいまち」の実践5
自治体とチェックリスト見直しに向けた会議
を、12月に町田市主導で行いました。チェック
リストの修正案を3月にユニセフCFCI委員会
に諮り承認されました。
同委員会による第三者ヒアリングが1月に行わ
れ、その結果、「子どもに関する影響評価」や
「モニタリング」、「広報活動」の3項目につい
て、達成されているとの評価が得られました。
また、次期子どもマスタープランの進捗管理に
新たな仕組みを構築しました。

②条例の周知・啓発を図るため、「コドマチ
フェスティバル」と称して、上半期に4件、下半
期に8件、計12件の取組みを実施しました。
11月の「まちカフェ」においては、企画運営を
若者団体「カワセミサポーターズ」と協働して
行いました。
12月には、庁舎のイベントスタジオで「コドマ
チフェスティバル」展を行い、条例策定などの
軌跡を振り返るパネル展示を行いました。
また、条例の趣旨を具現化する取り組みであ
る「まちだ若者大作戦」では、高校生による誰
もがダンスの楽しさを体感できる「まちダンス」
など、10のプランが若者が主体となり実行され
ました。

①2事業

②12件

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B○
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①上半期に未訪問の園
への訪問を実施し、助言
を行います。

②事業の利用状況、利
用者アンケート調査の結
果、モデル事業実施園と
の意見交換等を踏まえ、
事業内容の見直しを図り
ます。合わせて、次年度
以降の事業内容の検討
を行います。
また、「こども誰でも通園
制度（仮称）」の試行的
事業に取り組む中で明ら
かになる事業の改善点を
整理し、国へ進言しま
す。

①保育コンシェルジュの訪問先に、当初予定
に含まれていなかった認可外保育室20園も訪
問し、結果的に目標を上回る171園、延べ230
回訪問しました。訪問時には、園児の様子や
職員体制などの現状及び課題などを確認し、
助言等を行いました。
また、新たに、各園訪問時に現場の保育士が
コンシェルジュに直接相談できる場「わいわい
語り場」を開催し、個々の保育士の職場環境
の悩みなどに対して助言を行うことで、保育現
場の負担軽減を図るとともに、保育士等の市
相談窓口の設置について、改めて周知しまし
た。

②事業開始時期を当初予定していた9月から
7月に前倒して2園が実施、3園目も予定どおり
開始しました。利用者アンケートの回答や実
施園からの意見等を踏まえ、2カ月までとして
いる利用期間について、継続利用ができるよ
う9月に見直しました。
また、次年度に向けて、利用者負担の軽減制
度について検討し、実施園数を拡充して市内
全5地域へ配置するため、新たに保育所も対
象施設に加えるなど、募集要件の見直しを行
いました。
加えて、事業に取り組む中で明らかとなった、
一時預かり事業等の既存事業との住み分け
や、利用者情報及び利用時間の管理方法の
煩雑さなどの課題について、解決を図るよう国
に進言しました。

①113%（171
園）、延べ230
回（認可保育
所、認定こども
園、幼稚園、
小規模保育
所、家庭的保
育者、認可外
保育施設）

②3園

B

①今後も、保育コ
ンシェルジュによ
る園訪問を行
い、園との信頼
関係を強化する
とともに、保育現
場で働く保育士
が相談しやすい
環境をつくりま
す。

②市内全5地域
のニーズを踏ま
え、2026年度以
降の実施園数等
について検討す
る必要がありま
す。また、未就園
児預かり推進事
業では、同年齢
や異年齢の子ど
もとの継続的な
集団保育を通じ
て子どもの健や
かな成長を図るこ
とを目的としてい
ることから、引き
続き定期的な利
用を推奨します。
これにより、保護
者の一時的な事
情に応じた一時
預かり事業との違
いを明確化し、
保護者が事業を
選択しやすい環
境を整えます。

342食の提供を維持する
とともに、次年度の配達
食数についても拡充し、
安定供給できるよう、引き
続き、町田市社会福祉
協議会との調整を行いま
す。

実施主体である町田市社会福祉協議会と定
期的な打合せを実施し、助言を行った結果、
年間を通じて目標値を上回る342食の調理・
配達を安定して実施することができました。
また、町田市社会福祉協議会から支援が必
要な家庭の情報共有を受けた際には、関係
機関と連携して適切な支援を行いました。

342食 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

本事業の主旨を
正しく理解してい
ただき、安定して
事業活用いただ
けるよう、調理・
配達体制につい
て検討協力して
いきます。

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

教育・保育施
設の魅力向上
の推進

①保育コンシェルジュが、各園を訪問し「町田市保
育の質向上推進ガイドライン」及び「保育所等にお
ける虐待等の防止及び発生時の対応等に関する
ガイドライン」を周知し、保育現場を確認することで
不適切な保育を防止します。また、保育コンシェル
ジュが保育士等からの相談に対して助言等を行うこ
とで、保育現場の負担軽減を図ります。

②幼稚園、認定こども園において、在宅で子育て
家庭の孤立防止や育児不安軽減等、子育て支援
の充実を図るため、モデル事業として就労等の要
件を問わず、未就園児を預かる「未就園児預かり推
進事業」を実施します。

①園訪問率

②実施園数

①100%（151
園）

②3園

○

①子どもの成長や特性に応じた声
かけ方法及び見守り体制等、助言
を行うため、市内の認可保育所、認
定こども園、小規模保育園、家庭的
保育者、幼稚園の計54園を訪問し
ました。

②事業開始時期を当初予定してい
た9月から7月に前倒して2園が実
施、3園目も予定どおり開始できま
した。なお、9月からは、都の事業に
加え、新たに国の事業も併用しまし
た。
合わせて、事業の見直しを図るとと
もに、次年度の事業内容の検討を
行うため、利用者アンケートを実施
しました。

3 3

個
別
計
画

困難を抱えた
ひとり親家庭
の親子への支
援

ひとり親家庭の保護者に対し、家事負担を軽減し、
親子のコミュニケーションの機会を増やすとともに、
利用できる行政サービス情報を提供することで地
域とのつながりを強化する「おうちでごはん事業」の
配達食数を拡充します。

配達食数 320食 ◎

配達食数を拡充できるよう協定先
である町田市社会福祉協議会と調
整を行った結果、昨年度よりプラス
42食となり計342食の提供体制が整
いました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

【オンラインアンケート】
地域子育て相談センターが実施するイベント・
講座について、計12回グラファーを活用した
オンラインアンケートを実施しました。

【保育システム】
公立保育園で保育システムの全機能を活用
し、業務効率化を図りました。

【児童発達支援施設運営システム】
児童発達支援事業の配布物をいつでも場所
を選ばずに閲覧ができるようになったことや、
システムを通じて欠席等の連絡ができるように
なったことで、保護者の利便性が向上しまし
た。
児童発達支援事業の利用料金を各自のデバ
イスで閲覧できるようにしたことで、毎月かかっ
ていた紙・郵送代が不要となりました。
会計年度任用職員の出退勤をシステム管理
に移行したことや、「児童発達支援実績記録」
の電子化および毎月の給付費請求をシステ
ムで行うようにしたことで業務の効率化を図る
ことが出来ました。

3業務 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続きＩＣＴ化
できる業務を洗
い出し、利用者
の利便性向上、
紙の削減、業務
の効率化を図り
ます。

引き続き、業務の効率化
を進めるとともに毎月部
内会議で各課の進捗状
況を確認するなど、目標
達成に向けて、時間外
勤務削減に努めます。

部内会議において毎月、各課の時間外勤務
状況を共有し、時間外勤務削減に向け業務
改善等を進めました。
しかし、業務量の増などにより、「3歳未満の子
を養育している職員が時間外勤務をした日の
割合」は35%で、目標値10%以下を超過しまし
た。

35% D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

引き続き業務の
効率化に取り組
み、さらなる時間
外勤務削減に努
めます。

①引き続き人事
交流の実施に関
する協議を継続
するとともに、仮
設施設への移転
を円滑に進めま
す。

②決定した対応
方針を踏まえ、
児童相談所との
連携を実施して
いきます。

①引き続き、人事交流の
実施に向けた協議を継
続します。また、3月には
東京都と連携協定を結
ぶ予定です。

②引き続き、児童相談所
と定期的に会議を開催
し、連携強化に向けた取
り組みについて、検討を
進めます。

①相互の人材育成のため、東京都の担当部
署と人事交流の実施に向けた協議を行いまし
た。
また、仮設施設の改修工事を11月に開始し、
他部や東京都との調整を進め、移転に関する
準備を完了しました。

②児童相談所との情報連携会議を月1回開催
し、以下の6項目について重点的に取り組ん
でいく方針をまとめました。
・通告受付後の対応の一体化
・各会議への相互出席
・訪問・面接の相互協力
・担当間における情報交換の定期実施
・各主催の研修への相互参加
・子ども家庭センター機能と児童相談所との
協働

なお、取組内容の決定にあたっては、相互理
解を深めるためのワーキンググループを開催
するなど、現場の意見も積極的に取り入れま
した。

※2025年6月以降の児童相談所との連携強
化を図る体制が整いました。

①準備完了

②6件
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 5

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

利用者の利便性向上、紙の削減、業務効率化を進
めるためオンライン化を図ります。

新たなＩＣＴ導入数 3業務 ○

【オンラインアンケート】
9月に、地域子育て相談センターで
実施した講座で、オンラインアン
ケートを実施しました。

【保育システム】
5月から公立保育園5園に導入済み
の保育システム全機能の活用を開
始しました。（従前は1園のみが全
機能を使用していました。）

【児童発達支援施設運営システム】
7月から児童発達支援利用家庭を
対象にシステムの運用を開始しまし
た。システム導入に伴い、配布物を
原則配信に変更し、紙を削減しまし
た。
また、8月から保育所等訪問支援利
用家庭にも対象を拡大しました。

4 4

個
別
計
画

都立児童相談
所との連携強
化

町田児童相談所（仮称）が、2025年度に現町田の
丘学園山崎校舎に仮設、2029年度以降には、町
田市（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設に
本設としての開設に向け、児童相談所との連携の
強化を図ります。

①東京都の児童相談所担当部署と、人事交流の
実施に向けた協議等、準備を進めます。

②町田児童相談所（仮称）との連携強化に向けた
取り組みについて、検討を進めます。

①準備状況

②連携強化に向けた取
り組み検討件数

①準備完了

②3件
○

①5月に東京都主催の意見交換会
に出席し、児童相談所担当部署と
人事交流の実施に向けた協議を開
始しました。
6月には、建物のリース契約締結、
改修工事設計を開始しました。
7月には、練馬児童相談所を視察し
ました。

②児童相談所と新たに「連携強化
会議」を立ち上げ、月1回開催して
います。会議では、「相談窓口の一
本化」「受理会議のあり方」「合同研
修の実施」など、今後一体的に取り
組むための検討・調整を行いまし
た。

【オンラインアンケート】
地域子育て相談セン
ターで実施する育児講
座のアンケートは、全て
オンラインで実施しま
す。

【保育システム】
全園で情報共有を行
い、保育システムの円滑
な活用を進めます。

【児童発達支援施設運
営システム】
10月から現在紙で運用
している「児童発達支援
実績記録票」及び会計
年度任用職員の出退勤
をシステムで管理しま
す。
12月に児童発達支援の
欠席連絡等をシステムか
ら申請できるようにしま
す。

6 5 -
仕事と育児の
両立推進の取
組

職員の仕事と育児の両立を図り、働きやすい職場
環境を目指します（※3歳未満の子を養育している
職員は31人です）。

3歳未満の子を養育して
いる職員が時間外勤務
をした日の割合

10%以下 △

部内会議において毎月、各課の時
間外勤務状況を共有しました。業
務量の増などにより、「3歳未満の子
を養育している職員が時間外勤務
をした日の割合」は36%で、目標値
10%以下を超過しています。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

経済観光部

唐澤　祐一

部名

部長名

市内産業の持続的な発展を促進し、ビジネスしやすく働きやすいまちを実現します。
地域住民と来訪者の交流を促進し、「住んでよし、訪れてよし」の観光まちづくりを実現します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○市内中小企業者等
・創業期、拡大期、事業承継、それぞれの企業の成長段階に応じ
た支援が求められています。
　創業期：身近で知識を学べる場や相談の窓口等、きめ細やかな
支援を求めています。
　拡大期：新たな販路や連携先の開拓、設備投資といった事業拡
大・成長のための情報、資金を求めています。
　承継期：事業の見直しや後継者育成、早い段階から事業承継の
準備を行い、円滑な承継へつなげるための支援を求めています。
・市内中小企業者に市の支援制度を活用してもらうため、産業支援
機関や金融機関、士業等と連携した情報発信が必要です。
・全国的に「人手不足」が課題となっている中、町田市内でも人材
の確保が課題として挙げられています。町田商工会議所を中心に
企業合同説明会を実施し、人材確保を支援していますが、特に20
代から30代の就労希望者に向けた各企業の情報発信・ＰＲが課題
となっています。
○産業支援機関等
・市と産業支援機関（町田商工会議所、町田新産業創造センター
等）や市内金融機関等と協力・連携して、中小企業者等の支援を
行うことが期待されています。
○来訪者・来街者
・2021年度と2022年度に実施した原町田大通り滞留空間創出社会
実験の歩行者・利用者アンケートでは、駅周辺にベンチや休憩ス
ペースの設置を望む声が最も多く、休憩や飲食ができる「滞留空
間」の設置が求められています。
・町田市への来訪者は、買い物や飲食を目的としている方が多く、
「観光を楽しめるまち」というイメージをもたれていません。地域の魅
力を知ってもらい、町田ならではの体験や地域の方との交流を楽し
める観光コンテンツを提供することが必要です。
○地域住民
・町田市民であっても、自分の住む地域の魅力を知らない状況が
あります。来訪者との交流を通して、地域の良さを再認識し、愛着
や誇りを持てる取り組みが必要です。

○担い手
・市内の産業支援機関、金融機関、大学等の教育機関、民間事業
者等が担い手となり、互いに連携しながら町田創業プロジェクト等
の事業に取り組んでいます。今後、産業支援機関だけでなく、事業
者の様々な相談相手である士業や関連団体等を通じ、情報発信
に取り組んでいく必要があります。
・異業種・異分野連携やオープンイノベーションに取り組む意欲的
な事業者の交流は、新商品・新サービスが生まれ、町田市の新た
なブランドにつながることが期待できます。
・2019年に（株）町田まちづくり公社を都市再生推進法人に指定し
ました。2021年に策定した町田駅周辺地区都市再生整備計画をは
じめ、中心市街地における取り組みをともに推進しています。
・アウモ（株）と町田市観光コンベンション協会、町田市で魅力発信
に関する協定を締結し、国内最大級のおでかけ情報サービスを利
用して、観光スポットやイベント、店舗情報等の発信を行っていま
す。
・小野路宿里山交流館を中心に、小野路地域の住民が主体となっ
たおもてなしが来訪者から好評を得ています。また、相原まちづくり
協議会等の市民団体によって、各地域の魅力発信が積極的に行
われています。
○中心市街地
・中心市街地は百貨店等の大規模商業施設が立地し、多摩地域
の中でも有数の商業集積地であると同時に、水と緑の自然あふれ
る芹ヶ谷公園が近接し、様々な人が楽しむことができるエリアとなっ
ています。また、個性ある店舗や活力あふれる商店街が広がり、
「町田らしさ」の象徴となっています。
○観光資源
・原町田大通りをはじめとし、市内の商店街や公園では、「町田さく
らまつり」「フェスタまちだ」「町田時代祭り」「キラリ☆まちだ祭」等の
地域イベントが開催され、年間を通じて約50万人の来場がありま
す。
・町田薬師池公園四季彩の杜は、2020年にオープンした西園や
「東京都指定名勝」に指定されている薬師池、ファミリー層に人気
の町田リス園等の9施設を擁する、町田を代表する観光拠点です。
・鶴川地区には、武相荘等の古民家や畦地梅太郎ギャラリー「あと
りえ・う」、2024年度中に開園する香山園があり、歴史・文化をテー
マとしたエリアプロモーションの展開が期待できます。
・町田市は、アニメ「デート・ア・ライブ」の舞台のモデルと言われて
おり、「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」 2024年版に選定されて
います。今後も、アニメや映像作品等の舞台として取り上げられるこ
とが期待されます。

○市内中小企業者等
・2021年度の町田市の「1事業者当たりの付加価値額」（市内事業
者の経済活動によって生み出された価値の総額）は4,960万円で、
2016年の調査と比較をすると減少しています。多摩26市での同時
期の比較では、10％以上の増加となっている自治体が7自治体あり
ました。
今後、1事業所当たりの付加価値額を増加していくため、市内事業
者の競争力を強化するとともに、新たな商品・サービスの開発や新
事業の展開、販路開拓、異業種・異分野との連携等、事業者の
チャレンジを支援することが必要です。
○事業者支援メニュー
・多摩26市のうち、10市が商品開発関連の制度（開発に要する経
費の補助、産学連携、融資制度等）を実施していますが、新商品・
新サービスの実証実験に要する経費を補助している市は町田市の
みです。
○起業・創業
・多摩26市のうち創業支援施設を有する市は8市です。町田新産
業創造センターは、これから起業・創業を考えている方、起業・創
業して間もない方に対して、支援相談員であるインキュベーション
マネージャーが常駐し、創業・起業や経営に関する伴走型の支援
が強みとなっています。
・他自治体では販路拡大等の補助金について、創業後１年以上を
対象としている中、町田市では3か月以上とし、起業・創業期から事
業者が積極的にチャレンジできるよう、支援しています。
○中心市街地
・海老名駅や立川駅周辺では、大型商業施設開発や駅前開発が
行われ、町田市中心市街地が突出した存在ではなくなってきてい
ます。
・小田急及びＪＲ町田駅は、東京都心部や横浜への交通アクセスが
優れており、路線内で一位、二位の乗降客数がありますが、近隣の
同等規模の駅と比較すると、まちなかへ訪れる人の割合が低いと
言われています。
・箱根や江ノ島、高尾山等の観光地にも比較的近い立地にありま
す。その一方で、近隣観光地には町田市を通過して行くなど、「観
光地に近い」という立地を活かしきれていない現状があります。

○国の施策・方針
・国は、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出し、
第二の創業ブームを実現するため、2022年11月に「スタートアップ
育成5か年計画」を決定しました。
・国は、市町村がまちなかにおける交流・滞在空間の創出に向けた
官民の取り組みをまちづくり計画に位置付けることができることと
し、「居心地がよく歩きたくなる」空間づくりを促進し、魅力的なまち
づくりを推進しています。
○町田市
・町田市産業振興計画19-28　後期実行計画が開始しました。同計
画に基づき、市内中小企業者支援のため、起業創業期から利用で
きる事業を拡充し、商品開発や改良を目的とした新事業を開始しま
した。
・テレワークの増加により市内にコワーキングスペースが増加しまし
た。町田創業プロジェクトでは、民間の創業施設も参加し、民間事
業者との協力体制が確立されつつあります。
・インターネット販売等の普及拡大により、特に物販店舗は厳しい
状況にあります。町田駅周辺の大型商業施設においても、テナント
の撤退が多く発生しています。
・町田駅周辺は、1960から1970年代に建てられた施設が多く、都市
機能の更新が求められています。2024年は、「町田駅周辺開発推
進計画」を策定し、町田駅周辺の再開発を大きく推進する動きがあ
ります。
・全国規模のスポーツイベントの開催や、FC町田ゼルビアのJ1リー
グ昇格に伴うビジターチームのサポーターなど、市外からの来訪者
が増加することが見込まれます。
○近隣都市の動向
・横浜市営地下鉄ブルーライン延伸計画が進む新百合ヶ丘駅や、
リニア中央新幹線新駅開業に伴う開発が進む橋本駅等、近隣都市
の動向に注視する必要があります。
○アフターコロナ
・コロナ禍によるマイクロツーリズムへの注目の高まりを受け、町田
市の観光入込客数は増加しました。この「町田市に来訪された方」
が、繰り返し訪れる「町田のファン」になってもらえるような観光コン
テンツの提供や情報発信が必要です。
・多様な来訪者のニーズに対応するため、デジタル技術を活用した
観光コンテンツやサービスを提供することが必要です。
・2023年度町田駅ペデストリアンデッキ周辺歩行者通行量調査で
は、コロナ前（2019年）の水準には届かないものの、2020年以降最
も多い通行量となり、町田駅周辺の人出は回復傾向にあります。
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6
○部の事務事業見直しの推進
・小野路宿里山交流館の管理に係る事務

駐車場利用提携契約で支出される費用 -
305千円削減
（2023年度比）

5
○ワークライフバランスの推進
・時間外勤務時間数の削減

1人あたりの時間外勤務の時間数 225時間
202時間以下
（2023年度比10％減）

4
◯「ゼロカーボンシティまちだ」の実現
・紙使用量の削減

紙使用量（複合機の使用実績と事務機での印刷物
の印刷量の合計）の削減

170,865枚
153,778枚
（2023年度比10％減）

3

〇地域の特性を活かした観光まちづくりの推進
・町田薬師池公園四季彩の杜等のエリアプロモーションの推進
・デジタル技術を活用した観光プロモーションの実施
・Jリーグサポーターに向けた観光プロモーションの実施

①観光入込客数

②リピーター率

①611万人

②80.0％（2021年）

①650万人

②86.7％

2
○中心市街地の活性化
・原町田大通りを活用した憩いと賑わい空間の創出
・まちの魅力発信

①中心市街地で2時間以上過ごす人の割合

②中心市街地を訪れる頻度（2週間に1回以上）

①45.5％（2022年度）

②36.0％（2022年度）

①60％

①60％

部名 経済観光部

部長名 唐澤　祐一

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1
○市内商工業の振興
・中小企業者等の特性に応じた支援及び情報発信の拡充

1事業所あたりの付加価値額 4,960万円（2021年） 5,070万円 2028年度

①2030年度

②2030年度

①②2026年度

2024年度

2024年度

2024年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

2 3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

「町田薬師池
公園四季彩の
杜」魅力向上
の推進

・町田リス園基本計画を策定します。

・春と秋に四季彩の杜の各施設が連携したイベント
を実施します。

①基本計画の策定

②四季彩の杜の来園者
数

①完了

②137万人
○

①町田リス園の現況調査や来園
者・WEBアンケート調査、横断歩行
調査等を実施し、町田リス園に必要
な機能やニーズの把握を行いまし
た。庁内では関係部署と町田リス園
の方向性について検討しました。ま
た、関係団体との意見交換、他市
のリス園へ視察等を実施しました。

②町田薬師池公園四季彩の杜で、
4月12日から5月6日まで、エリア内
の9施設で連携した「春フェア2024
～花の便り～」を開催し、延べ17万
人の来園がありました。8月末まで
の四季彩の杜の来園者数は54万
人でした。

中心市街地活
性化の推進

「町田駅周辺地区」都市再生整備計画に基づき、
原町田大通りにて滞留空間（※）等整備工事を行
います。
整備完了後の管理、運用について、都市再生推進
法人（株式会社町田まちづくり公社）と共に検討を
進めていきます。

（※）「滞留空間」来街者が休憩などに使える憩い
のスペースのこと。

滞留空間、歩道拡幅部、
荷捌きスペースの運用開
始

2025年3月運
用開始

6月から滞留空間等整備工事に着
手し、予定通りに進んでいます。
工事着手にあたっては、5月に周辺
住民や地元店舗等を対象に工事
説明会を実施しました。また、沿道
店舗や地元商店会等に対し、戸別
訪問や会合等において事前説明・
意見交換を重ねるなど、丁寧に調
整をしながら進めており、大きな混
乱は生じていません。
整備完了後の管理、運用につい
て、都市再生推進法人と検討を進
めました。

予定通りの工事完成を
目指します。
管理体制を構築し、ス
ムーズな運用開始を目
指します。

歩行者や商業活動への影響を最小限にする
よう、施工業者、関係機関と調整を重ねながら
工事を進め、事故や混乱等なく工事を完了し
ました。
中心市街地のイベント（フェスタまちだ、町田
天満宮秋季例大祭、キラリ☆まちだ祭）の際に
は、地元商店会、自治会等と綿密に情報共有
し、安全にイベントを開催することができまし
た。
都市再生推進法人とともに、「町田駅前交流
拠点　はっとまちだ」を拠点とした原町田大通
りの管理、運用についてスキームを構築しまし
た。
2025年3月に「はっとまちだ」とともに運用を開
始し、中心市街地における憩いと賑わい空間
を創出しました。

・2025年3月運
用開始
・「町田駅前交
流拠点　はっ
とまちだ」営業
開始
・「町田駅前交
流拠点　はっ
とまちだ」を拠
点とした原町
田大通りの管
理、運用ス
キーム構築

B:施設完
成にあわ
せて、都
市再生
推進法
人を中心
とした運
用スキー
ムを構築
したこと
で、原町
田大通り
一体を活
用した賑
わい創出
が可能と
なったた
めです。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

B○

①引き続き、庁内での検
討や関係団体への意見
交換を実施します。12月
に素案を完成させ、市民
意見募集を実施し、3月
に基本計画を策定予定
です。

②秋の大型イベント「秋
遊び2024」（10月1日～
12月1日）などを開催し、
年間をとおして来園者数
137万人（2023年度比＋
3万人）を目指します。

①関係部署会議や来園者・WEBアンケート調
査、他市のリス園視察等を通して町田リス園の
リニューアルに向けた方針等について整理し
ました。また、関係団体へ町田リス園リニュー
アルの方針について説明を行いました。
計画の策定時期は後ろ倒しとしましたが、将
来的な施設の管理運営について、整理しまし
た。

②四季彩の杜の各施設が連携したイベント
「春フェア2024」や「秋遊び2024」を開催しまし
た。とくに、「秋遊び2024」では、薬師池に雲
海を出現させる演出等を行ったことで、期間
中の来園者は延べ33万人、イベントの満足度
は98％と、多くの方に楽しんでいただくことが
できました。エリア全体の年間をとおした来場
者数は137万人でした。

①骨子完成

②137万人
C

①引き続き関係
部署や関係団体
との意見交換や
市民意見募集を
行い、町田リス園
基本計画を策定
します。

②四季彩の杜が
何度でも訪れたく
なる魅力的なエリ
アとなるよう、各
施設と連携したイ
ベントの開催や、
効果的な情報発
信を継続していく
必要があります。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

都市再生推進法
人とともに、原町
田大通りを活用
し、休憩や飲食
ができる空間の
提供や、様々な
イベントの実施に
より、憩いと賑わ
いを創出します。

経済観光部

唐澤　祐一

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

3 1 -
顧客へ届く情
報発信

・市内中小企業者等に対する各種支援情報につい
て、産業支援機関や金融機関、士業等と連携し、
情報発信の強化を図ります。

・事業者が抱える課題を把握するため、関係機関
（町田商工会議所、金融機関等）との連携により、
町田市経済の現況を調査、分析、発信します。

①市ホームページ（産業
政策課の事業ページ）の
閲覧数

②情報発信アクション数

③地域経済現況調査の
実施

①2023年度比
110％

②1,000回以
上

③試行実施

○

①4月から名刺の裏にQRコードを
掲載し、名刺交換や窓口対応の際
に職員一人一人が事業に関する情
報発信に努めました。
6月には市ホームページに新たな
ページを作成する等の取り組みを
行い、閲覧数は2023年度比132％
となりました。

②産業に係る情報発信を行ってい
るXやFacebookから市のホーム
ページへのリンクを設定するなど、
SNSやQRコード等を積極的に活用
して情報発信を行った結果、情報
発信アクション数は803件となりまし
た。

③市内産業を取り巻く環境変化を
適宜捉え、市内事業者と共有する
必要性を町田市産業振興計画推
進委員会と共有したことを受け、後
期計画策定時の調査結果を深堀り
し、調査テーマを選択するため、職
員が市内中小企業者や産業支援
機関等に直接ヒアリング等を行い、
140件の回答を手に入れることがで
きました。
この調査結果を踏まえ、町田商工
会議所や町田市経営診断協会と
連携して、コスト、人材、IT等にテー
マを絞り込み、9月から地域経済現
況調査（試行）を開始しました。

①引き続き、市ホーム
ページの改善を図るとと
もに、積極的に情報発信
を行います。
より有用な情報発信につ
なげるため、融資内容改
善や市内の事業承継に
ついて、金融機関や士
業等と連携した取り組み
を進め、情報の充実を
図ってまいります。

②課で保有するSNSアカ
ウントを整理し、より顧客
へ届く情報発信を行いま
す。

③地域経済現況調査を
進め、分析結果を発信し
ます。

①市内中小企業者等に対する各種支援情報
の発信強化を図るため、イベントや懇親の場
等で市内事業者と直接会う機会を捉えたＰＲ
活動をするとともに、市内中小企業者向け支
援情報と市ホームページを一斉点検し、顧客
が必要な情報にアクセスしやすいページにリ
ニューアルしました。
名刺裏面や、メールの署名欄、既存のSNS等
を活用し、ホームページへの誘導を全職員で
行った結果、閲覧件数は2023年度比180％と
なりました。
更に1月、2月には、金融機関や士業等の意
見交換会を開催し、現状の把握を行い、より
有用な情報発信につなげました。

②11月のキラリ☆まちだ祭にあわせて、情報
発信を強化するため、Instagramのアカウント
を開設しました。これにより、市内事業者や市
民に向けて、イベントやセミナー情報だけでな
く、町田市産業振興計画のコンセプト「チャレ
ンジするならTokyoの町田から」を、SNSを通し
て発信することが出来ました。

③事業者が抱える課題を把握するため、職員
が市内中小企業者や産業支援機関等に直接
ヒアリング等を行い、140件の回答を手に入れ
ることができました。
この調査結果を踏まえ、町田商工会議所や町
田市経営診断協会と連携して、コスト、人材、
IT等にテーマを絞り込み、地域経済現況調査
（試行）を実施しました。
調査結果は町田市産業振興計画推進委員会
や市ホームページで報告・公表しました。

①2023年度比
180％以上

②1,600回以
上

③試行実施完
了

B

B:市職員
だけでは
なく、関
係支援
機関等
の職員と
も連携
し、取り
組んでい
くことが
出来たた
めです。

①②中小事業者
の支援が行き届
くため、職員だけ
ではなく、関係支
援機関と共に連
携し、顧客に届く
情報発信を行うこ
とが引き続き必要
です。

③今回の調査を
通して育んだ関
連団体や事業者
等との「つながり」
を活かし、次期産
業振興計画の改
訂に向け、商工
会議所等と連携
し、2025年度以
降も現況を把握
し続けます。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①実施した町田市内観
光ツアーの内容を振り返
り、効果や課題等を整理
します。

②来年度以降のJリーグ
サポーター向けのシティ
セールス活動について、
検討を進めます。

Jリーグ2024シーズン開催中に新しく町田市を
訪れるJリーグサポーターに向けて、プロモー
ションを展開しました。

①ビジターサポーター向けに、町田市内の観
光スポット巡りや体験、地元料理を提供するツ
アーを企画し、2回実施しました。（計24名参
加）
参加者募集の際には、対戦チームの後援会
やホームタウンの観光協会と連携し、ビジター
サポーター向けに情報発信しました。
SNS上での反応もあり、ビジターサポーターの
参加者から好評でした。

②-1
町田市でのアウェー戦を控えたビジターサ
ポーターを町田市での試合観戦に呼び込む
ために、アウェー会場でのシティセールス活
動（観光マップの配布や観光案内の実施な
ど）を2回実施しました。（計520名来場）
会場のブースでは、町田市の観光PRに加え
て、アンケートを実施し、ビジターサポーター
の観光ニーズの把握に努めました。

②-2
当初予定していた活動に加えて、多くのサ
ポーターが利用する鶴川駅でもビジターサ
ポーターに向けたシティセールス活動を2回
実施しました。（計251名来場）

①2回

②4回
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

4 3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

町田市に来訪
するJリーグサ
ポーター向け
の魅力発信

Jリーグサポーターに向けて、町田市の魅力を伝え
るようなプロモーションを展開します。

①町田市内の観光ツ
アーの実施回数

②ビジターサポーターに
向けたシティセールスの
実施回数

①2回

②2回
◎

①ビジターサポーター向けに、四
季彩の杜や小野路宿里山交流館
などをめぐる町田市内観光ツアー
を2回実施しました。
　8月　ジュビロ磐田向け（6名参加）
　9月　アルビレックス新潟向け（18
名参加）

②-1
アウェー会場でのシティセールス活
動（観光マップの配布や観光案内
の実施など）を2回実施しました。
・アウェー会場にPRブースを設置
　4月　ヤマハスタジアム　ジュビロ
磐田戦　228名来場
　8月　デンカビッグスワンスタジア
ム
アルビレックス新潟戦　292名来場

②-2
当初予定していた活動に加えて、
鶴川駅でもビジターサポーターに
向けたシティセールス活動を2回行
いました。
・鶴川駅にPRブースを設置
　5月　東京ヴェルディ戦　146名来
場
　6月　アルビレックス新潟戦　105
名来場

①実施した町田
市内観光ツアー
での改善点や課
題を踏まえ、
2025年度のプロ
モーションに活
用します。

②2024度に実施
したシティセール
ス活動の経験を
踏まえ、2025年
度のプロモーショ
ンに活用します。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

無料サービスの利用状
況を注視しながら、駐車
場利用提携契約での支
出が削減されていること
を確認します。

無料サービスの利用は2023年度と比べて約
400件増加し、想定よりも多い2,110件になりま
したが、駐車場利用提携契約の見直しによ
り、支出は2023年度と比べて322千円削減しま
した。

322千円削減
（2023年度比）

B

B:駐車場
利用者
が増えた
中でも、
費用を削
減するこ
とができ
たためで
す。

無料サービスの
利用状況を注視
し、事業内容を
必要に応じて見
直します。

7 6

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

【小野路宿里山交流館の管理に係る事務】
施設前にある駐車場の利用提携契約について内
容を見直し、認証機を導入することで業務の効率
化と来館者のサービス向上を図ります。さらに、認
証機でカウントされるサービス券の利用実績に応じ
た支払いに変更することで費用を削減します。

駐車場利用提携契約で
支出される費用

305千円削減
（2023年度比）

◎

駐車場の利用提携契約を見直し、
利用実績に応じて料金が設定され
る単価契約に変更したことで、9月
末時点で2023年度同時期と比較
し、約162千円削減できました。
さらに、新しい機器の導入により、
駐車サービスの手続きが簡略化さ
れ、従業員の作業負荷が軽減され
ただけでなく、無料駐車時間の延
長が可能となり、利用者サービスも
向上しました。

6 5 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

管理職への報告連絡相談や各担当の打合せ時間
を30分単位で5分短縮して設定し、業務の効率化
を図ります。また、職場内で声掛けを行い、定時退
庁日を中心に定時で退庁する組織風土を醸成しま
す。

1人あたりの時間外勤務
時間数

202時間以下
（2023年度比
10％減）

◎

時間外勤務時間削減に向け、打合
せ時間の短縮、担当業務枠の再編
等を行い、業務の効率化を図りまし
た。
また、職場内で声掛けを行い、定
時退庁日を中心に定時で退庁する
組織風土を醸成しました。
これらの取り組みの結果、時間外勤
務時間を2023年度比30％削減しま
した。

5 4 -
「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

「ゼロカーボンシティまちだ」の実現に向けた環境
負荷軽減の一環として、打合せ資料の電子化等、
業務の見直しにより、紙の使用量を削減します。

紙使用量（複合機の使
用実績と事務機での印
刷物の印刷量の合計）の
削減

153,778枚
（2023年度比
10％減）

◎

打合せの際に、モニターの活用や
各自で端末を持参して資料を見る
など、紙の削減に積極的に取り組
み、紙使用量を2023年度比20％削
減しました。

引き続き、朝礼や課内会
議等で呼びかけを行い、
目標達成に向け、職員１
人１人の意識の向上を促
します。

年間を通じ、モニターや端末を活用することな
どにより、紙の削減に積極的に取り組みまし
た。
イベントの多くなる下期についても継続して削
減を進め、紙使用量を2023年度比12％削減
しました。

148,308枚
（2023年度比
12％減）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

環境負荷軽減の
ため、引き続き職
員一人ひとりが
紙の削減につい
て意識的に取り
組んでいく必要
があります。

引き続き、業務の効率化
を図りながら、朝礼や課
内会議等で呼びかけを
行い、職員１人１人の意
識の向上を促し、時間外
勤務時間の削減につな
げます。

時間外勤務時間削減に向け、打合せ時間の
短縮、担当業務枠の再編等を行い、業務の
効率化を図りました。
また、職場内で声掛けを行い、定時退庁日を
中心に定時で退庁する組織風土を醸成しまし
た。
年度末にかけ、時間外勤務時間は増える傾
向がありますが、各自の取り組みの結果2023
年度比13％削減しました。

170時間
（2023年度比
13％減）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、職員
一人ひとりが業
務効率化を図り、
時間外勤務の削
減に努めていく
必要があります。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

経済観光部北部・農政担当

粕川　秀人

部名

部長名

○「市民と農をつなぐ」魅力ある町田の農業を実現します。
○多様な主体との連携・協働により里山環境の活用を図り、「住む人も　訪れる人も　居心地のよい　まちだの里山」を実現します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○食の安全への意識の高まりにより、新鮮で安全安心な農産物を
求めています。
○「まち☆ベジ」を購入できる場所や販売時間など、子育て世代の
ライフスタイルに合った新たな販売方法が求められています。
○安心安全な市内農産物のブランドが浸透し、地産地消が推進さ
れることを求めています。
○市内農産物の産出額を増加させ、生産者の経営基盤の安定化
が図られることを求めています。
○農業技術を習得し、就農できることを求めています。
○アドベンチャーツーリズム、貸し農園や観光農園の需要が増える
など、自然やみどりに触れ合う機会が求められています。
○耕作の難しい農地所有者が、農地を維持するため、新たな農地
活用を求めています。
○都市近郊でまとまったみどりが残る「まちだの里山」には多くの人
が訪れています。
○里山の環境に興味や親しみを持つ人や、里山を活用した取組
や活動の参画を検討する企業と団体がいます。
○放置された山林や農地が増えた結果、枯損による倒木や不法投
棄が発生し、土地所有者の精神的・経済的な負担となっています。
○不法投棄への対応や負担軽減を目的に所有する山林の有効活
用を求めている地権者がいます。

○市内の農家戸数が659戸、経営耕地面積は186haあります。
（2020年農林業センサスより）
○市が意欲のある農業者を認定する「認定農業者」は71経営体で
す。（2024年3月31日時点）
○2011年度から開始した農地あっせん事業によって、110人の担い
手バンク登録者のうち45人が新規就農や経営拡大を実現していま
す。（2023年度末あっせんした農地16.6ha）（2024年3月31日時点）
○多摩丘陵の広域的な自然のつながりの中、まとまりある緑が残る
貴重な自然環境を有しています。
○周囲を市街地に囲まれ都市部に近接しているため、都市的な質
の高いサービスと身近にふれあうことができる自然の魅力の両方を
享受できる希少な地域です。
○農業従事者の高齢化や後継者不足などから耕作が行われてい
ない農地や放置された山林がある一方、これらの中に活用できる
可能性をもつ土地も多くあります。
○住む人も訪れる人も居心地のよい里山にするため、環境を整
え、魅力を伝える必要があります。
○人が入ることができるように整備することで、有効活用を図ること
ができる山林があります。

○農家戸数（659戸、東京都2位）や経営耕地面積（186ha、東京都
3位）において東京都内で上位となっています。(島しょ部を除く)
（2020年農林業センサスより）
○野菜の作付面積及び収穫量は東京都2位であり、ピーマン、トマ
ト、ナス、キュウリなどの収穫量は都内で上位となっています。（令
和3年度東京都の市域・区市町村別農業データブックより）
○神奈川県藤沢市の地産地消ロゴマークである「『藤沢産』ロゴ
マーク」の市民認知度が43.7％（2023年11月時点）に対し、町田産
農産物「まち☆ベジマーク」の市民認知度は37％(2024年3月末時
点)です。今後も、様々な媒体を使い町田産農産物「まち☆ベジ」を
市民に知ってもらう地産地消を推進するためには効果的なPRが必
要です。
○里山における経済循環も視野に入れた活用保全計画を策定し
たのは全国初です。
○千葉県柏市では「カシニワ」という樹林地活用の支援制度があり
ますが、町田市には同様の制度はありません。
○岐阜県飛騨市では「広葉樹活用促進コンソーシアム」という官民
連携組織がありますが、町田市には同様の組織はありません。

○みどりの食料システム法の施行もあり、環境に配慮した農業の取
組みが重要になってきています。
○物価の高騰に伴い、肥料価格や諸材料費も高騰するなど、生産
者、消費者ともに、負担が増加しています。
○コロナ禍以降、地産地消の考え方は注目を浴び、消費者の関心
が高まっています。
○世界的な輸出規制等の動きから、自給率の向上が求められてい
ます。
○イベントへのニーズが増していることから、農にふれあう機会の取
り組みを継続的に行う必要があります。
○子育て世代の食育への関心が高まり、野菜を価格重視から品質
重視へと価値観が変容しています。
○ＳＤＧｓの達成や持続可能な循環型社会の実現の寄与していくこ
とが重要な視点となっています。
○森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により、都市住
民の森林・林業に対する理解の醸成や山村の振興等につながるこ
とが期待されています。
○様々な社会課題、経済的課題の解決方法の一つとしてグリーン
インフラの活用が期待されています。
○コロナ禍の影響を受け、市内外から散策などを楽しむ人が多く訪
れています。
○NPOや市民団体により、里山環境を再生する取り組みが行われ
ている場所では、景観が蘇り、生物の多様性も再生・維持されてい
ます。
○町田の里山では散策などの来訪者が増えた結果、私有地への
立ち入りなど来訪者のマナー違反が発生しています。
○放置された山林や農地が増えた結果、枯損による倒木や不法投
棄が発生し、土地所有者の精神的・経済的な負担となっています。
○後継者不足や担い手不足等の理由により、手入れの行き届かな
い山林や農地が増え、土砂災害の危険性や不法投棄など生活環
境への影響が指摘されています。
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5
ワークライフバランスの推進
・仕事と育児の両立推進の取組

3歳未満の子を養育している職員が時間外勤務を
した日の割合

－ 10％以下

4
全庁で取り組む施策の推進
・「子どもにやさしいまち」の実現に向けた取組

子ども達が発案するプログラム等の実施 － 実施

3
経営改革の推進
・部の事務事業見直しの取組
市有財産（北部丘陵整備事業用地）の調査と活用

市有財産の活用 － 財産の活用

2 里山環境の再生と活用 拠点施設の整備 － 施設の開設

部名 経済観光部北部・農政担当

部長名 粕川　秀人

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 地産地消の推進

①子育て世帯のうち「まち☆ベジ」を購入したことが
ある人の割合

②ニーズ調査の実施

①55%

②実施

①70%

②実施
2026年度

2029年度

2028年度

2024年度

2024年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

2 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

地産地消の推
進

①町田産農産物「まち☆ベジ」をより多くの市民に
知ってもらうため、多様な媒体を通じたPRを行いま
す。また、子育て世帯に対し、市内の直売所へ継
続的に来ていただけるようなイベント等を実施しま
す。

②子育て世帯のライフスタイルに合った新たな販売
方法を検討するためのニーズ調査を行うとともに地
産地消の試行的な取り組みを進めていきます。

①子育て世帯のうち「ま
ち☆ベジ」を購入したこと
がある人の割合

②ニーズ調査の実施

①60%

②実施
○

準備を進めていたアグリハウス鶴川
でのイベントは急遽中止となりまし
たが、JA町田市と子どもセンターま
あちと連携し、夏野菜を使った調理
イベントを実施し、効果的な「まち☆
ベジ」および市内の直売所のPRの
機会としました。

里山環境再
生・活用拠点
施設の基本的
事項の決定

事業者の参画に影響する課題についてマーケット
サウンディング調査を実施し、施設の規模や場所、
民間活力の導入が図れる事業スキームを決定しま
す。

施設の規模や場所、事
業スキームなどの決定

完了

「里山環境の再生・活用拠点施設
のあり方に関する基本構想」につい
て、地域住民を対象とした意見交
換会を開催し、拠点施設を活用し
た事業案などについて意見を伺い
ました。
また、基本構想において整理した
課題の解決に向け、施設機能に関
連する事業者を対象としたマーケッ
トサウンディング調査に着手しまし
た。

マーケットサウンディング
調査の対象事業者から
事業提案を受け付け、施
設の規模や場所、民間
活力の導入が図れる事
業スキームを決定しま
す。

・民間活力を導入した拠点施設整備に向け
て、関連事業者を対象としたマーケットサウン
ディング調査を実施し、提案を受け付けまし
た。その結果、まちだの里山における活用可
能な木材資源の樹種や量などが把握できれ
ば活用の用途について具体的な検討ができ
るとの意見をいただき、今後取り組むべき課題
と認識しました。
・庁内関係部署と拠点施設整備に関する都市
計画法等の制限について条件整理を行った
結果、法令に即した施設の規模や場所など整
備の方向性を定めることができました。
・拠点施設の機能のひとつである木材活用に
ついて、市庁舎１階のイベントスタジオにおい
て、市民団体や事業者などと連携し、里山環
境の再生や木材・竹材など里山資源の活用
に関する取り組みについてPR展示を実施しま
した。その結果、玉川大学と連携したPR展示
の機会を設けることができ、山林や竹林の活
用の重要性を市民、特に大学生などの若い
世代に発信することができました。今後も取り
組みを継続し、機運醸成を図る必要がありま
す。

完了

C:目標
水準を達
成したた
めです。

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

C○

子育て世帯にまち☆ベ
ジや直売所をPRするた
め、近隣の子ども向け施
設と連携し、11月にアグ
リハウス鶴川とグランド
オープンするアグリハウ
ス忠生でイベントを実施
します。
イベントに来場した子育
て世帯に対してニーズ調
査をおこないます。
また、12月には子育て世
帯(小中学生とその保護
者)へ「まち☆ベジ」の購
入実態に関する調査を
実施します。

①子どもセンターやアグリハウスでの「まち☆
ベジ」PRイベントを実施した結果、多くの子育
て世帯がイベントや直売所に来場し「まち☆
ベジ」を購入したことで目標値を上回ることが
出来ました。今後、更に購入率を上げるため
に、引き続きイベントを継続するとともに、新た
な手法についても検討し、実施していく必要
があります。

②アグリハウスでのイベント時や市内小中学
生の保護者に対して「ニーズ調査」を実施した
結果、直売所の営業時間や受け取り方法に
課題があることが分かりました。保育園や幼稚
園での受け取りのニーズが高いことから、JA町
田市と連携し、実施に向けた検討をする必要
があります。

①69％
②実施

B

①より多くの市民
に「まち☆ベジ」
を購入してもらう
ために、引き続き
イベントを実施す
るとともに、新た
な手法について
検討します。ま
た、3月に発行し
た「まち☆ベジ
BOOK 」等の広
報媒体を通して、
子育て世帯へ「ま
ち☆ベジ」や直
売所を広く知っ
てもらえるように
PRします。
②調査結果を分
析し、子育て世
帯のライフスタイ
ルに合った市内
産農産物の効果
的な販売方法と
野菜の受け取り
方法を検討しま
す。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

・木材活用の推
進に向けて、里
山資源に関する
調査が必要で
す。

・引き続き、事業
者や市民との対
話と里山資源の
活用に関する情
報発信を行うな
ど、里山環境の
再生・活用に関
する機運醸成を
図ります。

経済観光部北部・農政担当

粕川　秀人

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

対象職員が復帰する11
月以降は、上半期で整
備した体制により、仕事
と育児の両立を推進しま
す。

対象職員が復帰した11月以降、業務の進捗
を共有できるシートを作成し共有化を図ること
により、引き継げる体制を整備しましたが、サ
ポート側の職員に法改正に伴う対応業務な
ど、突発的な業務の発生があったため、課全
体として十分な応援ができず、指標を達成す
ることができませんでした。

14% D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

5 3

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

北部丘陵整備事業用地の未利用の山林等につい
て、更なる活用を図ることを目的とした事業用地の
調査方針を決定します。

現地調査方針の決定 完了 ○

事業用地と活用団体をマッチングさ
せるために必要な情報や、調査着
手の優先順位などについて、考え
方を整理し、現地調査の方向性を
決定しました。

4 5 -
仕事と育児の
両立推進の取
組

3歳未満の子を養育している職員が時間外勤務を
した日の割合を10％以下にします。（対象職員数：
1人）

3歳未満の子を養育して
いる職員が時間外勤務
をした日の割合

10％以下 ○

3歳未満の子を養育している職員の
業務を組織で共有し、該当職員が
業務時間内に終わらなかった業務
を他の職員が協力し、引き継げる
体制にしました。

2025年度からの現地調
査開始に向け、土地の
現況データと土地利用
上の留意点をまとめるた
めの現地調査カルテと調
査着手の優先順位の検
討を行い、調査方針を決
定します。

3 4 -

「子どもにやさ
しいまち」の実
現に向けた取
組

イベント等を子ども達の活躍の場とし、子ども達が
発案するプログラムを実施します。

子ども達が発案するプロ
グラム等の実施

実施 ○

子どもセンターまあちと連携し、苦
手な夏野菜についてアンケートを
実施したところ、子どもたちから「苦
手だけど食べられるようになりた
い。」といった声が多かったというこ
とを受け、急遽、JA町田市と連携
し、苦手な夏野菜を克服するため
の調理イベントを実施しました。
イベント後に実施したアンケートで
は、参加した子どもたち全員が食べ
ることができたと回答しました。
子どもの発案ではないイベントです
が、子どもたちの声に、行政が即応
して事業を実施することは、大変効
果的で今後の事業展開において大
変有益なものとなりました。

年間を通じたスケ
ジュール及び対
象職員の業務量
を考慮したフォ
ロー体制を構築
し、仕事と育児の
両立を推進して
いきます。

11月に開催する農業祭
で、子どもセンターまあ
ちの子どもたちが発案し
たまち☆ベジPRに関す
るプログラムを、子どもた
ちと一緒に準備し、実施
します。

11月に開催した農業祭では子どもや大学生
の発案により、野菜スタンプや野菜ガチャな
ど、子どもが楽しめるプログラムを実施しまし
た。
新たな取り組みとして、成瀬高校の生徒が「町
田活性化プロジェクトチーム」を立ち上げ、町
田産農産物をPRしたいという声を受け、町田
産農産物のポップコーンを栽培する農家さん
とマッチングし、農業祭でポップコーンの販売
を行いました。
また、農業祭での販売が好評だったため、そ
の後に開催されたJA町田市「アグリハウスただ
お」のグランドオープンイベントでも町田産ポッ
プコーンの販売を行い、今後の活動への意欲
と自信につながるよう支援しました。
いずれのプログラムも好評だったため、引き続
き子ども達が発案する農業関連のプログラム
等の実施に向けて支援していきます。

実施 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、農業
祭やアグリハウス
のイベント等で子
どもたちが発案
するプログラムの
実施や活躍の場
を広げていくサ
ポートをします。

土地の現況データと土地利用上の留意点を
まとめるための現地調査カルテを作成し、調
査の方針を決定しました。2025年度からの現
地調査に向けて、準備を整えることができまし
た。

完了 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

作成したカルテ
及び決定した調
査方針に基づ
き、順次現地調
査を実施してい
きます。
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第3次町田市環境マスタープランで掲げる望ましい環境像「みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな　まちだ」の実現に向け、様々な環境対策に対し、市民・事業者と協働して環境負荷の低減を着実に進めることで、環境に配慮したまちを実現します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○地球温暖化の防止
温室効果ガスを起因とする地球温暖化を防ぐために、脱炭素・省エネ
ルギーに取り組むことが求められています。
○生物多様性の保全
生物多様性に関する情報発信を着実に実施し、市民・事業者の生物
多様性の保全に対する意識が高まるようにしていくことが求められて
います。
○一般廃棄物の適切かつ安定的な処理
町田市バイオエネルギーセンター及びごみ収集車の火災が多く発生
しています。一般廃棄物の処理が滞ることのないよう再発防止策を講
じ、適切かつ安定的に処理することで、市民の衛生的な日常生活を
確保することが求められています。
○一般廃棄物の減量
町田市バイオエネルギーセンターで処理しきれない可燃ごみについ
て、年間10,000ｔを上限に多摩清掃工場で処理支援する協定を、
2022年度から2025年度までの期間限定で、多摩ニュータウン環境組
合及び構成市と締結しました。2025年度以降、処理支援を受けず、ご
みの自区内処理を実現するため、「第2次一般廃棄物資源化基本計
画アクションプラン」では2025年度のごみ量の削減目標を設定しまし
た。ごみ減量の施策を市民・事業者・町田市が協働で取り組んでいく
ことが求められています。
○プラスチックの資源化
プラスチックの焼却による温室効果ガス排出量を削減し、資源化率を
向上させるため、横浜線以南地域における容器包装プラスチックの分
別収集について、2026年度からは全市域で収集を開始します。多く
の市民の協力が得られるよう周知・ＰＲ活動を継続していくことが求め
られています。
○まちの美化の推進
近年、受動喫煙への関心が高まっており指定喫煙所のあり方を検討
することが求められています。
○境川クリーンセンター跡地の有効活用
境川クリーンセンター跡地に設置される調節池の上部利用と旧境川ク
リーンセンター管理棟の有効活用について、市民の理解を得ながら
進めていくことが求められています。
○最終処分場の有効活用
最終処分場の維持管理について、市民の理解を得ながら取り組んで
いくことが求められています。また、町田市バイオエネルギーセンター
を中心としたまちづくりを円滑に進め、魅力ある住みよいまちづくりが
求められています。
〇デジタル化の促進
市民・事業者の利便性向上や、業務・事務の効率化のため、オンライ
ン申請への対応や行政手続きのデジタル化が求められています。

○地球温暖化の防止
環境活動に取り組む市民とともに、多彩な環境学習プログラムを実
施し、アプリやＳＮＳを活用した情報発信等、先進的な取り組みを
展開しています。また、多くの事業者が地域の環境活動に参加し
ています。
○生物多様性の保全
町田市内には、河川の源流や里山等の特徴的な自然環境があり、
絶滅危惧種を含む様々な生物が生息しています。
○プラスチックの資源化
容器包装プラスチックの資源化施設であるリレーセンターみなみ
で、横浜線以南の地域を対象に容器包装プラスチックの資源化を
行っています。
○まちの美化の推進
市内の5駅（町田駅、鶴川駅、成瀬駅、多摩境駅、南町田グランベ
リーパーク駅）周辺を美化推進重点区域及び道路等喫煙禁止区
域に指定しています。また、喫煙による被害を防止し、安全を確保
するため、区域内には指定喫煙所を10箇所設置しています。
○境川クリーンセンター跡地の有効活用
境川クリーンセンター跡地に東京都が整備している調節池の上部
と旧境川クリーンセンター管理棟を、市民が集う場所として活用す
ることができるように進めています。
○最終処分場の有効活用
最終処分場の上部を市民が集う場所として活用するため、関係機
関と調整を進めています。

○地球温暖化の防止
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「地方公共団体実
行計画（区域施策編）」は都内63自治体のうち42自治体が策定済
（策定率67％）です。町田市は第3次町田市環境マスタープランに
包含して策定しました。
町田市は、2022年1月に多摩26市中7番目となるゼロカーボンシ
ティ宣言を行いました。2024年3月末時点で、多摩26市中22市が宣
言を行っています。
○生物多様性の保全
多摩26市中15市(町田市含む）が、「生物の多様性の保全及び持
続可能な利用に関する基本的な計画（生物多様性地域戦略）」を
策定しています。町田市は2015年に「町田生きもの共生プラン」とし
て策定し、2022年3月には第3次環境マスタープランに包含して計
画を改定しました。
○一般廃棄物の減量
市民1人1日当たりのごみ排出量（2022年度）は741ｇで多摩地域
26市中21位（多摩地域平均704ｇ）です。また、ごみの総資源化率
（2022年度）は32.6％で多摩地域26市中24位（多摩地域平均
37.6％）となっています。
○プラスチックの資源化
容器包装プラスチックの資源化については、多摩地域26市中24市
が市内全域で実施しています。
○まちの美化の推進
道路等喫煙禁止指定区域内での喫煙を全面禁止にしている自治
体もありますが、町田市では、ポイ捨て防止の観点から指定喫煙所
を設置し分煙を行っています。

○東京都の動向
2019年12月に「ゼロエミッション東京戦略」を策定し、2021年3月には
そのアップデート版を公表して、ＦＣＶやＦＣバスの普及、水素ステー
ションや電気自動車用急速充電器の整備、食品ロスの削減、プラス
チックごみの削減等の取り組みを加速させています。
○地球温暖化の防止
温室効果ガスの削減について、内閣総理大臣が2020年10月の所信
表明の際、2050年までに実質ゼロにすることを宣言し、2021年4月に
は、2030年に2013年度比46％削減することを目標として表明していま
す。また、2023年4月の「Ｇ７札幌　気候・エネルギー・環境大臣会合」
では、G7の保有車両からのCo2排出量を2035年までに2000年比50％
に削減することが合意されました。第3次町田市環境マスタープラン及
び第5次町田市環境配慮行動計画に掲げた温室効果ガスの削減目
標の達成が求められています。
○生物多様性の保全
国では、2030年までに自然を回復軌道に乗せるため、2023年3月、生
物多様性の損失を止め、反転させる「2030年ネイチャーポジティブ」を
目標として掲げた「次期生物多様性国家戦略2023-2030」を閣議決定
しました。東京都では、2023年4月に東京都生物多様性地域戦略を
改定しました。新たな戦略を踏まえ、施策を検討、推進することが求め
られています。
○一般廃棄物の減量
国はプラスチックの全量資源化や使用済紙おむつの資源化等の先
進的な施策を提示しています。ごみの減量や資源化に向けて情報収
集を強化し、発生抑制や適正処理の推進に向けた対策が求められて
います。
○プラスチックの資源化
製品の設計からプラスチックの廃棄物の処理まで関わるあらゆる主体
における資源循環の取組を促進するため「プラスチックに係る資源循
環の促進等に関する法律」が2022年4月から施行され、プラスチックの
資源化を加速することが求めらています。
○まちの美化の推進
東京都受動喫煙防止条例が2020年4月から全面施行となり、受動喫
煙防止の観点から、公共の場での喫煙規制を求める声が多くなって
います。
〇「2024年問題」への対応
2024年4月1日からドライバーの時間外労働時間の上限が設定される
ことに伴い、運搬量の削減や人員不足等が懸念されています。これら
のいわゆる「2024年問題」が、ごみ収集業務に与える影響と対応を検
討することが求められています。
〇デジタル化の促進
政府のデジタル化促進政策によって、行政手続のデジタル化が加速
しています。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

環境資源部長

塩澤　直崇

部名

部長名
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2030年度末

2030年度末

2031年度

2032年度

2026年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 ごみの減量の推進
2019年度と比較した
ごみの削減量
（2019年度：120,594ｔ）

2023年度
7,617t削減（累計）
（112,977t）（推計量）

7,552t削減（累計）
(113,042t)

※2023年度の値が確定したため、修正しました。

11,500ｔ削減
（109,094ｔ）

2030年度末

部名 環境資源部長

部長名 塩澤　直崇

目標値

2 町田市全域から排出される温室効果ガスの削減
2013年度と比較した
市内の温室効果ガス排出量削減率
（2013年度:1,489千t-CO2比）

2021年度
14％削減
（1,275千t-CO2）

33％削減
(998千t-CO2）

3 公共施設から排出される温室効果ガスの削減
2013年度と比較した
町田市役所の温室効果ガス総排出量削減率
（2013年度：101,677ｔ-CO2比）

2022年度
30％削減
（71,392ｔ-CO2）

46％削減
（54,761t-CO2）

4 生物多様性の保全 生きものに関心のある市民の割合
2023年度（調査）
61％

80%

5 最終処分場等の周辺まちづくりに寄与する土地の有効活用 活用件数 ― 2件

6 行政手続のデジタル化の推進 オンライン申請に対応できる届出種類 15種類 累計29種類

2024年度7 ワークライフバランスの推進
1人あたりの時間外勤務の時間数
2023年度比10％減

2023年度：82時間

75時間

※計算人数に誤りがあったため、修正しました。

73時間以下

67時間以下
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

①第3次町田市
環境マスタープ
ランを周知すると
ともに、一部改定
を踏まえて再生
可能エネルギー
の導入や利用拡
大などの取組を
強化し、さらに推
進していく必要が
あります。

②今後も、事業
の普及促進を行
うとともに、市場
の動向を注視し、
必要に応じて事
業の継続性を検
討するとともに、
新たな奨励制度
の実施を検討す
る必要がありま
す。

③引き続き、市
民や事業者が主
体として参加する
様々な環境に関
するイベントを開
催します。また、
様々なイベント等
に積極的に出展
し、普及啓発を
行います。

環境資源部長

塩澤　直崇

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

地球温暖化対
策に関する取
り組みの推進
（「ゼロカーボ
ンシティまち
だ」に向けた
取組を含む）

①第3次町田市環境マスタープランでは、温室効
果ガスを2030年度までに2013年度比で33％削減
するとしています。環境先進都市「ゼロカーボンシ
ティまちだ」実現に向けた動きをさらに加速化させる
ため、取組の追加など、計画の一部改定を行うこと
で、計画の強化を図ります。

②市民・事業者・行政が連携・協力して、温室効果
ガスの排出量の削減に取り組みます。
水素エネルギーの利活用支援として、家庭用燃料
電池システムを設置した際の奨励金を交付します。

③次世代エネルギー等の普及啓発のため、環境
学習会を開催するなど、地球温暖化対策に関する
普及啓発を推進していきます。
また、市内でも燃料電池自動車の水素充填が行え
るよう、水素ステーションの開設のために、水素関
連事業者へ働きかけを行います。

①環境マスタープランの
一部改定

②家庭用燃料電池シス
テム設置奨励件数

③イベントに参加した市
民の数

①一部改定

②180件

③800人

①一部改定に向け、庁内各部署の
所管事業における取組の更新の意
向を把握するため調査を実施し温
室効果ガス削減目標の試算、改定
素案（案）の作成等を行いました。
環境管理委員会では、第3次町田
市環境マスタープランの一部改定
の方向性及び改定素案を共有しま
した（4/19、7/4、9/17）。環境審議
会では、第3次町田市環境マスター
プランの一部改定の方向性及び改
定素案を審議しました（4/30、
7/16、9/20）。

②家庭用燃料電池システムの設置
奨励事業について、6/17～9/30ま
で募集を行い、140件の申請を受け
ました。

③緑のカーテン事業では632人の
市民、81団体に対して、合計4860
苗のゴーヤの苗を配布しました。
（市民向け5/12、団体向け5/13）
イベントでは、家庭ですぐにできる
地球温暖化対策の中から、実施す
る取り組みを選び、宣言していただ
く、「わたしのエコ宣言」を行ってお
り、緑のカーテン事業では265人の
方に宣言していただくことで、地球
温暖化対策に向けた行動変容を促
すことができました。水素エネル
ギーに関する出前授業では、83人
の小学生の参加がありました。
合計715人の市民に対して、地球
温暖化対策に関する普及啓発を行
いました。

①環境審議会で素案を
策定し、パブリックコメント
を行います（12～1月）。
パブリックコメントの結果
や環境審議会の答申を
ふまえ、第３次町田市環
境マスタープランの一部
改定を行い、公表します
（3月）。

②受け付けた申請に対
して、奨励金交付の手続
きを進めていきます。
11/1～12/13まで二次募
集を行います。

③中学生向けの水素エ
ネルギーに関する環境
学習(11/2)、相原ふれあ
いフェスティバル
（10/13）、たまかんフェス
タ（10/20）、グリーングッ
ドマーケット2024
（11/3）、気象講演会
（3/1）などの各種イベン
トを通じて、地球温暖化
に対する普及啓発を行
います。

①庁内の調査実施の上、環境管理委員会、
環境審議会の検討を経て、一部改定素案を
作成し、パブリックコメントを実施しました
（12/15～1/15）。
環境管理委員会では、第3次町田市環境マス
タープランの一部改定の方向性及び改定素
案を共有しました（4/19、7/4、9/17、11/14、
2/4）。
環境審議会では、第3次町田市環境マスター
プランの一部改定の方向性及び改定素案を
審議しました（4/30、7/16、9/20、11/20、
2/10）。
パブリックコメント及び環境審議会の答申等を
踏まえ、第3次町田市環境マスタープランの成
果指標等の見直しを行い、市内の温室効果
ガス排出量を2013年度比で2030年度までに
51％削減することなど、地球温暖化対策を中
心とした一部改定を行いました（3月）。

②家庭用燃料電池システムの設置奨励事業
について、6月15日から9月30日で一次募集を
行い、140件の申請を受付けました。11月1日
から12月13日に二次募集を行い、35件の申
請を受付けました。最終的に、2024年度は前
年度を大きく上回る175件の申請を受け、合計
172件に奨励金を交付しました。結果、年間
240.8t-CO2のCO2排出量の削減につながり
ました。

③緑のカーテン事業では632人の市民、81団
体に対して、合計4860苗のゴーヤの苗を配布
しました（市民向け5/12、団体向け5/13）。
市内在住、在学の中学生を主な対象に、横浜
国立大学教授らを講師とする水素エネルギー
に関する環境学習（11/2）を実施しました（28
人）。
市内の小学校で、水素エネルギー出前授業
を2回（9/26、10/4）実施しました（194人）。
気象予報士を講師とする地球環境講演会
（3/1）をまちだECO to フェスタの開催に合わ
せて実施しました（200人）。
相原ふれあいフェスティバル（10/13）、たまか
んフェスタ（10/20）、グリーングッドマーケット
2024（11/3）に出展しました（計978人）。
合計2032人の市民に対して、地球温暖化対
策に関する普及啓発を行いました。
さらに、上記イベントに来場した市民のうち788
人の方に、生活の中でさらなる地球温暖化対
策に取り組んでいただく、「わたしのエコ宣言」
に参加いただきました。

①一部改定

②172件

③2032人

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C○
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

・引き続き、生ごみの家
庭での自家処理の推進
を行います。
・SNSや広報紙発行を通
じてごみの減量・資源化
について周知します。
・引き続き、事業所に対
し、事業系廃棄物の減
量・資源化に向けた取り
組みの優良事例を周知
し、事業系廃棄物の適正
排出を促します。
・ごみの減量・資源化に
向けた新たな事業につ
いて、引き続き検討、実
施します。
・2回目の家庭系ごみ組
成調査を2月に、事業系
ごみの組成調査を11～
12月に実施し、データ分
析を行います。
また、次期アクションプラ
ンの策定に向けて、現状
分析や課題の整理等を
行い、審議会にて意見
聴取を行います。

1年間を通じてごみ量削減に向け次の取り組
みを行いました。
・家庭用生ごみ処理機補助金制度について
SNSやイベント出展で周知し、298世帯から新
規申請がありました。
・ダンボールコンポスト講習会を19回開催し、
151人の参加がありました。
・SNSでごみの減量・資源化に関した情報発
信を210回行い、120人の新規フォロワー数増
加となりました。
・11月15日から12月1日にかけて、若年層を対
象とした環境イベント「まちだECO toゴー・ラウ
ンド！」を開催し、環境啓発スタンプラリーや
食品ロス削減レシピ・食品ロス削減ダイアリー
の配布を行いました。
来場者数は前年同期の4.4万人を上回る、5.6
万人（公園の来場者を含む）、SNSのイベント
関連投稿の総閲覧数は210万回以上、アン
ケートによる参加者の満足度は99％で、多く
の方に環境問題に触れていただく機会となり
ました。
・海洋プラスチックごみ削減啓発のため、8市
連携海洋プラスチックごみ削減啓発プロジェ
クトで作成した動画をFC町田ゼルビア及び
ASVペスカドーラと連携し、両チームのホーム
ゲームで放映しました。(FC町田ゼルビア:8
月・2試合、ASVペスカドーラ:1月・2試合)
・大規模事業所立入検査等の際に、71事業
者に対し、事業系廃棄物の減量・資源化に向
けた取り組みの優良事例を周知しました。11
月には事業系一般廃棄物講習会を開催し、
参加した110事業者に優良取り組み事例を説
明しました。
・一般廃棄物の減量や適正排出に積極的か
つ組織的に工夫を凝らし取り組んでいる市内
の10事業者（うち新規5事業者）に対し、まち
だ3R賞の表彰を3月1日の「まちだECOtoフェ
スタ」で行いました。
・燃やせるごみ、燃やせないごみの組成調査
を2回（9月、2月）実施しました。
また事業系ごみの組成調査を12月～1月に実
施しました。
これらの結果等から状況を分析・整理し、次期
アクションプランの策定に向けて、廃棄物減量
等推進審議会に諮りご意見をいただきまし
た。

8,501ｔ削減
（累計）

(2024年度総
ごみ量推計
値：112,093t)

B

ごみ減量のため
の以下の取組を
積極的に推進し
ていきます。
・家庭系・事業系
ごみ組成調査の
結果を踏まえて、
後期アクションプ
ランを策定する
必要があります。
・新たに検討した
施策や事業、啓
発方法につい
て、実行していき
ます。

2 1

個
別
計
画

ごみの減量等
の推進

家庭から排出されるごみの減量に向け、生ごみの
自家処理の推進、SNSや広報誌による情報発信、
啓発活動、適正なごみの分別促進を行います。
また、事業所に対し、ごみの適正処理や3R推進に
関する理解を深めてもらうため、他事業所の良い取
組事例を周知するなど、啓発活動を行います。
さらに、第2次一般廃棄物資源化基本計画の次期
アクションプランの策定に向けて、家庭系及び事業
系ごみの組成調査や他市の事例調査を実施しま
す。

2019年度と比較した
ごみの削減量
（2019年度のごみ量：
120,594ｔ）

8,116t削減
（累計）
（2024年度の
ごみ量：
112,478t）

○

2024年度の上半期のごみ量見込
み値（集団回収を除く）は53,403tと
なっており、2023年度の同時期の
ごみ量53,528tと比較して125ｔ減少
しています。2019年度の同時期の
ごみ量56,006tと比較すると2,603t
減少しています。

なお、ごみ量削減に向け次の取り
組みを行いました。
・家庭用生ごみ処理機補助金制度
についてSNSやイベント出展で周知
し、240世帯から申請がありました。
・ダンボールコンポスト講習会を14
回開催し、98人の参加がありまし
た。
・SNSでごみの減量・資源化に関し
た情報発信を78回行い、80人の新
規フォロワー数増加となりました。
・大規模事業所立入検査等の際
に、34事業所に対し、事業系廃棄
物の減量・資源化に向けた取り組
みの優良事例を周知しました。
・家庭系の燃やせるごみ、燃やせな
いごみの1回目の組成調査を9月に
実施しました。また、事業系ごみの
組成調査実施に向けて、委託事業
者の選定などの準備を進めました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①契約締結後、委託事
業者の業務に必要な車
両・人員等の準備がス
ムーズにできるよう、委託
事業者と調整を進めま
す。

②2025年度の住民説明
会の実施に向けて、関係
者との調整や、資料作成
などの準備を進めます。

①
・容器包装プラスチック収集運搬委託業務に
係る一般競争入札を実施し、委託事業者を決
定しました(9/30)。
・契約締結後、委託事業者の業務に必要な車
両・人員等の準備がスムーズにできるよう、収
集場所の確認など委託事業者と調整を進め
ました。

②
・部内で周知・啓発に関する検討組織を立ち
上げ、住民説明会の実施方法などを検討しま
した。
・学校法人玉川学園との連携事業を実施し、
効果的な周知・啓発のためロゴ・チラシデザイ
ン等の作成を行いました。
・町内会・自治会連合会の地区長会、会長会
に説明を行った上で、2025年度の説明会実
施についての希望調査を、容器包装プラス
チックの分別収集未実施地域の町内会・自治
会へ2月に発送しました。
説明会の実施に向けて、市民に配布する資
料や職員向けQ＆Aなどの資料作成を行いま
した。
・2026年4月からの容器包装プラスチック専用
小袋の販売に向けて、条例改正を行い、指定
収集袋の製作準備や販売店との再契約の準
備を進めました。

①契約締結

②実施
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

分別協力率向上
のため、作成した
ロゴ・チラシデザ
イン等を活用し、
各町内会・自治
会での説明会や
各種媒体を通し
て、周知啓発を
行う必要がありま
す。

3 1

個
別
計
画

容器包装プラ
スチックの市
全域での収集
に向けた取り
組み（「ゼロ
カーボンシ
ティまちだ」に
向けた取組を
含む）

2026年度からの容器包装プラスチックの市全域収
集開始に向け、収集運搬業務委託の契約など準
備を実施します。
また、市民への周知方法や、分別協力率向上のた
めの啓発方法等を検討します。

①収集運搬業務委託の
契約締結

②市民周知・啓発方法
等の検討の実施

①契約締結

②実施
○

①9月に容器包装プラスチック収集
運搬委託業務に係る一般競争入
札を実施し、委託事業者を決定し
ました。

②部内で周知・啓発に関する検討
組織を立ち上げ、住民説明会の実
施方法などを検討しました。
さらに、学校法人玉川学園との連
携事業を実施し、効果的な周知・啓
発のためのロゴ・チラシデザイン等
の案の作成を行いました。
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計
画
類
型

進
捗
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況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①公共施設の脱
炭素化に向け
て、ガイドライン
に基づいた取り
組みを推進して
いく必要がありま
す。

②庁内への効果
的な啓発を継続
的に行うことで、
職員の環境意識
の向上につなげ
る必要がありま
す。
引き続き、グリー
ン購入の推進に
向けた注意喚起
を行う必要があり
ます。更なる周知
を行うことで、職
員のグリーン購
入に対する意識
向上につなげて
いきます。

①庁内に方針を周知し、
施設所管課が取り組む
ための支援を行います。

②庁内向けＥＭＳ情報誌
「ハスのんだより」を2回
発行します（12月、3
月）。
各所属に対してグリーン
購入に関する助言を行
います。四半期ごとの達
成率を添えて注意喚起
を行います。（10月、1
月）

①町田市公共施設脱炭素化推進ガイドライン
に基づく取り組み状況調査を実施し（9/9～
9/27）、今後の再生可能エネルギーの導入に
つなげました。
同ガイドラインに基づき、6月に鶴見川クリーン
センターで、町田市バイオエネルギーセン
ターで発電した電力の自己託送を開始し、9
月には成瀬クリーンセンターで再生可能エネ
ルギー100％の電力を導入しました。結果、年
間5,870t-CO2のCO2排出量の削減につなが
りました。
これにより、市有施設全体の電力量のうち約6
割が再生可能エネルギーに切り替わりまし
た。

また、さらなる再生可能エネルギー由来の電
力調達の拡大に向けて、9月に「町田市の電
力調達に係る環境配慮方針」について方針を
決定しました。なお、本方針は10月に庁内に
周知し、施設所管課が取り組むための支援を
行いました。

②EMS情報誌「ハスのんだより」を4回発行しま
した（6/6、9/27、1/29、3/21）。6/6発行の第
38号では環境月間について、9/27発行の第
39号ではグリーン購入について啓発を行いま
した。1/29 発行の第40号では内部環境監査
について、優良事例や不適合があった項目な
どの共有を行いました。3/21発行の第41号で
は環境法令遵守について、不適合があった
業務の共有や、不適合を出さないための取り
組みの紹介などを共有しました。
グリーン購入について、前年度及び四半期毎
の所属別達成率を添えて、全庁への注意喚
起を4回行いました（7月、9月、10月、1月）。ま
た、省エネ等対策会議で前年度の達成率、部
長会議で上半期の達成率を報告し、各部のグ
リーン購入に対する意識の向上を図りました
（9/24、11/5）。
上半期の達成率が、全庁の平均以下の部に
ついてはヒアリング・指導を行いました（2月）。

①実施

②11回

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

町田市
の公共
施設に
おける温
室効果ガ
スの2024
年度排
出量は、
目標の
67,234t-
CO2に対
し、推計
65,478t-
CO2とな
りました。

4 3

個
別
計
画

町田市第5次
環境配慮行動
計画の推進
（「ゼロカーボ
ンシティまち
だ」に向けた
取組を含む）

①町田市第5次環境配慮行動計画及び町田市公
共施設脱炭素化推進ガイドラインに基づき、町田
市の公共施設における温室効果ガスの排出量の
削減に取り組みます。
再生可能エネルギー由来の電力調達の拡大に向
けて、施設所管課をサポートします。

②環境負荷低減に向けて、職員の環境意識の向
上を図るための啓発を行います。また、グリーン購
入をより一層推進するため、物品購入の際にグリー
ン購入を行うよう職員への啓発を強化します。

①実施

②啓発活動の実施回数

①実施

②6回

○

①「町田市第5次環境配慮行動計
画」重点プロジェクトの進捗状況を
確認するための調査を実施しまし
た（4/9～4/26）。
町田市公共施設脱炭素化推進ガイ
ドラインに基づく取り組みを確認す
るための調査を実施しました（9/9
～9/27）。
同ガイドラインに基づき、6月には鶴
見川クリーンセンターで、町田市バ
イオエネルギーセンターで発電した
電力を、小売電気事業者を介さず
に直接供給する自己託送を開始し
ました。また、賄えない電力使用に
ついては、CO2ゼロの電力を導入
しました。9月には成瀬クリーンセン
ターで、再生可能エネルギー100％
の電力を導入しました。
さらなる再生可能エネルギー由来
の電力調達の拡大に向けて、「町
田市の電力調達に係る環境配慮方
針」の内容を関係各課と調整し、施
行しました。（9/25）

②庁内向けEMS情報誌「ハスのん
だより」を2回発行しました。
6/6発行の第38号では環境月間に
ついて、9/27発行の第39号ではグ
リーン購入について啓発を行いまし
た。第39号では、インターン生に記
事の一部を作成してもらいました。
学生目線で作成されたことで、より
わかりやすく周知を行うことができま
した。
グリーン購入について、前年度及
び第一四半期の所属別達成率を
添えて、庁内への注意喚起を2回
行いました（7月、9月）。
合計4回の啓発活動を実施しまし
た。
さらに、省エネ会議で前年度の実
績報告を行い、グリーン購入の徹
底について周知しました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

生物多様性の大切さを広く市民に周知するた
め、普及啓発活動を当初の予定を上回る計9
回行いました。
子ども向けイベントの参加者アンケートでは、
約9割に「これまでより生きものを好きになっ
た」と回答いただくなど、生きものに対する関
心を高める取り組みができました。
・生物多様性関連図書の展示（忠生図書館特
集コーナー、5/9～6/12）
・「ザリガニを釣って水辺の生きものを知ろう」
（薬師池公園、6/1）
・生きもの調査投稿写真の展示（イベントスタ
ジオ、環境月間イベント出展、6/10～6/14）
・生きもの探しキャンペーン（10/1～10/31）
・アライグマ・ハクビシン防除事業紹介パネル
の展示（イベントスタジオ、環境教育展出展、
10/21～10/25）
・「つるっこで虫を見つけよう！」（子どもセン
ターつるっこ、10/27）
・里山イベント「顕微鏡でのぞくミクロの生きも
の」（南町田グランベリーパーク、GREEN
Good MARKET2024出展、11/4）
・生きもの共生フォーラム（市庁舎、まちカフェ
出展、11/30）
・「まちだカワセミ探偵団！消えたカワセミの謎
を解け」（市庁舎、ECOtoフェスタ2025出展、
3/1）

9回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、生きも
のに対する関心
を高めることがで
きる普及啓発活
動の推進が必要
です。

忠生地区ごみの資源化
施設周辺地域整備推進
検討委員会を2月に開催
し、最終処分場を安全に
閉鎖するための安全対
策工事概略設計につい
て、周辺町内会・自治会
に報告します。

忠生スポーツ公園（峠谷地区及び旧埋立地
地区）の2032年度開園に向け、最終処分場を
安全に閉鎖するための安全対策工事概略設
計など、庁内関係部署の事業進捗を管理しま
した。
また、忠生地区ごみの資源化施設周辺地域
整備推進検討委員会を2回開催し、進捗状況
について情報共有しました。（5/22、2/7）

2回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

「忠生スポーツ公
園第二次整備基
本計画（峠谷地
区・旧埋立地地
区）」に定めるス
ケジュールどおり
事業が進むよう、
庁内関係部署と
連携して進捗を
管理します。

5 4

個
別
計
画

生物多様性に
ついての普及
啓発

生きものに対する市民の関心を高められるよう、生
物多様性の大切さを広く市民に普及啓発します。
取り組みにあたっては、新たに作成する「生きもの
かるた」を活用するなど、次世代を担う若い世代に
興味を持っていただくことも視野に入れて、普及啓
発活動を推進します。

普及啓発活動の回数 6回 ○

・国際生物多様性の日（5/22）にち
なんで、忠生図書館に生物多様性
や町田の生きもの関連の書籍を紹
介するコラボ特集コーナーを設置し
ました。(5/9～6/12)

・小学生以下を対象として、外来種
と水辺の生きものについて学ぶ普
及啓発イベント「ザリガニを釣って
水辺の生きものを知ろう」を薬師池
公園で実施しました。（6/1）

・6/10～6/14に市庁舎イベントスタ
ジオで生きもの調査に投稿された
写真等の展示を行いました。

合計3回の普及啓発活動を実施し
ました。

生きもの探しキャンペー
ンや子ども向けイベント
等普及啓発活動を6回行
います。

6 5

個
別
計
画

最終処分場等
の周辺まちづ
くりに寄与する
土地の有効活
用

忠生スポーツ公園（峠谷地区及び旧埋立地地区）
の2032年度開園に向け、「忠生スポーツ公園第二
次整備基本計画（峠谷地区・旧埋立地地区）」に定
めるスケジュールどおり事業が進むよう、庁内関係
部署と連携して進捗を管理します。
また、進捗状況について、随時、周辺町内会・自治
会と情報共有します。

忠生地区ごみの資源化
施設周辺地域整備推進
検討委員会の開催回数

2回 ○

事業の進捗状況について、周辺町
内会・自治会と情報共有するため、
忠生地区ごみの資源化施設周辺
地域整備推進検討委員会を1回開
催しました（5/22）
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

部の事務事業
見直しの取組

市民や事業者の負担を軽減するため、オンライン
申請の導入など、各種行政手続きのデジタル化を
推進します。

また、環境省の提供システム「LAPSS（ラップス）」を
活用し、市有施設におけるエネルギー使用量の集
計を行うことで、データの早期把握・分析を行いま
す。
地球温暖化対策報告書や定期報告書・中長期報
告書の作成時に本システムを活用することで、事務
作業の効率化を図ります。

①オンライン申請に対応
できる届出種類

②LAPSS（ラップス）の活
用による事務作業の削
減時間

①5種類

②36時間
○

①公害関連法令等に基づく届出・
申請について、オンライン化する届
出書として、以下の6種類を選定
し、申請様式等の作成に着手しまし
た。
【環境確保条例関係】
　・工場現況届出書
　・工場軽微な変更届出書
　・地下水揚水施設氏名等変更届
出書
　・地下水揚水施設承継届出書
【土壌汚染対策法関係】
　・一定の規模以上の土地の形質
の変更届出書
【生物多様性保全事業関係】
　・アライグマ・ハクビシン防除申込
書

指定収集袋等取扱店の登録・変
更・廃止届申請について、オンライ
ン申請フォームの素案を作成しまし
た。

②集計処理については、LAPSSを
活用することにより効率が上がりま
した。（16時間）
集計処理については、LAPSSを活
用することにより効率が上がりまし
た。ただし、システム移行期間で
あったため、事務作業の削減には
至りませんでした。（0時間）

※作業時間の集計に誤りがあった
ため、修正しました。

①引き続き、申請様式等
を作成します。作成完了
後、試行期間を経て、周
知及び申請様式の公開
を行います。

②省エネ法改正等の対
応において各所管部署
及び事務局で必要な対
応について業務委託支
援事業者との密な連携・
調整を行い、下半期の
庁内通知や来年度の対
応に向けた準備を進め
ます。

①7種類の手続きについて、ホームページか
らのオンライン申請受付を開始しました。
【環境確保条例関係】(1月開始)
・工場現況届出書
・工場軽微な変更届出書
・地下水揚水施設氏名等変更届出書
・地下水揚水施設承継届出書
【土壌汚染対策法関係】(1月開始)
・一定の規模以上の土地の形質の変更届出
書
【生物多様性保全事業関係】(11月開始)
・アライグマ・ハクビシン防除申込書
【指定収集袋関係】（12月開始）
・指定収集袋等取扱店の登録、変更、廃止申
請

②これまで各部署において、年度末に一括し
てエネルギー使用量の入力・確認をしていま
したが、上半期にも入力・確認を行う運用に変
更したことで、各部署の温室効果ガス削減の
意識向上へつなげました。また、LAPSS操作
研修を受講し、各部署の入力、集計及び確認
を効率化できる機能の活用を検討しました。
システム移行の中で、システムを使いこなせて
いないことや、システム自体に報告に必要な
項目が網羅されていないことによる確認作業
などが生じたため、事務作業の削減には至り
ませんでした。

①7種類

②0時間
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①引き続き手続
きのオンライン化
により、市民等の
利便性向上を図
ります。

②今後もLAPSS
機能の活用の検
討を行い、各部
署におけるス
ムーズな入力と
集計及び確認効
率が上がるように
取り組みを進め
ます。

8 7 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

スケジュール管理を徹底し、書面会議やオンライン
会議の活用など業務を効率的に進めるとともに、定
時退庁日を厳守することで、時間外勤務時間数削
減に取り組みます。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

73時間以下
67時間以下
(2023年度比
10％減)

※計算人数に
誤りがあった
ため、修正し
ました。

△

1人あたりの時間外勤務の時間数
は39時間で、2023年度の同時期と
比較して5％増となりました。
書面会議やオンライン会議の活用
など業務を効率的に進めるととも
に、定時退庁日を厳守することで、
時間外勤務時間数削減に取り組み
ました。
また、部内会議で前月分の時間外
勤務時間数を検証するとともに、部
の労働安全衛生委員会に報告する
ことで、時間外勤務時間数削減に
向けたマネジメント強化に努めまし
た。
一方、選挙事務や大雨に伴う避難
所開設など、通常業務以外の時間
外対応も多く、削減率は伸びてい
ません。

時間外勤務時間数削減
に向けた取組を継続しま
す。

1人あたりの時間外勤務の時間数は78時間
で、2023年度と比較して4％増となりました。

書面会議やオンライン会議の活用など業務を
効率的に進めるとともに、定時退庁日を厳守
することで、時間外勤務時間数削減に取り組
みました。
また、部内会議で前月分の時間外勤務時間
数を検証するとともに、部の労働安全衛生委
員会に報告することで、時間外勤務時間数削
減に向けたマネジメント強化に努めました。

一方、選挙事務や大雨に伴う避難所開設など
通常業務以外の時間外対応も多く、さらに、
2026年度からの容器包装プラスチックの市全
域収集開始に向けた業務量の増加などを受
け、時間外勤務時間数は増加しました。

78時間
（2023年度比
4％増）

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

時間外勤務時間
数の削減に向
け、各課でマネ
ジメント強化を図
る必要がありま
す。

7 6

事
務
事
業
見
直
し
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・町田市資源循環型施設整備基本計画(2013年4月策定、2023年5月改定)に基づき、循環型社会の構築を目指し、市民との協働で環境負荷の少ない周辺地域に配慮した資源循環型施設整備を進めます。また、所管施設に搬入されたごみを安全かつ安定的に適正処理
します。
・熱回収施設等の周辺施設整備基本構想(2018年3月策定)に基づき、最終処分場の上部を安全に活用できるようにします。
・火災の原因となるごみや焼却施設への影響が大きいごみに対する市民の理解を深めるために職員のスキルアップを図り、市民に適正排出の協力をＰＲするとともに火災の原因となるごみの除去装置の施設導入に関する検討を行います。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

①周辺環境に配慮した安全で安心な町田市バイオエネルギーセ
ンターの整備・運営
・本施設は2022年1月に本格稼働しました。市と運営会社及び周辺
住民が協力しあい、安定的かつ継続的にごみが収集され、安全で
安心に処理できるしくみが整っていることに加えて、環境負荷の少
ない周辺地域に配慮した資源循環型施設の整備・運営が求められ
ています。そのため、施設周辺の地域の代表と協働で整備の検討
を進めていくことが求められています。また、運営の状況について
は、施設周辺の地域の代表で構成する運営協議会へ、確実に報
告していくことが求められています。

②新たな資源ごみ処理施設2箇所の整備
・新たな施設として、資源ごみ処理施設（容器包装プラスチック、製
品プラスチック、ビン・カン等の処理施設）を効果的かつ効率的に
相原地区・上小山田地区の2箇所に整備していくことが求められて
います。
・発注仕様書など契約手続において、透明性を保ちながら検討し
ていくことが求められています。

③最終処分場の上部利用に向けた取組み
・最終処分場（峠谷地区）と1980年以前の廃棄物が埋まっている旧
埋立地の上部を、安全・安心に利用できるようにすることが求めら
れています。

④一般廃棄物の適切かつ安定的な処理
・町田市バイオエネルギーセンターでは、搬入されたごみの中に混
入していた充電式電池等の有害ごみによる火災が発生し、設備及
び建物が被害を受けました。施設機能を維持し安全かつ安定的に
ごみの処理及び資源化を行うため、搬入されたごみの分別を強化
する等、再発防止策を講じることが求められています。
・市の管理するごみ処理施設は他に5か所存在しますが、多くの施
設が老朽化しています。ごみの安定的な処理を行うためには、これ
らの施設を適切に維持管理することが求められています。

①周辺環境に配慮した安全で安心な町田市バイオエネルギーセ
ンターの整備・運営
・本施設の整備・運営は、公設民営（DBO）方式で進め、施設整備
にあたっては、環境負荷が少なく周辺地域に配慮するという条件を
満たしながら、安全で安心な事業を推進しています。
・また、施設整備にあたっては、建設工事・施設運営・現有施設解
体まで多額の財源を必要とするため、国・都の交付金制度などを
最大限活用します。

②新たな資源ごみ処理施設2箇所の整備
・様々な社会状況の変化に対応した施設整備が必要となります。
・2施設の整備にあたっては、建設工事・施設運営・現有施設解体
まで多額の財源を必要とするため、国・都の交付金制度などを最
大限活用します。

③最終処分場の上部利用に向けた取組み
・最終処分場（峠谷地区）と旧埋立地の上部を忠生スポーツ公園
（第二次）として活用するため、関係機関と調整を進めています。

④一般廃棄物の適切かつ安定的な処理
・火災の原因となる充電式電池や、焼却処理ができない水銀体温
計等、処理に支障があるごみを施設見学者通路に展示すること
で、市民のごみの分別意識を向上させ、適正搬出を促進する取組
みを行っています。
・長期的な視点で施設の維持管理・補修の方策を検討し、ごみの
安定的な処理を目指します。

①周辺環境に配慮した安全で安心な町田市バイオエネルギーセ
ンターの整備・運営
・一般廃棄物を対象としたバイオガス化施設は東日本で初となる先
進的な設備です（※兵庫県南但クリーンセンター、京都市南部ク
リーンセンター等）。
・本施設は最新技術を導入して排出ガス中の規制物質濃度の低減
を図っており、多摩地域等で近年稼動した他の施設と比べて環境
負荷の低い先進施設となります。

②新たな資源ごみ処理施設2箇所の整備
・町田市では、2016年度にJR横浜線以南地区で容器包装プラス
チックの分別収集を開始しました。既存施設であるリレーセンター
みなみはマンションと一体となった類例のない施設であり、他市か
らも視察が来ています。
・今後、資源ごみ処理施設2箇所の整備計画を作成していく際に
は、リレーセンターみなみ及び他市の先進的な事例を参考にしな
がら進めていきます。

③最終処分場の上部利用に向けた取組み
・八王子市(戸吹スポーツ公園)など最終処分場の上部を公園利用
している例があり、参考にしています。

④一般廃棄物の適切かつ安定的な処理
・処理に支障があるごみの施設見学者通路への展示の他、広報や
イベントを通じて処理に支障があるごみの分別の協力を積極的に
お知らせしていきます。
・施設の維持管理状況を調査し、安定した処理が可能となるよう適
時に施設の維持管理計画を策定します。

①周辺環境に配慮した安全で安心な町田市バイオエネルギーセ
ンターの整備・運営
・町田市バイオエネルギ－センターのストックヤード棟及び資源ご
み処理施設の整備が完了するまでの間、資源ごみの暫定処理が
必要です。また、ごみを減量するため、更なる資源化を進める必要
があります。

②新たな資源ごみ処理施設2箇所の整備
・プラスチックごみについては、製品の設計からプラスチックの廃棄
物の処理まで関わるあらゆる主体における資源循環の取組を促進
するため「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が
2022年4月から施行され、環境省をはじめとする国レベルでの対応
検討が進められております。様々な社会状況の変化に伴うごみの
排出量や再資源化方法の変化等の動向を注視し、環境への影響
低減に向けて、資源化や適正処理の推進などの対策を講じていく
必要があります。
・サプライチェーン（資材供給網）等、施設整備に影響する社会情
勢の変化をいち早くとらえ、事業を着実にすすめるための柔軟な対
応や体制整備が必要となります。

③最終処分場の上部利用に向けた取組み
・安全・安心な形での上部利用を早期に行うことが求められていま
す。

④一般廃棄物の適切かつ安定的な処理
・火災の再発防止のため、施設内での選別強化に努めるとともに、
市民にごみ分別の重要性を説明し、適正排出への協力をＰＲする
必要があります。
・建設から時間が経過している施設は、大規模な修繕が想定され、
費用の平準化についても検討する必要があります。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

環境資源部循環型施設担当

徳重　和弘

部名

部長名
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2028年度

2037年度

2028年度

①2024年度（継続）

②2030年度

2024年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1
所管施設の安全かつ安定的稼働
ストックヤード棟及び緑の広場の整備

①町田市バイオエネルギーセンターの安定稼働
②運営協議会開催回数

③ストックヤード棟及び緑の広場工事進捗率

①町田市バイオエネルギーセンターの安定稼働

②2回

③85%
(2024年4月時点)

①計画発電量の90％以上

②2回

③100%

①2024年度（継続）

②2024年度（継続）

③2024年度

部名 環境資源部循環型施設担当

部長名 徳重　和弘

目標値

2 相原地区における資源ごみ処理施設の整備
①施設整備事業の進捗状況

②地区連絡会開催回数

①用地取得4件（全7件）
   発注仕様書（案）完成

②累計１６回

①完了

②累計21回

3 上小山田地区における資源ごみ処理施設の整備
①施設整備事業の進捗状況

②地区連絡会開催回数

①未着手

②累計８回

①完了

②累計22回

4 最終処分場峠谷地区（旧埋立地含む）上部の利用に向けた取組み 埋立処分終了 終了に向けた各種調査実施 埋立処分終了届の提出

5 一般廃棄物の適切かつ安定的な処理

①イベント・広報等を通じて適正排出への協力を
PR

②ごみ処理施設の計画的な修繕

①施設見学者に適正排出を呼びかけ

②リレーセンターみなみの修繕計画の策定着手

①町田市バイオエネルギーセンターのイベント等の
場を活用しPR：4回

②ごみ処理施設の維持管理計画の策定

6
「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取組
再生可能エネルギーを使用した電力会社との契約によるCO2排出量の削減 再生可能エネルギーを使用した電力会社と契約し

た施設数
　－ 3施設

2024年度

8
ワークライフバランスの推進
時間外勤務時間数削減の取組

1人あたりの時間外勤務の時間数

2023年度：70時間

７５時間

※計算人数に誤りがあったため、修正しました。

63時間以下

67時間以下
（2023年度比10％減）

2024年度

7 部の事務事業見直しの取組
①新規売払い品目数

②統合した事業数
　－

①1品目

②1事業
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

引続き運転・運
営状況のモニタリ
ングを継続すると
ともに、運営協議
会に情報提供し
ます。

環境資源部循環型施設担当

徳重　和弘

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

一般廃棄物処
理施設の適切
な運営・管理、
熱回収施設等
整備工事に係
るストックヤー
ド棟及び緑の
広場の整備

・町田市バイオエネルギーセンターを安全かつ安
定的に稼働し、運営協議会を通じて地域の方に運
転状況を報告します。

・ストックヤード棟及び緑の広場の整備について
は、周辺環境への配慮し、地域住民へ適宜情報提
供を行いながら進めます。

①町田市バイオエネル
ギーセンターの安定稼
働

②運営協議会開催回数

③ストックヤード棟及び
緑の広場工事進捗率

①計画発電量
の90％以上

②2回

③100%

①適正に運営モニタリングを行い、
上半期の計画発電量の90％以上
の発電を達成しています。

②8月21日に第7回運営協議会を
開催しました。

③熱回収施設等整備工事につい
ては、予定どおり9月末までに工事
完了しました。
　(工事進捗率100％)

①継続して適正に運営
モニタリングを行い安定
稼働を維持します。

②第8回運営協議会を2
月に開催します。

③工事完了。

①適正に運営モニタリングを行い、年間の計
画発電量の90％以上に対し、123％の発電を
達成しています。

②8月21日に第7回運営協議会、2025年2月6
日に第8回運営協議会を開催しました。

③熱回収施設等整備工事については、予定
通り9月末までに工事完了しました。
　(工事進捗率100％)

①123%

②2回

③100％

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

B○

①継続して用地交渉を
進めます。

②事業者に対するヒアリ
ングを実施し、工事予
算、施工期間等の確認
を行います。

③地区連絡会を開催し、
開催結果をホームペー
ジに公表します。

①地権者と用地交渉を行いましたが、用地取
得完了には至りませんでした。引き続き交渉
等を続けます。
また、交渉に当たっては、各種用地取得事務
研修に参加して専門知識の向上に努めたほ
か、法的な定めや手続きについて確認を行い
ました。

②事業者にヒアリングを行い、費用及び工期
等の情報収集を行いました。また、得られた情
報をもとに工事発注に向け、事業者選考基準
（素案）の作成を行いました。

③地区連絡会を１１月に開催し、整備進捗状
況等を報告するとともに、開催結果をホーム
ページに公表しました。

①0～2件

②選定準備完
了

③１回

D

①②引き続き、
用地交渉を進
め、用地取得を
完了するととも
に、用地取得完
了後は速やかに
工事発注を行
い、事業が完了
するように努めま
す。

③引き続き、地
区連絡会を開催
し情報提供に努
めます。

①建設地（案）について
継続して道路部と協議を
行います。来年度の建
設地（案）詳細検討に向
け準備を進めます。

②地区連絡会の実施結
果をホームページに公
表します。

①資源ごみ処理施設整備に必要な道路整備
について、道路部と協議を行いましたが、道
路高さ等の具体的な設計条件が整っていな
いため、建設地決定までには至りませんでし
た。また、地元町内会等へ説明会を実施し、
事業の進捗状況等について周知しました。

②地区連絡会を６月に開催し、進捗状況等に
ついて報告するとともに、開催結果をホーム
ページに公表しました。また、地区連絡会の
委員を対象に、施設内容の理解を深めるため
他市施設の見学会を実施しました。

①未定

②１回
D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

①引き続き、地
元説明や道路部
と協議を進め、建
設地再検討を行
い、計画的に整
備事業を進めま
す。
②引き続き、地
区連絡会を開催
し情報提供に努
めます。

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

相原地区にお
ける資源ごみ
処理施設の整
備

相原地区において、周辺地域に配慮した環境負荷
の少ない資源ごみ処理施設等を市民との協働で整
備を進めます。

①用地取得件数

②事業者選定状況

③地区連絡会の開催回
数

①3件（完了）

②事業者選定
方法の決定

③1回

△

①用地取得　0件

②用地の取得は完了していません
が、事業者選定基準作成のため、
業務委託契約を締結しました。

③地区連絡会を下半期に開催しま
す。

3 3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

上小山田地区
における資源
ごみ処理施設
の整備

市民との協働で、周辺地域に配慮した環境負荷の
少ない資源ごみ処理施設等の検討を進めます。

①建設地の再検討

②地区連絡会の開催

①調査測量

②地区連絡会の開催回
数

①建設地決定

②1回
○

①建設地（案）について、道路部と
協議し計画調整を行いました。住
民周知のため説明会を実施しまし
た。

②地区連絡会を6月に開催し、事
業進捗報告と検討内容について意
見交換を行いました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①施設を活用したイベントを4月13日・12月21
日・2025年3月15日の計3回開催し、来場者数
はそれぞれ272人・167人でした（3月15日分は
集計中）。8月31日に台風で中止になったイベ
ントについては、その内容を12月と3月のイベ
ントにて実施しました。イベント時、「みんなの
エコクッキング」や「3R工作ワークショップ」など
を通じ、ごみ分別の啓発活動を行いました。
また、新規イベントとして8月19日から23日まで
の5日間にわたって夏休み子供イベントを開
催し、来場者数は155人でした。イベント時、
「施設見学」、「工作」や「ゲーム」などを通じ、
環境学習やごみ分別の啓発活動を行いまし
た。

②年3回実施した点検結果をもとに、修繕計
画を策定しました。

①4回（新規１
回含む）

②策定

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①引続き、施設
を活用し地域の
人が共に参加で
きるようなイベント
を開催します。

②2025年度以降
も点検業務の結
果を、劣化予測
および修繕計画
に反映していきま
す。

引続き、契約の履行状
況を確認するとともに、
町田市バイオエネル
ギーセンター以外の廃
棄物処理施設での契約
が可能か検証を行いま
す。
引続き鶴見川クリーンセ
ンターへ発電した電力を
自己託送し、市内のCO2

排出量削減に寄与しま
す。

市所管の廃棄物処理施設である、境川クリー
ンセンター、排水浄化センター、排水浄化セ
ンター管理棟 において、CO2排出量ゼロであ

る再生可能エネルギー電力を供給できる業者
と5月1日付けで契約を締結しました。5月から
2025年3月までで約181t-CO2を削減しまし

た。
6月から、町田市バイオエネルギーセンターで
発電した電力の一部を鶴見川クリーンセン
ターへ、小売電気事業者を介さないで送電す
る自己託送を開始しました。これにより6月から
2025年3月まで約954t-CO2を削減しました。

また2025年度に向け市所管の廃棄物処理施
設に電力の一部を自己託送する検討を行い
ました。

①3施設
その他に自己
託送を開始し
ました

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

市所管の廃棄物
処理施設にCO２

排出量ゼロでは
ない電力を契約
している施設が
あるため、CO２排

出量ゼロの電力
を導入していきま
す。あわせて自
己託送実施可能
か検討を行いま
す。

スケジュールに
則り、概略設計と
調査結果の内容
をもとに、2025年
度、安全対策工
事詳細設計と生
活環境影響調査
資料作成を行い
ます。また処分場
の排水処理施設
である排水浄化
センターについ
ては、施設改修
設計を行いま
す。

安全対策工事概略設計
を行い、2025年2月に完
了します。
事業を進めるにあたって
の手続き等について、引
続き関係機関と調整を行
います。
調査を引続き行います。
調査結果等を踏まえ、廃
棄物分布調査を追加で
行います。

概略設計は、2025年3月に完了しました。
調査の結果、例年どおり最終処分場から周辺
環境への影響はなく、安全であることが確認
できました。さらに詳細に把握し安全を確保す
るべく追加で行った廃棄物分布調査の結果、
新たなモニタリングポイントの設置を行いまし
た。

①完了
②実施

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

5 5

個
別
計
画

一般廃棄物の
適切かつ安定
的な処理

①イベント等を通じて適正排出のPRを行います。
②リレーセンターみなみの維持管理計画の劣化予
測にあわせた修繕を検討します。

①イベント回数

②リレーセンターみなみ
の修繕計画の策定

①4回

②策定
○

①4月13日にイベントを開催し、来
場者数は272人でした。イベント時、
「みんなのエコクッキング」や「3R工
作ワークショップ」などを通じ、ごみ
分別の啓発活動を行いました。台
風の影響で、8月31日に計画してい
た施設を活用したイベントが中止と
なったため、1月に追加で開催しま
す。
　また、新規イベントとして8月19日
から23日まで夏休み子供イベントを
開催し、来場者数は155人でした。
イベント時、「施設見学」、「工作」や
「ゲーム」などを通じ、環境学習や
ごみ分別の啓発活動を行いまし
た。

②リレーセンターみなみ機器保守
点検業務委託の契約を締結し、受
託者から第一回の点検結果につい
て報告を受け今後の修繕内容につ
いて打ち合わせを行いました。

4 4

重
点
事
業
プ
ラ
ン

最終処分場峠
谷地区（旧埋
立地含む）の
上部公園の利
用に向けた取
組み

最終処分場を安全に閉鎖するため、安全対策工事
概略設計を行います。
事業を進めるにあたっての手続き等について、関
係機関と調整しながら進めます。また、地下水や地
質調査を行い安全の確認を行います。

①概略設計の完了
②調査の実施

①完了
②実施

○

関係機関や学識経験者の意見に
基づいて、最終処分場峠谷地区安
全対策工事概略設計業務委託を、
8月9日に設計コンサルタントと契
約、業務を開始しました。
事業を進めるにあたっての手続き
や設計内容について、それぞれ関
係機関との調整を行いました。
地下水等の調査を4月から開始しま
した。

①引続き下半期も施設を
活用したイベントを開催
します。

②今年度の点検結果を
もとに、修繕計画を策定
します。

6 6 -
「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

外部施設のうち、町田市が電力会社と電力取引契
約を実施している施設において、CO2排出量ゼロ

である再生可能エネルギー電力を供給できる業者
の電力を使用します。

再生可能エネルギーを
使用した電力会社と契約
した施設数

3施設
○

市所管の廃棄物処理施設である、
境川クリーンセンター、排水浄化セ
ンター、排水浄化センター管理棟
において、CO2排出量ゼロである再

生可能エネルギー電力を供給でき
る業者と5月1日付けで契約を締結
しました。5月から9月までで約84t-
CO2を削減しました。

2024年6月から、町田市バイオエネ
ルギーセンターで発電した電力の
一部を鶴見川クリーンセンターへ、
小売電気事業者を介さないで送電
する自己託送を開始しました。これ
により6月から9月までで約400t-
CO2を削減しました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

部の事務事業
見直しの取組

①リレーセンターみなみ機器保守点検委託で発生
した廃油を再資源化できる業者へ売払いします。
②駐車場消耗品と駐車場保守点検業務委託の統
合を図ります。

①新規売払い品目数

②事業統合数

①1品目

②1事業
○

①リレーセンターみなみの廃作動
油の売払いに向け事業者へ作動
油の量や抜き取り箇所についての
ヒアリングを実施しました。

②駐車場保守点検業務委託の仕
様書を見直し、駐車場保守点検業
務委託受託者にて必要な消耗品を
用意し、補充又は交換するよう4月1
日付けで契約を締結しました。

①リレーセンターみなみ
の廃作動油の売払いを
年度末に行います。

②契約した委託につい
て、毎月の月次報告を確
認し、適正な履行が行わ
れていることを確認し、必
要に応じて2025年度契
約の仕様書の見直しを
行います。

①2025年3月に廃作動油を資源化できる業者
へ売払いしました。

②駐車場保守点検業務委託の仕様書を見直
し、駐車場保守点検業務委託受託者にて必
要な消耗品を用意し、補充又は交換するよう4
月1日付けで契約を締結しました。契約した委
託について、毎月の月次報告を確認し、適正
な履行が行われていることを確認したため、
2025年度契約においても同様の契約を実施
しました。

①1品目

②1事業
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①新たな資源化
品目の抽出を進
めるとともに、トー
タルコスト削減に
向けた取組を行
います。

②引続き新たな
事務事業見直し
を図ります。

8 8 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

リモート会議やＩＣＴの活用により業務を効率化する
ことで時間外を削減します。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

63時間以下
67時間以下
（2023年度比
10％減）

※計算人数に
誤りがあった
ため、修正し
ました。

△

1人あたりの時間外勤務の時間数
は33時間で、2023年度の同時期と
比較して3％減となりました。
職員に時間外数の状況を周知する
とともに、リモート会議やICTの活用
による業務の効率化を図ることで、
時間外勤務時間数削減に取り組み
ました。
また、部内会議で前月分の時間外
勤務時間数を検証するとともに、部
の労働安全衛生委員会に報告する
ことで、時間外勤務時間数削減に
向けたマネジメント強化に努めまし
た。
一方、新たな事業として開始した自
己託送手続きの影響で、4月と5月
の時間外数が増加したため、削減
率は伸びていません。

職員に時間外数の状況
を周知するとともに、引
続きリモート会議やICT
の活用により業務の効率
化を図ります。

1人あたりの時間外勤務の時間数は66時間
で、2023年度と比較して12％減となりました。
4月と5月の時間外数が増加したものの、職員
に時間外数の状況を周知するとともに、リモー
ト会議やICTの活用による業務の効率化を図
ることで、時間外勤務時間数削減が図れまし
た。
また、部内会議で前月分の時間外勤務時間
数を検証するとともに、部の労働安全衛生委
員会に報告することで、時間外勤務時間数削
減に向けたマネジメント強化に努めました。

66時間
（2023年度比
12％減）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引続き時間外勤
務時間数削減の
取組を継続して
いきます。

7 7

事
務
事
業
見
直
し
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○市民生活や経済活動にとって、重要な都市基盤である道路、橋梁等について計画的かつ適切に維持管理することで、すべての人が安全・快適に道路を利用できる環境を維持します。
○都市計画道路等の整備を進めることで、道路ネットワークを構築し円滑に移動できる都市の形成と、渋滞緩和を図ります。
○DX化の推進によって、市民サービスの向上と部内の生産性向上を目指します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○町田市道は延長1,305㎞であり、都内区市町村の中で八王子市
に次いで2番目の延長を有しております。これらを常に安全な状態
で利用できるように、維持管理していく必要があります。

○町田市の都市計画道路整備率は、62％であり、相模原市78％、
八王子市77％と比べ低く、多摩地域平均62％と同水準です。市施
行分につきましては、効果的・効率的に整備を進めるとともに、東
京都施行分についても積極的に整備の促進を働きかけていく必要
があります。

○町田市の無電柱化率の状況（2017年度末）は、市道延長に対し
て、約1％であり、東京23区約8％、横浜市約3％、川崎市約2％、
相模原市約1％と比較すると、低い水準となっています。

○町田市では、2022年3月に「町田市自転車活用推進計画」、
2024年3月に「町田市自転車ネットワーク計画」を策定しました。
東京都多摩地域の26市2町のうち、自転車活用推進計画と自転車
ネットワーク計画の両方の計画を策定しているのは、町田市と国立
市の2市のみです。

○生産年齢人口の減少や働き手・働き方の多様化などから、道路
をはじめとする官民のパブリック空間に対する意識が変化し、『居心
地がよく歩きたくなるまちなか』の形成、人中心のウォーカブルな街
づくりの推進が求められています。

○生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備とし
て、国土交通省と警視庁交通局の連携施策「ゾーン30プラス」の推
進が図られています。

○建設工事従事者の高齢化により、人材確保が困難となっている
ことや、近年の資材価格高騰、人件費の上昇等によって工事価格
が上昇しています。また、行政手続のデジタル化や情報の高度化
とその活用など建設業界においてもDXの実現が求められていま
す。

○道路法改正（自動運行補助施設・2020年11月25日施行）により、
自動運転の普及に向けて、センターラインや外側線など安全運転
を支援するための適正な道路整備が求められています。

○街路樹の伐採及び剪定による発生材については、環境負荷低
減の観点から再利用等が求められています。

○「ゼロカーボンシティまちだ」の実現に向けて、道路施設等の新
設・更新の際には、太陽光発電等による再生可能エネルギーの利
用拡大や地産地消の推進を図り、温室効果ガスの削減が求められ
ています。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

道路部

深澤　香織

部名

部長名

○市民生活を支える道路等を安全・快適に利用するための維持管
理が求められています。
・市民からの道路に関する要望件数は、年間約6,700件 （2023年
度）と依然として多い状況です。
・市民通報アプリ「まちピカ町田くん」を導入し、市民が情報を容易
に送れるようになりました。2018年の導入時に、通報内訳の20％を
目標としていましたが、現状18％と目標に達していません。独自ア
プリでは、普及に限界があるため、アプリダウンロードが不要な
LINEサービスの運用を開始しました。

○幹線道路、自転車走行空間の整備が求められています。
・町田市の都市計画道路（約158ｋｍ）の整備率は約62%（約99ｋｍ）
であり、未整備部分（約60ｋｍ）の整備が求められています。
・2023年度市民意識調査において、道路整備や自転車利用環
境、交通安全等の対策に関する意見を多くいただいています。
・計画的な自転車通行空間整備の推進のため、2024年3月に「町
田市自転車ネットワーク計画」を策定し、4月から運用を開始しまし
た。

○災害時における迅速な対応が求められています。
・災害時においては、早期の道路復旧や被害に応じた対応が求め
られています。
・大規模災害の発生に備えて、予防、復旧計画、対応訓練及び受
援方針について対応策を整えておくことが必要です。

○デジタル化による行政手続の利便性の向上等が求められていま
す。
・2023年10月から、境界確定箇所について「地図情報まちだ」によ
る公開を開始し、市役所に来庁しなくてもウェブ上で境界確定の有
無を確認できるようになりました。毎月1,500件程度の閲覧件数があ
り、多くの方に利用されています。
・2023年度に行った3社との社会実験を踏まえ、NTT東日本につい
ては、2024年4月から道路占用許可申請のオンラインによる手続を
開始しました。引き続き、残りの2社についても、年度内にオンライ
ンによる申請手続を導入します。

○市道延長は2024年4月現在、約1,305ｋｍ で、これに付随する街
路灯、橋梁、トンネルなど多くの施設を有しています。
　これら施設を長期的な視点に基づき安全に利用できる様に維持
管理していくため、更新費用の平準化をはじめとした予防保全型
の維持管理を進める必要があります。

○限られた財源の中で道路整備等を進めていくためには、国、都
の交付金や補助金に関する情報収集及び制度の積極的な活用に
よる財源の確保を図るとともに、整備に当たっては投資効果の高い
路線を選択することが求められています。

○土木・公園サービスセンターに直営班を有しており、日常の維持
管理業務に加え、災害発生時に迅速な対応ができる体制を維持
する必要があります。

○市内に本社がある土木工事事業者は約70社（2024年4月現在）
あり、道路の維持管理、整備推進、災害時対応に備えるためにも、
市内事業者の育成と安定的な経営が図れる様に努める必要があり
ます。

○街路樹の伐採及び剪定による発生材の利活用を推進するため、
民間からの事業提案を募集し、民間事業者と事業連携協定を締結
しました。今後は、具体的な利活用方法を検討をする必要がありま
す。
　
○道路部が所管する低未利用地を活用して、飲料自販機や電動
バイクバッテリー交換機の設置用地として利活用するなど、低未利
用地を活用した維持・管理費の低減及び収益化の検討が必要で
す。
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①2027年度

②2027年度

③2032年度

①2026年度

②2032年度

③2026年度

④2024年度

⑤2030年度

⑥2031年度

①2026年度

②2029年度

③2029年度

①2024年度

②2025年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 予防保全型の計画的な道路施設管理

①「町田市道路昇降機管理計画」に基づく昇降機
の更新基数

②「町田市橋梁長寿命化修繕計画」に基づく補修
完了橋梁数

③街路灯維持管理計画の策定

①0基

②0橋

③未策定

①5基

②22橋

③策定完了

①2028年度

②2032年度

③2025年度

部名 道路部

部長名 深澤　香織

目標値

2 駅周辺施設の整備

①鶴川駅北口交通広場デッキ及び鶴川駅南北自
由通路の工事

②鶴川駅南口アクセス道路の工事

③相原駅東口アクセス路等の工事

①工事着手

②・用地取得着手
 　・基本設計完了

③・用地取得着手
　 ・基本設計完了

①工事完了

②工事完了

③工事完了

3 都市計画道路の整備

①都市計画道路3・3・7号（成瀬）の工事

②都市計画道路3・4・11号（原町田大通り）の工事

③都市計画道路3・4・22号（小野路）の工事

④都市計画道路3・4・41号（小山）の工事

⑤都市計画道路3・4・9号（成瀬）の工事

⑥都市計画道路3・4・34号（南大谷）の工事

①未着手

②未着手

③未着手

④工事着手

⑤未着手

⑥都市計画変更完了

①工事完了

②工事完了

③工事完了

④工事完了

⑤工事完了

⑥工事完了

4 無電柱化事業の推進

①町田623号線(消防署前)の電線共同溝工事

②町田835号線（原町田中央通り）の電線共同溝工
事

③町田37号線（文学館通り）の工事

①工事着手

②工事着手

③未着手

①工事完了

②工事完了

③工事完了

5 DX化の推進

①道路占用許可申請オンライン化の導入

②道路に関する市民通報のうち、町田市公式LINE
（道路通報機能）による通報の割合

①社会実験完了

②(現行市民通報アプリ「まちピカ町田くん」の利用
割合18%)

①3社本格運用

②18%
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達成時期部の経営課題 指標 現状値

部名 道路部

部長名 深澤　香織

目標値

①2028年度

②2025年度

④2031年度

⑤2026年度

6 部の事務事業見直しの取組

①未利用地、低利用地の処置件数

②道路用地や駐輪場の空きスペースを活用して、
新たな財源確保の手法を検討し、方針を策定する
こと

③土木・公園サービスセンター資材置場、倉庫の
設計実施再編
※計画の見直しのため修正しました。最終処分場
区域変更に伴い、土木・公園サービスセンターを
「存置」から「解体、新設」に変更したため、既存倉
庫の改修・設計が不要となりました。

④包括的民間委託（街路樹・草刈り）の方針の策定

①9件

②飲料自販機とバッテリー交換機の設置スペース
の貸し出し

③計画段階

④計画段階

①33件

②方針策定の完了

③土木・公園サービスセンター資材置場、倉庫の
再編の完了

④包括的民間委託（街路樹・草刈り）の運用開始

2024年度

8 「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取組
【再掲】
「町田市道路昇降機管理計画」に基づく昇降機の
更新で、消費電気量の削減

ー

エスカレーター更新2基（1基あたり約30％の削減）
エレベーター更新１基（１基あたり約70％の削減）
※昇降機の種類によって削減量が異なるため、修
正しました。

2028年度

7 ワークライフバランスの充実 年次有給休暇の5日以上取得者の割合 93.2% 100%
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

個
別
計
画

①今後は、製造
メーカーへのヒヤ
リングや市場調
査などによって適
正な工期設定を
行います。

②今後の別工事
においても、工期
内に工事が完了
するように、事前
調整や準備を行
います。

③劣化状況の傾
向や特性を踏ま
えた維持管理を
継続して行う必
要があるため、街
路灯維持管理計
画を策定します。

道路部

深澤　香織

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

予防保全型の
計画的な道路
施設管理

①「町田市道路昇降機管理計画」に基づき、成瀬
駅南口エレベーターを省エネ型設備に更新しま
す。

②「町田市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、長
津田車庫跨線人道橋（東急田園都市線）の補修工
事を進めます。

③街路灯維持管理計画策定に向けた基礎調査と
して、町田市で管理している街路灯の内、約200基
を抜粋して点検を行い、劣化状況の傾向や特性を
把握します。

①更新基数

②工事実施

③街路灯維持管理計画
策定に向けての基礎調
査

①1基

②完了（2024
年度分）

③完了

①入札不成立の原因を調査した結
果、労務の確保や物流の影響で、
エレベーターの製作・設置に約12ヵ
月以上必要となることが判明しまし
た。そのため、工事期間を修正し、
単年度工事から2年債務負担工事
に切換え、下期に再度入札を行い
ます。

②予定通り、工事が進捗し、舗装の
改修工事や高欄新設工事等は完
了しました。現在は、足場の撤去工
事を実施しています。

③街路灯点検業務委託の発注に
あたり、管理部署と調整し、点検対
象約200基の抽出及び点検項目の
確認を行いました。

①引き続き、契約準備を
行い事業を実施します。

②足場の撤去工事を行
い、工期内の工事完了
を目指します。

③基礎調査として約200
基の点検委託を発注し、
劣化状況の傾向や特性
を把握します。

①11月に入札を行い、2カ年債務負担工事の
契約を締結しました。2026年3月の竣工を目
指し、工場制作に着手しました。

②工期内に工事が完了しました。

③町田市で管理している街路灯の内、200基
を抽出して点検を行い、劣化状況の傾向や特
性を把握しました。

①0基

②完了

③完了

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C△

①引き続き、2024年度分
の工事を完了させます。

②引き続き、用地取得及
び工事を進め、2024年
度分の工事を完了させま
す。

③引き続き、用地取得及
び工事を進め、2024年
度分の工事を完了させま
す。

①2024年度分の工事を完了しました。

②積極的に用地取得を行った結果、予定して
いた用地取得率50％に達しました。また、
2024年度分工事については、8月に契約後、
関係機関との調整や材料手配に時間を要し
着工が11月となりましたが、工程調整を密に
行った結果、予定していた工事を概ね完了さ
せることができました。

③積極的に用地折衝を行った結果、用地取
得が進み、累積の用地取得率が予定を上回
る75％に達しました。また、2024年度分の工
事を完了しました。

①完了(2024
年度分)

②50％取得完
了、工事概ね
完了

③75％取得完
了、工事完了
(2024年度分)

C

業務を円滑に進
めるため引き続き
進捗管理を行い
ます。

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

駅周辺施設の
整備

①鶴川駅南北自由通路整備（施工ヤード、地盤改
良）と、鶴川駅北口交通広場デッキ整備の一部（下
部工、上部工）を進めます。

②鶴川駅南口アクセス道路の事業用地取得及び
工事（整備延長約600mの内約220mを2024年度実
施）を進めます。

③相原駅東口アクセス路等の事業用地取得及び
工事（整備延長約650ｍの内約80ｍを2024年度実
施）を進めます。

①工事実施
　
②用地取得率
　工事実施

③用地取得率
　工事実施

①完了（2024
年度分）

②50%
　完了（2024
年度分）

③65%
　完了（2024
年度分）

○

①南北自由通路整備については、
4月に鉄道事業者と2024年度協定
を締結し着手しました。
北口交通広場デッキ整備について
は、3月に契約し着手しました。

②上半期の用地取得率について
は35％（面積比）となっています。
工事については、8月に契約し着手
しました。

③上半期の用地取得率について
は56％（面積比）となっています。
工事については、6月に契約し着手
しました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①4月からNTT東日本、10月から東京ガスと東
京電力の道路占用許可申請のオンライン申
請を開始しました。小規模工事からオンライン
申請を頂き、占用者及び市の双方で基本的
な業務手順を構2することができました。（申
請：NTT東44件、東電2件、東京ガス3件）
水道及び下水道管理者には、本格運用した3
社の実績を基にして、オンライン申請への参
加を働きかけました。

②啓発ポスターの掲示、広報まちだへの掲
載、市民通報アプリ「まちピカ町田くん」からの
通報者に対するLINE利用の案内等、LINEに
よる通報利用の促進を行いましたが、3月末時
点でのLINE通報割合は約6％となりました。

※当初2024年度中にまちピカ町田くんから
LINE利用へ全面移行予定でしたが、まちピカ
町田くん利用者の動向を踏まえ、2025年度か
らの全面移行に変更となりました。このため
LINE通報割合は6％にとどまりましたが、2024
年度末にまちピカ町田くんが終了すると今後
はその分LINE利用者が増加します。

①3社本格運
用

②約6%
（※まちピカ町
田くん利用率
と合算すると
約18％）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①占用する物件
の範囲が広く、図
面サイズが大き
い場合や占用物
件が多数ある場
合は、申請及び
審査に時間を要
しています。
紙資料の併用も
含めて、検討しま
す。

②今後も継続的
に各種広報を行
い、LINE通報割
合の増加に努め
ます。また、まち
ピカ町田くん利
用者をLINE利用
に円滑に移行で
きるように取組み
ます。

業務を円滑に進
めるため引き続き
進捗管理を行い
ます。

①引き続き、用地取得に
向けて地権者との折衝を
行います。

②引き続き、用地取得に
向けて地権者との折衝を
行います。

③引き続き、用地取得に
向けて地権者との折衝を
行います。

④引き続き、橋梁と護岸
工事を施工している相模
原市と工程を調整し、出
来る限り早期の工事完了
を目指します。

⑤構造物設計を完了さ
せます。

⑥測量図を基に事業認
可申請資料を作成し、事
業認可を取得します。

①積極的に用地取得を行った結果、用地取
得率が予定を上回る53％に達しました。

②積極的に用地取得を行った結果、用地取
得率は7％でしたが、土地4件・占有者16件契
約しました。

③積極的に用地折衝を行った結果、用地取
得が進み、累積の用地取得率が予定を上回
る28％に達しました。

④橋梁工事は完了しました。降雨により護岸
工事が遅れましたが、相模原市と工程調整を
密に行った結果、交差点工事の契約を2月に
完了し、2025年9月の完了予定となりました。

⑤構造物設計を概ね完了しました。

⑥事業認可取得手続きが完了しました。

①53％取得完
了

②7％取得完
了

③28%取得完
了

④橋梁工事完
了、交差点工
事契約完了

⑤概ね完了

⑥取得

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①～⑤業務を円
滑に進めるため
引き続き進捗管
理を行います。

⑥事業認可に基
づき、計画的に
事業を進める必
要があるため、着
実に設計等を進
めます。

3 3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

都市計画道路
の整備

①都市計画道路3・3・7号（成瀬）の事業用地取得
を進めます。

②都市計画道路3・4・11号（原町田大通り）の事業
用地取得を進めます。

③都市計画道路3・4・22号（小野路）の事業用地取
得を進めます。

④都市計画道路3・4・41号（小山）の橋梁及び交差
点部の工事を進めます。

⑤都市計画道路3・4・9号（成瀬）の構造物設計を
進めます。

⑥都市計画道路3・4・34号（南大谷）の事業着手に
向けて、事業認可を取得します。

①用地取得率

②用地取得率

③用地取得率

④工事実施

⑤構造物設計実施

⑥事業認可

①50%

②13%

③15%

④完了

⑤完了

⑥取得

○

①用地取得に向けて地権者との折
衝を進めましたが、用地取得率に
変化はありません。

②上半期の用地取得率について
は1％（面積比）となっています。

③上半期の用地取得率について
は25％（面積比）となっています。

④降雨により橋梁と護岸工事が遅
れてしまった影響で、交差点工事
の発注が遅れています。

⑤8月に契約し、設計に着手しまし
た。

⑥2024年6月に地元説明会を実施
後、用地測量を進め、事業認可申
請資料の基図となる測量図作成に
着手しました。

①引き続き、2024年度分
の工事を完了させます。

②引き続き、2024年度分
の工事を完了させます。

③詳細設計を完了させ
ます。

①2024年度分の工事を完了しました。また、
東京都と工事調整を行い、電線共同溝工事
を50m前倒し、予定より多く施工しました。

②2024年度分の工事を完了しました。

③詳細設計を完了しました。

①完了(2024
年度分)・工事
を50m前倒し、
予定より多く施
工しました。

②完了（2024
年度分）

③完了

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 5 - DX化の推進

①道路占用許可申請について、過年度に社会実
験した3社のオンライン申請を軌道に乗せます。
水道及び下水道管理者への参加を呼びかけます。

②町田市公式LINEに新たに追加した道路通報機
能について、多方面に広報や啓発を行います。

①オンライン化の導入

②道路に関する市民通
報のうち、町田市公式
LINE（道路通報機能）に
よる通報の割合

①3社本格運
用

②現行市民通
報アプリ「まち
ピカ町田くん」
の利用割合
18%

○

①NTT東日本の道路占用許可申
請は、4月からオンライン申請を開
始しました。
システムの不具合があったため、一
時停止してシステムの改修を行い
ました。現在は、オンライン申請の
新規受付を再開しています。

②町田駅前ペデストリアンデッキに
掲示した啓発ポスターや広報まち
だへの掲載により、LINEによる通報
利用の促進を行い、9月末時点で
の全通報に対するLINEによる通報
の割合は7.36.1％となりました。

※数値誤りのため、修正しました。

4 4

重
点
事
業
プ
ラ
ン

無電柱化事業
の推進

①町田623号線の電線共同溝工事を進めます。(整
備延長約900mの内約220mを2024年度実施)
　
②町田835号線（原町田中央通り）の電線共同溝工
事を進めます。（整備延長約410mの内約110mを
2024年度実施)

③町田37号線（文学館通り）の詳細設計を進めま
す。

①工事実施

②工事実施

③詳細設計実施

①完了（2024
年度分）

②完了
(2024年度分）

③完了

○

①6月に契約し、工事に着手しまし
た。

②8月に契約し、工事に着手しまし
た。

③7月に契約し、設計に着手しまし
た。

①東京ガスと東京電力
の2社も導入できるよう
に、入力項目や申請方
法などの調整を進めま
す。
運用開始に伴い、業務
担当者へ業務手順の周
知を行います。
3社の運用状況を確認し
て、水道及び下水道管
理者へ参加の呼びかけ
を行います。

②LINEによる通報の割
合を増加させるため、市
民通報アプリ「まちピカ
町田くん」からの通報者
に対して、より簡単に通
報できるLINEの利用をご
案内していきます。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①②売却に向けて調整
が進んだ土地について
は、入札を実施し、契約
先を決定します。民間事
業者ヒアリングや提案等
を受け、活用に向けた詳
細調整を行います。ま
た、活用推進にあたり、
課題や手法の整理・検
討を行い、新たな財源確
保に向けて方針の策定
を進めます。

③引き続き、再編に向け
た準備を行います。
④引き続き検討を行い、
包括的民間委託の方針
を策定します。

①土地活用の方向性を検討した結果を踏ま
え、入札による貸付手続き1件、売却手続き2
件、所管替え手続き1件、実施しました。

②未利用地活用の方針策定を行い、未利用
地の売却や利用に向け、道路管理課内でプ
ロジェクトチーム（PT）を立ち上げました。

③土木・公園サービスセンターの移転・解体
が必要となったため、計画の見直しを行い移
転方針を策定しました。
資材置場の移転に向けて、仮移転先の調査
と既存資材置場の片付けなどの整理を行いま
した。

④街路樹・草刈りの新たな管理手法の実施に
向けて、事業者への説明や事業内容、台帳
等の再整理を行い、包括的民間委託の方針
を策定しました。

①4件

②完了

③完了

④完了

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①②財源確保と
管理費抑制のた
め、引き続き未利
用地の整理及び
有効活用を進め
ます。

③引き続き、土
木・公園サービス
センター再編に
向けた準備を進
めます。

④2026年度の包
括的民間委託に
向けて、準備を
進めます。

仕事と育児の
両立推進の取
組

業務分担の平準化やテレワークの活用により、業
務の効率化を図り、有給休暇を取得しやすい環境
を整えます。

年次有給休暇の5日以
上取得者の割合

100% ○
5日以上の年次有給休暇取得は、
82％となっています。

6 6

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

①道路部が所管する未利用地または低利用地に
ついて、売却や貸付または所管換え等の整理を進
めます。

②道路用地や駐輪場の空きスペースを活用して、
新たな財源確保の手法を検討し、方針を策定しま
す。

③・既存施設を倉庫として再利用するための改修
設計を行います。
・土木・公園サービスセンターの施設機能の再編に
ついて今後の方針を策定します。
・資材置場の仮移転先の確保と調整を進めます。
※計画の見直しのため修正しました。最終処分場
区域変更に伴い、土木・公園サービスセンターを
「存置」から「解体、新設」に変更したため、既存倉
庫の改修・設計が不要となりました。

④包括的民間委託（街路樹・草刈り）の導入を検討
し方針を策定します。

①未利用地、低利用地
の処置件数

②道路用地や駐輪場の
空きスペースを活用し
て、新たな財源確保の手
法を検討し、方針を策定
すること

③土木・公園サービスセ
ンター資材置場、倉庫再
編の方針の策定の設計
実施

④包括的民間委託（街
路樹・草刈り）の方針の
策定

①3件

②方針策定の
完了

③完了

④完了

○

①②道路部が所管する未利用地・
低利用地について、売却が可能な
土地については、価格算定のた
め、不動産鑑定を行いました。
すぐに売却が難しい用地や売却は
不可能だが貸付等により活用が可
能な用地については、民間事業者
へのヒアリングの実施や、有効活用
に向けた提案をいただけるよう「町
田市民間提案制度」に応募し採用
され、具体的な調整に向けて準備
を進めています。

③最終処分場の区域設定によっ
て、土木・公園サービスセンターの
移転・解体が必要となったため、計
画の見直しを行いました。
計画の見直しによって、既存施設
を改修せずにそのまま倉庫として一
時的に再利用することになりまし
た。
④市内事業者にアンケートやヒアリ
ングを行うと共に、庁内勉強会を実
施し、包括的民間委託への理解を
深めました。
また、民間委託化が円滑に実施で
きるように、街路樹や草刈り台帳の
再整理を行いました。

5日未満の職員に対し、
計画的な年次有給休暇
を取得するよう、定期的
に声掛けや指導を行い
ます。

朝礼等で定期的に声掛けを行ったことや個別
に指導した結果、有給休暇を取得しやすい環
境が整えられ、5日以上の年次有給休暇取得
は100％となり目標を達成することができまし
た。

100% C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き計画的
な年次有給休暇
の取得に努めま
す。

8 8

個
別
計
画

「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

【再掲】
「町田市道路昇降機管理計画」に基づき、成瀬駅
南口エレベーターを省エネ型設備に更新します。

消費電力量の削減
（更新基数）

約70％削減
(1基更新）

△

入札不成立の原因を調査した結
果、労務の確保や物流の影響で、
エレベーターの製作・設置に約12ヵ
月以上必要となることが判明しまし
た。そのため、工事期間を修正し、
単年度工事から2年債務負担工事
に切換え、下期に再度入札を行い
ます。

引き続き、契約準備を行
い事業を実施します。

11月に入札を行い、2カ年債務負担工事の契
約を締結しました。2026年3月の竣工を目指
し、工場製作に着手しました。

0％削減
（0基更新）

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

今後は、製造
メーカーへのヒヤ
リングや市場調
査などによって適
正な工期設定を
行います。

7 7 -

120



「都市的なにぎわいや活動」「居心地の良い住環境」「豊かなみどり・自然」がバランスよく身近にある町田市の魅力を活かし伸ばすため、新しい働き方や多様なライフスタイルに対応した、町田ならではの活動や暮らしを楽しめるまちを目指します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○選ばれ続ける都市であるために
・郊外都市の緑とゆとりのある住環境の価値が再認識されている事
を契機と捉え、選ばれる都市に進化する必要があります。中心市街
地のまちづくり機運上昇、モノレール延伸という都市機能向上の
チャンスを活かし、まちでの過ごし方や時間の使い方の変化に対
応した都市に更新していくことが求められています。
・町田駅周辺が魅力的なまちであり続けるために、快適・居心地の
よい駅前空間を創出するとともに、”誰かと一緒に楽しむ・体験す
る”等の新しい賑わいを加え、賑わいと交流を継続させていくことが
求められています。
・鉄道、バス、モノレールなどの多様な交通ツールを市内に行き渡
らせることで、誰もが移動しやすく、暮らしやすい市街地環境を持
続的に確保していくことが求められています。
・駅を中心としたまちづくりによって、交通利便性の向上や暮らしを
豊かにする都市機能の誘導が求められています。
・多世代が暮らす団地の賑わいを取り戻すための団地再生が求め
られています。
・地域生活の向上や居住環境の機能増進など、住みよいまちづくり
への高い期待があります。
・住居表示など、正確でわかりやすい情報を速やかに取得できるよ
うな環境作りが求められます。
・子育て環境やスポーツ施設の充実による都市の魅力を高めるた
めの公園整備が求められています。

○安全に安心して暮らせるまち
・大規模災害が発生した場合に市民の生命を守ることができる、高
い防災力を備えた都市の形成が求められています。
・近年、自然災害による家屋・宅地被害が全国的に頻発するなか、
地区ごとの災害危険性の情報発信が求められています。
・2024年1月の能登半島地震を契機に、建築物の耐震性について
関心が高まるとともに、耐震化についての適切な情報や支援が求
められています。

○社会のDX化が進む中、行政手続きの一層のオンライン化が求
められています。

○まちづくりの担い手
・市内の拠点及びモノレール沿線のまちづくりにおいては、主要な
事業者との連携協定の締結など、パートナーシップの構築を進め
ていく必要があります。
・市民発意や民間活力によるまちづくりを持続的に支援し、市民、
事業者がエリアマネジメントや公共施設マネジメントなどの様々な
場面で、活動・活躍できる支援体制を整えることが重要です。
・地域課題の解決に向けては、大学等の専門機関との連携により、
高度な知見を得られる体制を整えることが重要です。

○財源の確保など
・国、都の交付金や補助金に関する情報収集と制度の活用によっ
て財源を確保することが大切です。
・リニア中央新幹線、圏央道などの整備によって、町田市の都市と
してのポテンシャル向上が期待されていることから、これらと市内の
基盤整備等を連動させ、民間投資を引き出すことが大切です。

○都市の資源
・駅前拠点、都市公園、住宅団地、道路などの都市構造を構成す
る多様な資源を活かしたまちづくりを進めることで都市の魅力を高
める必要があります。

○首都圏の核となる拠点域の形成を目指して
・八王子、立川、相模原、海老名、藤沢市等の各市で、駅前市街
地の再開発による都市機能更新が進んでおり、町田駅周辺におい
ても、周辺動向を敏感に捉えながら多摩都市モノレール町田方面
延伸を見据えた都市機能の誘導や都市基盤の整備を進める必要
があります。

〇「小さな・ゆったりとした」交通を生み育てる
・町田市で2018年度から実施している移動支援の取組が、横浜
市・川崎市・相模原市等の周辺自治体にも広がっていますが、更
なる移動手段を確保するために、新たな取組にも積極的に支援を
行う必要があります。
・シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」は、立川市・相模原
市・海老名市・多摩市等でも導入され、交通手段の一つとしての重
要性が増しており、町田市でも取組を拡充する必要があります。

○住所整理
　町田市の住居表示実施率は現在約59％となっていますが、近隣
の横浜市約69％、川崎市約80％と比較して低い状況であり、継続
的に住所整理事業を実施する必要があります。

○公園・緑地の再整備
・八王子市、相模原市、川崎市等の「緑の基本計画」では、公園・
緑地の「量」から「質」への転換を謳っており、地域の拠点となる公
園・緑地において、地域の特徴を活かした公園づくりや民間活力の
導入を推進することとしています。

〇耐震化の支援
・東京都内では、2024年2月時点で、港区、新宿区、品川区、杉並
区、足立区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、昭島市、日野市、国
分寺市の11市区で耐震性上疑問のある1981年6月から2000年5月
までに建てられた木造住宅への助成制度を設けて耐震化を支援し
ています。

○行政手続のオンライン化
　宅地開発、建築行為等に関する申請業務のオンライン化につい
ては、東京都、川崎市等と共に、町田市でも2022年度から、
「Graffer」のシステムを使用して開始しました。また需要が多いス
マートフォンアプリ等を利用したオンライン業務のシステムの構築に
も積極的に取り組み、更なる市民サービスの向上や業務改善を進
める必要があります。

○基幹交通網を前提としたまちづくりの必要性
・市内ではモノレールや小田急多摩線の延伸、周辺ではリニア中
央新幹線・圏央道といった、鉄軌道・道路ネットワークに係る変化が
想定されており、これから先の交通政策やまちづくりは、この様な変
化を前提とした取組が必要です。

○将来の人口減少やコロナによる変化への対応
・町田市の総人口は、近い将来、長期にわたる減少局面に移行し
ていくため、都市の持続的な発展や効率的な都市経営の観点から
集約型の都市構造への再編に向けた取組が必要です。
・社会全般にDX化の流れがある中で、町田市においても行政手続
のオンライン化が求められています。

○老朽化したインフラへの対応
・都市づくりのマスタープランで掲げる暮らしとまちのビジョンを踏ま
え、2040年を見据えた、駅前商業地、大規模団地、戸建住宅地な
どにおける都市の空間・機能を整える取組が必要です。
・2023年3月に改定された東京都耐震改修促進計画において1981
年5月以前に建てられた旧耐震建築物に加え、2000年5月以前に
建てられた木造建築物においても耐震化を図る必要性があること
が示されました。

○自然環境への対応
・地球温暖化の原因である、温室効果ガスの排出量を低減するた
め、温室効果ガス排出量が少ないモノレールなどの公共交通機関
や電気自動車等の導入推進が求められています。
・近年大規模地震などが多発していることから、被災後早期に市民
生活を再建できるように、都市の復旧・復興を進めるための備えが
求められています。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

都市づくり部長

萩野　功一

部名

部長名
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2025年度

2026年度

2026年度

2032年度

2027年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 町田駅周辺開発の推進

①森野住宅周辺地区（D地区）の開発の推進

②その他の町田駅周辺地区（ABC地区）の開発の
推進

①まちづくりの検討中

②まちづくりの検討中

①都市計画決定

②都市計画決定

①2027年度

②2027年度

部名 都市づくり部長

部長名 萩野　功一

目標値

2 集約型の都市構造への再編に向けた取組 立地適正化計画策定の進捗状況 町田市都市づくりのマスタープランの策定 立地適正化計画の策定

3 支え合いによる交通等の取組の推進 支え合い交通の実施件数 10件 13件

4 住宅の耐震化促進 木造住宅の耐震化率％（戸数） 耐震化率86.4%（92,960戸/107,580戸）
耐震化率
89.0%

5 住所整理の推進 市街化区域内での住所整理実施率（面積）
59%
（32.8k㎡/54.8k㎡）

69%

6 小田急多摩線の延伸検討 事業化に向けた検討 答申で示された課題の解決に向けた検討実施 検討結果のとりまとめ
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達成時期部の経営課題 指標 現状値

部名 都市づくり部長

部長名 萩野　功一

目標値

2024年度

8 「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取組

シェアサイクル利用（※）による温室効果ガスの年
間削減量
※シェアサイクル利用者の移動が全て自家用車
だった場合との比較

61,600㎏-CO2 73,920㎏-CO2 2024年度

7 部の事務事業見直し オンライン化した行政手続の業務項目数 6項目 10項目

2024年度9 ワークライフバランスの推進 1人あたりの時間外勤務の時間数
39時間
（2023年度）

35時間以下
（2023年度比10%減）
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

 ①町田駅周辺を
はじめ、全市的
な機運醸成を図
るため、情報発
信等のプロモー
ション活動を行う
とともに、引き続
き、新町田バスセ
ンターやペデスト
リアンデッキの整
備に関するガイド
ライン策定に向
けた検討を進め
ます。

②地権者との合
意形成を図り、開
発の実現に向け
て着実に取り組
みます。

③町田駅周辺開
発の推進に向け
て、引き続き地権
者及び関係機関
と協議を行いま
す。

都市づくり部長

萩野　功一

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

町田駅周辺開
発の推進

①開発の機運が高まっている4地区（ABCD地区）
の開発推進を実現させるため、市民意見募集を踏
まえ、「（仮称）町田駅周辺開発推進計画」を策定し
ます。

②森野住宅周辺地区（D地区）においては、市が主
催するまちづくり勉強会を、地権者が主体の地権
者協議会に移行します。

③町田駅周辺の各地区（ABCD地区）において、地
権者等との協議を進めるとともに関係機関協議を
実施します。

①町田駅周辺開発推進
計画の策定

②協議会への移行

③地権者等・関係機関
協議の実施

①完了

②完了

③方向性の決
定

①4月に実施した市民意見募集の
結果を踏まえ、6月に「町田駅周辺
開発推進計画」を策定し、広く市民
への周知を図るためオープンハウ
ス形式の説明会を実施しました。

②6月に地権者に対して「町田駅周
辺開発推進計画」の説明会を開催
し、7月には第10回まちづくり勉強
会を開催しました。また、8月から、
今後まちづくり協議会へ移行するこ
とについて地権者の意向確認を開
始しました。

③A地区では、地権者と協議を進
め、まちづくり検討を進めるための
組織立ち上げに対する意向等につ
いて調査を実施しました。
Ｂ地区では、小田急電鉄と連携を
図ると共に、地権者との協議を進め
ました。
C地区では、6月に第2回まちづくり
勉強会を実施しました。
4地区に加え、JR町田駅南地区に
おいて、これまで休止していたJR東
日本との協議を再開し、開発プロ
ジェクト「（仮称）さがまちアクセス」
の検討を始めました。

①町田駅周辺開発推進
計画について広く市民
からの賛同を得るため、
説明会の開催（市内5地
区）や開発PR広報紙の
作成及びデッキを活用し
たプロモーションに取組
みます。

②意向確認の結果を踏
まえ、これまでの勉強会
からまちづくり協議会へ
移行します。

③A地区では、引き続き
地権者との協議を進め、
検討組織を立ち上げま
す。
B、C地区では、引き続き
地権者との協議を進め、
準備組織立ち上げに向
けた合意形成を目指しま
す。
JR町田駅南地区では、
再開発に向けてJR東日
本との合意形成を図り、
関係機関協議を実施し
ます。

①当初の目標であった「町田駅周辺開発推
進計画」の策定を完了しました。計画につい
て広く市民からの賛同を得るため、計8回の説
明会の開催、さがまちコンソーシアムと連携し
た開発PR広報紙の発行及び二十祭まちだや
イベントスタジオでの展示会を実施しました。
また、推進計画に基づく、新町田バスセン
ター及びペデストリアンデッキの整備にあたっ
て、町田駅周辺交通基盤・公共空間等検討
委員会を立ち上げ、地権者や開発事業者等
と円滑に協議を進めるためのガイドライン策定
に着手しました。
更に、検討にあたり、東京都の補助事業「新た
な道路・交通ネットワークをいかしたまちづくり
支援事業」について採択の交渉をした結果、
新たに事業費の1/3に相当する補助金を獲得
できました。

②6月に地権者に対して「町田駅周辺開発推
進計画」の説明会、7月と10月にはまちづくり
勉強会を開催しました。このことで開発への機
運が高まったため、勉強会からまちづくり協議
会へ移行し、2月に第１回まちづくり協議会を
開催しました。

③A地区では地権者との協議を進めた結果、
開発に向けた検討を進めることへの賛同が得
られたため、まちづくり検討会を立ち上げまし
た。
B地区では小田急電鉄と連携を図ると共に、
準備組織立ち上げに向けた地権者との協議
を進めました。
C地区では6月、11月にまちづくり勉強会を開
催しました。
4地区に加え、JR町田駅南地区では、再開発
に向けてJR東日本との合意形成を図り、開発
プロジェクト「（仮称）さがまちアクセス」の検討
を始めました。

①完了及び計
画の周知・ガ
イドラインの策
定に着手

②完了

③方向性の決
定及びJR町田
駅南地区の関
係機関協議実
施

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

B○

・引き続き特別委員会及
び、庁内策定検討会等
において、計画の構成、
居住誘導区域及び都市
機能誘導区域の設定、
届出制度の創設等につ
いて、検討を進め、「中
間まとめ」として整理し、
都市計画審議会へ中間
報告します。
・また、市民に広く周知
するため、12月に地域説
明会（5地区）を開催しま
す。

・2024年5月、7月、10月に開催した特別委員
会での検討内容を「中間まとめ」として整理
し、11月に、特別委員会から都市計画審議会
に報告しました。

・ 立地適正化計画制度の内容について、市
民に広く周知し、またご意見を伺い検討に反
映するため、「中間まとめ」のタイミングで、12
月に5地区（南・鶴川・町田・忠生・堺）で「地区
説明会」を開催しました。

・2025年1月、3月に特別委員会を開催し、防
災指針や目標に対する指標などの検討を進
め、「中間まとめ」の内容、地区説明会のご意
見も踏まえて「（仮称）町田市立地適正化計画
の答申案」を取りまとめました。

完了 C

特別委員会の検
討を踏まえ、都
市計画審議会か
ら（仮称）町田市
立地適正化計画
の策定について
答申を受けま
す。
市は、答申を受
けて計画素案を
作成します。その
後、パブリックコメ
ントを行い、計画
案を作成します。
届出制度の周知
期間を経て、
2025年度末に計
画を策定します。

2 2 -
集約型の都市
構造への再編
に向けた検討

都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」
の策定について都市計画審議会に諮問し、「拠点」
や「都市骨格軸」への具体的な誘導方針や効果的
な誘導策の骨子を中間まとめとして整理します。

中間まとめ 完了 ○

・「立地適正化計画」の策定に向け
て、具体的な検討を進めるため、4
月に都市計画審議会へ計画の策
定について諮問しました。
・諮問を受けて設置した特別委員
会を5月と７月に開催し、計画策定
に向けた検討を進めました。
・また、特別委員会と並行して、庁
内検討体制を構築し、策定検討会
並びに作業検討会において関係
各課と連携・調整を図りながら進め
ました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①4月に新しい町名、町区域の告示を行い、7
月15日に住所整理が完了しました。

②次期住所整理の実施に向けて、住所整理
がされていない地区の状況調査（道路率、人
口密度、空地率等）を行い、次期住所整理実
施地区を選定し、町割（案）を作成しました。

①完了

②完了
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

②次期住所整理
実施地区につい
て、地域住民が
住所変更をス
ムーズに対応で
きるように、実施
スケジュール等
の周知を行いま
す。
また、町割（案）
について住居表
示整備審議会へ
諮問を行い、答
申を受けます。

・12月に開催予定の「小
田急多摩線延伸に関す
る関係者会議」におい
て、過年度の調査結果
報告と今年度の調査状
況について情報共有を
行います。
・相模原市と共同で、今
年度の収支採算性につ
いて、実施した調査結果
をまとめます。

・10月に相模原市、小田急電鉄、JR東日本及
び鉄道・運輸機構と第67回作業部会を行い、
関係者会議に向けて今年度の調査内容を確
定しました。

・12月に関係者会議を開催し、昨年度の調査
結果の報告及び今年度の調査内容について
説明を行い、意見を伺いました。

・1月に第68回作業部会を行い、関係者会議
の意見を踏まえ、今年度の調査内容について
協議を行い、結果をまとめました。

2024年度分の
検討完了

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・小田急多摩線
の延伸には、収
支採算性の向上
等が課題です。

・引き続き関係者
と事業化に向け
た検討・協議を
行います。

簡易耐震診断で
得られた1981年
から2000年まで
の間に建てられ
た在来軸組木造
住宅の耐震性に
ついての知見
を、2025年度末
に改定予定の町
田市耐震改修促
進計画に反映し
ます。

・支え合い交通を実施し
ている団体や、実施を検
討している団体に対し、
関係各所との調整等、取
組について技術的支援
や補助金の交付による
財政的支援を行います。
・取組を行う団体同士が
情報交換を行う機会を設
けるために、「支え合い
交通連絡会」を開催しま
す。

・鶴川エリアの社会福祉法人や地区協議会、
社会福祉協議会による支え合い交通「フリー
モビリティ」に対して、技術的支援を行い、7月
に本格運行を開始し、取組件数が11件になり
ました。

・支え合い交通事業補助金の対象に燃料費
を追加し、関係団体へ周知するとともに、広報
やホームページに情報を掲載しました。

・3月に「支え合い交通連絡会」を開催しまし
た。連絡会では、移動支援団体同士で活動
内容を紹介してもらい、密に連携を取れる関
係性の構築を行いました。また、普段の活動
における疑問や課題について、各団体からの
対応事例を取り入れていただき、支え合い交
通の活動継続につなげました。

11件
（新規1件、継
続10件）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・支え合い交通
の実施検討や、
実施継続のため
に、運送法に関
する技術的支援
や補助金による
財政的支援が求
められています。

・引き続き、地域
の移動を支える
取組の広がりを
図るため、地域
のニーズを踏ま
え、各団体に必
要な支援を行い
ます。

3 3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

地域の移動を
支える取組へ
の支援

地域の支え合い交通や新たな交通の実用化に関
する取組に対して、交通関係者との調整や道路運
送法等交通法規に関する技術的支援を行うととも
に、活動を実施継続していくために必要な財政的
支援を行います。

移動を支える取組件数
11件
（新規1件、継
続10件）

○

・鶴川エリアの社会福祉法人や地
区協議会、社会福祉協議会による
支え合い交通「フリーモビリティ」に
対して、技術的支援を行い、7月に
本格運行を開始し、取組件数が11
件になりました。
・支え合い交通事業補助金の対象
に燃料費を追加し、関係団体へ周
知するとともに、広報やホームペー
ジに情報を掲載しました。
・支え合い交通に取り組んでいる団
体の定例会等に参加し、意見交換
や支え合い交通事業補助金につ
いての説明を行いました。

①耐震相談会の開催
等、耐震化の必要性や
助成制度の周知に努
め、引き続き耐震化を進
めます。
※耐震化率について
は、1月時点での家屋台
帳調査から算出予定。

②引き続き簡易耐震診
断の申請を受付け、耐震
化に繋げていきます。

①耐震改修工事の助成申請を2件、除却工事
の助成申請を44件受け、耐震化を着実に進
めました。また、2月6日に耐震相談会を開催
するなど、耐震化の必要性や助成制度を周知
し、耐震化を促進し、耐震化率が87.9%になり
ました。

②1981年から2000年までの間に建てられた在
来軸組木造住宅の所有者に3,780通の案内
状を送付したことや、令和6年能登半島地震
による関心の高まりによって、簡易耐震診断
の申請を目標を上回る122件受付たことで耐
震化の促進に繋げました。

①87.9%

②122件
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 5 -
住所整理の推
進

①南大谷及び東玉川学園三・四丁目地区住所整
理実施に向けて、新しい町名、町区域の告示を行
い、2024年7月に住所整理を実施します。

②次期住所整理の実施に向けて、地区を選定し、
町割り案を作成します。

①住所整理の実施

②次期住所整理実施地
区の選定・町割り（案）作
成

①完了

②完了
○

①4月に新しい町名、町区域の告
示を行い、7月15日に住所整理が
完了しました。

②次期住所整理の実施に向けて、
住所整理がされていない地区の状
況調査（道路率、人口密度、空地
率等）を行いました。

4 4

重
点
事
業
プ
ラ
ン

木造住宅の耐
震化促進事業

①耐震相談会において、耐震化の必要性や助成
制度などの周知を行い、耐震化を進めます。

②旧耐震木造住宅に加え、1981年から2000年まで
の間に建てられた在来軸組木造住宅の耐震化を
促進するため、簡易耐震診断の実施に向けて、住
宅所有者へ案内状を送る等の啓発活動を実施しま
す。

①木造住宅の耐震化率

②1981年から2000年ま
での間に建てられた在来
軸組木造住宅の簡易耐
震診断の申込件数

①87.8%

②90件
○

ホームページ等での助成制度の周
知や能登半島地震を発端とした耐
震化に対する関心の高まりから、以
下の成果がありました。

①耐震改修工事の助成申請を2
件、除却工事の助成申請を33件受
け、耐震化を着実に進めました。

②1981年から2000年までの間に建
てられた在来軸組木造住宅の簡易
耐震診断の申請を76件受けまし
た。

②次期住所整理実施地
区を選定し、町割（案）を
作成します。

6 6

重
点
事
業
プ
ラ
ン

小田急多摩線
の延伸検討

延伸の実現に向けた収支採算性等の検討を相模
原市と実施します。

収支採算性等の検討
2024年度分の
検討完了

○

・小田急多摩線延伸に関して、相
模原市と共に、今年度の調査方針
について小田急多摩線延伸の関
係者に対し報告を行いました。
・鉄道・運輸機構に対して、収支採
算性等の調査を依頼しました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

部の事務事業
見直しの取組

オンライン行政手続システム「Ｇｒａｆｆｅｒ」を利用し、
サービスの拡充に向けて追加項目の内容精査・検
証を行い、中高層建築物や宅地開発等について
申請可能な業務項目を増やします。

新たにオンライン化した
行政手続の業務項目数

4項目 ○

・4月に中高層建築物等に関するオ
ンライン申請の受付を開始しまし
た。

・宅地開発事業、市街化調整区域
の土地利用、生産緑地等に関する
届出については、手続内容の整理
やホームページの見直し、申請
フォームの作成等に取組み、オンラ
イン申請受付の準備を進めました。

・景観法の届出業務や空家の通報
受付、長期優良住宅等業務、電柱
などの公園を占用する申請につい
て、届出のオンライン化に向け、庁
内およびシステム事業者との調整
を行いました。

・宅地開発事業、市街化
調整区域の土地利用、
生産緑地等に関する届
出については、申請
フォームの試験運用後、
オンライン申請の受付を
開始します。

・2025年度からの運用開
始に向け、引き続きシス
テム事業者との調整や
庁内調整を行います。

・今年度は、当初想定していた4項目（中高層
建築物、宅地開発事業、市街化調整区域の
土地利用、生産緑地）の手続に加えて、地区
計画、福祉のまちづくり総合推進条例、空家
通報受付業務の3項目の手続のオンライン化
を図り、合計7項目のオンライン行政手続の受
付を開始しました。

・更に、景観法の届出業務及び長期優良住
宅認定申請業務のうち完了手続について、
「Graffer」にて申請フォームを作成し、2025年
4月からオンライン申請の受付を開始します。

・公園の占用申請については、庁内協議が完
了しました（2025年度にシステム構築を行い、
2026年度からオンライン申請の受付開始予
定）。

9項目 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、行政
手続のオンライン
化を図ります。
また、オンライン
化した行政手続
処理の共有を図
るため、課内勉
強会等を実施し
ます。

8 8

事
務
事
業
見
直
し

「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

シェアサイクル事業者と協働し、利用啓発や利用
実績の分析に基づくサイクルポート増設の検討等
を行い、利用回数の増加につなげ、温室効果ガス
を削減します。

シェアサイクル利用（※）
による温室効果ガスの年
間削減量
※シェアサイクル利用者
の移動が全て自家用車
だった場合との比較

73,920㎏-
CO2

○

・「自転車月間」である5月を中心
に、自転車に関連したイベントを市
庁舎やさるびあ図書館で開催し、
約200人の来場がありました。また、
広報まちだ等を活用して市民や事
業者への利用啓発を実施しまし
た。

・シェアサイクル事業者と協議しな
がらサイクルポートの増設を進め、
市内ポート数が70箇所から93箇所
（公有地10箇所+民間用地13箇所）
に増加しました。

・4月～9月のシェアサイクル利用回
数は約95,000回で、温室効果ガス
の削減量は約38,000kg-CO2となっ
ています。

・シェアサイクル事業者と
利用実績データの分析
等を行いながら、効果的
な利用啓発及び民間用
地を含めたサイクルポー
トの増設を進め、市内
シェアサイクルの更なる
利用促進に取り組み、温
室効果ガス削減に繋げ
ます。

・「自転車月間」である5月を中心に、自転車
に関連したイベントを市庁舎やさるびあ図書
館で開催するほか、広報まちだ、町田商工会
議所NEWSを活用して市民や事業者への利
用啓発を実施しました。

・シェアサイクル事業者と協議しながらサイク
ルポートの新規設置を進め、市内ポート数が
70箇所から103箇所（公有地16箇所+民間用
地17箇所）に増加しました。

・2024年度のシェアサイクル利用回数は約
212,000回（2023年度：112,992回）、走行距離
は約970,000km（2023年度：460,000km）と、前
年度の数値を大きく上回りました。

・利用回数が大きく増加した結果、2024年度
の温室効果ガスの削減量は約120,000kg-
CO2（2023年度60,720kg-CO2）となり、目標
値を大きく超えました。

120,000kg-
CO2

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

今後もシェアサイ
クル事業者と民
間用地を含めた
サイクルポートの
拡充や利便性向
上、利用回数増
加に向けた取組
を進めることで、
さらなる温室効果
ガス削減に繋げ
ます。

7 7

事
務
事
業
見
直
し

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

定時退庁の徹
底、リモート会議
やチャットを活用
した打合せ、テレ
ワークの推進な
どを行い、時間
外勤務時間数の
削減に努めま
す。

9 9

事
務
事
業
見
直
し

時間外勤務時
間数削減の取
組

ワークライフバランスの実現のため、定時退庁日の
徹底、リモート会議やチャットを活用した打合せ等
を実施し、時間外勤務時間数を削減します。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

定時退庁の徹底、リモー
ト会議やチャットを活用し
た打合せ、テレワークの
推進などを行い、時間外
勤務時間数の削減に努
めます。

定時退庁日の徹底、リモート会議やチャットを
活用した打合せ等を実施しましたが、地域住
民への説明会を土日に開催したことなどの結
果、1人当たりの時間外勤務時間数が50.7時
間（2023年度比約29%増）という結果になりまし
た。

50.7時間
（2023年度比
29%増）

35時間以下
（2023年度比
10%減）

△

定時退庁日の徹底、リモート会議
やチャットを活用した打合せ等を実
施しましたが、地域住民への説明
会を土日に開催したことなどの結
果、1人当たりの時間外勤務時間数
が22.5時間（2023年度上半期比約
38%増）という結果になりました。
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「都市的なにぎわいや活動」「居心地の良い住環境」「豊かなみどり・自然」がバランスよく身近にある町田市の魅力を活かし伸ばすため、新しい働き方や多様なライフスタイルに対応した、町田ならではの活動や暮らしを楽しめるまちを目指します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○選ばれ続ける都市であるために
・郊外都市の緑とゆとりのある住環境の価値が再認識されている事
を契機と捉え、選ばれる都市に進化する必要があります。中心市街
地のまちづくり機運上昇、モノレール延伸という都市機能向上の
チャンスを活かし、まちでの過ごし方や時間の使い方の変化に対
応した都市に更新していくことが求められています。
・町田駅周辺が魅力的なまちであり続けるために、快適・居心地の
よい駅前空間を創出するとともに、”誰かと一緒に楽しむ・体験す
る”等の新しい賑わいを加え、賑わいと交流を継続させていくことが
求められています。
・鉄道、バス、モノレールなどの多様な交通ツールを市内に行き渡
らせることで、誰もが移動しやすく、暮らしやすい市街地環境を持
続的に確保していくことが求められています。
・駅を中心としたまちづくりによって、交通利便性の向上や暮らしを
豊かにする都市機能の誘導が求められています。
・多世代が暮らす団地の賑わいを取り戻すための団地再生が求め
られています。
・地域生活の向上や居住環境の機能増進など、住みよいまちづくり
への高い期待があります。
・住居表示など、正確でわかりやすい情報を速やかに取得できるよ
うな環境作りが求められます。
・子育て環境やスポーツ施設の充実による都市の魅力を高めるた
めの公園整備が求められています。

○安全に安心して暮らせるまち
・大規模災害が発生した場合に市民の生命を守ることができる、高
い防災力を備えた都市の形成が求められています。
・近年、自然災害による家屋・宅地被害が全国的に頻発するなか、
地区ごとの災害危険性の情報発信が求められています。
・2024年1月の能登半島地震を契機に、建築物の耐震性について
関心が高まるとともに、耐震化についての適切な情報や支援が求
められています。

○社会のDX化が進む中、行政手続きの一層のオンライン化が求
められています。

○まちづくりの担い手
・市内の拠点及びモノレール沿線のまちづくりにおいては、主要な
事業者との連携協定の締結など、パートナーシップの構築を進め
ていく必要があります。
・市民発意や民間活力によるまちづくりを持続的に支援し、市民、
事業者がエリアマネジメントや公共施設マネジメントなどの様々な
場面で、活動・活躍できる支援体制を整えることが重要です。
・地域課題の解決に向けては、大学等の専門機関との連携により、
高度な知見を得られる体制を整えることが重要です。

○財源の確保など
・国、都の交付金や補助金に関する情報収集と制度の活用によっ
て財源を確保することが大切です。
・リニア中央新幹線、圏央道などの整備によって、町田市の都市と
してのポテンシャル向上が期待されていることから、これらと市内の
基盤整備等を連動させ、民間投資を引き出すことが大切です。

○都市の資源
・駅前拠点、都市公園、住宅団地、道路などの都市構造を構成す
る多様な資源を活かしたまちづくりを進めることで都市の魅力を高
める必要があります。

○首都圏の核となる拠点域の形成を目指して
・八王子、立川、相模原、海老名、藤沢市等の各市で、駅前市街
地の再開発による都市機能更新が進んでおり、町田駅周辺におい
ても、周辺動向を敏感に捉えながら多摩都市モノレール町田方面
延伸を見据えた都市機能の誘導や都市基盤の整備を進める必要
があります。

〇「小さな・ゆったりとした」交通を生み育てる
・町田市で2018年度から実施している移動支援の取組が、横浜
市・川崎市・相模原市等の周辺自治体にも広がっていますが、更
なる移動手段を確保するために、新たな取組にも積極的に支援を
行う必要があります。
・シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」は、立川市・相模原
市・海老名市・多摩市等でも導入され、交通手段の一つとしての重
要性が増しており、町田市でも取組を拡充する必要があります。

○住所整理
　町田市の住居表示実施率は現在約59％となっていますが、近隣
の横浜市約69％、川崎市約80％と比較して低い状況であり、継続
的に住所整理事業を実施する必要があります。

○公園・緑地の再整備
・八王子市、相模原市、川崎市等の「緑の基本計画」では、公園・
緑地の「量」から「質」への転換を謳っており、地域の拠点となる公
園・緑地において、地域の特徴を活かした公園づくりや民間活力の
導入を推進することとしています。

〇耐震化の支援
・東京都内では、2024年2月時点で、港区、新宿区、品川区、杉並
区、足立区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、昭島市、日野市、国
分寺市の11市区で耐震性上疑問のある1981年6月から2000年5月
までに建てられた木造住宅への助成制度を設けて耐震化を支援し
ています。

○行政手続のオンライン化
　宅地開発、建築行為等に関する申請業務のオンライン化につい
ては、東京都、川崎市等と共に、町田市でも2022年度から、
「Graffer」のシステムを使用して開始しました。また需要が多いス
マートフォンアプリ等を利用したオンライン業務のシステムの構築に
も積極的に取り組み、更なる市民サービスの向上や業務改善を進
める必要があります。

○基幹交通網を前提としたまちづくりの必要性
・市内ではモノレールや小田急多摩線の延伸、周辺ではリニア中
央新幹線・圏央道といった、鉄軌道・道路ネットワークに係る変化が
想定されており、これから先の交通政策やまちづくりは、この様な変
化を前提とした取組が必要です。

○将来の人口減少やコロナによる変化への対応
・町田市の総人口は、近い将来、長期にわたる減少局面に移行し
ていくため、都市の持続的な発展や効率的な都市経営の観点から
集約型の都市構造への再編に向けた取組が必要です。
・社会全般にDX化の流れがある中で、町田市においても行政手続
のオンライン化が求められています。

○老朽化したインフラへの対応
・都市づくりのマスタープランで掲げる暮らしとまちのビジョンを踏ま
え、2040年を見据えた、駅前商業地、大規模団地、戸建住宅地な
どにおける都市の空間・機能を整える取組が必要です。
・2023年3月に改定された東京都耐震改修促進計画において1981
年5月以前に建てられた旧耐震建築物に加え、2000年5月以前に
建てられた木造建築物においても耐震化を図る必要性があること
が示されました。

○自然環境への対応
・地球温暖化の原因である、温室効果ガスの排出量を低減するた
め、温室効果ガス排出量が少ないモノレールなどの公共交通機関
や電気自動車等の導入推進が求められています。
・近年大規模地震などが多発していることから、被災後早期に市民
生活を再建できるように、都市の復旧・復興を進めるための備えが
求められています。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

都市づくり部モノレールまちづくり推進担当

萩野　功一

部名

部長名
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2028年度

2024年度

2024年度

2024年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 木曽山崎団地エリアのまちづくりの推進 木曽山崎団地エリアのまちづくりの推進 検討中 まちづくり構想の改定 2025年度

部名 都市づくり部モノレールまちづくり推進担当

部長名 萩野　功一

目標値

2
多摩都市モノレール町田方面延伸の事業化を見据えたモノレール沿線まち
づくりの推進

モノレール沿線まちづくりの推進 モノレール沿線まちづくり構想策定 都市計画決定

3 部の事務事業見直し 都市づくり部総務担当課での消耗品の一元管理 各課管理 完了

4 「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取組 紙資料の印刷枚数
728,532枚
（2023年度）

692,105枚以下
（2023年度比5%減）

5 ワークライフバランスの推進 1人あたりの時間外勤務の時間数
39時間
（2023年度）

35時間以下
（2023年度比10%減）
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

引き続き、まちづ
くり検討会やまち
づくりワークショッ
プを開催し、木曽
山崎団地地区ま
ちづくり構想を改
定します。

都市づくり部モノレールまちづくり推進担当

萩野　功一

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

木曽山崎団地
エリアのまち
づくりの推進

「町田市都市づくりのマスタープラン」に掲げる「住
宅地を多機能化する」ことを目指して、 UR都市機
構や東京都住宅供給公社など関係機関との協議
を進めるとともに、有識者や地元自治会、管理組合
等の代表などで構成する（仮称）まちづくり検討会・
ワークショップを実施し、課題の整理とまちづくりの
方向性について検討します。

課題整理とまちづくりの
方向性の取りまとめの実
施

取りまとめ完
了

・木曽山崎団地地区まちづくり構想
改定に向けて、UR都市機構や東
京都住宅供給公社と協議を行いま
した。

・7月にまちづくり検討会を発足・開
催及び、8月にはまちづくりワーク
ショップを開催し、課題整理を行い
ました。

・8月から9月にかけて、当初予定し
ていなかった「まちづくりに関するア
ンケート」を木曽山崎団地地区の住
民に全戸配布を行うと共に、町田
市ホームページで全市民を対象と
したアンケートを実施し、まちづくり
に関する幅広いご意見をいただき
ました。

11月と2月にまちづくり検
討会、12月にまちづくり
ワークショップを開催し、
まちづくりの方向性を取
りまとめます。

・UR都市機構や東京都住宅供給公社と協議
を行い、木曽山崎団地エリアのまちづくりの方
向性を確認しました。

・まちづくり検討会を3回、まちづくりワーク
ショップを2回開催し、課題の整理とまちづくり
の方向性を取りまとめました。さらに、将来の
エリアイメージ案を作成しました。

・当初予定していなかった「まちづくりに関する
アンケート」と、検討結果をまとめた「まちづくり
ニュース」を全戸配布し、住民の皆さんの意見
を収集するとともに、その結果をフィードバック
しました。

・本事業の推進にあたり、東京都の補助事業
「新たな道路・交通ネットワークをいかしたまち
づくり支援事業」について採択の交渉をした
結果、新たに事業費の1/2に相当する補助金
を獲得できました。

取りまとめ完
了

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B○

引き続き、事業性の検証
に向けた関係者との協
議と、モノレール沿線ま
ちづくり構想の取組を着
実に推進し、取りまとめま
す。

・東京都、多摩市、多摩都市モノレール株式
会社と、事業性の検証に向けた協議を実施
し、次年度も引き続き検証を行っていくことを
確認しました。

・モノレール沿線まちづくり構想の取組のう
ち、木曽山崎団地地区の再生と交通広場の
検討に加え、新たな土地の利活用を含め、3
項目について検討成果を取りまとめました。

3項目完了 B

・引き続き東京
都、多摩市、多
摩都市モノレー
ル株式会社と、
事業性の検証に
向けた協議を進
めていきます。

・引き続き、モノ
レール沿線まち
づくり構想に基づ
く取組を着実に
推進していきま
す。

・2025年度当初予算編
成において、事務用消
耗品費を部総務担当課
（都市政策課）で一括計
上します。

・消耗品の保管場所を集
約し、あわせて各課キャ
ビネットの調整を行いま
す。

・各課共通の事務用品等に係る消耗品費に
ついては、2025年度の予算を都市政策課で
一括して計上しました。
・部内の消耗品を集約し、あわせて各課キャビ
ネットの調整を完了しました。

2025年度予算
編成における
消耗品費の一
元化

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

各課所有の消耗
品を一元化した
ことで、余剰在庫
が発生していま
す。今後は、この
余剰を解消し、
部内職員の人
数・業務に応じた
適正な物量で管
理を行っていきま
す。

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

モノレール沿
線まちづくりの
推進

東京都、多摩市、多摩都市モノレール株式会社と
事業性の検証等を進めていくために、モノレール
沿線まちづくり構想に基づく取組を着実に推進して
いきます。

モノレール沿線まちづく
り構想の取組

2項目 ○

・モノレール沿線まちづくり構想の
策定に伴い、東京都に対してモノ
レール促進について働きかけを
行った結果、東京都、多摩市、多
摩都市モノレール株式会社と、事
業性の検証に向けた協議を開始す
ることになりました。

・モノレール沿線まちづくり構想の
取組のうち、「木曽山崎団地地区の
再生、交通広場の検討、新たな土
地の利活用」の3項目について、検
討を開始しました。

3 3

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

部内各課に共通する消耗品について、費用の縮減
と手続の効率化を目指し、予算及び管理を部総務
担当課へ集約します。

2025年度予算編成にお
ける消耗品費の一元化

完了 ○
各課それぞれで保管している消耗
品の総量及び保管先キャビネットを
調査し取りまとめました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

定時退庁日の徹底、リモート会議やチャットを
活用した打合せ等を実施しましたが、地域住
民への説明会を土日に開催したことなどの結
果、1人当たりの時間外勤務時間数が50.7時
間（2023年度比約29%増）という結果になりまし
た。

50.7時間
（2023年度比
29%増）

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

定時退庁の徹
底、リモート会議
やチャットを活用
した打合せ、テレ
ワークの推進な
どを行い、時間
外勤務時間数の
削減に努めま
す。

引き続き、電子
資料を活用し、
紙資料の削減に
努めます。

引き続き、紙資料の削減
に努めます。

業務で使用する資料を電子化し、紙資料の印
刷枚数について削減を進めた結果、2024年
度の印刷枚数は534,693枚（2023年度同時期
比23%減）となりました。

534,693枚
（2023年度比
23%減）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 5

事
務
事
業
見
直
し

時間外勤務時
間数削減の取
組

ワークライフバランスの実現のため、定時退庁日の
徹底、リモート会議やチャットを活用した打合せ等
を実施し、時間外勤務時間数を削減します。

時間外勤務の時間数
35時間以下
（2023年度比
10%減）

△

定時退庁日の徹底、リモート会議
やチャットを活用した打合せ等を実
施しましたが、地域住民への説明
会を土日に開催したことなどの結
果、1人当たりの時間外勤務時間数
が22.5時間（2023年度上半期比約
38%増）という結果になりました。

4 4

事
務
事
業
見
直
し

「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

打合せ時に使用する資料等については、電子資
料を最大限活用し、紙資料の印刷枚数を削減しま
す。

紙資料の印刷枚数

692,105枚以
下
（2023年度比
5%減）

◎

業務で使用する資料を電子化し、
紙資料の印刷枚数について削減を
進めた結果、上半期の印刷枚数は
279,106枚
（2023年度同時期比11%減）となりま
した。

定時退庁の徹底、リモー
ト会議やチャットを活用し
た打合せ、テレワークの
推進などを行い、時間外
勤務時間数の削減に努
めます。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

都市づくり部都市整備担当

平本　一徳

部名

部長名

「都市的なにぎわいや活動」「居心地の良い住環境」「豊かなみどり・自然」がバランスよく身近にある町田市の魅力を活かし伸ばすため、新しい働き方や多様なライフスタイルに対応した、町田ならではの活動や暮らしを楽しめるまちを目指します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○選ばれ続ける都市であるために
・郊外都市の緑とゆとりのある住環境の価値が再認識されている事
を契機と捉え、選ばれる都市に進化する必要があります。中心市街
地のまちづくり機運上昇、モノレール延伸という都市機能向上の
チャンスを活かし、まちでの過ごし方や時間の使い方の変化に対
応した都市に更新していくことが求められています。
・町田駅周辺が魅力的なまちであり続けるために、快適・居心地の
よい駅前空間を創出するとともに、”誰かと一緒に楽しむ・体験す
る”等の新しい賑わいを加え、賑わいと交流を継続させていくことが
求められています。
・鉄道、バス、モノレールなどの多様な交通ツールを市内に行き渡
らせることで、誰もが移動しやすく、暮らしやすい市街地環境を持
続的に確保していくことが求められています。
・駅を中心としたまちづくりによって、交通利便性の向上や暮らしを
豊かにする都市機能の誘導が求められています。
・多世代が暮らす団地の賑わいを取り戻すための団地再生が求め
られています。
・地域生活の向上や居住環境の機能増進など、住みよいまちづくり
への高い期待があります。
・住居表示など、正確でわかりやすい情報を速やかに取得できるよ
うな環境作りが求められます。
・子育て環境やスポーツ施設の充実による都市の魅力を高めるた
めの公園整備が求められています。

○安全に安心して暮らせるまち
・大規模災害が発生した場合に市民の生命を守ることができる、高
い防災力を備えた都市の形成が求められています。
・近年、自然災害による家屋・宅地被害が全国的に頻発するなか、
地区ごとの災害危険性の情報発信が求められています。
・2024年1月の能登半島地震を契機に、建築物の耐震性について
関心が高まるとともに、耐震化についての適切な情報や支援が求
められています。

○社会のDX化が進む中、行政手続きの一層のオンライン化が求
められています。

○まちづくりの担い手
・市内の拠点及びモノレール沿線のまちづくりにおいては、主要な
事業者との連携協定の締結など、パートナーシップの構築を進め
ていく必要があります。
・市民発意や民間活力によるまちづくりを持続的に支援し、市民、
事業者がエリアマネジメントや公共施設マネジメントなどの様々な
場面で、活動・活躍できる支援体制を整えることが重要です。
・地域課題の解決に向けては、大学等の専門機関との連携により、
高度な知見を得られる体制を整えることが重要です。

○財源の確保など
・国、都の交付金や補助金に関する情報収集と制度の活用によっ
て財源を確保することが大切です。
・リニア中央新幹線、圏央道などの整備によって、町田市の都市と
してのポテンシャル向上が期待されていることから、これらと市内の
基盤整備等を連動させ、民間投資を引き出すことが大切です。

○都市の資源
・駅前拠点、都市公園、住宅団地、道路などの都市構造を構成す
る多様な資源を活かしたまちづくりを進めることで都市の魅力を高
める必要があります。

○首都圏の核となる拠点域の形成を目指して
・八王子、立川、相模原、海老名、藤沢市等の各市で、駅前市街
地の再開発による都市機能更新が進んでおり、町田駅周辺におい
ても、周辺動向を敏感に捉えながら多摩都市モノレール町田方面
延伸を見据えた都市機能の誘導や都市基盤の整備を進める必要
があります。

〇「小さな・ゆったりとした」交通を生み育てる
・町田市で2018年度から実施している移動支援の取組が、横浜
市・川崎市・相模原市等の周辺自治体にも広がっていますが、更
なる移動手段を確保するために、新たな取組にも積極的に支援を
行う必要があります。
・シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」は、立川市・相模原
市・海老名市・多摩市等でも導入され、交通手段の一つとしての重
要性が増しており、町田市でも取組を拡充する必要があります。

○住所整理
　町田市の住居表示実施率は現在約59％となっていますが、近隣
の横浜市約69％、川崎市約80％と比較して低い状況であり、継続
的に住所整理事業を実施する必要があります。

○公園・緑地の再整備
・八王子市、相模原市、川崎市等の「緑の基本計画」では、公園・
緑地の「量」から「質」への転換を謳っており、地域の拠点となる公
園・緑地において、地域の特徴を活かした公園づくりや民間活力の
導入を推進することとしています。

〇耐震化の支援
・東京都内では、2024年2月時点で、港区、新宿区、品川区、杉並
区、足立区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、昭島市、日野市、国
分寺市の11市区で耐震性上疑問のある1981年6月から2000年5月
までに建てられた木造住宅への助成制度を設けて耐震化を支援し
ています。

○行政手続のオンライン化
　宅地開発、建築行為等に関する申請業務のオンライン化につい
ては、東京都、川崎市等と共に、町田市でも2022年度から、
「Graffer」のシステムを使用して開始しました。また需要が多いス
マートフォンアプリ等を利用したオンライン業務のシステムの構築に
も積極的に取り組み、更なる市民サービスの向上や業務改善を進
める必要があります。

○基幹交通網を前提としたまちづくりの必要性
・市内ではモノレールや小田急多摩線の延伸、周辺ではリニア中
央新幹線・圏央道といった、鉄軌道・道路ネットワークに係る変化が
想定されており、これから先の交通政策やまちづくりは、この様な変
化を前提とした取組が必要です。

○将来の人口減少やコロナによる変化への対応
・町田市の総人口は、近い将来、長期にわたる減少局面に移行し
ていくため、都市の持続的な発展や効率的な都市経営の観点から
集約型の都市構造への再編に向けた取組が必要です。
・社会全般にDX化の流れがある中で、町田市においても行政手続
のオンライン化が求められています。

○老朽化したインフラへの対応
・都市づくりのマスタープランで掲げる暮らしとまちのビジョンを踏ま
え、2040年を見据えた、駅前商業地、大規模団地、戸建住宅地な
どにおける都市の空間・機能を整える取組が必要です。
・2023年3月に改定された東京都耐震改修促進計画において1981
年5月以前に建てられた旧耐震建築物に加え、2000年5月以前に
建てられた木造建築物においても耐震化を図る必要性があること
が示されました。

○自然環境への対応
・地球温暖化の原因である、温室効果ガスの排出量を低減するた
め、温室効果ガス排出量が少ないモノレールなどの公共交通機関
や電気自動車等の導入推進が求められています。
・近年大規模地震などが多発していることから、被災後早期に市民
生活を再建できるように、都市の復旧・復興を進めるための備えが
求められています。
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6 部の事務事業見直し 都市づくり部総務担当課での消耗品の一元管理 各課管理 完了

5 災害に備えた準備
①被災宅地危険度判定の研修実施

②被災地派遣に備える研修実施

①実施（2023年度）

②実施（2023年度）

①実施

②実施

4 香山緑地の整備 香山緑地整備 既存建物耐震改修工事実施中
①既存建物耐震工事完了

②庭園工事完了

3 「芹ヶ谷公園”芸術の杜”プロジェクト パークミュージアム」の実現 芹ヶ谷公園芸術の杜の整備
「芹ヶ谷公園”芸術の杜”プロジェクト パークミュー
ジアム
DESIGN BOOK」の策定

①エレベーターの整備工事完了

②第2期公園整備工事完了

③第3期公園整備工事完了

2 野津田公園スポーツの森の整備
野津田公園再整備（パークセンターゾーン・人と緑
のふれあいゾーン）

①スケートパークの基本設計（その１）

②冒険の森、わんぱく広場の計画検討

③南側入口転回広場の測量

①スケートパークの整備工事完了

②冒険の森、わんぱく広場の整備工事完了

③南側入口転回広場整備工事完了

部名 都市づくり部都市整備担当

部長名 平本　一徳

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 鶴川駅南口街づくりの推進 鶴川駅南口の市街地整備 土地区画整理事業の整備工事着手 鶴川駅南口交通広場の仮使用開始 2027年度

①2027年度

②2028年度

③2025年度

①2026年度

②2028年度

③2030年度

①2024年度

②2024年度

2024年度

2024年度
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部名 都市づくり部都市整備担当

部長名 平本　一徳

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

2024年度

8 ワークライフバランスの推進 1人あたりの時間外勤務の時間数
128時間
（2023年度）

112時間以下
（2023年度比10%減）

2024年度

7 「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取組 「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取組
728,532枚
（2023年度）

692,105枚以下
（2023年度比5%減）
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

①②適切な工事監理を
行い、耐震工事及び庭
園工事を完了させ、1月
に開園します。

①耐震工事を完了しました

②庭園工事を完了しました。

①完了

②完了
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

4 4

重
点
事
業
プ
ラ
ン

香山緑地の整
備

①既存建物耐震工事を行います。

②庭園工事を行います。

①耐震工事

②庭園工事

①完了

②完了
○

①2023年度に引き続き、工事を進
めました。

②2024年8月に工事を契約しまし
た。

3 3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

「芹ヶ谷公園”
芸術の杜”プ
ロジェクト
パークミュージ
アム」の実現

①エレベーター整備の実施設計を行います。

②第2期・第3期公園整備(PFI)事業者の選定を行
います。

①実施設計

②公募

①完了

②開始
○

①6月定例会にて、基本設計の内
容を行政報告し、引き続き芹ヶ谷公
園エレベーター棟・デッキ設置工事
の実施設計を進めました。

②PFI事業の募集要項等の作成を
開始しました。

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

野津田公園ス
ポーツの森の
整備

①パークセンターゾーンのうち、スケートパークの基
本設計を行います。

②南側入口転回広場の基本・実施設計を行いま
す。

①基本設計

②基本・実施設計

①完了

②完了
○

①野津田公園スケートパーク基本
設計業務委託（その2）を契約し、4
月から着手し、9月定例会にてデザ
イン案について行政報告しました。

②野津田公園転回広場基本・実施
設計業務委託を契約し、7月から着
手しました。

引き続き適切な
公園運営を行い
ます。

鶴川駅南口街
づくりの推進

仮換地指定を進め、物件移転及び整備工事を計
画的に行います。

※仮換地指定とは、土地区画整理事業を行う際
に、道路等公共施設の工事を行い、土地の区画を
変更するため、従前の宅地（現在の土地）に代え
て、将来新たに使用することのできる土地を指定す
ることを言います。

仮換地指定率 33%

・仮換地指定率については、地権
者1名の仮換地指定を行い、仮換
地指定率が昨年度の17%から27%と
なりました。

・物件移転および整備工事につい
ては、調整池工事に支障となる物
件の移設や撤去を行いました。

・7月に鶴川駅利用者と駅周辺住
民・事業者に向け、鶴川駅周辺事
業の工事説明会を開催。また、南
口のまちづくりについて、地権者と
のワークショップを開催し、まちづく
りの知識と理解を深めました。

・仮換地指定率につい
て、今後は、地権者4名
の仮換地指定を行い、
目標値の33%を目指しま
す。

・整備工事については、
引き続き調整池工事を
進めます。

・地権者とのワークショップを４回開催し、将来
のまちの姿やデサインについて共有すると共
に、区画整理事業の理解を深めることが出来
ました。
・仮換地指定率については、地権者への丁寧
な説明によって、仮換地指定を1件前倒して
行うことができ、目標値を越える34％となりまし
た。
・物件移転については、1件前倒して完了する
ことが出来ました。また、来年度の移転対象者
の物件調査についても前倒しを行い、今年度
中にすべて完了することが出来ました。
・整備工事については、調整池工事を予定通
り進めることが出来ました。
・土地区画整理審議会については、2月に開
催し、来年度予定している仮換地指定の意見
を伺い、承認を得ました。

34%

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C○

①地元説明会、東京都と
の協議を実施し、基本設
計を完了します。

②地元説明会を実施し、
基本・実施設計を完了し
ます。

①基本設計を完了しました。

②基本・実施設計を完了しました。

①完了

➁完了
C

①引き続きパー
クセンターゾーン
のうちスケート
パークの実施設
計を進めます。

➁引き続き南側
入口転回広場の
整備工事を進め
ます。

①エレベーター棟・デッ
キ設置工事の実施設計
を完了します。

②PFI事業の募集要項の
作成を完了させ、公募を
開始します。

①実施設計を完了しました。

②PFI事業の募集要項の作成を完了させ、11
月に実施方針及び要求水準書（案）の公表を
行いましたが、事業手法の見直しに伴い、PFI
事業を取り止めました。

①完了

②取り止め
D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

①引き続きエレ
ベーター棟・デッ
キ設置工事に着
手します。

②PFI事業以外
の適切な管理運
営手法の検討を
進めます。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

・まずは、2027年
度末の南口交通
広場仮使用開始
に向けて、引き続
き地権者に対し
て丁寧な説明を
行い、物件移転
や整備工事を進
めます。

都市づくり部都市整備担当

平本　一徳

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

引き続き、電子資料を活
用し、紙資料の削減に努
めます。

業務で使用する資料を電子化し、紙資料の印
刷枚数について削減を進めた結果、2024年
度の印刷枚数は534,693枚（2023年度同時期
比23%減）となりました。

534,693枚
（2023年度比
23%減）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、電子
資料を活用し、
紙資料の削減に
努めます。

8 8 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

ワークライフバランスの実現のため、定時退庁日の
徹底、リモート会議やチャットを活用した打合せ等
を実施し、時間外勤務時間数を削減します。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

112時間以下
（2023年度比
10%減）

○

定時退庁日の徹底、リモート会議
やチャットを活用した打合せ等を
行った結果、1人当たりの時間外勤
務時間数が61.4時間（2023年度上
半期比約14%減）という結果になりま
した。

引き続き、定時退庁日の
徹底、リモート会議や
チャットを活用した打合
せ等を実施し、時間外の
削減に努めます。

定時退庁日の徹底、リモート会議やチャットを
活用した打合せ等を行った結果、1人当たりの
時間外勤務時間数が119.7時間（2023年度比
約4%減）という結果になりました。

119.7時間
（2023年度比
4%減）

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

引き続き定時退
庁の徹底、リモー
ト会議やチャット
を活用した打合
せ、テレワークの
推進などを行い、
時間外勤務時間
数の削減に努め
ます。

7 7 -
「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

打合せ時に使用する資料等については、電子資
料を最大限活用し、紙資料の印刷枚数を削減しま
す。

紙資料の印刷枚数

692,105枚以
下
（2023年度比
5%減）

◎

業務で使用する資料を電子化し、
紙資料の印刷枚数について削減を
進めた結果、上半期の印刷枚数は
279,106枚（2023年度同時期比11%
減）となりました。

6 6

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

部内各課に共通する消耗品について、費用の縮減
と手続の効率化を目指し、予算及び管理を部総務
担当課へ集約します。

2025年度予算編成にお
ける消耗品費の一元化

完了 ○
各課それぞれで保管している消耗
品の総量及び保管先キャビネットを
調査し取りまとめました。

5 5 -
災害に備えた
準備

発災時、迅速に対応できる体制を維持するため、
以下の活動を行います。

①被災宅地危険度判定士に新規で登録された職
員を対象に研修を実施します。
②被災地派遣対象職員が被災地で円滑に活動で
きる研修を実施します。

①被災宅地危険度判定
の研修実施

②被災地派遣に備える
研修実施

①実施

②実施
○

①研修実施に向けて受講対象者
全員に受講依頼を行いました。ま
た、研修準備については、研修の
実施場所の手配をしました。

②研修実施に向けて資料の作成と
使用する道具の整理を行いまし
た。

①10月に研修会を実施
します。

②受講対象者の選定を
行い、11月に研修会を
実施します。

①被災宅地危険度判定の研修を10月に実施
しました。また、2024年度は研修の内容を見
直し、現場実習や現地調査票の作成に多くの
時間をあてることで、受講者の能力向上につ
ながる研修を実施することができました。

②被災地派遣に備える研修を12月に実施し
ました。今回の研修では、令和6年能登半島
地震における被災地現地調査状況の動画を
視聴するとともに、現地で実際に用いる道具
を使用することで、より実態をイメージしやす
い実習を行うことができました。このことにより、
受講者の理解が深まり、被災地での円滑な活
動につながる研修を実施することができまし
た。

①実施

②実施
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

令和6年能登半
島地震をはじめ、
自然災害が各地
で発生している
ため、自治体に
対し被災地への
派遣体制の拡充
が求められてい
ます。町田市で
は、職員の判定
士取得者が東京
都内の市区町村
では最多であり、
引き続きこの水
準を維持してま
いります。

・2025年度当初予算編
成において、事務用消
耗品費を部総務担当課
（都市政策課）で一括計
上します。

・消耗品の保管場所を集
約し、あわせて各課キャ
ビネットの調整を行いま
す。

・各課共通の事務用品等に係る消耗品費に
ついては、2025年度の予算を都市政策課で
一括して計上しました。
・部内の消耗品を集約し、あわせて各課キャビ
ネットの調整を完了しました。

2025年度予算
編成における
消耗品費の一
元化

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

各課所有の消耗
品を一元化した
ことで、余剰在庫
が発生していま
す。今後は、この
余剰を解消し、
部内職員の人
数・業務に応じた
適正な物量で管
理を行っていきま
す。
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老朽化が進む下水道施設を計画的に維持管理し、将来における人口減少や高齢化等社会情勢の変化に対応した下水道事業の安定経営を進め、衛生的な住環境を提供します。
また、近年多発している想定外の集中豪雨、大型台風等による浸水被害への対策や下水道施設（下水処理場、下水道管等）の耐震化を進め、安心して住める環境を提供します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○浸水被害軽減対策
・近年多発する局地的集中豪雨等により、都市型の浸水被害が多
くなっており、水路整備を含めた雨水対策が求められています。
・また、境川流域においては、河川整備の遅れによる治水安全度
を向上させる必要があります。
○下水道施設の耐震化
・全国で大規模な地震が頻発し、下水道施設（下水処理場、下水
道管等）の被災による市民生活への大きな被害が発生していま
す。この対策として、老朽化が進む下水道施設の計画的な改築工
事を行うとともに耐震化工事を進め、安心して住める環境を整える
必要があります。
○汚水処理の推進
・市街化区域の公共下水道による汚水管整備は概ね完了しました
が、残る未整備地区を解消する必要があります。
・市街化調整区域の公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及
により、河川や水路の公共用水域の水質保全とともに生活環境の
向上を進めていく必要があります。
○下水道事業の安定的な経営
・経営状況を分かりやすく市民に周知するとともに、下水道の重要
性をＰＲして、下水道使用料を負担することについての理解を深め
ていく必要があります。

○下水道事業経営
・汚水管整備を行う際に発生する受益者負担金や下水道使用料
による財源を、より効率的に事業へ投資する必要があります。
○国費・都費等補助金
・国、都の交付金や補助金に関する情報を収集し、制度の積極的
な活用により事業を進めるための財源確保を図る必要があります。
○下水道施設
・下水道施設の改築や修繕に関わる維持管理費が増大しているこ
とから、ストックマネジメント※手法による計画的な対応を行い、安
定的な下水道経営を進めます。
※ストックマネジメント
施設の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な施設の状態を予
測しながら計画的かつ効率的に管理すること。
・国土交通省の下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェク
ト）に採択された町田市発信の革新的水処理技術を活用し、更なる
水質の向上と維持管理コストの削減（電気代の削減）に努めます。
〇下水道資産・資源の有効活用
・財源の確保に向けて、下水道部が所管している資産の有効活用
が必要です。
・資源循環型社会の実現を目指し、下水道資源（汚泥等）のさらな
る活用に取り組む必要があります。

○下水道事業の経営分析
・2022年度の経営状況について類似団体・近隣団体と比較した結
果、「経常収支比率」「経費回収率」など主要な指標値がやや低い
傾向となっていることが分かりました。今後は、経費削減に向けた
取り組みを進めるとともに、下水道使用料単価や料金設定などに
ついて、類似団体・近隣団体との比較検討を進めていく必要があり
ます。
○浸水対策
・近年、局地的な大雨による浸水被害のリスクが高まっており、河川
や下水道による浸水対策が求められています。町田市は横浜市な
どの近隣市に比べ、雨水管の整備が遅れている状況です。浸水被
害を軽減するため、今後も優先度などを考慮し、計画的に整備を
進めていきます。
○耐震化
・下水道施設の地震対策は喫緊の課題です。町田市では、汚水幹
線等の耐震化が完了しているため、近隣市に比べ重要な幹線等
の耐震化率が高くなっています。今後は、緊急輸送道路などに布
設された雨水管の耐震診断を実施していきます。
また、全国の自治体では下水処理場の耐震化も進めており、近隣
の横浜市の耐震化率は、約70%となっています。一方で町田市の
耐震化は、約30%という状況です。今後も成瀬クリーンセンターなど
の耐震化工事を進めていきます。
○改築更新
・町田市を含む近隣市では、管路施設のストックマネジメントを進め
る上で、管渠の劣化状況調査を実施しています。この調査の実施
率としては、八王子、日野市、立川市の平均が約12%であるのに対
し、町田市は約15%とほぼ同じ割合という状況です。町田市では、
今後もこの調査を進め、調査結果を基により効率的な管渠の改築
更新を実施していきます。
○維持管理
町田市と同様に複数の処理場を有し、各処理場で汚泥処理及び
汚泥焼却を行っている自治体は全国で10自治体あり、このうち政
令指定都市を除くと、4自治体（町田市、藤沢市、岐阜市、和歌山
市）になります。この中で岐阜市の下水処理単価が最も安価であ
り、続いて町田市となっています。岐阜市などの維持管理方法を参
考とし、さらに効率的な運営に向けた取り組みを進めていきます。

○浸水被害軽減対策
・近年多発する局地的集中豪雨等に対して、雨水管の整備を進め
るとともに、既存調整池の維持管理等総合的な治水対策を行い、
安心して住める環境を整える必要があります。
・東京都や神奈川県が進めている河川の調節池の整備事業につ
いて、流域自治体として協力する必要があります。
○下水道事業経営
・人口減少や節水型機器の普及等に伴い、下水道使用料収入の
減少が見込まれる一方で、下水道施設の老朽化による施設の更新
や維持管費用の支出増加が見込まれます。また、昨今の世界情勢
による物価上昇は、下水道事業に大きな影響を与えています。今
後も下水道事業を安定的かつ持続的に運営していくために、将来
を見据えた下水道使用料の改定を含めた経営戦略の見直しや民
間活力の導入などに関して検討を進めていく必要があります。
〇環境負荷の低減
・地球温暖化対策として、町田市は2022年1月に「ゼロカーボンシ
ティまちだ」を宣言しました。これにより、下水道事業においても、
2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けて貢献していく必要があ
ります。
〇ウォーターPPPの導入検討
・国は、官民連携の導入を促進するため、2023年6月に「PPP／PFI
推進アクションプラン」を改定し、下水道事業において新たに管理・
更新一体マネジメント方式を含む「ウォーターPPP」の推進を図るこ
とにしました。町田市の下水道事業においても、事業の持続性の
確保に向けて民間の経営ノウハウや創意工夫等の活用による経営
改善を図るために、「ウォーターPPP」の導入を検討していく必要が
あります。
なお、2027年度以降の下水道管の改築に係る交付金について
は、「ウォーターPPP」導入が決定済みであることが要件となりまし
た。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

下水道部

守田　龍夫

部名

部長名
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①2026年度

②2025年度

2030年度

①2024年度

②2024年度

③2027年度

①2026年度

②2039年度【第1期～第5期まで】

③2027年度

2024年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 持続可能な下水道事業経営の実現

①「未来につなぐ下水道事業プラン（町田市下水
道事業経営戦略）」の改定

②下水道事業手法の選定

①-

②-

①完了

②完了

①2025年度

②2025年度

部名 下水道部

部長名 守田　龍夫

目標値

2 「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取組
①温室効果ガス排出の削減量

②汚泥焼却設備工事の進捗率

①-

②27％

①1800ｔ-CO2
※2022年度比

②100％

3 浸水対策の推進 雨水管整備完了箇所数 1箇所 9箇所

4 地震対策の推進

①成瀬クリーンセンターの耐震化率

②鶴見川クリーンセンターの耐震化率

③雨水管耐震診断延長

①72.4%

②21.9%

③8.1km(累計)

①81.5%

②30.1%

③16.4ｋｍ(累計)

5 予防保全型の維持管理による下水道施設の安定的な機能確保

①処理場施設　設備の劣化状況の詳細調査の件
数

②管路施設　老朽化状況の点検・調査延長

③管路施設　改築工事延長

①20件（累計）

②347㎞（累計）

③2.5㎞(累計)

①50件（累計）

②1,231㎞（累計）

③14.6㎞(累計)

6 時間外勤務時間数削減の取組 1人あたりの時間外勤務の時間数
71時間
（2023年度）

64時間以下
（2023年度比10%減）
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

①「ゼロカーボン
シティまちだ」に
向け、引き続き水
再生センターに
おける温室効果
ガスの削減の取
り組みを進めま
す。

②工事間調整や
工程管理を適切
に行い、工事を
着実に進めてい
きます。

・施工管理及び他企業と
の調整を適切に行い、整
備を進めていきます。

・設計業務を早期に完了
させ、1月から工事に着
手します。

・日向台交差点北側エリアの浸水対策箇所に
ついては、支障となる他企業埋設管の移設等
に時間を要したため、年度内に完了すること
ができませんでした。（工事進捗率：約60％）

・南町田五丁目エリアの浸水対策箇所につい
ては、道路管理者との調整及び工法検討に
時間を要したため、年度内に完了することが
できませんでした、（工事進捗率：約10％）

0箇所 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

・２個所の雨水管
整備について
は、 関係機関と
の調整や工程管
理を徹底して行
い、2025年度に
完了させます。
また、効果的に
浸水対策を推進
していくよう取り
組んでいきます。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

①投資財政計画
案等を精査し、
事業の修正や収
益の改善、収支
の均衡を図ったう
えで、2025年度
に経営戦略の改
定を行います。

②複数の事業ス
キーム案につい
て、定量評価や
定性評価等を行
い、2025年度に
導入可能な事業
手法を選定しま
す。

下水道部

守田　龍夫

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

持続可能な下
水道事業経営
の実現

①「未来につなぐ下水道事業プラン（町田市下水
道経営戦略）」の改定のため、投資・財政計画案を
作成します。

②下水道事業手法の選定に向け、事業の現状と課
題及び対象とする業務と範囲を整理し、事業ス
キーム案を策定します。

①完了

②完了

①10ヵ年の事業計画等
に基づき、経営戦略にお
ける「投資・財政計画案」
を作成します。

②現状と課題の整理結
果を踏まえて、対象施
設、対象業務の検討を
進め、事業スキーム案を
策定します。

①下水道事業の現状分析及び課題等を整理
したうえで、2026年度からの10ヵ年の事業計
画案を作成しました。将来予測や物価の動向
等を踏まえて、事業計画案に基づく事業費の
算出や財源を試算し、経営戦略における「投
資・財政計画案」を作成しました。

②下水道事業の持続可能な運営を目指すた
め、市民サービスの向上、コスト削減などの視
点で、現状分析や課題の整理と対応方針等
の検討を進め、対象とする施設と業務を分類
したうえで、計5つの事業スキーム案を作成し
ました。

①完了

②完了

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C○

①成瀬クリーンセンター
と鶴見川クリーンセン
ターにおける今後の省エ
ネルギー対策について、
検討を進めます。

②施工管理を適切に行
い、汚泥焼却設備工事
のうち、排ガス設備等の
工事を進めていきます。

①鶴見川クリーンセンターでは、4月からCO2
排出係数０の電力の導入に加え、6月から町
田市バイオエネルギーセンターで発電した電
力の自己託送を開始し、温室効果ガスを
1000t-CO2削減しました。
成瀬クリーンセンターでは、9月から再生可能
エネルギー100％の電力の導入を開始し、温
室効果ガスを約2800t-CO2削減しました。
この結果、水再生センター全体で年間3800t-
CO2の温室効果ガスを削減できました。

②汚泥焼却炉更新工事については、関連す
る耐震補強工事が入札不調により遅れが生
じ、この影響で予定どおり進捗することができ
ませんでした。

①約3800ｔ-
CO2

②55%

C

①投資・財政計画案の
作成

②事業スキーム（業務範
囲及び実施手法）案の
作成

①経営戦略（改定版）における「投
資・財政計画案」の作成に向けて、
2026年度からの10ヵ年の事業計画
の見直しと事業費の算出を進めま
した。また、10ヵ年の財源の試算を
開始しました。

②事業手法の検討に向け、各課の
業務を洗い出すとともに、今後の業
務上の課題（ヒト・モノ・カネ）につい
てアンケート及びヒアリングを実施
し、現状と課題の整理を行いまし
た。

2 2

個
別
計
画

「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

温室効果ガス排出量の削減に向け、鶴見川クリー
ンセンターで以下の取り組みを実施します。

①町田市バイオエネルギーセンターで発電した電
力の自己託送（※1）による供給を開始するなどし
て、CO2の排出を削減します。

②省エネルギー性能に優れた汚泥焼却炉に更新
するため、2021年度から行っている汚泥焼却設備
工事（2021～2025年度）を引き続き実施します。

※1　地方公共団体などが自らの設備で発電した
電力を、自らの施設で使うために、送電線を通じて
直接送ること。

①温室効果ガス排出の
削減量

②工事進捗率

①300ｔ-CO2

②60%
△

①鶴見川クリーンセンターでは、4
月からCO2排出係数０の電力の導
入に加え、6月から町田市バイオエ
ネルギーセンターで発電した電力
の自己託送を開始しました。
成瀬クリーンセンターでは、9月から
再生可能エネルギー100％の電力
の導入を開始しました。

②焼却炉棟耐震補強工事の遅れ
が影響し、汚泥焼却設備工事が予
定どおり進んでいない状況にありま
す。

3 3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

浸水対策の推
進

浸水被害を軽減するために、雨水幹線や枝線の工
事を行います。

雨水管整備完了箇所数 2箇所 △

・日向台交差点北側エリアの浸水
対策箇所については、2023年度よ
り引き続き整備を進めていますが、
支障となる他企業埋設管の移設や
その調整に時間を要したため、工
事の進捗に遅れが生じています。

・南町田五丁目エリアの浸水対策
箇所については、道路管理者との
調整により、設計業務に遅れが生じ
たため、工事発注が遅れていま
す。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①引き続き、施工管理を
適正に行い、工事を完
了します。

②関連工事との調整及
び施工管理を適正に行
い、工事を進めていきま
す。

③現地調査結果等に基
づいて、耐震診断を行い
年度内に完了します。

①汚泥処理棟の耐震補強工事を予定どおり
完了しました。

②鶴見川クリーンセンターの耐震補強工事に
ついては、入札不調により工程に遅れが生じ
たことから、煙突基礎部は完了したものの、焼
却炉棟については完了することができません
でした。

③雨水管の耐震診断については、調査方法
を見直し効率的に実施したことにより、目標を
上回る調査（延長4.8km）を行うことができまし
た。

①完了（耐震
化率81.5％）

②未完了（耐
震化率
21.9％）

③4.8km

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①引き続き、劣
化状況を調査
し、計画的な維
持管理を進め、
コストの平準化を
図っていきます。

②引き続き、
2025年度以降も
劣化状況を把握
するための調査
を実施する等、
予防保全型維持
管理を推進しま
す。

③町田市ストック
マネジメント計画
に基づき、計画
的に改築更新工
事を進めていき
ます。

引き続き業務の平準化
や効率化を図ります。

・業務の平準化、テレワークやリモート会議の
活用等による業務の効率化を図りましたが、
業務量の増加により、2024年度の時間外勤務
の一人あたりの時間数は68時間となり、2023
年度と比較して4時間増加しました。

68時間 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

引き続き、業務の
平準化や効率
化、職員への意
識付け等を進
め、時間外勤務
時間数を削減し
ていきます。

①大規模地震発
生時においても
下水道施設の機
能を確保するた
め、引き続き耐震
化事業を推進し
ていきます。

②工事間調整や
工程管理を適切
に行い、2025年
度に工事を完了
します。

③雨水管の耐震
化の推進に向け
て、計画的に耐
震診断・設計・工
事を進めていき
ます。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①下半期に予定している
6件の詳細調査を計画的
に実施し、設備の劣化状
況を判定し取りまとめま
す。その結果を改築更新
および修繕の計画に反
映します。

②点検・調査の結果を分
析し、管路の劣化状況の
評価を行います。

③施工管理を適切に行
い、工期内に工事を完
了します。
また、次年度の改築更新
工事の設計業務を完了
します。

①設備の詳細調査を予定どおり10件実施しま
した。調査の結果、成瀬クリーンセンターにお
いて、機能が低下している設備を1件、軽微な
劣化が見られる設備を1件確認しました。機能
低下が確認できた汚泥棟蓄電池設備の修繕
及び軽微な劣化が見られた水処理棟散気装
置の補修をそれぞれ実施することで、機能回
復を図りました。

②下水道管の劣化状況を把握するため、予
定どおり54kmの区間でTVカメラ調査、目視等
の点検調査を実施し、評価、分析を行いまし
た。その結果、全体の8.56％で劣化が進行し
ていることを確認しました。

③下水道管の改築更新工事を予定どおり4件
（3.4km）完了しました。また、次年度の改築更
新工事のための詳細設計については、予定
どおり完了し、早期発注に向けて準備を進め
ました。

①10件
(第2期累計
30/50件)

②54km

③3.4km

C5 5

個
別
計
画

予防保全型の
維持管理によ
る下水道施設
の安定的な機
能確保

①成瀬クリーンセンター、鶴見川クリーンセンター
及び鶴川ポンプ場の設備の維持管理コストの平準
化等を目的とした修繕計画の策定に向けて、詳細
調査を行います。

②下水道管の劣化状況を把握するため、管路の点
検や調査を行います。

③下水道施設の予防保全型維持管理を計画的に
行うため、管路修繕・改築計画に基づいて、改築工
事を実施します。

①詳細調査の件数

②点検・調査延長

③改築工事延長

①10件

②54km

③3.4ｋｍ

○

①年度目標10件のうち、上半期に
予定していた成瀬クリーンセンター
の最終沈殿池汚泥掻き寄せ機及
びNo.3主ポンプの2件、鶴見川ク
リーンセンターと鶴川ポンプ場の蓄
電池盤の合計4件の劣化状況調査
を行いました。
4件ともに、機能が確保できているこ
とを確認しました。

②6月に劣化状況の点検・調査の
業務委託契約を締結し、同月に調
査に着手しました。

③2024年度に計画していた改築更
新工事全4件については、予定より
前倒しして5月までに発注し、順調
に進捗しています。また､次年度の
改築工事に向けて、７月に設計業
務委託を発注しました。

4 4

重
点
事
業
プ
ラ
ン

地震対策の推
進

①成瀬クリーンセンターの耐震化を推進するため、
汚泥処理棟耐震補強工事（2022～2024年度）を引
き続き実施します。

②鶴見川クリーンセンターの耐震化を推進するた
め、焼却炉棟及び煙突基礎の耐震補強工事（2023
～2024年度）を引き続き実施します。

③緊急輸送路等に布設され、かつ、軟弱地盤に埋
設され液状化の可能性が高い雨水管の耐震診断
を行います。

①工事の進捗

②工事の進捗

③雨水管耐震診断延長

①完了（耐震
化率81.5％）

②完了（耐震
化率30.1％）

③2.7km

△

①汚泥処理棟について、建築構造
物の耐震補強工事が完了し、下部
構造物の耐震補強工事に着手しま
した。

②焼却炉棟及び煙突基礎の耐震
補強工事については、入札不調の
影響により、遅れが生じています。

③雨水管の耐震診断については、
6月に契約を締結し、予定どおり8
月に調査に着手しました。

6 6 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

テレワークの活用や業務の平準化を図るとともに、
毎月の課別時間外勤務時間数を管理し、時間外
勤務時間数の削減に努めます。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

64時間以内
（2023年度比
10%減）

○

上半期の1人あたりの時間外勤務
の時間数は、32時間でした。
・朝礼やミーティングなどにより個々
の業務の進捗状況を確認し、業務
の平準化に取り組みました。
・テレワークを活用して、作業・業務
効率の向上に取り組みました。
・「下水道部労働安全衛生委員会」
と「部内会議」において、毎月各課
の時間外勤務削減の進捗管理を
行うとともに、職員への削減に向け
た意識付けを図りました。
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社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、会計事務に携わるすべての職員が正確・迅速な財務会計処理を行えるよう指導・管理することによって、現金・物品等の適正な出納・保管を図り、市民の信頼に対する責任を果たします。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○会計課では、年間15万件超に及ぶ支出命令の審査や、この命
令に基づく支払事務等を行っています。町田市の財務会計処理に
対する信頼を損なわないよう、適正かつ迅速な処理が求められて
います。

○会計事務について、デジタル化を前提とした業務改革・システム
改革が求められています。これまでの紙書類による事務や確認手
法の在り方を再検討し、市民や事業者の事務手続等にかかる負担
を軽減していくことが必要です。

○マイナンバー制度の開始を契機として、支払先等の情報の取得
や管理が適正に行われていることをより強く求められています。市
の会計事務に対する信頼を損なわないよう、業務を定期的・継続
的に点検し、コンプライアンスを徹底することが必要です。

○金融情勢を的確に捉え、中長期的に安定的な運用益を確保す
るための新たな方策を検討、実施する必要があります。

○業務の効率化が求められる中、事務の質の確保が課題です。会
計事務に携わるすべての職員に対して、効率を上げつつも質は確
保するという視点からの指導・育成が必要です。
職員の財務会計処理能力を強化することにより、市の支払や収入
を滞りなく処理できる体制を構築していく必要があります。

○多摩26市中、町田市を含む5市が電子審査を導入しており、
ペーパーレス化が進んでいます。また、支払にかかる日数が短縮
されています。
一方、電子審査導入後6年が経過しましたが、職員のシステム操作
等の習熟度にまだまだバラつきが見られます。マニュアルの周知や
研修の実施などによりシステム処理能力の強化を図る必要がありま
す。

○多摩26市中、町田市を含む7市がＲＰＡ等の情報技術を活用し
た業務の自動化を導入し、業務の効率化を進めています。さらに、
他市の導入事例について情報収集し、他に自動化できる業務を検
討する必要があります。

○基礎的自治体で初めて、複式簿記による新公会計制度を導入し
ました。各部各課が自組織や事業の財務諸表を作成し、議会等で
説明することが定着しています。
より有効な活用方法を検討することが課題です。

○新公会計制度普及促進連絡会議では、東京都を中心に17団体
（2024年3月末時点）で財務諸表の自治体間比較の研究を行って
います。

○2024年3月にマイナス金利が解除されました。公金の運用にお
いては、金融情勢の変化に注視する必要があります。

○市民や事業者の利便性向上のため、公共料金・税等の支払い
方法について最新の動向を把握し、多様化する収納方法に対応
する必要があります。

○ＩＴ技術の発達に伴い生活や仕事のデジタル化が進んでいま
す。
会計事務においても審査事務や財務諸表作成事務等にこれらの
技術を活用し、業務の効率化に積極的に取り組んでいく必要があ
ります。

○金融機関等が取扱っている公金収納又は支払の事務に対し、
市の経費負担のさらなる適正化が求められています。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

会計課

田中 隆志

部名

部長名
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①2026年度

②2024年度

2026年度

2026年度

2024年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 振込手数料有料化を見据えた支出命令件数削減策の検討・実施 消耗品の支出命令件数
20,272件（2023.4.1～2024.3.31）
※学校公会計事業分を除く

2021年度比
【学校以外】
64.8%削減
【学校】
48.4%削減
（2023年度から開始された学校公会計事業分を除
く）

2024年度

部名 会計課

部長名 田中 隆志

目標値

2 財務会計システムを使用している事務の効率化
①効率化を検討した業務数

②１人あたりの時間外勤務の時間数

①－

②182時間

①3件

②2023年度比10%減

3 公会計情報によるマネジメント機能の強化

①研修アンケートの満足度

②新公会計制度普及促進連絡会議に構成市とし
て参加し、自治体間比較を実施

③財政課と共催し新公会計情報の発信

①4.2

②実施

③年2回

①平均4.2以上

②実施

③年2回

4 安全で効率的な資金運用の推進 債券運用による運用益 47,567千円 53,091千円

5 「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取り組み 複合機の印刷枚数削減 104,113枚（2022年度年間使用量） 2022年度比10%削減
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1 -

引続き、取扱基
準が適正に実施
され、支出命令
件数が削減する
よう各部署に働き
かけます。

会計課

田中 隆志

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

振込手数料有
料化を見据え
た支出命令件
数削減策の検
討・実施

2023年度に策定した支出事務取扱基準が適正に
実施されるよう、庁内各課へ周知していきます。ま
た、策定した支出事務取扱基準の検証を行いま
す。

消耗品の支出命令件数

2021年度比
【学校以外】
64.8％削減
【学校】
48.4％削減
（2023年度か
ら開始された
学校公会計事
業分を除く）

・支出事務取扱基準が適正に実施
されるよう、庁内各課へ通知を1回、
情報紙を1回発行しました。

消耗品の発注につい
て、各部署の支出命令
件数を調査し、基準の頻
度を超えた部署に対し、
改善を働きかけます。

　支出事務取扱基準が適正に実施されるよ
う、庁内各課へ通知を1回、情報紙を1回発行
しました。
　「学校以外」、「学校」共に消耗品の支出命
令件数が削減されました。
　消耗品の支出命令件数のうち、「学校」が約
8割を占めるため、小中学校にヒアリングを実
施し、さらなる削減に向けた改善策を提案しま
した。

2021年度比
【学校以外】
47.0％削減
【学校】
34.9％削減
（2023年度か
ら開始された
学校公会計事
業分を除く）

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

D○

①上半期に検討した業
務を精査し、効率化でき
る項目を整理します。

②引き続き、業務の平準
化により、時間外勤務時
間の削減に努めます。

①効率化できる業務を整理し、5つの項目を
決定しました。

②担当業務の見直しによる業務の平準化に
努め、１人あたりの時間外勤務の時間数は、
2023年度の182時間から29％減少して129時
間となりました。

①5件

②2023年度比
29％削減

B

2026年4月予定
のシステム改修
は、新機能を導
入するためのシ
ステム更新手続
きを実施します。
その後、機能を
拡張し、業務の
効率化を実施し
ます。

2 2

事
務
事
業
見
直
し

財務会計シス
テムを使用し
ている事務の
効率化

正確性を保ちつつ効率的な会計事務を行えるよ
う、業務プロセスを再確認し、システムの課題の抽
出・整理を行います。

①効率化を検討した業
務数

②１人あたりの時間外勤
務の時間数

①3件

②2023年度比
10%減

○

①財務会計システムに関する課題
や要望を抽出し、リスト化しました。
そのリストを元に、システム改修や
既存のシステム機能で効率化でき
る業務を検討しました。

②担当業務の見直しによる業務の
平準化に努め、１人あたりの時間外
勤務の時間数を8月末時点で2023
年度比40％削減しました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

　日々、紙で確認していた業務を電子上での
確認に変更しました。また、両面印刷や2in1
印刷を徹底したことで、印刷枚数は2022年度
の104,113枚から10％減少して93,700枚となり
ました。

2022年度比
10%削減

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、削減に
取り組みます。

金利の上昇や追
加利上げなど、
先行きが不透明
な状況下におい
て、金融市場の
変動に柔軟に対
応することが求め
られます。今後も
安全性と流動性
を確保しつつ、
適切な金融商品
を選択し、効率
的な資金運用を
行っていきます。

①研修の内容、研修方
法について検討を進め、
2月に研修を実施しま
す。
②参加自治体で経年比
較を行います
③引き続き、情報紙を発
行します。

①職員の理解向上を図るため、2月19日に公
認会計士を講師とした財務諸表研修を「財務
諸表の読み方編」「財務情報の使い方編」の2
種類実施しました。2023年度の参加者アン
ケートで要望の多かった自治体間比較を「財
務諸表の読み方編」に取り入れた結果、95人
の職員が参加しました。

②新公会計制度普及促進連絡会議が実施す
る自治体間比較に参加し、財政規模に対する
施設量について財務情報の活用・分析に取り
組みました。

③決算スケジュールや、財務諸表研修をテー
マとした情報紙を5回発行しました。

①研修実施後
アンケートで
研修に対する
満足度が平均
4.4

②実施

③5回

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

庁内研修や情報
紙等でより多くの
職員に新公会計
制度を浸透させ
るよう努めます。
また、自治体間
比較についても
引き続き取り組ん
でいきます。

3 3 -
公会計情報に
よるマネジメン
ト機能の強化

①新公会計制度や財務諸表について、職員の理
解向上のための研修を実施します。

②自治体間比較を積極的に実施し、新たなサービ
スの導入や事業改善につなげます。

③財政課と連携し、庁内に向けて公会計情報の発
信を行います。

①アンケートの満足度

②新公会計制度普及促
進連絡会議に構成市と
して参加し、自治体間比
較を実施

③実施回数

①平均4.2以
上

②実施

③2回

○

②新公会計制度普及促進連絡会
議が実施する自治体間比較に参加
しました。(参加自治体:17団体)
9月には、有形固定資産に対する
維持補修費の比率など、選定した
指標について、どのように比較して
いくか、意見交換を行いました。
③4月と9月に情報紙「新公会計の
ツボ」を発行しました。

金融情勢や債券市場に
ついて知識を深めるた
め、専門講師による研修
会を実施します。また、3
月に次期資金管理計画
を策定します。

　2024年度資金管理計画に基づき、市場の
状況を注視しながら、債券を22億円購入しま
した。債券保有額は総額118億円となり、債券
の年間運用収益は63,457千円でした。
　11月14日に公金管理委員及び関係部署の
職員を対象に、専門講師を招いて研修会を
実施しました。金融情勢や債券の基礎、運用
の手法について知識を深めました。
　公金管理委員会を4回開催し、四半期ごとの
運用実績について報告しました。また、3月4
日の第4回公金管理委員会では2025年度資
金管理計画について協議し、策定しました。

63,457千円 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 5 -

「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取り
組み

・各業務ごとの印刷枚数を把握し、削減可能な印
刷物を洗い出します。
・紙処理していたものの中から電子化できるものを
洗い出し、紙削減を図ります。

複合機の印刷枚数削減
2022年度比
10%削減

○

・日々、紙で確認していた業務を電
子上での確認に変更しました。ま
た、両面印刷や2in1印刷を徹底し
たことで、印刷枚数が2022年度比
4％減となりました。

4 4 -
効率的な資金
運用の推進

安全性や流動性の確保を踏まえた上で、債券等に
よる効率的な資金運用を行います。

債券運用による運用益 53,091千円 ◎

・債券発行体によるＩＲ（投資家向け
情報）や証券会社のセミナーを通じ
て、債券市場の最新の動向を入手
しました。
・公金管理に関する基礎知識を習
得するため、日本経営協会が主催
する自治体向けの公金管理研修を
受講しました。
・2024年度資金管理計画に基づ
き、市場の状況を注視しながら、債
券を22億円購入しました。債券保
有額は総額118億円となり、債券の
年間運用収益は63,457千円の見
込みです。

今まで紙で配布していた
庁内研修の資料を、各
自のシステム端末で閲覧
することで、印刷枚数を
削減します。
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・議会の権能を十分に発揮できるよう市議会を補佐する機関として、円滑な議会運営に努めます。
・市民の代表である市議会議員の議員活動をサポートすると共に、正確で迅速な議会情報を広くわかりやすく提供していくことで、市民・議員（来市される他市の議員を含む。）・行政など幅広い顧客の信頼ヘとつなげていきます。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

・多様化する住民ニーズに対応するため、議員の求める勉強会等
について十分な支援体制を構築する必要があります。
・「開かれた議会」として市民の負託に応えるため、徹底した議会の
情報公開を進めるとともに、議会への市民ニーズを把握し、市民の
関心と理解を深めていただける議会にしていくことが求められてい
ます。
・市民・議員（来市される他市の議員を含む。）・行政の顧客満足度
を向上させることが最重要課題として捉えており、そのための業務
改善・事務処理の最適化を進めています。

・効率的で迅速な事務処理を行うため、業務手順の見直しや電子
データ化を進めています。
・円滑な議会運営及び議員の政策立案をサポートするためには、
議会事務局職員の能力強化が必要になります。研修参加やＯＪＴを
積極的に行うことで、議事運営能力・調査法制能力・情報提供能
力等の充実強化を図っています。
・議会のデジタル化で、更なる議会の改革につなげ、住民からの信
頼性の向上に結び付けることや、平時・災害時・コロナ禍に関わら
ず議会機能を十分に発揮できるようにするため、動向を注視しま
す。

・市議会の様々な活動状況を数値やグラフを用いて体系化するこ
とで、町田市議会の特徴や経年変化などがわかりやすくなるため
のデータ化を進めています。
・ペーパーレス化、職員の労務費の削減、情報の速達性、情報の
共有化を目的として、タブレット端末を導入し、議会運営の効率化
を図っています。
・議場システムを更改し、議会のライブ中継および録画配信映像の
質を向上させました。また、ＡＩを活用した字幕配信を取り入れまし
た。これらにより、議会情報を更に広くわかりやすく提供できていま
す。
・一部の自治体で議会運営にAI等を活用している事例があり、新
技術の動向を注視します。

・地方分権を推進するため、これからの地方議会は、政策の審議、
監視、評価だけに止まらず、議会自らが政策形成機能の充実をし
ていくことが強く求められています。
・地球環境に対する省資源化から、市議会においても環境に配慮
した省エネルギーの取り組みを推進していくことが求められていま
す。
・地方議会の役割及び議員の職務等の明確化を内容とする地方
自治法の一部を改正する法律が施行され、地方議会への関心と理
解を深める必要性がより一層高まります。
・ＡＩやＩＣＴが急速に進化、普及し、様々な用途での活用が進んで
いる現状があり、若年層を中心に情報入手にデジタルツールを活
用する傾向が強まっているため、議会からの情報発信についても、
デジタルツールの効果的な活用について検討・研究していく必要
があります。
・オンライン委員会の開催が可能になったことから、ＩＣＴの活用によ
る委員会活動のサポートが必要です。
・国等への意見書の提出等のオンライン化を可能とする地方自治
法の一部改正が令和6年4月1日施行されるなど、地方議会に係る
手続のオンライン化が求められています。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

議会事務局

鈴木　秀行

部名

部長名
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2024年度

①2024年度

②2025年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 親しみやすい議会の推進
①議場の見学者数

②情報発信の研究

①3,435人

②-

①3,400人

②検証・研究の実施
2024年度

部名 議会事務局

部長名 鈴木　秀行

目標値

2 業務の効率化

①課題・改善の提案件数

②業務効率化の取組件数

③視察受入れ件数に占める説明資料のペーパー
レスでの実施率

①5件

②5件

③11.4%

①5件

②3件

③15%

3 円滑な議会運営実現に向けたサポート力の強化及び業務の効率化
①新議場システムの操作マニュアルの作成

②業務の棚卸し

①マニュアル（案）の作成

②-

①マニュアルの作成

②業務の棚卸しシートの作成
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1 -

若い世代の市議
会に対する関心
を高めていくた
め、引き続き関係
部署と連携し、小
学校社会科見学
等の受け入れを
実施していく必
要があります。

議会事務局

鈴木　秀行

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

議場見学の推
進

小学3年生の社会科見学等を受け入れます。受け
入れに際しては、各関係部署と見学内容や実施方
法の協議を行い、より利用しやすく興味を持ってい
ただけるような議場見学を実施していきます。

議場の見学者数 3,400人

・小学校社会科見学について、関
係部署と日程調整を重ね、積極的
に受け入れています。上半期の受
入件数は、8校（741人）です。
 
・8月8日（木）に「夏休み子どもフェ
ア」での小学生による議場体験（45
人参加）を開催しました。
 
・その他の見学者数を含めた９月末
時点の議場見学者数は965人で
す。

・下半期の小学校社会
科見学の受入件数は、
29校（2,430人）の予定で
す。

・11月3日（日）に「高校
生と町田市議会議員の
意見交換会」を、11月30
日（土）に「まちカフェ！」
を開催する予定です。

・小学校社会科見学の年間受入数は、37校
（3,201人）となりました。関係部署や小学校と
事前調整を行い、各小学校が見学日程や行
程を組みやすくなるよう柔軟に対応し、昨年度
（2023年度）に比べて、受け入れ人数が114人
増加しました。

・若い世代の市議会に対する関心が高まるよ
うに、「夏休み子どもフェア」での小学生による
議場体験（小学生45人参加）や「高校生と町
田市議会議員の意見交換会」（高校生46人参
加）を開催しました。また、新たに、10月19日
（土）には「第20回こども達の税サミット」で小
学校5・6年生による議場での「税」をテーマと
した意見交換等（小学生17人参加）を実施し
ました。

・上記の他、他自治体の行政視察等で、359
人が議場見学を行いました。

・「まちカフェ！」で議場コンサートを開催しま
した。また、1月12日（日）には「町田市庁舎バ
リアフリーツアー」で小学生とその保護者によ
る議場内のバリアフリー箇所の見学を実施し
ました。

3,668人

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B○

・引き続き、社会情勢等
の変化に即した効果的
な情報発信（SNS・ホーム
ページでの活用等）を研
究していきます。

社会情勢等の変化に即した情報発信（SNS・
ホームページの活用等）検証・研究の成果と
して、年間で以下の5件について取り組みまし
た。

・市議会だより第232号（4月30日発行号）か
ら、電子書籍版について市議会ホームページ
のほか、「MC Catalog＋（エムシーカタログプ
ラス）／カタログポケット」への掲載を開始し、
情報のアクセシビリティを高めました。

・議場傍聴席モニター、本会議中継における
字幕表示の開始について、市議会ホーム
ページ、市議会だより及び町田市議会(町田
市公式)X(旧Twitter)において周知を行いまし
た。

・市議会だよりの記事作成にあたり、二次元
コードを活用し、町田市議会や町田市のホー
ムページを案内するなど、広報の仕方をわか
りやすく、見やすいように工夫しました。

・町田市議会(町田市公式)X(旧Twitter)にサ
ムネイルを表示させるため、市議会ホーム
ページに追加設定し、広報の連携を強めまし
た。

・議会中継の休憩の際に流れる映像につい
て、高校生との意見交換会動画や市の取組
の映像を加え更新し、町田市議会、町田市の
活動をより身近に感じてもらえるようにしまし
た。

・検証・研究の
実施

・新規での情
報発信の取組
を実施

B

今後も社会情勢
等の変化に即し
た情報発信の方
策を研究し続け
ていく必要があり
ます。

2 1 -
情報発信の研
究

社会情勢等の変化に即した情報発信（ＳＮＳ・ホー
ムページの活用等）を研究していきます。

情報発信の検証・研究
検証・研究の
実施

○

・市議会だより第232号（4月30日発
行号）から、電子書籍版について市
議会ホームページのほか、「MC
Catalog＋（エムシーカタログプラ
ス）／カタログポケット」への掲載を
開始し、情報のアクセシビリティを
高めました。
※「MC Catalog＋（エムシーカタロ
グプラス）／カタログポケット」とは、
広報紙をスマートフォンやパソコン
から、いつでも手軽に読むことがで
き、多言語自動翻訳、音声読み上
げなどの機能が利用できる情報配
信ツールです。

・議場傍聴席モニター、本会議中
継における字幕表示の開始につい
て、市議会ホームページ、市議会
だより及び町田市議会(町田市公
式)X(旧Twitter)において周知を行
いました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

11月3日（日）に、第7回高校生と町田市議会
議員の意見交換会を開催し、過去最大規模と
なる46名の高校生と21名の市議会議員が参
加しました。活発な意見交換が行われ、高校
生にとっても、市議会にとっても有意義なイベ
ントとなりました。終了後に、参加高校生を対
象に行ったアンケートでは、満足度98%と高い
評価を得ることができました。

98% B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、高い満
足度が得られる
よう、高校生に
とってより意見を
伝えやすいテー
マとなるよう工夫
するなど、運営方
法を検証します。

引き続き、ノート
PCやタブレット端
末の活用による
紙の削減に加
え、視察受入れ
時の説明資料を
事前のメール送
付等で代替する
ことにより、紙の
削減をします。

引き続き、上半期に提案
した改善案に取り組み、
業務の効率化に努めま
す。

業務効率化の改善案を年間で以下の5件に
ついて、提案・検討し、全てに取り組みまし
た。

・新議場システムに対応した、議会中継開始
から録画配信公開までのマニュアルを作成、
担当者間で共有しました。これにより、業務効
率化と作業を標準化しました。

・議長公務に関する資料の電子化によって、
関係者での資料共有を円滑化し、紙の使用
量を削減しました。

・視察受入れ事務について、案件ごとに受入
れ調整台帳の作成、所管課とのグループ
チャットの活用をすることで情報共有、調整等
にかかる時間を短縮するなど業務を効率化し
ました。

・整備した調査法制係所管業務マニュアルを
担当者間で共有し、定型業務における作業
効率を向上させました。

・議長公務管理表の見直しを行い、局内で共
有すべき情報や確認事項の記載欄を新たに
設け、議長公務に関する連絡調整業務を円
滑化しました。

①5件

②5件
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、事務
事業のさらなる改
善に向け、既存
業務の効率化を
行っていきます。

3 2 -
業務課題改善
の提案及び取
組

課内の業務を見直し、課題の発見や改善案を検討
し、業務を平準化、効率化するための取組を行い
ます。

①課題・改善の提案件
数

②業務効率化の取組件
数

①5件

②3件
○

課内の事務事業を見直し、以下の5
件について、業務効率化の改善案
を提案・検討しました。
・新議場システムの議会中継マニュ
アルの作成
・視察受入れに関する業務の効率
化
・傍聴受付時における報道対応に
関する情報共有方法の見直し
・調査法制係所管業務マニュアル
を見直し、再整備し、共有すること
による業務効率化
・議長公務関連資料の電子化

このうち、以下の2件に取り組み、業
務を効率化しました。
・新議場システムに対応した、議会
中継開始から録画配信公開までの
マニュアルを作成、担当者間で共
有しました。これにより、業務効率
化と作業を標準化しました。
※新議場システムとは、議場、委員
会室の音響映像設備及びその他
附帯設備のことです。

・議長公務に関する資料の電子化
によって、関係者での資料共有を
円滑化し、紙の使用量を削減しまし
た。

引き続き、ノートPCやタ
ブレット端末の活用によ
る紙の削減に加え、視察
受入れ時の説明資料を
事前のメール送付等で
代替することにより、紙の
削減をします。

視察受入れ件数全34件のうち、11件（32％）を
ペーパーレスで実施しました。

32% B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 -

重
点
事
業
プ
ラ
ン

「子どもにやさ
しいまち」の実
現に向けた取
組

高校生と町田市議会議員の意見交換会について、
高校生が日頃から思っていることを自由に表明でき
るようなイベント運営を行います。寄せられた意見
については、実施報告書にまとめて市長へ送付し
ます。

参加者の満足度 90%以上 ○

第7回高校生と町田市議会議員の
意見交換会を11月3日（日）に開催
することに決定し、町田市議会議会
運営委員会及び町田市議会広報
広聴小委員会においてイベント運
営について協議・検討し、市議会だ
よりや市議会ホームページ等による
開催案内や参加者募集の広報等
を行いました。

4 -

事
務
事
業
見
直
し

紙の削減
ノートＰＣやタブレット端末の活用による紙の削減に
加え、視察受入れ時の説明資料を事前のメール送
付等で代替することにより、紙の削減をします。

視察受入れ件数に占め
る説明資料のペーパー
レスでの実施率

15% ◎
視察受入れ件数全20件のうち、9件
（45％）をペーパーレスで実施しま
した。

11月3日（日）に、第7回
高校生と町田市議会議
員の意見交換会を開催
します。終了後は、寄せ
られた意見を実施報告
書にまとめて市長に送付
します。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

議場システムに不具合が
生じないよう、業者と調
整を行います。また、3月
末までに操作マニュアル
（最終版）の作成に向け
て修正作業を行います。

新議場システムの操作マニュアルの作成を完
了しました。
各定例会時に発生した不具合についても業
者と調整及び修正を行い、それに合わせて操
作マニュアル（案）の改良を行い、操作マニュ
アル（最終版）を完成させました。

マニュアルの
完成

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

議事係全員が円
滑に議場システ
ムを運用できるよ
うにマニュアルを
もとに操作業務
の習熟度を上げ
る必要がありま
す。また、議場シ
ステムに不具合
が頻発している
為、今後も業者と
の調整が予想さ
れます。

会議運営に関
する業務の棚
卸し

本会議・委員会運営に関する各業務について、現
状では整合性がつかないことや、紙資料削減に向
けた取組等、ＡＩ等の新しい技術を活用してより効
率化できることを課題として洗い出します。その後、
必要な改善策を検討し、取り組みます。

①現状と課題の洗い出し

②業務の棚卸しシートの
作成準備

①②完了 ○

業務の棚卸しシートのフォーマット
（案）を作成しました。あわせて、係
内で業務の課題の洗い出しを行い
ました。

6 3 -

新議場システ
ムの操作マ
ニュアルの作
成

新議場システムのマニュアル案を実際の議会運営
で活用し、効果検証を行います。また、システムを
効率良く議会運営に活用する為、必要があれば業
者に修正依頼します。

※新議場システムとは、議場、委員会室の音響映
像設備及びその他附帯設備のことです。

新議場システムの操作マ
ニュアルの作成

作成完了 ○

システムに想定外の不具合が生じ
たため、業者に修正依頼を行いま
した。
不具合に対するシステム変更を含
めてマニュアル（案）の修正を行い
ました。

3月末までに業務の棚卸
しシートのフォーマットを
完成させます。また、業
務の課題で取り組めるも
のがあれば、改善策を検
討して取り組みます。

当初、業務の棚卸シートのフォーマット作成準
備を目標としていましたが、予定より早く
フォーマットを完成させました。また、課題の
洗い出しを行った上で、今年度対応できるも
のを検討し、決算意見集約時に、紙資料では
なくデータ格納することにより、作業時間の短
縮及び紙資料の削減をする等、予定より早く
課題の改善をしました。

業務の棚卸
シートの完成
及び一部課題
の改善

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

来年度も課題の
改善策を検討
し、対応する必要
があります。

8 - -
時間外勤務の
削減

業務の共有、相互サポートを積極的に実施します。
また、テレワークや時差勤務を積極的に活用し、事
務作業等に係る時間を集約します。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

132時間以下
（2023年度比
10%減）

△

・業務の共有、相互サポートに努め
ています。
・テレワークや時差勤務を活用し、
事務作業に集中して取り組む時間
を確保しています。
・議員行政視察に関する事務の増
加や、新議場システム導入後に生
じた課題への対応等により、時間外
勤務時間数が昨年度同期比約6％
増加しています。

・引き続き、業務の共有、
相互サポートやテレワー
ク、時差勤務等により、
時間外勤務削減に努め
ます。

・チャットツールを活用し、情報共有にかかる
時間を短縮し、各係間で業務内容の共有を
図り、協力体制を構築し、業務を効率化しまし
た。

・テレワークや時差勤務を積極的に活用し、
事務作業に集中して取り組むようにしました。

・課内の業務を見直し、課題の発見や改善案
を検討し、業務を平準化、効率化するための
取組を行いました。

以上の取組を行い業務効率化を図りました
が、議員行政視察に関する事務の増加や、新
議場システム導入後に生じた課題への対応
等により事務が増加し、目標値（10％削減）は
達成できませんでした。

159時間（2023
年度比9％増）

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

業務効率化を
図っていますが、
目標値を達成で
きていません。業
務効率の向上、
業務量の平準化
への各取組を継
続していきます。

7 3 -
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○有権者のみならず、関係する人すべてに対する公平・公正な選挙の管理執行及び投票しやすい環境整備を行います。
○投票意識の高揚をはかるため、明るい選挙推進委員等と連携し、効果的な啓発を実施します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、投票所に出向くことに
不安を感じている市民が少なからずいます。

○市民から寄せられる多様な意見や要望等に、迅速かつ適切に
対応していくことが求められています。

○市民の利便性の向上につながる投票環境の整備が求められて
います。ソフト、ハードの両面で検討を進める必要があります。

○正確な情報を迅速に提供することが求められています。情報の
発信力を高めていく必要があります。

〇障がいのある方が、健常者と分け隔てなく安心して投票できるこ
とや、ＬＧＢＴ等性の多様性を理解し、尊重する環境が求められま
す。事務局職員や事務従事者の理解を深め、必要な支援や配慮
を行う必要があります。

○選挙の執行に際して、町内会・自治会等との連携、協力体制を
充実させていく必要があります。

○明るい選挙推進委員等と連携し、選挙啓発を行っています。良
好な連携の中で選挙啓発を進めていくことが必要です。

○職員の能力向上に向け、勉強会や研修会等に積極的に参加
し、そこで得た情報を共有していく必要があります。

○隣接する八王子市、相模原市と連携し、相互の地方選挙に職員
を派遣しています。

〇選挙にかかる経費を削減していく必要があります。

○各選挙の期日前投票所設置数は、都内でもトップクラスです。引
き続き各市の状況を把握し、投票しやすい環境整備を進めていく
必要があります。

○小・中・高等学校への出前講座などの啓発活動実施状況は、都
内でもトップクラスです。この取り組みを継続し、選挙についての理
解を深め、投票率の向上につなげる必要があります。

○市民の投票機会及び投票所・開票所における安全・安心の確保
のため、新型コロナウイルス感染症の動向を注視していきます。

○高齢社会対策及び障害者差別解消法を受けて引き続き、バリア
フリーの推進等、投票しやすい環境の整備を推進していきます。

○公共施設の再編及び新たな学校づくり等をふまえ投票環境の整
備等を検討していく必要があります。

○憲法改正国民投票の実施を想定し、投票に向けた環境の整備
が求められます。

○公職選挙法の改正による投票利便性の向上や、マイナンバー
カードを使用した手続きのデジタル化等、時代の変化を的確に把
握した対応が求められます。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

選挙管理委員会事務局

窪田　高博

部名

部長名
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2026年度までの各選挙

2026年度までの各選挙

2026年度までの啓発

2024年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 公平・公正な選挙の管理執行 審査の申立件数 0件 0件 2026年度までの各選挙

部名 選挙管理委員会事務局

部長名 窪田　高博

目標値

2 投票率の向上 投票率

町田市投票率（都平均）
●衆議院議員【2021.10.31】
57.92%（都57.21%）
●参議院議員【2022.7.10】
54.86%（都56.55%）
●都知事【2020.7.5】
55.28%（都55%）
●都議会議員【2021.7.4】
44.63%（都42.39%）
●市議・市長【2022.2.20】
42.51%（前回42.34%※）

都平均以上

※前回の市議・市長選挙の投票率以上

3 選挙執行体制の最適化 開票時間数

●衆議院議員【2021.10.31】4時間30分
●参議院議員【2022.7.10】6時間30分
●都知事【2020.7.5】1時間59分
●都議会議員【2021.7.4】2時間5分
●市議会議員【2022.2.20】4時間30分
●市長【2022.2.20】　3時間25分

現状値と同時間数

4 若年層及び障がい者に向けた啓発 参加者数

若年層に向けた啓発
7,990人(2022～2023年度）

障がい者に向けた啓発
62人（延べ４施設）(2022～2023年度）

若年層に向けた啓発
12,000人(2022～2026年度の累計）

障がい者に向けた啓発
250人(2022～2026年度の累計）

5

部の事務事業見直しの取組
①明るい選挙推進委員研修会（しろばら講座）への謝礼の在り方を検討

②「交際費」について、今後の在り方を検討

①検討会の実施回数

②検討会の実施回数
-

①2回

②2回
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達成時期部の経営課題 指標 現状値

部名 選挙管理委員会事務局

部長名 窪田　高博

目標値

2024年度6 「障がい者への差別を解消し共生社会の実現」に向けた取組 代理投票・点字投票等に対する苦情件数 0件 0件

2024年度7 仕事と育児の両立推進の取組
3歳未満の子どもを養育している職員時間外勤務し
た日の割合

- 年間勤務日数の10%以下
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

個
別
計
画

公平・公正な選
挙執行体制を確
立していくため、
投票管理者や職
員等への研修
を、継続的に実
施していきます。

選挙管理委員会事務局

窪田　高博

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

公平・公正な
選挙執行体制
の確立

①投票管理者及び投票立会人の意識・知識向上
に向けた研修を実施します。

②近隣市との選挙事務の包括連携協定等に基づ
き期日前投票の実地研修を実施します。

③選挙管理委員会事務局職員の能力を向上させ
るため、局内において研修会を実施します。

①投票管理者及び投票
立会人への研修実施回
数

②他市選管との研修実
施回数

③研修会の実施回数

①2回

②1回

③5回

①新規に加入した明るい選挙推進
委員に対して、投票立会人の研修
を実施しました。また、投票日当日
の投票管理者への研修を実施しま
した。

②都知事選挙の期日前投票及び
開票について、相模原市職員延べ
31人の実地研修を実施しました。

③下半期に実施します。

①②次回の選挙に向け
て研修内容を検証しま
す。

③事務局職員の能力を
向上させるため、局内に
おいて研修会を実施しま
す。

①投票管理者及び投票立会人に対して、研
修を実施しました。特に、投票日当日の投票
管理者向けの研修は、2019年以来の開催と
なり、投票管理者として必要な意識・知識の向
上を図りました。

②都知事選挙においては、相模原市との協
定に基づき、当該市職員の実地研修を行い、
選挙事務を円滑に執行することが出来まし
た。

③八王子市職員との合同研修会を1回実施
し、次回の選挙を見据えた選挙執行体制や、
事務負担の軽減に関する意見交換を行いま
した。また異動して1年目の職員に対する局内
研修会を1回、東京都主催の研修に5回参加
し、知識の習得に努めました。

①2回

②1回

③7回

C:目標
水準を達
成したた
めです。

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

C○

①②今後の選挙に向け
て、時間を短縮できるよう
課題を整理します。

①都知事選挙における１人あたりの時間外勤
務時間数は164時間となり、前回の都知事選
挙に比べ58％増加しました。時間外勤務時間
数削減のために、選挙準備期間中の併任職
員による応援体制や業務分担等について検
討しました。

②都知事選挙における開票に要した時間は2
時間55分となり、前回の都知事選挙に比べ
47％増加しました。時間外勤務時間数削減の
ために、開票所における人員配置や作業効
率向上等について検討しました。

①164時間

②2時間55分
D

①時間外勤務時
間数削減のため
の体制づくりにつ
いて、関係部署
と協議を進めて
いきます。

②時間短縮でき
るよう、人員配置
や作業内容を見
直していきます。

引き続き、市民の投票機
会及び利便性の向上を
図るための検討を進めま
す。

都知事選挙前に1回、都知事選挙後に投票
方法の周知や投票所の利便性向上のための
検討会を2回、計3回実施しました。

3回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き市民の
投票機会及び利
便性の向上を図
るための検討を
進めていきます。

2 3

個
別
計
画

東京都知事選
挙における円
滑な選挙の実
行

①業務の進捗管理を徹底し、効率的に取り組みま
す。

②東京都知事選挙（以下、都知事選）において、有
権者に対して開票結果を迅速に公表します。

①時間外勤務時間数（1
人あたり年度平均）

②開票に要する時間

①73時間
（2020年度比
30％減）

②1時間53分
（2020年度比
5％減）

△

①都知事選挙における１人あたりの
時間外勤務時間数は164時間でし
た。立候補者数が想定を大幅に超
えたこと等により、前回の都知事選
挙に比べ58％増加しました。

②都知事選挙における開票に要し
た時間は2時間55分でした。立候補
者数が想定を大幅に超えたことに
より、前回の都知事選挙に比べ
47％増加しました。

3 2

個
別
計
画

投票環境の充
実に向けた取
り組み

市民の投票機会及び利便性の向上を図るために
検討会を実施します。

検討会の実施回数 3回 ○
都知事選挙に向けての検討会を1
回、課題に関する検討会を1回、計
2回実施しました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①活動の更なる充実を図るため、明るい選挙
推進委員研修会（しろばら講座）における謝
礼の必要性を再確認しました。

②他市の状況を踏まえて、使途を整理しまし
た。

①2回

②2回
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き必要な
事務の見直しを
実施していきま
す。

引き続き、合理的配慮を
必要とする方に対して、
事務従事者の意識・知
識の向上を図ります。

今年度の選挙において、投票所の事務従事
者に対して2回、投票管理者に対して1回、計
3回説明会を実施しました。動画については、
説明会に参加できなかった事務従事者が常
時視聴できる環境を整えました。また、各投票
所に「投票支援カード」を備え、合理的配慮に
ついて、対応を実施しました。その結果、投票
所においては大きなトラブルもなく選挙を執行
することができました。

3回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

合理的配慮を必
要とする方へ適
切なご案内がで
きるよう、引き続き
事務従事者の意
識・知識の向上
を図ります。

引き続き、若年
層を対象にした
啓発活動を実施
していきます。

①引き続き、若年層と連
携した啓発活動に取り組
みます。

②引き続き、出前講座や
庁舎見学時の模擬投票
等を実施します。

①選挙に対する関心の向上を図るための啓
発として、大学生等と協力し、18歳の方に送る
バースデーカードのデザインを刷新しました。
また、都知事選挙では、若年層に参加しても
らい、街頭啓発を実施しました。

②市内の学校及び福祉施設に対して、出前
講座や模擬投票、選挙器材の貸出等を実施
し、主権者教育に取り組みました。また、高校
においては、グループワークを行う参加型出
前講座を初めて実施し、好評を得ました。

①2回

②62回
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 -

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

①明るい選挙推進委員研修会（しろばら講座）への
謝礼について、今後の在り方を検討します。

②「交際費」について、今後の在り方を検討しま
す。

①検討会の実施回数

②検討会の実施回数

①2回

②2回
○

①②他市の状況を調査し、今後の
在り方を検討しました。

4 4

個
別
計
画

若年層及び障
がい者への投
票行動につな
がる啓発の実
施

① 若年層等と連携し、SNS、ホームページ等を活
用した啓発を実施します。

②2023年度新たに構築した内容による、若年層及
び障がい者等への選挙出前講座等の啓発を実施
します。

①若年層と行う啓発の実
施回数

②若年層及び障がい者
へ行う講座の実施回数

①1回

②60回
○

①大学生と協力し、新有権者となっ
た18歳の方に送るバースデーカー
ドのデザインを検討しました。また、
都知事選挙においては、街頭啓発
を実施し、その様子をSNSにアップ
しました。

②市内の小・中・高等学校に対して
出前講座の案内を送付し、選挙の
講義や模擬投票、選挙器材の貸出
等を29回実施しました。

①②引き続き、検討を重
ねます。

仕事と育児の
両立推進の取
組

3歳未満の子どもを養育している職員が、時間外勤
務とならないよう周囲で助け合うことで、ワークライフ
バランスを推進します。(対象職員数：1名)

時間外勤務した日の割
合

年間勤務日数
の10％以下

○
上半期の全勤務日数のうち、時間
外勤務をした割合は、11％でした。

6 - -

「障がい者へ
の差別を解消
し共生社会の
実現」に向け
た取組

2023年度新たに作成した、代理投票・点字投票の
対応方法を説明した動画等を使い、障がい者に安
心して投票していただくための周知・意識向上を図
ります。

説明会実施回数 2回 ○

投票所の事務従事者に対して1
回、投票管理者に対して1回、計2
回説明会を実施しました。また動画
については、常時視聴できる体制
を整え、説明会に参加していない
事務従事者等へ視聴するよう周知
しました。

引き続き、時間外勤務と
ならないよう周囲で助け
合うことで、ワークライフ
バランスを推進します。

全勤務日数のうち、時間外勤務をした日の割
合は、10％でした。

年間勤務日数
の10％

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、選挙
時においても
ワークライフバラ
ンスを推進してい
きます。

7 - -
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・経済性・効率性・有効性の観点から監査が実施できるよう監査委員を補佐し、不正やミスを未然に防ぐとともに、全庁的な事務事業の改善につなげます。
・監査結果を正確・迅速に発信し、市政に対する市民の信頼確保につなげます。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○厳しい財政状況下においては、事務事業が各種法令等を遵守
しているかとの視点を持って、監査を実施することが求められてい
ます。
○監査情報をわかりやすく発信することが求められています。

○事務局の限られた人員、予算の中で、効率的な監査を行なうこと
が常に求められています。
○監査の実効性を高めるため、監査委員を補佐する事務局職員
一人ひとりの能力・知識をさらに向上させる必要があります。

○公会計制度による財務諸表等を活用し、監査対象に係るリスクを
考慮した、効率的かつ効果的な監査を実施しています。
○監査結果報告書が分かりやすい形式に工夫されており、担当部
課以外の職員にも事務事業の改善点が明確になります。

○限られた人員、予算の中で、行政のデジタル化やキャッシュレス
納付などの行政手法の多様化にも対応した監査の実施が求められ
ています。そのため、より効率的・効果的な監査の実施を目指して
事務改善に取り組んでいく必要があります。
○外郭団体や指定管理者等の増加により、財政援助団体等の監
査や検査等の機会が増えたため、企業会計に関する知識が一層
求められています。
○テレワークなどの新しい働き方に適応できるように、監査業務の
進め方を検討していく必要があります。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

監査事務局

樋口　真央

部名

部長名
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①2025年度

②2024年度

③2025年度

2024年度

2024年度

2024年度

①2024年度

②2024年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 職員の能力の向上

①実務研修の参加回数

②事例研究の参加回数

③課内研修の実施回数

①5回

②1回

③8回

①5回

②1回

③10回

①2024年度

②2024年度

③2024年度

部名 監査事務局

部長名 樋口　真央

目標値

2 監査業務の効率化

①業務マニュアルの更新件数

②例月出納検査（一般・特別会計、病院・下水道
事業会計）で定型的に行う数字の突合作業の自動
化の取組件数

③定期監査、決算審査における定型作業の自動
化

①3件

②0件

③未実施

①8件

②3件

③実施

3 時間外勤務の削減 1人あたりの時間外勤務の時間数 -
57時間以内
（2023年度比10%減）

4
予算・組織・事業の集約化
①予算の一元管理

予算の削減（他課と重複する図書等購入費）

他課と重複する加除書籍の図書等購入費（未実
施）
①地方財務実務提要：43,120円

②市町村事務提要：21,301円

③地方公営企業実務ハンドブック：27,850円

予算の削減（他課と重複する図書等購入費）
①43,120円

②21,301円

③27,850円

5
・業務・事務の効率化・サービス向上
①デジタル化
「ゼロカーボンシティまちだ」の実現

紙使用量の削減

紙使用量（未実施）
①監査委員月例会：年間約1,800枚

②例月出納検査：年間約5,400枚
複合機印刷枚数 約53,000枚（2022年度比21％減）
※総務課で定める紙削減目標と合わせるため、修
正しました。

紙使用量の削減
①監査委員月例会：約1,500枚（6月から実施）

②例月出納検査：約4,000枚（7月から実施）
複合機印刷枚数　約44,800枚（2022年度比33％
減）
※総務課で定める紙削減目標と合わせるため、修
正しました。

6 監査における効果的な情報発信
①部長会議での監査結果報告回数

②庁内への情報発信回数

①3回

②0回

①4回

②2回
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1 -

引き続き、監査の
実効性を高める
ために、職員の
能力向上に努め
ていきます。

監査事務局

樋口　真央

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

職員の能力の
向上

・東京都市監査委員会等の外部団体の研修や他
市との事例研究をとおして、幅広い監査の知識の
習得を図ります。
・研修等に参加した職員が習得した知識を課内研
修で共有することによって、職員全体の能力向上
に努めます。
・定期監査等における調査の中間報告や振り返り
をＯＪＴの場と捉え、職員全員で行うことにより、職員
個々の監査能力向上を図ります。

①実務研修の参加回数

②事例研究の参加回数

③課内研修の実施回数

①5回

②1回

③10回

①②下半期実施予定のため、0回

③3回
今年度は、人事異動において職員
の半数が入れ替わり、新たに配属
された職員の育成が急務となりまし
たが、定期監査や決算審査の調査
期間におけるＯＪＴや中間報告にお
ける課内研修により、業務の標準化
を行いました。
また、定期監査及び決算審査の振
り返りでは、新たに配属された職員
が定期監査等の期間を通して感じ
た疑問について、フォローを行いま
した。

①②住民監査請求、地
方公営企業会計、財政
援助団体等監査の実務
に即した内容の外部研
修等を活用し、職員の知
識の習得を図ります。ま
た、他市の着目すべき事
例を研修会のテーマとす
ることで実践的な知識の
習得を図ります。

③受講した研修等の内
容を課内で共有するた
め、課内研修を実施し、
職員全体の能力向上を
図ります。

①②外部団体が主催する研修に参加するとと
もに、他自治体の職員と監査における課題事
項、改善事項等について、情報を共有するこ
とにより、他の自治体等の事例を含め、監査
知識の習得を図り、職員の監査能力向上に努
めました。
③各種研修の内容を課内で共有し、職員全
体の監査知識の向上に努めました。
また、チャットの記録機能を活用し、調査内容
を職員全員が共有することにより、チェック体
制を強化するとともに、職員全員のOJTの機
会を増やし、職員の監査能力向上に努めまし
た。

①5回

②1回

③10回

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C○

①引き続き、マニュアル
の更新作業を行い、3件
のマニュアルを更新しま
す。

②病院事業会計及び一
般・特別会計の例月出
納検査の突合作業を自
動化します。

③引き続き、定期監査、
決算審査における定型
作業の洗い出しを実施し
ます

①例月出納検査の自動化、研修等で得た知
識を踏まえ、事務手続を整理し、病院事業会
計例月出納検査、定期監査、財政援助団体
等監査のマニュアルの更新を行うことにより、
職員の監査知識の標準化を図りました。
②一般・特別会計、下水道事業会計、病院事
業会計の例月出納検査の数字の突合作業を
自動化し、業務の効率化を図りました。
③定期監査、決算審査における定型作業の
洗い出しを実施しました。その結果、定期監
査については、多くの定型作業が自動化に適
さないものでした。一方、決算審査について
は、数字の突合作業等の自動化に適する業
務は、次年度以降自動化に着手し、業務の効
率化を図る必要があります。

①3件

②3件

③実施

C

業務の効率化の
ために、継続して
業務マニュアル
の更新、作業等
の自動化を行い
ます。

引き続き、課内の連携体
制の強化をしながら業務
スケジュール管理を徹底
し、時間外勤務を抑制し
ていきます。

チャットの記録機能を活用し、調査内容を共
有することにより、課内の連携体制を強化する
とともに、業務の進捗状況を可視化し、適正な
業務分担を図りました。
また、前年度行ったマニュアルの更新等を踏
まえ、各自の業務の進捗に応じて柔軟に分担
を見直すことで、時間外勤務の削減を図りまし
た。1人あたりの時間外勤務時間数は、2023
年度63時間に対し、2024年度45時間となり、
2023年度比で29％減少しました。

45時間
（2023年度比
29%減）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

時間外勤務を抑
制することができ
るよう、業務分担
の見直しや業務
スケジュール管
理の徹底に努め
ていきます。

2 2

事
務
事
業
見
直
し

監査業務の効
率化

・業務の効率化のために、研修や他市との事例研
究の場で得た知識を参考に、重要度の高い業務マ
ニュアル全8件のうち3件を更新します。
・例月出納検査（一般・特別会計、病院・下水道事
業会計）で定型的に行う数字の突合作業を自動化
することで、作業時間を短縮します。
・定期監査、決算審査における定型作業の洗い出
しを行い、自動化可能な作業の検討を行います。

①業務マニュアルの更
新件数

②例月出納検査で定型
的に行う数字の突合作
業の自動化の取組件数

③自動化可能な作業の
洗い出しの実施

①3件

②3件

③実施

○

①病院事業会計例月出納検査、定
期監査、財政援助団体等監査のマ
ニュアルを更新するマニュアルとし
て選定し、まず、病院事業会計例
月出納検査マニュアルについて、
更新作業を実施しています。

②1件
下水道事業会計の例月出納検査
の突合作業を自動化し、病院事業
会計の例月出納検査の自動化に
着手しました。

③実施
定期監査、決算審査における定型
作業の洗い出しを実施しています。

3 3 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

業務スケジュール管理を徹底することで、円滑な業
務の遂行を図ります。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

57時間以内
（2023年度比
10%減）

○

日々情報交換やミーティング等を
行うことで業務スケジュール管理を
徹底し、各自の業務の進捗を考慮
して分担を見直し、時間外勤務の
削減を図りました。
上半期の1人あたりの時間外勤務
時間数については、2023年度31時
間に対し、2024年度25時間となり、
2023年度比で19％減少しました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

監査委員月例会、例月出納検査をはじめ、関
係他部署における打合せ等について、原則と
して紙資料を廃止し、電子資料により行いまし
た。
その結果、複合機印刷枚数については、2022
年度約67,000枚に対し、2024年度約38,000枚
となり、2022年度比で57％減少しました。

約38,000枚
（2022年度比
57％減少）

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、電子
資料を活用し、
紙使用量の削減
に努めます。

①財政援助団体等監査
及び第3回定期監査の
結果報告をします。

②監査においてポイント
となるリスク管理等を庁
内に向けて効果的に伝
える方法を検討し、情報
発信します。

①庁内における業務改善を推進するため、部
長会議において、監査の結果の概要を報告し
ました。報告では、不適切な事例とされた収
入、契約、支出等の事務について、その原因
や生じうるリスクを説明し、再発防止のための
注意喚起を行いました。
また、模範となる取組として、契約を見直すこ
とにより、経費の削減が実現された事例を紹
介しました。
②庁内における適正な業務を推進するため、
上期に行った代表常勤監査委員の講演会に
加え、過去の監査で不適切とされた事例等に
ついて、全庁掲示板で注意喚起を行いまし
た。

①4回

②2回
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、庁内に
おける適正な業
務を推進するた
め、監査事例等
の情報発信に努
めます。

引き続き、経費の
削減に努めま
す。

法制課との調整結果を
踏まえ、2025年度予算を
削減します。
また、管理方法について
ルールを作成します。

法制課と調整を行い、加除書籍の管理方法を
定めました。これに伴い、重複する図書（地方
財務実務提要、市町村事務提要及び地方公
営企業実務ハンドブック）を一元管理すること
により、購入冊数を削減し、監査事務局及び
法制課の2025年度予算について、経費を削
減しました。

予算の削減
（他課と重複
する図書等購
入費）の実施

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

5 5

事
務
事
業
見
直
し

業務・事務の
効率化・サー
ビス向上
「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

監査委員月例会及び例月出納検査で配付する紙
資料の電子化を進め、紙使用量の削減と業務の効
率化を図ります。

紙使用量の削減

紙使用量の削
減
①監査委員月
例会：約1,500
枚（6月から実
施）

②例月出納検
査：約4,000枚
（7月から実
施）
複合機印刷枚
数　約44,800
枚（2022年度
比33％減）
※総務課で定
める紙削減目
標と合わせる
ため、修正し
ました。

◎

電子資料の活用方法を監査委員、
関係各部署と調整を行い、監査委
員月例会、例月出納検査ともに６月
から電子資料により行いました。
また、関係他部署、局内における
打合せ等についても、積極的に電
子資料により行いました。
上半期の複合機印刷枚数につい
ては、2022年度約38,500枚に対
し、2024年度約17,000枚となり、
2022年度比で56％減少しました。

4 4

事
務
事
業
見
直
し

予算・組織・事
業の集約化

他課と重複する加除書籍について、共有が可能か
検討・調整し、書籍を一元管理することで、2025年
度予算を削減します。

予算の削減（他課と重複
する図書等購入費）

予算の削減
（他課と重複
する図書等購
入費）
①地方財務実
務提要：
43,120円

②市町村事務
提要：21,301
円

③地方公営企
業実務ハンド
ブック：27,850
円

○
法制課と調整を行い、重複している
加除書籍を整理し、管理方法等に
ついて調整しました。

引き続き、電子資料を活
用し、印刷枚数を削減し
ます。

6 6 -
監査における
効果的な情報
発信

・部長会議等で監査結果に基づき、内部統制など
のチェックポイントを報告します。
・監査においてポイントとなるリスク管理等を庁内に
向けて効果的に伝える方法を検討し、情報発信し
ます。

①部長会議での監査結
果報告回数

②庁内への情報発信回
数

①4回

②2回
○

①2回
部長会議において、第1回及び第2
回定期監査の結果の概要を報告し
ました。報告では、不適切な事例と
された収入、契約、支出等の事務
について、その原因や生じうるリス
クを説明し、再発防止のための注
意喚起を行いました。

②1回
社会的構造が変化し、様々な課題
が生じる中で、適切に意思決定を
行うため、代表常勤監査委員を講
師とし、総務担当課長会において
講演会を実施しました。
また、当該講演内容を庁内配信
ポータルで発信しました。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

農業委員会事務局

粕川　秀人

部名

部長名

農地保全・利用推進に向けた活動を進めることにより、都市農地を保全するとともに、農業者が意欲的に農業経営に取り組めるように支援します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○農業者の高齢化や後継者不足などから労働力が低下しており、
農業の担い手を育成し労働力を確保する必要があります。
○農業の担い手不足などから遊休農地が増加傾向にあるため、農
地制度を活用し、農地を効率的に利用できるようになることが求め
られています。
○農地等利用の最適化の取り組みに農業者の意見が反映されるこ
とが求められています。
○新規就農や農業後継者が着実に就農できる環境を整備する必
要があります。
○安全安心な市内産農産物の地産地消を推進することが求められ
ています。
○農地は市街地に密接しているため、生活環境に配慮した適正管
理が求められています。
○農業体験など農にふれあう機会の創出が求められています。
○自然環境の保全や景観形成などの多面的機能の観点からも農
地の保全が求められています。

○市内には、農家戸数が657戸、経営耕地面積が185.8haありま
す。※2020年度農林業センサスより
○都内でも有数の生産緑地面積を有しています。(189.17ha　2024
年1月1日現在)
○市が意欲のある農業者を認定する、認定農業者制度に基づき認
定された農業者は71経営体です。（2024年3月31日時点）
○2011年度から開始した農地あっせん事業では、110人の担い手
バンク登録者のうち46人が新規就農や経営拡大を実現していま
す。(2023年度末あっせんした農地17ha)。(2024年3月31日時点）。
○農業者の高齢化や後継者不足などから遊休農地が増加してい
る一方、これらの中で活用可能な土地も多くあります。

○農家戸数（657戸、東京都2位）や経営耕地面積（185.8ha、東京
都3位）において東京都内で上位となっています。(島しょ部を除く)
※2020年農林業センサスより
○主に仕事として農業に従事している農業者の平均年齢は69.3歳
で、東京都26市の中で第4位となっており高齢化が進んでいます。
※2020年農林業センサスより
○都市農業の振興と都市農地の保全を目的として、2018年12月に
町田市農業協同組合と基本協定及び連携協定を締結しました。農
業協同組合との協定締結は、青梅市に続き2番目です。
○都内44市区町村の農業委員会において、40市区町村が女性委
員を登用していますが、町田市は未登用となっています。（2024年
3月31日時点で東京都農業会議が把握している数値を参照）

○都市農業振興基本法にあるように、都市農地は良好な都市環境
の形成に大きく貢献しており、その多面的機能の重要性が改めて
評価されてきています。
〇過去に新型コロナウイルス感染症の流行に伴い外出や自然と触
れ合う機会が制限されていた世の中を背景として、引き続き市民生
活に身近である農に触れたいというニーズが増加しています。
○都市農業の振興や都市農地の保全を推進するため制度改正が
行われました。
・2017年に特定生産緑地制度が施行。
・2018年に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行。
○農業者の高齢化や後継者不足により、適正に管理されない農地
が増加しています。その現状を改善するため、下記の法律が施行
となりました。
・2023年4月に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律
が施行。
○国で行政手続きの利便性を図るため、オンライン化が進められて
います。それに伴い、新たに農林水産省所管の農地台帳システム
である農業委員会サポートシステムを導入しました。
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5
ワークライフバランスの推進
・仕事と育児の両立推進の取組

3歳未満の子を養育している職員が時間外勤務を
した日の割合

- 10％以下

4 農業委員会だよりの発行枚数削減 発行枚数 7500枚/年
6900枚/年
（600枚減）

3 農地関連法事務の適正化 農業委員に対する研修実施回数 2回 2回

2 農地利用最適化の推進(市街化区域）
肥培管理の改善率
（生産緑地）

100% 100%の維持

部名 農業委員会事務局

部長名 粕川　秀人

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 農地利用最適化の推進(市街化調整区域） 遊休農地化の抑制率
77％

（過去5年間平均）
80%

（5ヵ年平均）
2028年度まで

2028年度まで

2028年度まで

2024年度まで

2024年度まで

159



順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

枚数削減の検討を行
い、10月以降2回発行す
る広報誌については枚
数を削減します。

農業委員会だよりの発行枚数の精査を行いま
した。しかし、町田市農地利用地域計画等重
要な掲載内容が多く、10月及び1月の削減数
は各号100枚ずつ、合計200枚の削減に留ま
り、目標値を達成できませんでした。

6,700枚
（200枚減）

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

5 5 -
仕事と育児の
両立推進の取
組

3歳未満の子を養育している職員が時間外勤務を
した日の割合（1人）を10％以下にします。

3歳未満の子を養育して
いる職員が時間外勤務
をした日の割合

10％以下 ○

3歳未満の子を養育している職員の
業務を組織で共有し、該当職員が
業務時間内に終わらなかった業務
を他の職員が協力し、引き継げる
体制にしました。

4 4

事
務
事
業
見
直
し
/
-

「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

農業委員会だよりの配布枚数の見直し、発行枚数
を削減します。

発行枚数
6,900枚
（600枚減）

△

5月発行分については、4月中に印
刷する必要があったことから、発行
枚数削減について、広報誌担当の
農業委員との検討には至らず、削
減できませんでした。

対象職員が復帰する11
月以降は、上半期で整
備した体制により、仕事
と育児の両立を推進しま
す。

3 3 -
農地関連法事
務の適正化

農地行政や農地の利用の最適化等に関する事務
を適正に執行していくため、農業委員に対し、必要
な研修を行います。

農業委員に対する研修
実施回数

2回 ○
6月に資産税課職員を講師として
「農地の課税について」研修を実施
しました。

2 2 -
農地利用の適
正化
(市街化区域）

土地利用調整課からの依頼に基づき、肥培管理の
悪い農地所有者に対して指導や相談等を行い、改
善を図ります。

肥培管理指導の改善率 100% ○

土地利用調整課からの依頼に基づ
き、適切に肥培管理が行われてい
ない農地の所有者に対し、農業委
員が現地を確認し指導を行いまし
た。

さらなる削減が可
能か検討します。

農地利用の適
正化
（市街化調整
区域）

市街化調整区域について、遊休農地化の恐れが
ある農地に重点を置いたパトロールを実施し、農地
所有者に対して指導や農家への貸し付けを促し、
遊休農地化の抑制を図ります。

遊休農地化の抑制率 80%

農地パトロールの実施に当たり遊
休農地化の恐れがある農地の選定
を行いました。
農地パトロールは例年8月に実施し
ておりますが、記録的な猛暑もあ
り、10月に延期しました。

10月にパトロールを行い
農地所有者に対して指
導や農家への貸し付け
を促し、遊休農地化の抑
制を図ります。

10月に遊休農地化の恐れがある18箇所約
1.8haの農地について、パトロールを実施しま
した。その結果、13箇所約1.3haが遊休農地
であることを確認しました。その後、この遊休
農地の所有者に対し、今後の農地の利用に
ついて意向を確認する調査票を送付しまし
た。
調査票の回答に基づき改善指導や農家への
貸し付けを促した結果、10箇所約1.0haの農
地について遊休農地を解消できました。

83%

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C―

指導後も適正に管理で
きていない農地所有者
に対し、引き続き指導を
行い、改善を図ります。

適切に肥培管理が行われていない農地22箇
所約2.2haの現況調査を実施しました。農地の
状況に応じて、肥培管理の指導や相談等を
行った結果、22箇所約2.2haの生産緑地が改
善されました。
指導した生産緑地の肥培管理状況について
は、引き続き確認を行い、継続的な適正利用
を図ることができました。

100% C

肥培管理指導の
対象が増えない
ように、農地の利
用に応じた指導
や農地制度の活
用等の助言を行
い、農地の適正
利用を促します。

引き続き農業委員が事
務を執行するために役
立つテーマを検討し研
修を実施します。

上半期に「農地の課税について」をテーマに
研修を実施しました。
下半期に東京都農業会議会長による「これか
らの都市農政」についての研修を実施しまし
た。
このことにより、農地行政や農地の利用の最
適化等に関する事務を適正に執行していくた
めの知識を習得することができました。

2回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

農地法関連事務
の適正化を図る
ため、今後も農
業委員向けの研
修を行います。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1 -

遊休農地の解消
を図るため、農地
情報を踏まえて
農地のパトロー
ルを実施し、農
地利用の意向に
基づき改善指導
や農家への貸し
付けを促していき
ます。

農業委員会事務局

粕川　秀人

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

対象職員が復帰した11月以降、業務の進捗
を共有できるシートを作成し共有化を図ること
により、引き継げる体制を整備しましたが、サ
ポート側の職員に法改正に伴う対応業務な
ど、突発的な業務の発生があったため、課全
体として十分な応援ができず、指標を達成す
ることができませんでした。

14% D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

年間を通じたスケ
ジュール及び対
象職員の業務量
を考慮したフォ
ロー体制を構築
し、仕事と育児の
両立を推進して
いきます。
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

学校教育部

石坂　泰弘

部名

部長名

夢や志をもち、未来を切り拓く次世代の子どもたちを育てるため、家庭・地域と連携・協働しながら、子どもたちの「生きる力」を伸ばす教育を進めるとともに、教育環境の充実を図り、市民から信頼される学校を実現します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○児童や生徒が長い時間を過ごす学校施設は、安全で快適な環
境が求められます。2024年4月現在、築後40年以上を経過している
校舎が全62校中55校（うち、50年以上は29校）を占め、設備等の老
朽化も進んでいることから、施設の整備や改修の更なるスピード
アップなどが必要となっています。
○中学校の給食については、生徒からは温かい給食を望む声が
寄せられています。また、家庭環境が多様化するなかで、保護者
からは全員給食を求める要望が寄せられています。
○教員が児童・生徒と向き合う時間を確保するため、人材の拡充
や事務の改善をする必要があります。
○子どもたちの思考力・判断力・表現力を向上させる取組を充実さ
せることが求められています。また、体力や運動能力を向上させる
ことも求められています。
○グローバル化の進展の中で、国際共通語である英語力の向上
が求められるようになりました。外国人と直接交流する機会を増や
すなど、英語教育の充実を求める声が多くなっています。
○幼児期に育みたい資質や能力の養成に視点をおいたアプロー
チカリキュラムと幼児期から小学校教育への円滑な接続に視点を
おいたスタートカリキュラムを活用し、幼児と児童の交流や職員の
交流を行うなど、相互の更なる連携強化が求められています。
○高等学校の学習指導要領が全面実施され、高等学校が求める
中学生の能力や資質を理解するために、高等学校との情報交換
や連携が必要です。
○不登校児童生徒の増加によって一人ひとりのニーズに応じた学
びの場を求める声が大きくなっています。

○「町田市新たな学校づくり推進計画」を踏まえて、児童・生徒がよ
り良い教育環境で学ぶことができるようにするために、教育委員会
が一体となってソフト・ハードの両面で新たな学校づくりを推進する
必要があります。
○老朽化した学校施設・設備の維持・改修には多額の財政負担を
伴います。計画的に事業を進めるためにも国や東京都からの財源
を確保する必要があります。
○学校用務及び給食調理業務については、正規職員の減少に伴
う委託化や会計年度任用職員化を進めており、技術・能力を継続
して活用するための計画的な人材育成と効率的・効果的な実施体
制を構築する必要があります。
○2021年度に小学校、中学校全校に1人1台端末の整備が完了
し、デジタル教科書・クラウド型学習支援システムを導入しました。Ｉ
ＣＴ教育の充実のために教員のスキルアップが求められています。
○不登校児童生徒及びその保護者の支援に関して、これまで各部
署や学校で行ってきた対応を取りまとめるための一貫した取り組み
が求められています。

○少子化と学校施設の老朽化を見据え、2040年度までの長期的
な計画として、「新たな学校づくり推進計画」を2021年度に策定しま
した。学校統合を含めた通学区域の再編を行う計画、新たな学校
に求める施設機能を具体的に定めた方針、2つの内容を反映した
学校整備計画、3つの計画を同時に策定したのは全国で初めてで
す。
学校整備計画である「町田市立学校個別施設計画　学校整備計
画編」は、町田市公共施設再編計画と計画期間を合わせた2055年
度までの長期的な計画で、学校施設の建替え、増築の他、長寿命
化改修やバリアフリー化などを内容に含んでいます。
多機能化、複合化を踏まえた公共施設再編（学校統合）は、他自
治体における先行事例を研究することで効果的な取組にすること
ができます。
○中学校給食について、東京都内の区市で全員給食を実施して
いない自治体は少数であり、八王子市では2024年度までに順次、
全員給食を開始予定です。隣接の相模原市・横浜市でも、全員給
食化を進めています。町田市でも早期に全員給食を実施する必要
があります。

○社会課題や地域課題、教育に関する課題が多様化・複雑化す
る中、教員が担う業務は多岐にわたり、多忙化が進んでいます。教
育現場においては、教員が子どもたちに向き合う時間を十分に確
保するために、ＩＣＴを活用することや学校が組織的に校務に取り
組むなど、効率的な学校運営の体制を実現することが求められて
います。
○2020年度時点の推計では、2040年度には町田市の小・中学生
が約30%減少することが見込まれていました。しかし、直近の推計で
は減少傾向が加速しております。
○町田市の小・中学校では、多くの校舎や設備の老朽化が進み、
同時期に多数の学校で改築の時期を迎えます。学校施設の安全
を確保し、教育機能の向上を図るため、2021年5月に策定した「町
田市新たな学校づくり推進計画」及び「町田市立学校個別施設計
画　学校整備計画編」に基づき、学校統合を含む建替えや改修工
事を計画的に実施していく必要があります。
また、35人学級（義務標準法の改正に伴う学級編制の標準の引き
下げ）、バリアフリー新法の改正に伴うバリアフリー化の一層の推進
など、学校施設に対する社会のニーズも多様化複雑化していま
す。
○会計年度任用職員制度の導入や用務・給食調理の委託化に伴
い、正規の技能労務職員の役割が変化しています。すべての学校
でで良好な教育環境を維持することや、安全で安心なおいしい給
食を提供するため、効率的・効果的な手法での運営が求められて
います。
〇昨今の健康志向の高まりを受け、中学校給食センター整備にお
いては地域住民に対する食を通じた健康づくりへの貢献が求めら
れています。
○全小・中学校における不登校児童生徒の数は増加の一途を
辿っています。
○「一般事務（施設管理）」職が新たに設置されたことにより、管理
業務を円滑に行うことが求められています。
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4
児童生徒が主体的に考え、伝え合う機会の充実/「子どもにやさしいまち」の
実現に向けた取組

小学生フォーラム・中学生フォーラムの実施
※表現を修正しました。

中学生で実施 小学生・中学生で実施

3
不登校児童生徒への支援の充実/「子どもにやさしいまち」の実現に向けた取
組

①学びの多様化学校開設準備

②2025年度分教室型学びの多様化学校開設に向
けてのニーズ調査の実施

③市内不登校児童生徒の保護者を対象とする、
「保護者の会」の実施

①-

②-

③-

①学びの多様化学校開設

②ニーズ調査の実施

③年10回

2
中学校給食センター設置による小中9年間の給食運営体制の構築/「子ども
にやさしいまち」の実現に向けた取組

①第二子以降の給食費無償化の実施

②全員給食実施校数

③食育プログラムの作成

①-

②1校

③-

①実施

②全20校

③食育プログラムを活用した食育の実施

部名 学校教育部

部長名 石坂　泰弘

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 新たな学校づくりの推進/「子どもにやさしいまち」の実現に向けた取組

①新たな学校新校舎供用開始
本町田地区（町田第三小、本町田東小、本町田
小）
南成瀬地区（南第二小、南成瀬小）
鶴川東地区（鶴川第二小、鶴川第三小）
鶴川西地区（鶴川第三小、鶴川第四小）
南第一小学校地区（南第一小）

②地域との意見交換の実施
小山田地区（小山田小、小山田南小）
薬師・金井地区（薬師中、金井中）
忠生地区（忠生小、山崎小、図師小）
本町田・山崎地区（町田第三中、山崎中）
町田第二小学校地区（町田第二小）
南成瀬中学校地区（南成瀬中）
山崎地区（山崎小、七国山小）
金森地区（南第三小、南第四小）
南大谷・高ヶ坂地区（町田第六小、高ヶ坂小、南大
谷小）
町田第四小学校地区（町田第四小）
町田第五小学校地区（町田第五小）

③「町田市新たな学校づくり推進計画」で定める統
合等点検一部修正の検討
※名称の変更に伴い修正しました。
④統合新設校の通学路の安全対策実施

①新たな学校づくり基本計画推進協議会設置

②小山田地区：地域との意見交換の実施
薬師・金井地区：意見交換会実施

③「町田市新たな学校づくり推進計画」策定

④3地区の統合新設校の安全対策案の策定

①新校舎供用開始

②地域との意見交換の実施

③結果の公表

④5地区の統合新設校の通学路安全対策案策定・
実施

①2028年度（本町田地区・南成瀬地区）
2029年度（鶴川西地区）
2030年度（南第一小学校地区）
2033年度（鶴川東地区）

②2028年度

③2025年度

④2030年度（先行5地区）

①2024年度

②③2025年度

①2029年度

②2024年度

③2024年度

2025年度
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部名 学校教育部

部長名 石坂　泰弘

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

①2026年度

②2024年度

③2025年度

10 時間外勤務時間数の削減 １人あたりの時間外勤務の時間数 164時間 148時間以下(原則2023年度比10%減) 2024年度

9 事務事業の見直し

①小・中学校の支出命令件数

②就学援助・奨励費のオンライン申請の導入による
申請受付時間の削減

③教育センターの物品削減

①17,675件
（2023年度 小・中学校支出命令件数（消耗品費）
見込み）

②紙の申請書による受付

③－

①2023年度比10％減

②申請受付の窓口業務24時間減

③60%減

①2028年度

②2028年度

③2025年度

8 学校職員のエリアマネジメント強化による効率的・効果的な運営体制の構築

学校における正規・再任用職員数
①給食調理職

②用務職

①31人

②23人

①26人

②21人

①2026年度

②2024年度

7
児童・生徒が安全かつ快適に学校生活を送ることができる教育環境の整備/
「子どもにやさしいまち」の実現に向けた取組

①中規模改修工事の実施校数

②外壁・屋上防水工事の設計及び実施校数

③中学校バリアフリー化工事着手び工事完了校数

①小学校9校中学校4校完了（累計）

②-

②設計8校完了

①小学校2校中学校3校工事完了

②小学校3校工事完了

③中学校8校工事完了

6 学校と地域の協働/「子どもにやさしいまち」の実現に向けた取組
地域・保護者に対するコミュニティ・スクール（学校
運営協議会ならびに地域学校協働本部を含む）の
周知

- 周知方法の確立・実施

5 学ぶ意欲を育てる/「子どもにやさしいまち」の実現に向けた取組

①英語で自分の考えや気持ちを伝え合うことが楽
しいと感じる小学校5・6年生の割合（独自の意識調
査）

②授業の中でICTを活用することに不安があると感
じている教員の割合（独自の意識調査）

③「自分の目標や進路、将来の職業や夢について
考えましたか」という質問の肯定的回答の割合（中
学校2年生職場体験アンケート調査）

①未実施

②54.2%

③81%

①75%

②25%

③86%（中2）

①2027年度

②2026年度

③2025年度

2025年度
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

新たな学校づ
くりの推進/
「子どもにやさ
しいまち」の実
現に受けた取
組

①2025年度の統合に向け、本町田地区・南成瀬地
区の対象校の保護者に向けた説明会を開催しま
す。

②「町田市新たな学校づくり基本計画」に基づき、
本町田地区・南成瀬地区・鶴川東地区・鶴川西地
区・南第一小学校地区の「新たな学校づくり基本計
画推進協議会」において、統合等に向けた協議・
検討を行い、取り組みを進めます。
（参考）第１期の5地区スケジュール　※計画時期を追加しまし
た。
【本町田地区（町田第三小、本町田東小、本町田小）】
統合：2025年度（本町田東小、本町田小）、2028年度（町田第
三小）
新校舎使用開始：2028年度
【南成瀬地区（南第二小、南成瀬小）】
統合：2025年度
新校舎使用開始：2028年度
【鶴川西地区（鶴川第三小、鶴川第四小）】
統合：2026年度
新校舎使用開始：2029年度
【鶴川東地区（鶴川第二小、鶴川第三小）】
統合：2029年度
新校舎使用開始：2033年度
【南第一小学校地区】

新校舎使用開始：2030年度

③「町田市新たな学校づくり推進計画」で定める統
合等について、人口推計や工事期間、財政負担等
を踏まえた点検施設整備時期の一部修正の検討
を行います。
※名称の変更に伴い、修正しました。

④本町田・南成瀬地区については、通学路の安全
対策を実施します。鶴川西地区については、2023
年度に実施した合同安全点検の結果の総括及び
に対策実施に向けて進捗状況を確認します。南一
小地区については、新たな学校づくり基本計画検
討会での通学路候補に関する意見・提案等を基に
安全対策案を策定し、各管理者と合同安全点検を
実施します。
※5ヵ年の工程表に記載されている事項が漏れて
いたため修正しました。

①保護者向け説明会の
実施

②「新たな学校づくり基
本計画推進協議会」の
開催・運営

③計画の点検一部修正
の検討
※名称の変更に伴い修
正しました。

④通学路安全対策の実
施

①計4回（各地
区2回）

②5地区計17
回

③実施

④実施

①本町田地区・南成瀬地区におい
て、現在の取組み状況や統合に
伴って必要となる諸手続きを説明
するとともに、個別の相談事項にお
答えすることを目的とした保護者説
明会を、6月から7月に掛けて各地
区2回（計4回）開催しました。加え
て、当日参加できなかった方向け
に当日の様子をWeb動画で視聴で
きるようにしました。

②本町田地区については3回、南
成瀬地区、鶴川西地区については
各2回、鶴川東地区、南第一小学
校地区については各1回の計9回の
推進協議会を開催し、協議・検討を
進めました。

③計画の一部修正に向けて関係
課とも連携し、事業費の試算や人
口推計を実施するとともに、一部修
正の手法について検討を行いまし
た。
④
・本町田・南成瀬地区については
区画線の引き直しやポストコーンの
設置など通学路の安全対策を一部
実施しました。
・鶴川西地区については、2024年3
月に実施した合同安全点検の結果
や点検後の道路管理者、交通管理
者との協議を踏まえて、安全対策
案を策定しました。
・南一小地区の通学路候補を検討
しました。

①2025年1月に、本町田
地区・南成瀬地区にお
いて、統合後の学校での
生活の決まりなどをお知
らせする保護者説明会
を開催します。

②本町田地区、南成瀬
地区では校歌・校章を完
成させます。鶴川東・西
地区、南第一小地区で
は通学の安全対策の検
討や歴史の継承、引き
継ぎたいものの検討を行
います。各地区、引き続
き推進協議会において
統合等に向けた協議・検
討を進めます。

③引き続き推進計画の
一部修正の検討を進
め、2025年3月に結果の
公表を行います。

④
・本町田・南成瀬地区の
安全対策を引き続き実
施します。
・鶴川西地区の安全対
策実施の準備を進めま
す。
・南一小地区の通学路
候補の安全点検を実施
します。

①・本町田ひなた小学校・成瀬小学校の保護
者説明会を、上半期は各地区2回（計4回）、
下半期は、1月に各地区2回（計4回）、学校と
協力して開催し、統合に伴い必要となる手続
きや、統合後の学校での生活の決まりなどを
説明しました。
・合わせて、1月から2月に掛けて、各地区1回
（計2回）開催された新入生説明会において
も、同様に説明を行いました。
・また、全ての説明会終了後には、関係各課
による個別の相談ブースを設け、保護者の方
の不安解消に努めました。
②・本町田地区、南成瀬地区、鶴川西地区に
ついては各5回、鶴川東地区、南第一小学校
地区については各2回の計19回の推進協議
会を開催し、協議・検討を進めました。
・本町田地区にて、校歌について多くの意見
があったことから、丁寧に議論を重ねる等、協
議会の開催回数を予定より2回多く開催しまし
た。
・本町田地区、南成瀬地区では児童等の意
見を踏まえ、本町田ひなた小学校、成瀬小学
校の校歌・校章が完成しました。
・鶴川東地区では、スケジュール変更に伴う
基本計画の修正点について確認を行いまし
た。
・鶴川西地区、南第一小地区では具体的な通
学路案を示したうえでの安全対策の検討な
ど、各地区ごとに必要な検討を行い、統合等
に向けた協議・検討を行いました。
・さらには、本町田地区・南成瀬地区における
PFI手法による整備事業については、急激な
施設整備費の高騰や労働時間の規制強化に
よる工期延長といった社会環境の変化がある
中、民間事業者から意見を聴取し、庁内各部
と連携して、再公募をしたことで、当初計画の
開校予定時期を変更することなくPFI契約を締
結することができました。
③・関係部とも連携し、事業費の試算や児童・
生徒数の推計を実施しました。
・これに加え、施設課が実施した老朽化調査
の結果も踏まえ、庁内各部との協議を重ね、
合意形成を図りながら、計画の一部修正の検
討を行い、2025年3月に修正案をとりまとめ、
公表しました.
④・本町田・南成瀬地区については通学路の
安全対策を実施しました。
・鶴川西地区については、策定した安全対策
案を踏まえて、学校等と統合新設校の通学路
案の検討及び作成を行いました。
・南一小地区については、学校、道路管理者
及び警察等と合同安全点検を実施し、安全対
策案を検討しました。

①計10回（各
地区5回）

②5地区計19
回

③実施

④実施

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

B○

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

①・鶴川西地区に
ついては、2026年
4月の統合に向
け、対象校の保護
者に向けた説明
会を開催します。
・本町田地区につ
いては、2028年度
の町田第三小学
校の合流があるた
め、引き続き新入
生説明会等で、
直接保護者に向
けた周知を行って
いきます。
②・南成瀬地区、
南第一小地区に
ついては、これま
で推進協議会で
担っていた新たな
学校づくりに関す
る協議・検討の場
を2026年度から
学校運営協議会
へ移行するため、
2025年度は引継
ぎなどの準備を行
います。
・本町田地区、鶴
川東・西地区につ
いては、新たな学
校づくり基本計画
に基づき、統合へ
向け必要な事項
を、引き続き推進
協議会で協議・検
討をし、取り組み
を進めます。
・「第二期小山田
地区等」のうち、
2025・2026年度に
検討を開始する
地区については、
意見交換会等を
行います。
③計画の一部修
正の検討結果を、
保護者や地域に
説明・周知を行っ
ていきます。
④統合校の通学
の安全確保に向
けて、安心に通学
できるよう保護者
の声を聞きながら
丁寧に進めてい
きます。

学校教育部

石坂　泰弘

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

B

南エリアの中学
校では、2025年
度1学期まで給
食の提供を受け
られない生徒が
いるため、確実に
給食費相当額を
支払う必要があり
ます。
また、中学校給
食センター稼働
に伴い、小学校
と中学校の給食
や食育の内容に
ついて共有して
いくことが課題で
す。なお、食育プ
ログラムをもとに、
小学校・中学校９
年間の給食を活
用した食育を推
進していく必要が
あります。

2 2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

中学校給食セ
ンター設置に
よる小中9年間
の給食運営体
制の構築/「子
どもにやさしい
まち」の実現
に向けた取組

①市内公立小中学校に通う第二子以降の給食費
無償化を実施します。

②全員給食の実現に向けて、給食センター3ヶ所
の整備、ゆくのき学園小中一貫校（大戸小学校）給
食室改修、中学校配膳室等改修を進めます。

③2024年度の中学校全員給食の全校実施に向け
て、給食問題協議会の答申に基づき、小学校・中
学校一貫で給食を通じた食育の具体的な取組み
（食育プログラム）を作成します。

①第二子以降の給食費
無償化の実施

②全員給食実施校数

③食育推進に係る具体
的取組みの作成

①実施

②7校（全20
校）

③作成

○

①4月から第二子以降の給食費を
無償化しました。
4月に全児童・生徒の保護者に給
食費無償化の制度に関して周知し
ました。5月に対象者に対して無償
化の対象者であることを通知しまし
た。

②全員給食実現に向けて、給食セ
ンター3ヶ所の整備を進め、ゆくのき
学園給食室の改修を行いました。
堺エリアでは9月から全員給食を開
始しました。また、各学校の配膳室
改修やコンテナ搬入ルートの段差
を解消するなど整備しました。

③７月に栄養教諭を中心とした食
育プログラム作成チームを立ち上
げ、給食を活用して行っていく小中
9年間の食育内容を検討しました。

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①2025年度の給食費無
償化制度について、東
京都の制度を利用した
全児童生徒を対象にし
た給食費無償化の検討
を行います。

②鶴川エリア中学校給
食センターが開業し、1
月から全員給食を開始し
ます。町田忠生小山エリ
ア中学校給食センター
が完成し、開業準備を進
めます。また、南エリア中
学校給食センターは引き
続き整備を進めます。

③10月及び11月に、
チーム打合せを行い、12
月までに食育プログラム
の素案を作成し、3月ま
でに完成します。

①9月に東京都が学校給食費の保護者負担
軽減を行う市町村に対する財政支援を拡大
することを決定しました。これを受けて、突然
の制度変更に対応し、2025年1月提供分から
全児童生徒の給食費を無償化しました。
選択制中学校給食は、調理施設の都合上、
給食提供可能数に限りがあるため、給食利用
希望調査を行い提供対象者を決定しました。
希望したにも拘わらず給食が提供できない方
には、給食費相当額の給付を行いました。
また、アレルギー等で給食の提供を受けること
が出来ない児童生徒に対する給食費相当額
の給付を行うため、要綱を制定しました。

②鶴川エリア中学校給食センターが開業し、1
月から全員給食を開始しました。町田忠生小
山エリア中学校給食センターが完成し、開業
準備を進めました。また、南エリア中学校給食
センターは引き続き整備を進めました。また、
各学校の配膳室改修やコンテナ搬入ルートの
段差を解消するなど整備しました。

③小学校から中学校９年間の給食を活用し、
食育を行っていくための「食育プログラム」を
作成しました。

①第一子を含
めた給食費完
全無償化実施

②7校

③作成
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

4 4

個
別
計
画

児童生徒が主
体的に考え、
伝え合う機会
の充実/「子ど
もにやさしいま
ち」の実現に
向けた取組

市内の児童生徒の代表が集まり、フォーラムを実施
します。自分たちの学校生活の中にある課題など
について各校で議論した内容を、意見交換したり、
自分たち自身で何ができるかを話し合ったりし、まと
めた意見などを市内の学校へ発信します。
各校では、発信された意見などを踏まえ、これまで
の様々な活動と関連付けながらテーマに応じた取
組を実施します。

中学生フォーラムの開催 開催 ○

・7月25日に市内全中学校20校から
代表生徒が参加し、フォーラムを実
施しました。
・2024年度は、「魅力ある学校づくり
のための校内ルールのあり方につ
いて」をテーマに、各学校で行って
いる校内ルールの見直しの取組に
ついて共有したり、校内ルールを見
直す際に大切にしたいことについ
て話し合ったりしました。

①2024年7月及び9月に分教室型学びの多様化
学校入室説明会を実施しました。その後、入室希
望者を対象とした入室相談を行い、そこで入室を
希望した児童生徒の体験通室を9月から10月にか
けて行いました。11月には入退室検討委員会を
開催し、検討の結果12名の入室が決定しました。
その他、教育課程の編成をはじめとした開設準備
についても完了し、分教室型学びの多様化学校
を設置することができました。

②町田市の不登校施策の利用者を対象としたア
ンケート形式の調査及びヒアリング調査、またフ
リースクール在籍者を対象としたアンケート形式の
調査を実施し、合計で168件の回答が得られまし
た。
調査結果からは、学びの多様化学校に求められ
ていることとして、対人交流の充実、習熟度に応じ
て学べる学習環境、一人ひとりに合った進路相談
の充実、等があることが明らかになりました。
これらの結果を踏まえて、2025年4月の分教室型
学びの多様化学校の開設準備において、少人数
での学級編成、個別の学び直しができる時間の
設定、キャリア教育の充実などを取り入れた教育
課程の編成等を行いました。併せて、2024年7月
からは保護者説明会や事前の入室相談、体験通
室を2クール実施し、11月の入退室検討委員会を
経て12名の児童生徒の入室が決定しました。

③全10回の「保護者の集い」を開催し、そのうち2
回は対象を格段して開催しました。定例の会では
各回とも10名を超える参加者があり、参加者から
は概ね肯定的な意見が寄せられました。
2024年10月には近隣のフリースクールを招いての
合同説明会として開催しました。想定をはるかに
超える80名以上の方が参加したため会場を変更
するなどして対応し、予定していた8つの関連団
体による情報提供及び個別相談を実施することが
できました。
2025年1月には、市の不登校施策に関心のある
方を対象とした学びの多様化学校の説明会として
開催しました。併せてニーズ調査の報告も行い、
40名を超える方が参加されました。

①実施

②実施

③10回

B

B：実施
回数は
目標値ど
おりだっ
たが、想
定数より
多くの家
庭からヒ
アリング
調査を行
うことが
でき、
様々な
ニーズが
把握でき
た結果、
不登校
児童生
徒の実
態に即し
た特色の
ある分教
室型学
びの多
様化学
校を設置
すること
ができた
ためで
す。

3 3

個
別
計
画

不登校児童生
徒への支援の
充実/「子ども
にやさしいま
ち」の実現に
向けた取組

①②町田市内の不登校児童生徒の支援を推進す
るため、不登校生徒に配慮した教育課程を編成す
る分教室型学びの多様化学校について、2025年
度開設に向けての準備を進めます。

③不登校・不登校傾向の児童生徒の保護者を対
象に、保護者同士が情報共有する場として、進路
説明会や講演会などの企画も盛り込んだ「保護者
の会」を開催します。

①開設に向けた準備事
務の実施

②分教室型学びの多様
化学校開設に向けての
ニーズ調査の実施

③保護者の会の開催回
数

①実施

②実施

③10回

○

①2024年7月及び9月に分教室型
学びの多様化学校入室説明会を
実施しました。それぞれ、32組、44
組のご家庭の参加がありました。そ
の後入室希望者を対象とした入室
相談を行い、希望する児童生徒の
体験通室を行っています。

②2024年6月から7月にかけて、町
田市が行う不登校施策の利用者を
対象として、アンケート形式の調査
を実施しました。保護者71件、児童
生徒46件の回答があり、そのうち18
組のご家庭にはヒアリング調査を実
施しました。

③2024年9月までに、4回の「保護
者の集い」を実施しました。各回とも
10名を超える参加者がありました。
参加者からは「他の家庭の状況が
知れてよかった」「他の家庭とのつ
ながりが持ててよかった」等の好意
的な意見が寄せられました。

①②次年度以降
も引き続き委員
会を開催し、プロ
ジェクト内容の進
捗について検討
を継続します。ま
た、ニーズ調査
に基き、分教室
型学びの多様化
学校を運営して
いきます。

③保護者の集い
に対するニーズ
は高いため、次
年度以降も継続
して実施していき
ます。

・2025年度に参
加する小学校を
検討し、各地区
から2校ずつ決定
します。
・2025年度に話し
合うテーマを決
め、実施要項を
作成していきま
す。

・2025年度から実施する
予定の小学生フォーラ
ム・中学生フォーラムの
開催に向けて、中学校に
アンケート調査を実施
し、内容や方法を検討し
ます。
・中学生フォーラムで話
し合われたことを受け
て、小中学校でどのよう
な取組をしたか報告書を
提出してもらいます。

・7月25日に市内全中学校20校から代表生徒
が参加し、「魅力ある学校づくりのための校内
ルールのあり方について」をテーマに、フォー
ラムを実施しました。
・2024年度の中学生フォーラムの内容を受け
て、小・中学校でどのような取組をしたか報告
書を提出してもらいました。
・2025年度から実施する予定の小学生フォー
ラム・中学生フォーラムの開催に向けて、2025
年度の日程や方法案を校長会・副校長会で
周知しました。

開催
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①11月に分教室型学び
の多様化学校の入退室
検討委員会を実施し、通
室する生徒を決定する
予定です。その他、教育
課程の編成や備品準
備、事務調整を進めてい
きます。

②2024年9月から、フリー
スクールの利用者を対象
としたニーズ調査を実施
します。その結果も含
め、11-12月に調査内容
の分析を行うとともに、分
析結果を反映して分教
室型学びの多様化学校
開設準備を進めます。

③2025年3月までに10回
の開催を計画し、各学校
を通じて周知済です。
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実績値

5 5

重
点
事
業
プ
ラ
ン

学ぶ意欲を育
てる/「子ども
にやさしいま
ち」の実現に
向けた取組

①体験活動や言語活動を取り入れた英語教育の
推進や放課後英語教室の実施、中学校におけるＧ
ＴＥＣ※の実施など、町田市独自の英語教育事業
の展開を図ります。

※ＧＴＥＣとは、「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技
能を測るスコア型英語４技能検定のことです。
※2024年度から実施を取りやめたため、修正しまし
た。

②ＩＣＴ活用状況調査やドリルソフトの利用状況、支
援員や指導主事による学校訪問、管理職へのヒア
リング等から、学校のICT活用状況や教員のニーズ
を把握します。
また、それらに基づき、ＩＣＴ活用に関する研修や支
援員による支援を実施し、ＩＣＴを活用した授業改
善（「協働的な学び」と「個別最適な学び」の充実）
を推進します。

③中学生職場体験やＣＡＰＳ・ＭＥＳＥ※の実施、
販売体験や金融教育講座など、児童・生徒が様々
な経験やチャレンジする機会を提供し、キャリア教
育を通して自己理解・自己管理能力の育成を図り
ます。
また、各学校の学習活動や外部人材情報を市内の
各学校で共有し、学校の特色に応じたキャリア教育
を小・中学校全校で実施することができる「町田市
版キャリア教育プログラム」を構築します。

※ＣＡＰＳ・ＭＥＳＥ：商品を製造・販売する仮想会
社の経営シミュレーションプログラム

①英語で自分の考えや
気持ちを伝え合うことが
楽しいと感じる小学校5・
6年生の割合（独自の意
識調査）

②授業の中でＩＣＴを活
用することに不安がある
と感じている教員の割合
（独自の意識調査）

③「自分の目標や進路、
将来の職業や夢につい
て考えましたか」という質
問の肯定的回答の割合
（中学校2年生職場体験
アンケート調査）

①71%

②50%

③85.5%（中2）

○

①
・4月11日にえいごのまちだ担当者
連絡会を開催し、本市の取組につ
いて説明し授業改善推進を図りま
した。
・9月にえいごのまちだ推進委員に
よる授業公開を行い、学習者用デ
ジタル教科書を活用した授業につ
いて推進を行いました。
・小学校5年生を対象にスヌーピー
ミュージアム校外学習を18校、小学
校6年生を対象にイングリッシュフェ
スタを15校で実施しました。
②
・定期的に支援員と学校のICT活
用状況や教員のニーズを共有しま
した。
・ICT活用に関する研修を６回実施
しました。その中でも特に、授業の
中でICTを活用することに不安があ
ると感じている教員を対象にした、
タブレット端末やアプリの基礎的な
操作方法や、個の学習状況を把握
する方法等をテーマにしたICT活用
研修を対面形式で2回実施しまし
た。
③
・職場体験については、中学校全
20校で3日間実施することとし、第１
期（9月18日から9月20日）として、7
校で実施しました。
・5月にCAPS（意思決定シミュレー
ションプログラム）・MESE（経営シ
ミュレーションプログラム）プログラム
実施に向けて研修会を実施し、6月
から小学校16校、中学校8校で開
始しました。
・「町田市版キャリア教育プログラ
ム」の構築のために、人材登録に向
けた調査を実施しました。

①年々意識調査
の結果は高まっ
てきています。
体験活動や言語
活動を取り入れ
た英語教育の推
進や放課後英語
教室の実施等の
成果だと捉えて
います。引き続
き、内容を充実さ
せながら実施し
ていきます。
②授業でのICT
活用に不安を感
じる教員の割合
は、前年から改
善し、目標値に
達成しました。
③・職場体験の
事後アンケートで
は、97.1%の生徒
が「有意義な体
験であった」と回
答しており、成果
が挙がっていま
す。一方、受入
事業所の不足や
事業所の調整方
法等に課題があ
るため、改善に
向けて運営方法
を検討します。
・CAPS・MESEプ
ログラムを「町田
市版キャリア教育
プログラム」に位
置付け、2025年
度も全校で実施
します。
・様々な経験や
チャレンジの機
会を提供すること
に重点を置いた
「町田市版キャリ
ア教育プログラ
ム」を推進してい
きます。

①
・「えいごのまちだ」事業
における意識調査の結
果を分析し、各学校での
取組について振り返る機
会を設定するとともに、
授業改善案についても
提案します。
・小学校5年生を対象に
スヌーピーミュージアム
校外学習を24校、小学
校6年生を対象にイング
リッシュフェスタを37校で
実施します。
②
・各校の教員に対して、
指導主事による学校訪
問や管理職へのヒアリン
グ等から状況を把握し、
それに応じた研修等を企
画します。
③
・職場体験については、
第2期（11月20日から11
月22日）に6校、第3期
（11月22日から1月24日）
に7校で実施します。
・CAPS・MESEプログラム
を3月までに全小中学校
で実施します。
・「町田市版キャリア教育
プログラム」を3月までに
構築し、各学校へ提供し
ます。

①
4月11日にえいごのまちだ担当者連絡会を開
催し、本市の取組について説明し授業改善推
進を図りました。
・9月と1月にえいごのまちだ推進委員による
授業公開を行い、学習者用デジタル教科書を
活用した授業について推進を行いました。
・小学校5年生を対象にスヌーピーミュージア
ム校外学習と、小学校6年生を対象にイング
リッシュフェスタを全校で実施しました。
・中学校1年生を対象に東京グローバルゲート
ウエイ校外学習を全校、中学校2年生を対象
にイングリッシュフェスタを16校、ブリティッ
シュ・ヒルズ宿泊学習を4校で実施しました。
・スピーキングテストの結果や「えいごのまち
だ」事業における意識調査を分析し、各学校
での取組について振り返る機会を設定すると
ともに、授業改善案についても提案しました。

②
・教員のICT活用スキル向上を目的としたICT
活用研修を、10回実施しました。
・ICT活用状況調査や学習ドリルソフト活用状
況の各学校個別の結果を通知し、ICT活用の
推進策の検討や、各種研修やICT授業支援
員の更なる活用を促しました。

③
・中学校全20校で、職場体験を3日間実施し
ました。
・CAPS・MESEプログラムを全小中学校で実施
しました。
・「町田市版キャリア教育プログラム」を各学校
へ示し、提供しました。

①74.6%

②44.5%

③85%

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。
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計
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実績値

①3校の2024年度内の工
事着手を目指し、引き続
き業務を進めます。

②1校の2024年度内の設
計完了と１校の2024年度
内の工事着手を目指し、
引き続き業務を進めま
す。

③4校の2024年度内の工
事着手と４校の2024年度
内の工事完了を目指し、
引き続き業務を進めま
す。

①町田第一中、鶴中の建築工事は10月、12
月に工事契約締結し、工事に着手しました。
三輪小は1月に工事契約し、工事に着手しま
した。

②木曽境川小は予定通り設計完了しました。
相原小は1月に工事契約を締結し、工事着手
しました。

③成瀬台中は9月に工事契約を締結し、工事
着手しました。一方、木曽中、小山田中、南中
については、業者へのヒアリングや金額の精
査、適正工期の確保などを最大限行ったもの
の、入札は不調となりました。
町二中、南大谷中、鶴二中、真光寺中は工事
完了しました。

①工事着手3
校

②設計完了１
校、工事着手
１校

③工事着手1
校
工事完了4校

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①②引き続き、
工事が円滑に実
施できるよう努め
ます。

③3校について
は、業者へのヒア
リングを一層強化
し、入札時期の
変更や工事内
容、金額の精査
を行い、工事契
約の締結に努め
ます。また、学校
運営に支障が出
ないよう工程等の
調整を図ります。

7 7

個
別
計
画

児童・生徒が
安全かつ快適
に学校生活を
送ることができ
る教育環境の
整備/子どもに
やさしいまち」
の実現に向け
た取組

児童・生徒が安全かつ快適に学校生活を送ること
ができる教育環境の整備を目的として、老朽化が
進む校舎の改修工事等を行います。

①中規模改修工事の実
施校数

②外壁・屋上防水工事
の設計及び実施校数

③中学校バリアフリー化
工事着手び工事完了校
数

①工事着手3
校

②設計完了1
校、工事着手
1校

③工事着手4
校、工事完了
4校

○

①町一中・鶴中の設備工事は9月
に契約を締結しました。町一中と鶴
中の建築工事は不調のため再度
入札し、10月及び１１月に契約締結
予定です。三輪小は12月に工事契
約締結予定です。

②木曽境川小は8月に設計業務委
託契約を締結しました。相原小は
12月に工事契約締結予定です。

③成瀬台中・木曽中・小山田中は9
月に工事契約締結。南中は10月に
工事契約締結予定です。
町二中・南大谷中・鶴二中・真光寺
中は11月に工事完了予定です。

6 6

重
点
事
業
プ
ラ
ン

学校と地域の
協働/「子ども
にやさしいま
ち」の実現に
向けた取組

地域・保護者に対するコミュニティ・スクールの認知
度向上のため、効果的な周知方法を検討します。

地域・保護者に対するコ
ミュニティ・スクール（学
校運営協議会ならびに
地域学校協働本部を含
む）の周知方法の検討

周知方法の検
討

○

町田市の地域学校協働活動を周
知することを目的としたコミュニティ・
スクール　地域学校協働ニュース
『協働』を2回発行し、小・中学校に
周知しました。

年4回の発行を目標と
し、発行、周知します。
また、効果検証の方法に
ついても模索していきま
す。

・町田市における地域・保護者に対するコミュ
ニティ・スクールの認知度向上のための効果
的な周知方法の検討に留まらず、周知方法と
した地域学校協働ニュース『協働』を発行、周
知したことで、2025年度の目標としていた周知
の実施にまで至ることができました。
・年4回の発行を目標としていましたが、2024
年12月時点において7回の発行を行い、2024
年度においては10回発行しました。

周知方法の検
討・実施

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

・検討段階に留
まらず実施まで
至ることはできま
したが、効果検
証の方法につい
ては引き続き検
討が必要です。
また、周知方法
が小中学校への
配布及びHPへの
掲示と限定され
ているため、今後
もtetoruの活用等
よりよい周知方法
を検討していきま
す。
・発行回数につ
いても同数以上
を目標とします。
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実績値

8 8

経
営
改
革
プ
ラ
ン

学校職員のエ
リアマネジメン
ト強化による
効率的・効果
的な運営体制
の構築

①「学校給食調理職のあり方検討委員会」での検
討結果に基づき、給食調理業務に委託を導入して
いきます。また、委託校の業務実施状況について
評価を行います。新たな学校づくりＰＦＩ事業の給食
調理業務について、要求水準書の調整など、準備
を進めます。

②「町田市技能・労務系業務のあり方方針」に基
き、体制の整備を進め、最小限の人員で最大限の
効果が発揮できる体制を構築します。

正規・再任用職員人数
①給食調理員

②学校用務員

①30人

②21人
○

①2025年度の調理業務委託校の
検討を行い、その結果として、学校
統合に併せて、直営2校を委託校
に引き継ぐことで委託化を図ること
としました。
既存の調理業務委託校の評価を
行った結果、履行状況は概ね良好
でした。PFI事業における給食調理
業務については、1社から提案書が
提出されており、その審査を行いま
した。衛生管理の方法、業務体制う
及び食物アレルギー対応などにつ
いて、具体的な提案がなされてお
り、合格としました。

②新規に2校委託化を実施し、学
校用務委託校数は合計で52校とな
りました。正規・再任用用務職員人
数は23人から21人となり、2人減少
しました。
「町田市技能・労務系業務のあり方
方針」に基き、体制の整備を進め、
最小限の人員で最大限の効果が
発揮できる体制に向けて検討を進
めています。

①調理業務委託校に係
る契約手続きを進めてい
きます。引き続き、既存
の調理業務委託校の評
価を行っていきます。PFI
事業者との契約に向け
た調整等を行っていきま
す。

②引き続き最小限の人
員で最大限の効果が発
揮できる体制の構築に
向けて検討を進めます。

①直営から委託に引き継ぐ2校について、来
年度の調理業務委託に係る契約を締結しまし
た。委託校数は増加しませんが、正規職員及
び再任用職員数の減少につながりました。
PFI事業者から調理設備の配置概要図など提
案資料が提出されたため、調理設備及び調
理動線の適正性の審査を行いました。要求水
準を満たしていることが確認できたため、合格
の評価としました。

②「町田市技能・労務系業務のあり方方針」に
基き、体制の整備を進め、委託管理を行う職
員の育成を進めたことで、目標値の委託校数
52校の管理業務を正規・再任用職員数21名
で実施することができました。

①26人

②21人

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①直営校2校を
委託校に引き継
ぐことで委託化を
図りました。委託
費用は上昇傾向
にあるため、直営
とのコスト比較を
改めて行う必要
があります。

②「町田市技能・
労務系業務のあ
り方方針」で示さ
れた「一般事務
（施設管理）職」
の考え方を踏ま
え、学校用務担
当で作成した「町
田市版学校用務
のあり方」を更新
する必要がありま
す。
限られた人員の
中で、用務業務
の技術や知識を
継承し、引き続
き、安全・安心な
学校環境を維持
するための体制
整備を進めま
す。
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①引き続き、支出命令件
数の状況を注視し、必要
に応じて発注時のルー
ルを学校に再周知しま
す。

②引き続きオンライン申
請に伴う事務を行いま
す。

③把握した物品等の
60％削減に向けて精査
を行います。また、旧忠
生第四小学校時代の資
料や教科書センターの
蔵書等の更なる整理を
進めます。

①年度当初に発注時のルールを周知した
後、学校の支出命令件数を月１回程度確認
し、削減状況を注視しました。2023年度の支
出命令件数は、12,719件でしたが、2024年度
は、11,257件で1,462件減少しました。

②就学援助費・奨励費のオンライン申請によ
り当初期の時間外を目標を上回る50時間程
度削減しました。

③仮設施設への引越しに向けて、移設する備
品リストの作成、廃棄物品の精査及び教科書
センターで重複する蔵書の廃棄等を進めまし
た。加えて、教科書センターにおける書籍・資
料の歴史的・文化的な価値の確認や廃棄可
能か等について関係課と相談・調整を行うこと
で、60％以上の削減見通しを立てることができ
ました。

①2023年度比
12％減

②50時間

③62%減

①2023年度比
3％減
10％減
※想定より多く
の件数が削減
できているた
め、目標を上
方修正しまし
た。

②24時間

③60%減

○

①「公金振込手数料有料化に伴う
支出事務取扱基準（学校版）」に基
づき、教員及び事務職員に対して
発注時のルールを周知し、消耗品
等発注時の頻度管理を行いまし
た。
小・中学校の支出命令件数は、現
時点で2023年度比11％減となって
います。

②オンライン申請により当初期の申
請書受付業務やシステムへのデー
タ取り込み業務にかかる時間などを
短縮することができ、時間外を削減
できました。

③仮設施設への引越し準備とし
て、移設・廃棄する物品等の把握を
教育センター全体で行いました。ま
た、教科書センターの蔵書整理とし
て、まずは蔵書を把握するため全
蔵書のデータベース化を図りまし
た。加えて、複数冊ある書籍・資料
については、重複分を廃棄してスリ
ム化しました。

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①引き続き支出
命令件数の状況
を注視し、必要に
応じて発注時の
ルールを学校に
再周知します。

②添付するため
に保護者に撮影
していただく提出
書類について、
種類や撮影方法
等、注意点の周
知を徹底します。
また、利用者の
利便性を向上さ
せるため、申請
フォームの仕様
等についても検
討します。

③2025年度は仮
設施設への引越
しを実施するた
め、2024年度に
見通した物品や
蔵書等の整理・
削減について、
引き続き取り組み
ます。

10 10 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

職員のワーク・ライフ・バランスの実現のため、時間
外勤務時間数の削減を目指します。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

148時間以下
（2023年度比
10%減）

△

上半期の時間外勤務時間数は
15,900時間でした。
管理職を除く職員1人あたりの時間
外勤務の時間数は76.4時間となり
ます。

引き続き、学校教育部労
働安全衛生委員会にお
いて、各課の時間外勤
務の状況や休暇の取得
状況等について分析結
果を報告し、業務が特定
職員に偏らないように取
り組みます。

学校教育部の年間時間外勤務時間数は、
30,222時間でした。
管理職を除く職員１人あたりの時間外勤務の
時間数は145.3時間となりました。

145.3時間 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

勤務時間数につ
いて昨年度より
10％以上削減で
き、目標を達成し
ました。引き続き
業務の効率化を
図り、時間外勤
務時間数の削減
に努めていきま
す。

9 9

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

①2023年度に策定した「公金振込手数料有料化に
伴う支出事務取扱基準（学校版）」に基づき、2024
年度から学校の消耗品等発注時の頻度管理を行
います。
教員及び事務職員に対して発注時のルールを周
知し、支出命令件数を抑えることで、公金振込手数
料の削減や伝票作成及び決裁時の事務負担を軽
減させます。

②就学援助・奨励費のオンライン申請を導入によ
り、紙による申請受付の窓口対応の時間を24時間
削減します。

③教育センターで保管する物品や、行政文書・旧
忠生第四小学校時代の資料、教科書センターの蔵
書等の整理をします。

①小・中学校の支出命
令件数

②オンライン申請導入に
よる申請受付時間の削
減

③教育センターの物品
削減
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部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

生涯学習部

白川 直美

部名

部長名

市民一人一人が生涯にわたって、いつでもどこでも自由に学び続けることができる社会を目指し、ライフステージに応じて必要となる知識が手に入れられる環境の整備、社会や実生活の課題に対応する学習機会の提供、学習情報の集約・発信、学習の成果を活かせる環
境づくりを進めます。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

○2023年9月に実施した「町田市市民意識調査」では、「生涯学習
をする機会、環境」について、「利用していない」と回答した割合は
54.4%であり、学びに出会う機会の充実に向けた取組が必要です。

○2022年9月に実施した「生涯学習及び図書館に関する市民意識
調査」では、日常的に情報を得る手段として、7割以上の方が「イン
ターネット」と回答しており、町田市の歴史を知る手段としては、6割
以上の方が「インターネットでの歴史情報の発信」が必要と回答し
ています。また、学習講座等に参加する際に重視する点としては、
約4割の方が「身近な場所に会場があること」と回答しています。より
多くの市民に学びのきっかけとなる機会を提供するため、デジタル
を活用した情報発信や、身近な場所での事業の実施が求められて
います。町田市内にある施設や施設が提供するサービスについ
て、約4割の方が、図書館サービスを利用していないと回答してい
ます。より多くの方に図書館のサービスを利用していただけるような
取組が必要です。

〇2022年7月に実施した「町田の教育に関するアンケート調査」で
は、児童・生徒に、「地域の伝統や文化を大切にし、郷土を愛する
心」が身に付いていないと感じている保護者は54.6%、教員は46.7%
でした。地域への誇りや愛着を生むきっかけを作るため、地域の歴
史・伝統や文化を学ぶ機会を充実する必要があります。

○ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅなど、時間や場所にとらわれないオンラインで
の学習・文化活動のニーズがある一方、実物を見る、展示空間に
身を置く等のリアルな体験に対するニーズが高まっています。オン
ラインで楽しみつつ、リアルな魅力を体感できる機会が求められて
います。

○オンライン手続等のデジタル技術を活用したサービスの利用者
が増えている一方で、デジタル化の恩恵を受けられない方への支
援が求められています。

○図書館では、閲覧場所や学習スペースの増設、電子書籍を含
めた資料の充実への要望があります。また、本来の役割に加え、居
場所として憩える空間機能の充実や、地域コミュニティの形成を支
援する役割が期待されています。

○不登校の児童生徒は増加傾向にあり、多様な学びの場や居場
所を確保することが求められています。学校教育と連携しながら生
涯学習施策を推進していく必要があります。

○図書館は、地域館を含めて8館、予約資料受渡し場所が6か所あ
る他、移動図書館車両も3台あります。また、相模原市や横浜市等
近隣10市と相互利用協定を締結しています。

○自由民権資料館・文学館・図書館には専門性を有する学芸員・
司書がおり、学校や地域に出向いて事業を展開することができま
す。

○町田市立博物館の閉館に伴い、2020年度に考古・歴史・民俗資
料、2024年度に本町田遺跡が生涯学習部に移管されました。歴史
資源の一体的な活用が求められています。

○町田市には、国指定文化財が20件（うち民有18件）、国登録文
化財が1件（うち民有1件）、都指定文化財が16件（うち民有8件）、
市指定文化財が55件（うち民有40件）、市登録文化財が3件（うち民
有2件）あります。

○町田市内には、大学等の教育機関が多数存在し、「相模原・町
田大学地域コンソーシアム」、「相模原・町田地域教育連携プラット
フォーム」といった学習活動を支援する組織も存在します。多様化
する市民の学習ニーズに応えるため、様々な生涯学習の担い手と
の連携を拡充していく必要があります。また、若い世代が町田で充
実した活動を行うことで、町田への愛着を深められるような工夫が
必要です。

○市内には、町田ゆかりの文学者が多数おり、文学館開館以来、
作家やご遺族と信頼関係を築いてきました。この関係性を生かした
展覧会や関連イベントを開催するとともに、貴重な文学資料の公開
が求められています。

○公益社団法人日本図書館協会が発行している「日本の図書館
2022」によると、政令指定都市・特別区を除く人口40～50万人未満
かつ自治体面積100㎢以下の9都市の中で、町田市は1人当たりの
貸出冊数は7.44冊で4位、個人貸出数は3,191,000冊で第4位、図
書費決算額は35,179,000円で第7位となっています。

○電子書籍サービスは、2024年1月時点で多摩26市中16市、相互
利用協定を締結している10市において7市が導入しています。

〇授業や児童・生徒の読書支援に活用できるよう、市立小・中学校
全校の児童・生徒及び教員を対象に、電子書籍サービスの利用Ｉ
Ｄを付与しました。児童・生徒に図書館の電子書籍サービスのIDを
付与しているのは、多摩26市中5市です（2024年3月現在）。

○町田市は、東京都内で八王子市に次いで2番目に遺跡が多く、
約900か所あります。また、高ヶ坂石器時代遺跡は、丘陵地におけ
る住居跡発見の国内第一号として国の史跡に指定されました。発
見されたのは大正14年（1925年）で、2025年で100周年を迎えま
す。

○2022年4月から公開した「町田デジタルミュージアム」を利用し
て、誰もがインターネット上でいつでも、どこでも、無料で町田市の
歴史資源（考古・歴史・民俗資料）約2,000点を見ることができるよう
になりました。歴史資料等をデジタルで公開しているのは、多摩26
市中で7市（23区中では10区）です。

○「町田市民文学館ことばらんど」は、多摩26市及び相模原市では
唯一の総合文学館です。また、23区や神奈川県にある文学館の中
で唯一、市民を対象とした貸し会議室と図書館機能を併設した特
色ある施設であり、地域住民に広く利用されています。

○デジタルトランスフォーメーションの加速、ＳＮＳの普及をはじめと
したコミュニケーションの変化、多様性の尊重に対する意識の高ま
りなど、社会環境の変化に合わせ、生涯にわたって市民が学習を
「しやすい」環境づくりの推進が求められています。

○鶴川図書館の図書コミュニティ施設への転換に向け、鶴川地域
で活動する団体の代表者や鶴川図書館周辺自治会の代表者など
で構成される図書コミュニティ施設の運営団体「一般社団法人つる
かわ図書コミュニティ施設運営協議会」が設立されました。

○寄贈された本を使って人の交流を生み出す「まちライブラリー」や
市民同士が本を紹介し合う読書コミュニティ「まちなか読書会」、さら
には、本好きな人同士が出会える場づくりを目的とした「きんじょの
本棚」等、市民が主体的に読書に親しむ機会を創出する取組が全
国的に広がっています。

○2023年4月に改正博物館法が施行され、博物館法の目的に社
会教育法に加えて文化芸術基本法の精神に基づくことが定められ
ました。検討中の（仮称）文化芸術のまちづくり計画と歩調を合わせ
ていく必要があります。

○「2022年度全国学力・学習調査」では、「学校の授業時間以外
に、普段読書する」と答えた児童・生徒の割合は、5年前の調査と
比べて、小学校、中学校ともに減少しています。電子書籍の活用
など、社会変化に合わせた読書環境の整備が必要です。

○地域の方々がつながり支え合い、子どもにとって豊かな経験が
できる地域の拠点として、学校施設のさらなる有効活用が求められ
ています。
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6 ワークライフバランスの推進 1人あたりの時間外勤務の時間数 94．1時間（2023年度） 84.7時間以下(2023年度比10%減)

5 事務事業の見直し 業務委託範囲の拡大に向けた仕様書案の作成 - 実施

4 学びに出会う機会の充実

①図書館サービスを利用していない市民の割合

②歴史を学ぶデジタルコンテンツ件数

③新規アウトリーチ事業件数

①39.9%（2022年度）

②-

③-

①25%

②10件（累計）

③10件（累計）

3 若い世代を対象とした事業の充実

①10代・20代を対象にした事業の実施

②ショートショートコンクール応募件数

③若者が参画するイベントの実施件数

①2件

②1,002件

③1件

①5件

②1,250件

③2件

2 子どもの学びの支援
①小中学校向けプログラム件数

②外国語の絵本・児童書の貸出冊数

①1件

②17,100冊

①5件

②18,000冊

部名 生涯学習部

部長名 白川 直美

目標値 達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 図書館の再編の推進 鶴川図書館の再編 図書コミュニティ施設運営団体の業務開始 民設・民営の図書コミュニティ施設への転換 2025年度

①2026年度

②2024年度

①2028年度

②2028年度

③2024年度

①2026年度

②2028年度

③2028年度

2026年度

84.7時間以下(2023年度比10%減)
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

2 2

個
別
計
画

「子どもにやさ
しいまち」の実
現に向けた取
組

①小中学校向け事業として、従来の「出張歴史授
業プログラム」に加えて、新規に用意した「施設や
遺跡等を見学するプログラム」を実施します。

②「えいごのまちだ」事業を推進するため、外国語
の絵本・児童書の整備・活用を進めます。

①小中学校向けプログラ
ムの実施件数

②外国語の絵本・児童
書の貸出冊数

①2件

②18,000冊
○

①「出張歴史授業プログラム」と、新
たに作成した「施設見学プログラ
ム」及び「遺跡等見学プログラム」を
小中学校に周知しました。
・7月と9月に「出張歴史授業プログ
ラム」を実施しました。

②9月末時点の貸出冊数は、8,565
冊です。
・8月に親子向けの英語読み聞か
せ体験講座「子どもと一緒に英語
絵本を楽しもう！」を開催しました。
・PRのために新しいチラシを作成
し、読み聞かせ向きの絵本の紹介
（表面）、電子書籍サービス・ふるさ
と納税の紹介（裏面）をしました。

ワタシが主役
の図書館づく
り

目的や用事がなくても気軽に過ごせる地域の居場
所をつくることを目指し、鶴川図書館を地域と「共に
創り」「共に運営する」図書コミュニティ施設へと転
換するため、民設民営化に向けた準備を行い、コ
ミュニティの形成や読書普及に関するイベントを実
施します。

①民設民営化に向けた
準備

②コミュニティの形成や
読書普及に関するイベン
トの実施

①民設民営化
に向けた準備
の完了

②3回

①5月から、「（一社）つるかわ図書
コミュニティ施設運営協議会」がコ
ミュニティスペースの運営を開始
し、利用者との意見交換や工作な
どの小規模のイベントを実施しまし
た。
・6月に図書コミュニティ施設の愛称
を募集し、90件以上のご提案をい
ただきました。愛称選考委員会に
おいて5案に絞り、鶴川図書館等で
シール投票を8月末まで実施しまし
た。結果は10月の鶴川団地秋祭り
と連携したイベントで発表します。
・9月に行われた第3回町田市議会
定例会に町田市立図書館条例の
一部を改正する条例案を提出しま
した。

②7月に地域の自治会や商店会と
連携したイベントを実施しました。

①2025年度に図書コミュ
ニティ施設を開設できる
よう準備をします。
・施設運営事業に関する
補助金交付要綱を制定
します。
・2025年3月に、施設改
修を実施します。また、
運営団体と施設の管理
及び運営に関する協定
を締結します。

②10月及び12月にイベ
ントを開催し、地域での
認知度向上を図ります。

①2025年度のつるかわ図書コミュニティ施設
開設に向けた準備が完了しました。
・町田市立図書館条例の一部を改正しまし
た。
・施設運営事業に関する補助金交付要綱を
制定しました。
・運営団体と施設の管理及び運営に関する協
定締結準備をしました。
・施設の愛称、ロゴが決定しました。
・看板変更や内装サインの作成などの施設改
修を実施しました。

②7月と10月に地域の自治会や商店会と連携
したイベントを実施しました。その他にも、工作
イベントやボッチャ体験、ミステリー仕立てのク
イズ大会、豆本づくりなど、イベントを8回実施
し、地域のコミュニティづくりや読書普及に取り
組みました。

①民設民営化
に向けた準備
の完了

②10回

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

C○

①新規プログラムの利用
が進むよう、遺跡や施設
の近隣小中学校へのPR
を行います。

②10月に英語多読初心
者向けの講座（ワーク
ショップ形式）を行いま
す。

①子どもたちが町田の歴史に触れる機会を作
るため、「出張歴史授業プログラム」に加え、
新たに作成した「施設見学プログラム」及び
「遺跡等見学プログラム」を実施しました。
・施設見学プログラムでは小中各１校が自由
民権資料館を、遺跡見学プロクラムでは小学
校1校が本町田遺跡を見学しました。

②外国語の絵本・児童書の貸出冊数は約
16,200冊となりました。
・PRのため、新しいチラシの作成や、10月に
中央図書館4階で英語多読の特集を行いまし
た。
・8月に親子向けの英語読み聞かせ体験講座
を、10月に英語多読初心者向け講演会「英語
多読を始めよう！」を全2回の連続講座で開催
しました。初めて連続講座形式で行い、絵本
を実際に読んでグループで感想を言い合う
ブックトークの時間を多くとることができまし
た。
・次年度に向けて3月に、英語絵本の読み聞
かせのコツや英語の手遊び歌などを一緒に行
う職員向けの研修会を行いました。

①3件

②16,200冊
C

①子どもたちが
町田の歴史に触
れる機会を作る
ため、引き続き、
小中学校向けの
プログラムの周
知・実施をしま
す。

②多くの人に英
語多読を知って
もらえるよう、電
子書籍サービス
での活用も含め
て、広く周知をし
ます。

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

2025年度から、
つるかわ図書コ
ミュニティ施設の
運営がスムーズ
に行われるよう、
引き続き運営団
体の支援をしま
す。

生涯学習部

白川 直美

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

173



順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

3 3

個
別
計
画

若い世代を対
象とした事業
の充実／「子
どもにやさしい
まち」の実現
に向けた取組

①未来を担う若い世代にことばや文字、文学の魅
力を伝えるため、文学に近接する分野を幅広く取り
込んだ事業を実施します。

②小・中・高校生を対象に「ことばらんどショート
ショートコンクール」を実施します。より多くの作品を
応募してもらえるようなPR方法を検討します。

③子ども・若者が読書や図書館に興味を持つよう、
若者が参画するイベントを実施します。

①10代・20代を対象にし
た事業の実施

②ショートショートコン
クール応募件数

③若者が参画するイベン
トの実施件数

①3件

②1,050件

③2件

○

①町田市民文学館の春の企画展
「57577展2nd」は、Xを利用した短
歌募集などが注目を集め、20代を
中心に6,061人の方にご覧いただき
ました。
・夏の企画展「チリとチリリ　どいか
や絵本の世界展」は、若い世代だ
けでなく、絵本が好きな大人の方な
ど、幅広い層の方にご覧いただき、
観覧者数は17,134人となりました。

②応募件数は1,114件でした。
・出張授業や出張展示の実施、チ
ラシや2023年度受賞作品集の配布
によりコンクールの周知を行いまし
た。また、2023年度の表彰式と、審
査員による受賞作品の朗読の動画
をYouTubeで公開しました。

③イベントの企画・運営を行う若者
ボランティア「図書館プランナー」の
初企画となる「本の福袋」を、5月28
日から6月15日まで実施しました。
また、ゲームイベントや宿泊イベント
を試行しながら企画の検討をしまし
た。
・町田総合高校と連携し、町田市民
文学館の夏の企画展と連動したク
イズ作成やおはなし会を実施しまし
た。

①10～20代の若年層に
人気のある講師を招聘し
て、文学講演会を実施し
ます（25年3月）。

②応募作品の審査を行
い、受賞者を決定しま
す。1月下旬に受賞者の
表彰式を行います。

③図書館プランナーが
主催するイベントを行い
ます。

①若い世代を対象とした事業を5件実施しまし
た。
・近年若い世代に注目されている現代短歌を
テーマとした「57577展2nd」を実施し、20代を
中心に6,061人の方にご覧いただきました。
・夏の企画展「チリとチリリ　どいかや絵本の世
界展」は、想定した若い世代だけでなく、絵本
が好きな大人の方など、幅広い層の方にご覧
いただき、観覧者数は文学館史上最高の
17,134人となりました。
・町田出身のラッパーKEN THE 390のトークイ
ベント「言葉は弾む、踊る。　KEN THE 390
feat.長井優希乃」を実施しました。
・文字のデザインに興味を持つ若い世代の交
流の場を作るため「文ッ字フリマ」を実施しまし
た。
・玉川大学の学生と共同制作した文学ガイド
ブック「町田ブンガク」を使用した出張授業を、
中学校3校で実施しました。

②応募件数は過去最高の1,149件となりまし
た。
・ショートショートコンクールの実施にあたり、
小学校8校、中学校4校、高校１校で出張事業
を行いました。

③若者ボランティア「図書館プランナー」が企
画したイベントを5件実施しました。
・新しい本と出会えるきっかけを作るため、5月
に「本の福袋」、1月に「図書みくじ」を実施しま
した。また、12月に「恋と愛が叫びたがってい
るんだ～恋愛漫画推し語り会～」、2月に「LL
ブックよみきかせ会」と「エコたわしをつくろう」
を実施しました。実施したイベントの他にゲー
ムイベントや宿泊イベントなどを試行して、今
後の企画に活かすノウハウを蓄積しました。
・文学館の夏の企画展において、町田総合高
校と連携し、展覧会と連動したクイズ作成やお
はなし会を実施しました。

①5件

②1,149件

③6件

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①②子ども・若者
が、ことばや文
字、文学に興味
を持つきっかけを
作れるような事業
を、継続して実施
します。

③子ども・若者が
読書や図書館に
興味を持つよう、
引き続き、若者
自身が参画する
イベントを実施し
ます。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①創刊号から2001年ま
での広報まちだ縮刷版
等、地域資料98点をデ
ジタル化し、図書館の電
子書籍サービスで公開し
ます。
・忠生市民センターまつ
り及び、小山市民セン
ターまつりにて電子書籍
サービスのPRを実施しま
す。また、引き続きカフェ
などで名刺型PRカードを
配布します。

②10月から企画展を開
催し、終了後に展示概要
をホームページで紹介し
ます。
・町田の養蚕について学
ぶ動画を作成します。

③企画展に関連した展
示を実施します。

①電子書籍の年間貸出件数は、約120,000タ
イトルとなりました。
・地域資料98点をデジタル化し、1月から電子
書籍サイトで公開しました。
・7か所の市民センター・コミュニティセンター
まつりで、電子書籍サービスのPRを実施しま
した。
・カフェなどで名刺型PRカードを配布しまし
た。

②歴史を学ぶデジタルコンテンツを6件作成
し、時間や場所を選ばずに町田の歴史に触
れられる機会を作りました。
・小学校向け出張授業に使用する町田の養
蚕について学ぶ動画を作成し、YouTubeで公
開しました。
・企画展「回セ！地域経済―江戸・明治の町
田の金融史―」の展示記録、図録、講演会録
3件をホームページにて公開しました。

③多くの方に町田の歴史に興味を持っていた
だけるよう、様々な会場で新規アウトリーチ事
業を6件実施しました。
・自由民権資料館の企画展「回セ！地域経
済」の関連事業として、小野路宿里山交流館
でパネル展示を、国際版画美術館で講演会
を実施しました。
・芹ヶ谷ひだまり荘で、高ヶ坂遺跡の発見から
整備完了までを紹介したパネル展示を実施し
ました。
・川崎市生涯学習プラザで、出張講座「街角
の文化遺産に学ぶ－神奈川県・東京府の明
治期における自由民権運動」を実施しました。
・あきる野市・八王子市をめぐるバスツアー「五
日市憲法と多摩の民権運動ゆかりの地をめぐ
る」を実施しました。
・相模原市との共催で、境川流域の遺跡につ
いて学ぶ「まちの歴史、さがしてみました～ま
ちさが考古学講座～」を、相模原市立博物館
で実施しました。

①120,000タイ
トル

②6件

③6件

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

5 5

事
務
事
業
見
直
し

部の事務事業
見直しの取組

「町田市生涯学習センター運営見直し実行計画」
に定めた業務委託範囲の拡大に向け、委託化する
業務の内容を精査し、仕様書案を作成します。

業務委託範囲の拡大に
向けた仕様書案の作成

作成完了 △

・新規に業務を委託する範囲を窓
口機能、情報収集・提供機能、講
座実施機能の一部とし、事業者へ
のヒアリングを実施しました。
・業務を委託する範囲について、町
田市生涯学習センター運営協議会
の意見を聞きました。

4 4

個
別
計
画

学びに出会う
機会の充実

①地域資料のデジタル化を実施し、電子書籍サー
ビスの充実を図ることにより、暮らしの中で本に触れ
る機会を増やします。

②町田市の歴史をいつでもどこでも学べるように、
町田市の歴史に関するデジタルコンテンツを作成
します。2024年度は、自由民権資料館の企画展を
終了後も見れるようにデジタル展示化するほか、町
田の養蚕について学ぶ、小学校向け出張歴史授
業で使用する動画を作成します。

③アウトリーチ事業では、多くの方が参加しやすい
よう様々な会場に出向き、町田市固有の歴史資源
を活用した新たな講座や展示を実施します。

①電子書籍の年間貸出
件数

②歴史を学ぶデジタルコ
ンテンツ件数

③新規アウトリーチ事業
件数

①110,000タイ
トル

②2件

③2件

○

①電子書籍の貸出件数は、64,054
タイトルです。
・デジタル化する地域資料を確定
し、事業者と契約をしました。
・堺市民センターまつり及び南市民
センターまつりで電子書籍サービス
のPRを実施しました。また、カフェ
などで名刺型PRカードを配布しまし
た。

②町田の養蚕について学ぶ動画
「昔の町田の養蚕を学ぼう」の構
成、シナリオ作成等の準備を行いま
した。

③鶴川市民センターで、鶴川地区
協議会と連携し、薬師池の成り立ち
や歴史などを学ぶ「薬師池の歴史」
の講義を実施しました。

・引き続き、事業者へのヒ
アリングや、他市の類似
施設の状況調査を行
い、仕様書案を作成しま
す。

①センターまつり
の参加、カフェで
のPRカード配布
以外でも電子書
籍サービスのPR
を実施します。
電子書籍サービ
スで英語多読が
出来ることをPRし
ます。

②町田の歴史に
触れる機会の充
実と文化財の活
用のため、引き
続き資料等のデ
ジタル化に取り
組みます。

③町田市固有の
歴史資源の活用
を進めるため、新
しい視点での講
座や展示をアウト
リーチで実施しま
す。

・新規に業務を委託する範囲を窓口機能、情
報収集・提供機能、講座実施機能の一部と
し、事業者へのヒアリングを実施しました。
・学習相談の窓口を会計年度任用職員が
担っている調布市や、Ｗｅｂでの動画配信によ
る講座を行っている大田区の視察をしました。
・業務を委託する範囲や業務内容について、
町田市生涯学習センター運営協議会の意見
を聞きました。
・事業者ヒアリングや視察の結果を踏まえ、業
務委託の仕様書案を作成しました。

作成完了 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

作成した仕様書
案を基に、委託
化に向けた準備
を進めます。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

6 6 -
時間外勤務時
間数削減の取
組

Ｔｅａｍｓ等のツールを活用し、情報連絡、資料共
有、リモート会議により業務の効率化を図り、時間
外勤務を削減します。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

84.7時間以下
(2023年度比
10%減)

△

・毎週水曜日に実施している部内
会議を始め、出先部署や外部委員
が参加する会議等については、原
則、オンライン参加が可能な形態で
実施し、移動に係る時間を削減しま
した。また、会議等の資料は電子
データを共有し、印刷等に係る業
務を削減しました。しかしながら、学
校統合に伴う学校資料（歴史資料・
民俗資料・考古資料）の整理、生涯
学習センター改修工事に伴う移転
準備、図書館システムの更改など
新たな業務が生じたことから、4月
から9月までの1人あたりの時間外
は47.9時間となり、前年同期間の
46.4時間から1.5時間（3.2%）増加し
ました。

・各取組を継続するほ
か、会議資料等の作成
にあたってはTeams機能
を活用して複数職員が
共同で編集し、取りまと
めに係る業務を削減する
など、引き続き業務の効
率化を図ります。

・1人あたりの時間外勤務の時間は93.6時間
（2023年度比0.5%減）となりました。
・学校資料の整理、生涯学習センター事務室
の移転、図書館システムの更改など、今年度
新たに生じた業務の影響により上半期の時間
外勤務は前年度に比べ増加しました。
・会議・打ち合わせ等のオンライン化を進め、
職員の移動に係る時間や資料印刷等に係る
業務を削減しました。

93.6時間
(2023年度比
0.5%減)

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

時間外勤務につ
いて、職員間で
の偏りがあるた
め、業務の配分
や役割の見直し
が必要です。
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効率的で健全な病院経営を推進し、町田市民病院が市の医療連携の中核を担う病院としての役割を発揮することにより、市民に安全で質の高い医療サービスを安定かつ継続して提供できる体制を形成します。

顧客の視点 資源の視点 比較の視点 環境変化の視点

＜市民＞
○地域の中で安心して必要な医療を受けられるよう、町田市民病
院は急性期の医療を提供する医療機関として、専門的治療が必要
な医療サービスを提供することが求められています。
○高齢者人口の増加に伴い、基礎疾患に加え、認知症などを併
発する患者が増加しています。患者・家族共に退院後の生活に不
安を抱えるケースが増加しており、退院後の生活を見据えた退院
支援の充実が必要です。より一層の後方支援体制の充実により、
地域包括ケアシステムの構築を進めることが望まれています。
○救急医療の充実を図る必要があります。
○急性期医療を提供する医療機関として存続するためには、専門
的治療が必要な患者の獲得が重要です。地域医療機関との連携
を深め、紹介患者数を増加させる必要があると共に、後方病院へ
の転院促進を強化する必要があります。
○市民病院が有する知識を活用して、市民に向けた教育・研修活
動を通じて市民の健康増進に努めます。広報誌による情報発信を
はじめ、市民公開講座のWeb開催や病院広報動画などオンライン
での情報発信に力を入れる必要があります。一方で、広報紙など
紙媒体についても根強いニーズがあります。オンラインでの情報発
信に偏りすぎないようにする必要があります。
○薬品及び診療材料について、安定した供給を継続していくこと
が求められています。
○ゼロカーボンシティまちだへ向けた取り組みとして、温室効果ガ
スの削減や抑止をしていくことが求められています。
＜院長・副院長など病院経営層＞
○院長・副院長など病院経営層が経営判断をできるようにするた
め、迅速かつ的確に医療に関する環境変化をとらえながら、病院
の経営状況を整理することによって、経営課題をとりまとめ、提案す
る必要があります。
＜医師・看護師・コメディカルなどの医療職＞
○医療職が、安全かつ良質な医療を提供しながら患者の治療に専
念できるよう、また医療職がチームで医療を提供できるよう、適切に
サポートする必要があります。
○人的サービスが主体である病院において、患者満足度を向上さ
せるためには、まず、そこで働く職員の満足度を高めることが不可
欠です。職員満足度を高め、職員の離職を防止し、職員から選ば
れる病院を目指す必要があります。

○市民に質の高いサービスを提供するために内視鏡手術用支援
機器やＨＣＵ（高度治療室）といった新たな物的資源を有効活用す
る必要があります。
○薬剤科と連携したジェネリック医薬品の推進及び他病院との共
同購入制度を活用した診療材料の同種同効品への切り替えによ
り、経費を削減していく必要があります。
○廃棄処理費用の高価な感染性廃棄物を削減していく必要があり
ます。
○病院で働く職員にとって、働きやすい職場であること、やりがいを
感じられること、知識や技術の向上を習得できることが必要とされて
います。
○町田市民病院で働くことを志す方々にとって、働きたいと思える
環境等が整っていることが求められています。
○医師や看護師の負担を軽減するために医師事務作業補助者、
看護補助者の配置を確保・強化し、負担軽減に取り組む必要があ
ります。

○公的な病院として二次救急医療や小児医療、周産期医療など
の不採算医療についても安定的な提供が求められています。入
院、外来患者数や患者一人当たりの平均稼働額、一般病床利用
率は、三多摩地区公立病院と比較し平均を上回っており、引き続き
高い水準を維持する必要があります。
○急性期医療の状況を評価する施設基準「急性期充実体制加算」
は、三多摩地区公立病院では公立昭和病院と当院のみ取得して
います。
○三多摩地区公立病院のうち、比較対象としている7病院のなか
で、材料費比率については2位と比較的に縮減が進んでいるた
め、今後もベンチマーク分析システムを活用し、全国の医療機関と
の購入価格を比較検証のうえ、価格交渉をより効果的に実施し、材
料費比率を低くおさえていく必要があります。
○三多摩地区公立病院との比較では、認定看護師の人数、医師
の有給休暇取得率、タスクシフト（医師以外への職種に業務を任せ
ること）の取り組みにおいて、高い水準となっています。
○三多摩地区公立病院の7病院を対象に1病床あたりの職種ごとの
職員数を多い順に順位比較すると、事務職は7院中6位、医師は2
位、看護師は3位、医療技術職は2位の状況です。引き続き適正な
人員配置及び人員確保を図る必要があります。
○「南多摩保健医療圏」の医療機関で初めて、内視鏡手術用支援
機器を導入するなど、地域の中核病院として質の高い医療を提供
する機能を充実しています。
○感染性廃棄物処理機メルトキングは、近隣においては、2病院
（川崎市の日本鋼管病院、世田谷区の児玉経堂病院）にのみ導入
されている先駆的な機械であり、感染性廃棄物量を削減していきま
す。

○感染症法の改正により、2024年4月以降、医療機関と都道府県と
の間で感染症対応に関する協定を締結する必要があり、これまで
以上に感染症対策において重要な役割を担うことが求められてい
ます。
○資材不足やインフレといった社会情勢の影響による供給不足や
価格高騰に対して、薬品及び診療材料の調達に支障がないよう、
事業者との連携が従来以上に必要になっています。
○感染性廃棄物を一般廃棄物にすることで、トラック運搬回数を減
らし、温室効果ガスを削減していきます。
○2024年度から適用された「医師の働き方改革」に基づき、時間外
労働の上限規制を実施する必要があります。併せて、医療従事者
のすべてで働き方改革を進めるタスクシフティング、タスクシェアリ
ングが強く求められています。そのため、医師、医療従事者の勤務
状況の把握、評価を行い、負担軽減に資する計画と対策が必要に
なってきます。
○少子高齢化による医療ニーズが増大する一方で、現役世代が急
減する中で、医療職の確保対策強化が求められています。町田市
民病院第4次中期経営計画（2022年度～2026年度）に基づき、安
定かつ適正な人員配置・確保を行う必要があります。
○コロナ禍を契機とした国のデジタル改革関連法の施行、東京都
のDX推進計画や「町田市デジタル化総合戦略2022」の策定など、
行政分野においてデジタル技術を活用した生産性の向上が求めら
れています。
○地域医療支援病院となって以降、地域の医療機関の後方支援
として、より入院医療の必要な患者の受入れを強化するため、効率
的な病床運用体制を構築する必要があります。
○連携の推進とともに、より高度な医療を提供する事で、地域の中
核病院としての立場をより明確化する必要があります。
○マイナ保険証の利用促進、電子処方せんや救急時医療情報閲
覧機能の開始など、医療DXの推進に取り組むことが求められてい
ます。

部の使命

部の現状と
課題

2024年度 部長の仕事目標

町田市民病院事務部

服部　修久

部名

部長名
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2024年度

2027年度

2026年度

達成時期部の経営課題 指標 現状値

1 機能分化と医療連携の推進

①紹介率

②逆紹介率

③地域医療に関する委員会の開催回数

④病病連携交流会の開催回数

①81.0%

②67.2%

③4回

④2回

①77.0%

②65.0%

③4回

④2回

2024年度

部名 町田市民病院事務部

部長名 服部　修久

目標値

2 急性期医療の機能向上 ＨＣＵ（高度治療室）病床利用率 74% 80%

3 医師の働き方改革の推進

特例水準対象医師の平均時間外労働の時間数

※特例水準対象医師
医療機関勤務環境評価センターの審査を基に、東
京都から認定を受けた医師です。認定を受けた医
師は年1,860時間まで時間外労働が認められま
す。

1,419時間 960時間

4 「ゼロカーボンシティまちだ」に向けた取組
①機器の導入

②感染性廃棄物排出量

①未導入

②157,000ｋｇ/年

①導入

②125,600ｋｇ/年(13,955ｋｇ削減)
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達成時期部の経営課題 指標 現状値

部名 町田市民病院事務部

部長名 服部　修久

目標値

2026年度

①2024年度

②2026年度

5 病院経営に必要な人員配置及び人員確保 常勤職員数

①医師：83名

②医療技術：118名

③看護師等：426名

④事務：43名
(2024年4月1日時点)

①医師：93名

②医療技術：120名

③看護師等：429名

④事務44名

6 ＩＣＴの活用
①マイナンバーカード認証機の台数

②電子処方せんの導入

①3台

②未導入

①5台

②運用開始

2024年度7 時間外勤務時間数削減の取組 1人あたりの時間外勤務の時間数 152.9時間 137.6時間（2023年度比10%減）
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

実行計画（年度目標）
中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容

1 1

個
別
計
画

引き続き、医療
機関訪問や交流
会を通し紹介・逆
紹介を推進し、
地域医療支援病
院として地域医
療機関との機能
分化を行いま
す。

町田市民病院事務部

服部　修久

部名

部長名

評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

院内における感
染性廃棄物の収
集業務フロー
や、減量装置の
運用方法を見直
すことにより廃棄
物の排出量を削
減していきます。

機能分化と医
療連携の推進

地域医療支援センターと連携し、医療の機能分化
と医療連携を推進します。

①紹介率

②逆紹介率

③地域医療に関する委
員会の開催回数

④病病連携交流会の開
催回数

①77.0%

②65.0%

③4回

④2回

①84.5%
②68.6%
定期的に医療機関や患者様へ紹
介状を持参して受診するよう呼びか
けることで、紹介受診が推進できま
した。

③1回
7月に委員会を開催し、医師会を始
めとする地域関係機関と感染症や
医薬品の供給状況等について意
見交換をしました。

④0回
下半期に開催する交流会に向け、
開催までのスケジュール作成や内
容の検討を行いました。

①②地域医療機関との
機能分化を行うため、引
き続き、紹介・逆紹介を
推進します。

③年度内に、残り３回委
員会の開催を予定して
います。
引き続き地域の課題や
情報共有を図り、地域医
療の推進に努めます。

④12月に地域との関係
を深めるため、当院医師
と地域のクリニックの医師
が直接意見交換を行う
対面による交流会を開催
します。

①②医療機関訪問や交流会等を通し、診療
内容について情報交換を行いました。また、
近隣医療機関へ診療内容に関するアンケート
を実施しました。診療内容を共有することで紹
介・逆紹介の推進に努めました。

③当院の診療内容の報告や医療に関する社
会問題等について意見交換をしました。

④10月にオンラインによる入退院支援交流会
を開催し、入退院支援の現状や取り組みにつ
いて意見交換しました。また、12月に地域医
療交流会を開催し、当院医師と地域のクリニッ
クの医師が意見交換を行い連携を深めること
ができました。

①83.4%
②69.0%

③4回

④2回

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

C:目標
水準を達
成したた
めです。

B○

2024年度診療報酬改定
において、HCU入室基
準の変更に伴い、現状
にあわせた効果的な運
用を進めることで、救急
医療の更なる充実を図っ
てまいります。

4月～11月における病床利用率は62.8%となっ
ています。報酬改定に伴い、新たな基準の届
出を11月に提出し、運用方法を変更し、ベッド
コントロールを行った結果、11月は77.8%、12
月は、78.5%となり、11月以降は目標の80%を
概ね達成しております。

80% C

HCUの稼働によ
り、一般病棟内
の重症患者も受
け入れることで一
般病棟の負担を
軽減し、救急から
の円滑な入院を
推進することで、
救急医療の更な
る充実を図ってま
いります。

宿日直の許可を得られ
ていない診療科におい
て、引き続き、取得を目
指します。併せて、新た
なタスクシェア・シフトを
検討、推進します。

12診療科中、11診療科において、宿日直の
許可を取得し、特例水準対象医師数が29名
から20名へ減少しました。タスクシェア・シフト
として、院外薬局からの軽微な問合せを薬剤
師や医師事務が医師に代わり回答する取組
を導入しました。また、入院時における持参薬
の管理をシステム化（電子カルテ内「処方カレ
ンダー」で管理）する等の取組を行い、医師の
負担軽減に貢献しました。

853時間 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

宿日直の許可を
得られていない
残り1診療科につ
いて引き続き労
基署と協議すると
ともに、医師の負
担軽減に資する
タスクシェア・シフ
トを検討、推進し
ます。

2 2

個
別
計
画

急性期医療の
機能向上

ＨＣＵ（高度治療室）12床の安定稼働により、一般
病棟の負担軽減や救急からの円滑な入院や別途
を推進することで市民の皆様や地域に必要とされ、
信頼される救急医療の更なる充実を図っていきま
す。

ＨＣＵ病床利用率 80% △

HCU（高度治療室）12床の安定稼
働により、一般病棟の負担軽減や
救急からの円滑な入院の推進を
行っており、4月～8月の病床利用
率は約60％となっています。

3 3

経
営
改
革
プ
ラ
ン

医師の働き方
改革の推進

医師の働き方改革検討プロジェクトチーム及び医
療職の負担軽減委員会において、医師の負担軽
減に資するタスクシェア・シフトを検討、推進しま
す。

特例水準対象医師の平
均時間外労働の時間数

※特例水準対象医師
医療機関勤務環境評価
センターの審査を基に、
東京都から認定を受けた
医師です。認定を受けた
医師は年1,860時間まで
時間外労働が認められ
ます。

1,304時間 ○

特例水準対象医師の数を減少させ
るため、10診療科において宿日直
の許可を得ました。一部診療科に
おいて、宿日直体制からオンコー
ル体制へ切り替えることにより、担
当医の負担を軽減しました。また、
医師が行っていた一部の事務作業
を医師事務作業補助者へタスクシ
フトすることで、併せて医師の負担
軽減を図りました。

①12～1月の導入作業を
予定しています。
②装置導入後、1～3月
に仮運用し、感染性廃棄
物排出量の削減を図りま
す。

①2月に設置完了しました。

②装置導入後、2～3月に仮運用し、感染性
廃棄物排出量の削減を図りました。

①導入完了

②7,850kg削
減（2023年度
比5%削減）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

4 4

事
務
事
業
見
直
し

「ゼロカーボン
シティまちだ」
に向けた取組

ごみの乾熱滅菌減量装置を導入し、感染性廃棄物
排出量を削減することで、トラック運搬回数等の削
減を図り、温室効果ガス排出量の削減に取り組み
ます。

①機器の導入

②感染性廃棄物削減量

①導入

②153,511ｋｇ/
年
(3,489ｋｇ削減)

○
①②　9月に装置導入に係る契約を
締結しました。
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順
位

経
営
課
題

計
画
類
型

進
捗
状
況

評
価

中間確認 年度末確認

目標値 課題と対応具体的な活動内容
評価の
視点

目標値に
対する
実績値

1年間の総括指標取組項目

年度目標設定

上半期の状況や評価 下半期の予定

①定期異動以外では、7月に1名退職、11月
に１名採用し、在籍者は83名となりました。派
遣元の病院への訪問や連絡会などにより良好
な関係を築き、安定した医師の確保に努めま
した。

②欠員補充のため8月に理学療法士、10月に
診療放射線技師の採用試験を実施しました。
12月に薬剤師1名が退職したため、4月採用
に向けて2月に採用試験を実施しました。在籍
者は117名となりました。

③現在419名在籍しています。昨年度に引き
続き大手求人メディアや求人検索エンジンの
活用や採用試験を平日開催した結果、既卒
看護師の応募が広告掲載前の約2倍の30名と
なり、入職者増に繋がりました。

④現在43名在籍しています。9月に医療ソー
シャルワーカーの採用試験を実施しました。

当初、閉鎖している南棟6階病棟の再開を見
込んで目標値を設定しましたが、同病棟の再
開が次年度以降となったため、現状において
は、必要な人員を確保できています。

①医師：83名

②医療技術：
117名

③看護師等：
419名

④事務：43名

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

①関連大学病院
に医師の派遣を
働きかけるととも
に、都の派遣事
業等の制度を活
用し、医師の充
足に努めます。

②欠員が生じた
際は、速やかに
採用試験を実施
し、人員の確保
に努めます。

③早期化する新
卒採用活動や売
り手市場の転職
市場に対応した
採用活動を積極
的に行います。

④欠員が生じた
際は、速やかに
採用試験を実施
し、人員の確保
に努めます。

①12月1月に増台、稼働
を開始します。※業者の
都合により1月の納品と
なりました。

②回収したアンケートの
分析を行い、12月に経
営会議で報告を行いま
す。次年度アクションプラ
ンを策定し、3月のトップ
ミーティングで報告しま
す。

①設置場所や運用方法について関連部署と
共に検討を行いました。需要の高まりもあり、3
台の増台を行いました。今後も状況を確認し、
効率的な運用に努めます。

②町田市薬剤師会加盟の調剤薬局と三多摩
地区公立病院を対象にアンケートを実施し、
結果の分析を行いました。今後は引き続き国
の動きを注視しながら、策定したアクションプ
ランに沿って、医薬品マスタの確認や院内の
体制整備などを進めていきます。

①6台

②調査の実
施・結果分析
及びアクション
プランの策定

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①保険確認業務
の効率化による
患者満足度およ
び業務精度の向
上に努めます。ま
た、認証機を利
用した診療情報
の取得・活用によ
り質の高い診療
にも繋がるよう、
継続して運用の
見直し等に取り
組んでいきます。

②2026年度の運
用開始に向け、
医師、薬剤科、
事務部各課と連
携し、導入スケ
ジュール及び運
用案を作成しま
す。

5 5

個
別
計
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病院経営に必
要な人員配置
及び人員確保

医師をはじめとする医療職員数の維持、確保に努
めます。
特に看護師採用の裾野を広げるため幅広い広告
媒体を通じて募集を行います。

常勤職員数

①医師：93名

②医療技術：
120名

③看護師等：
429名

④事務44名

○

①定期異動を除き、7月に1名退職
し、現在82名の医師が在籍してい
ます。

②上半期の採用者及び退職者は
おらず、在籍者は116名です。

③423名の看護師が在籍し、施設
基準を満たした人員を確保してい
ます。新卒看護師の応募を増やす
ため、夏季に行われる合同就職説
明会へ出展したほか、夏季インター
ンシップを開催しました。

④現在43名在籍しています。昨年
度末退職者の補充ができていない
医療ソーシャルワーカーについて9
月に採用試験を実施しました。

①今後も医師採用の取り
組みを進めます。

②理学療法士及び診療
放射線技師について10
月に採用試験を実施しま
す。退職等により欠員が
生じた際は、採用を検討
します。

③既卒看護師の応募を
増やすため、大手求人メ
ディアや求人検索エンジ
ンへ求人広告を掲載しま
す。

④退職等により欠員が生
じた際は、採用を検討し
ます。

時間外勤務時
間数削減の取
組

各課において業務の効率化に努めるほか、職員の
時間外勤務時間について把握し、計画的な指導を
行います。

1人あたりの時間外勤務
の時間数

137.6時間
（2023年度比
10%減）

○

2024年4月から9月における一人あ
たりの時間外勤務の時間数は63時
間で、前年度同時期と比較すると
13時間（17%）の減となりました。

6 6

事
務
事
業
見
直
し

ＩＣＴの活用
マイナンバーカード認証機や電子処方せん等の
ICTを活用し、医療DXを推進します。

①マイナンバーカード認
証機の台数

②電子処方せんの2026
年度導入に向けた取組

①5台

②次年度アク
ションプランの
策定

○

①見積もりを取得し、増台する2台
について設置場所や運用方法の
検討を行っています。

②近隣調剤薬局、公立病院等へア
ンケートを配布しました。

職員毎の年度中間時間
外勤務時間数を通知し、
一層の時間外勤務時間
の削減を促します。

一人あたりの時間外勤務の時間数139時間
で、前年度3月末実績と比較すると14時間
（9.2%）の減となりました。

139時間 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、業務
手順の見直しや
分担の整理、業
務の進捗管理を
行い、時間外勤
務時間の削減に
努めます。

7 7

個
別
計
画
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